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様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

評価対象中期目標

期間 

見込評価（中期目標期間実績評

価） 

第３期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。） 

中期目標期間 平成２５～２９年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 厚生労働大臣 

 法人所管部局 職業安定局 担当課、責任者 雇用開発企画課長 田中 仁志 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 牧野 利香 

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

３．評価の実施に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 

 

評定に至った理由  

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価   

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

 

 

 

 

３．課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

 

その他改善事項  

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  

その他特記事項  
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

中期目標 年度評価 中期目標期

間評価 

項目別

調書№ 

備考

欄 

 中期目標 年度評価 中期目標期間

評価 

項目別

調書№ 

備考欄 

 ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

  ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 高年齢者雇用に関する相談・援助、
実践的手法の開発、啓発等 Ａ Ａ Ｂ     １－１    

効果的・効率的な業務運
営体制の確立、業務運営
の効率化に伴う経費節減
等、事業の費用対効果、
障害者雇用納付金を財源
に行う講習及び啓発の事
業規模の配慮 

Ａ Ｂ Ｂ     ２－１  

給付金の支給業務 Ａ Ｂ Ｂ     １－２    

地域障害者職業センターにおける
障害者及び事業主に対する専門的
支援 

Ａ Ａ Ａ  
 

 
 

１－３ 
   

地域の関係機関に対する助言・援
助等及び職業リハビリテーション
の専門的な人材の育成 

Ａ Ａ Ｂ  
 

 
 

１－４ 
   

職業リハビリテーションに係る調
査・研究及び技法の開発 Ａ Ａ Ａ     １－５              

 障害者職業能力開発校の運営 Ａ Ｂ Ｂ     １－６              

障害者雇用納付金の徴収及び障害
者雇用調整金、報奨金等の支給業
務 

Ａ Ａ Ｂ  
 

 
 

１－７ 
  

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 

障害者雇用納付金に基づく助成金
の支給業務 Ａ Ｂ Ｂ     １－８    

財務内容の改善に関する

事項 
Ｂ Ｂ Ｂ     ３－１  障害者雇用に関する各種講習、相

談・援助、実践的手法の開発、啓
発等 

Ａ Ａ Ｂ  
 

 
 

１－９ 
   

 障害者技能競技大会(アビリンピ
ック)の開催 Ａ Ａ Ｂ     １－10              

 離職者訓練 Ａ Ａ Ａ     １－11   Ⅳ．その他の事項  

 高度技能者養成訓練 Ｓ Ａ Ｂ     １－12    その他業務運営に関する
重要事項 Ａ Ｂ Ｂ     ４－１  在職者訓練、事業主等との連携・

支援 Ａ Ａ Ｂ     １－13    

指導員の養成、訓練コースの開発
等、国際連携・協力の推進 Ａ Ｂ Ｂ     １－14              

効果的な職業訓練の実施、公共職
業能力開発施設等 Ａ Ｂ Ｂ     １－15              

 求職者支援制度に係る職業訓練認
定業務等 Ｂ Ｂ Ｂ     １－16              

 関係者のニーズ等の把握、業績評
価の実施及び公表、内部統制の充
実・強化、事業主等とのネットワ
ークの構築、連携強化、法人統合
による業務運営におけるシナジー
の一層の発揮に向けた取組、情報
提供及び広報の実施、東日本大震
災に係る対策の実施、情報セキュ
リティ対策の推進、既往の閣議決
定等に示された政府方針に基づく
取組の実施 

Ｂ Ａ Ｂ  

 

 

 

１－17 

 

           

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

※難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。  
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 高年齢者雇用に関する相談・援助、実践的手法の開発、啓発等 

関連する政策・施策 政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市
場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進

を図ること 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第２号及び

第３号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

高年齢者雇用アドバイザ
ーによる相談・援助件数                                      

（計画値） 

毎 年 度 延 べ
30,000 件 以
上 

－ 
30,000 件 以
上 

30,000 件 以
上 

30,000 件 以
上 

30,000 件 以
上 

30,000 件 以
上 

予算額（千円） 
－ － － －  

高年齢者雇用アドバイザ
ーによる相談・援助件数                                      

（実績値） 
－ 41,747 件 42,160 件 39,997 件 37,273 件 36,868 件  

決算額（千円） 
－ － － －  

達成度 － － 140.5％ 133.3％ 124.2％ 122.9％  経常費用（千円） － － － －  

相談・援助の利用事業主

等に対する追跡調査にお

ける課題改善効果が見ら

れた旨の評価（計画値） 

70％以上 － 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 

経常利益（千円） 

－ － － －  

相談・援助の利用事業主

等に対する追跡調査にお

ける課題改善効果が見ら

れた旨の評価（実績値） 

－ 80.0％ 90.4％ 89.7％ 89.8％ 90.2％  

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

達成度 － － 129.1％ 128.1％ 128.3％ 128.9％  従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。  
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
２ 高年齢者等に係る
雇用関係業務に関す
る事項 
 
 (2) 高年齢者等の
雇用に関する技術
的事項について、
事業主その他の関
係者に対して相談
その他の援助を行
うことに関する事
項 

 
高年齢者等の安

定した雇用の確
保、雇用管理改善
等の実施、高年齢
者等の多様な就業
ニーズに応じた就
業機会の確保を図
るために、職業安
定機関と連携しつ
つ、事業主等に対
して必要な支援を
実施すること。 

 
 
 

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 高年齢者等に係る
雇用関係業務に関す
る事項 
 
 (2) 高年齢者等の
雇用に関する技術
的事項について、
事業主その他の関
係者に対して相談
その他の援助を行
うことに関する事
項 

 
生涯現役社会の

実現に向けて、高
年齢者雇用確保措
置に関する事業主
の取組、高年齢者
等の雇用管理改善
等、高年齢者等の
職業の安定を図る
ための多様な就業
機会の確保に関し
て、事業主等に対
する支援を職業安
定機関と十分に連
携しつつ、効果的
に実施する。 

 

  
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２  高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（２） 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係

者に対して相談その他の援助を行うことに関する事項 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
・高年齢者雇用に関する相
談・援助件数は、平成 25
～28 年度の４年間に計
156,298 件となり、達成
度 130.2％の実績となっ
た。 

・相談・援助を受けたこと
により、課題改善効果が
あったと評価した事業主
の割合は、平成 25～28
年度の４年間で平均
90.0 ％ と 、 達 成 度
128.6％の実績となった。 

・相談・援助サービスの質
の向上のために、研修を
体系的なものに見直した
（H25 新規）ほか、時代や
企業のニーズに合わせ、5
年ごとに必ず研修する
（H25 新規）とともに、賃
金･評価制度に関する研
修（H27 拡充）、業種別の
研修（H26 拡充）を実施
した。 

・「ニッポン一億総活躍プラ
ン」において、「継続雇用
延長・定年引上げのため
のマニュアルを本年度※
中に策定」することとさ
れたことを受け、平成 28
年度内に、定年引上げ等
の具体的な手順のほか、
多様な企業事例をわかり
やすく載せた「65歳超雇
用推進マニュアル」を作
成した。※H28 年度 

・改正高年齢者雇用安定法
施行後、高齢者雇用が進
む中で、ツールの改善を
図るとともに、企業の取
組状況に合わせた相談・
援助のノウハウを共有す
ることにより、相談・援
助の効果増大を図った。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・65歳定年や継続雇用延長

を進めていくために、職
業安定機関と連携し、「65
歳超雇用推進マニュア
ル」を活用して企業へ働

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等
を行った場合には意見を記
載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
 

 ① 高年齢者雇用ア
ドバイザーによる
相談・援助等の実
施 

 
 
 
 
 
 
 
 

ア 高年齢者雇用
アドバイザーに
よる効果的な相
談・援助等の実
施・充実 

 
① 高年齢者雇
用アドバイザ
ーによる効果
的な相談・援
助等の実施 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 高年齢者雇用アドバイザーによる効果的な相談・援助等の実施・充実 
 
・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助は、「生涯現役社会の実現」に重
点を置き、平成 24 年に改正され、平成 25 年に施行された高年齢者等の雇用
の安定等に関する法律（以下「改正高齢法」という。）への対応及び「年齢に
かかわりなく働ける企業の普及」等に資するため、企業の制度導入状況等に
応じて必要となる雇用管理改善が取り組まれるよう以下のとおり実施した。 
- 各施設は、高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助の効果的かつ円滑な実
施のために、必要に応じ職業安定機関の担当者等の参加を得つつ連絡調整
会議を実施する等、相談・援助の取組の進捗状況について、職業安定機関
と連携し、それぞれの役割に応じた的確な支援を実施した。 

- 機構本部は、各施設から相談・援助の効果的な取組事例を収集し、その中
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「生涯現役社
会の実現」に重
点を置き、「希望
者全員を対象と
する65歳までの
継続雇用制度の
導入」、「70 歳ま
で働ける企業の
実現」等に資す
るため、高年齢
者雇用アドバイ
ザ ー を 活 用 し
て、執行の効率
化を図りつつ、
機構の蓄積する
専門的知見を基
に事業主等に対
する高年齢者等
の雇用の技術的
問題全般に関す
る相談・援助を
行い、相談・援
助を実施した事
業主等に対して
追跡調査を実施
し、70％以上の
利用事業主等に
おいて、具体的
な課題改善効果
が見られるよう
にすること。 

 
 
 
 
 
 
 
また、職業安

定機関からの要
請に基づく事業
所 に 対 す る 相
談・助言を積極
的に実施するこ
と。 

 

「生涯現役
社会の実現」
に 重 点 を 置
き、「希望者全
員を対象とす
る65歳までの
継続雇用制度
の導入」、「70
歳まで働ける
企業の実現」
等に資するた
め、高年齢者
雇用アドバイ
ザーが、事業
主 等 に 対 し
て、実践的支
援ツールを活
用して対象企
業の課題等を
把握する等に
より、毎年度
延べ30,000件
の相談・援助
を計画的かつ
きめ細かく実
施する。実施
後は、相談・
援助を行った
事業主等に対
して追跡調査
を実施し、有
効回答のうち
70％以上の事
業主等におい
て、具体的な
課題改善効果
が見られるよ
うにする。 
高年齢者雇

用アドバイザ
ー に よ る 相
談・援助は、
高年齢者等の
雇用の安定等
に関する法律
（昭和46年法
律第 68 号）に
規定されてい
る65歳までの
高年齢者雇用
確保措置の未
実施企業や経
過措置により
継続雇用制度
の対象者の基
準を設けてい
る企業等に対
し、希望者全
員65歳までの
継続雇用に向
けて、職業安

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・高年齢者雇用

アドバイザ
ーが、事業主
等に対して、
毎年度延べ
30,000 件の
相談・援助を
計画的かつ
きめ細かく
実施するこ
と。【数値目
標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・65 歳までの
高年齢者雇
用確保措置
の未実施企
業や経過措
置により継
続雇用制度
の対象者の
基準を設け
ている企業
等に対し、希
望者全員 65

から各施設において高年齢者雇用アドバイザー活動が効果的に運営されて
いる取組、高年齢者雇用アドバイザーが工夫している企業へのアプローチ
方法等を選び、取組の好事例として全施設及び高年齢者雇用アドバイザー
にフィードバックした。さらに、高年齢者雇用アドバイザーの取組に係る
好事例については、四半期に１回以上実施する連絡調整会議等を通じて高
年齢者雇用アドバイザー間で共有等することにより、効果的な相談・援助
の実施に役立てた。 

- 機構本部においては、業務の全国統一的枠組みとして基本スキームを示し
ており、各施設は地域の実情を考慮の上、高年齢者雇用アドバイザーの訪
問先として相談・援助による効果をより高く見込める企業を選定した。 
加えて、機構本部は事業主に対する継続的な支援を効果的に行うための

相談記録の内容の充実等について、各施設に周知指導するとともに、業務
指示が適切に実施されるよう、各施設業務担当者向け手引きに新たな疑義
解釈や解説等を追加・修正し、配付した。 

- 業務進捗状況等を勘案し、必要に応じて機構本部職員が各施設に出向き、
高年齢者雇用アドバイザーの連絡調整会議に出席する等現地指導を強化し
た。 

- 中高年従業員の活用方法や職業意欲の向上等についての事業主等のニーズ
に応えるため、就業意識向上研修サービスを支援メニューとし、企業の職
場管理者又は中高年従業員に対する研修を実施した。 

 
イ  高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の実施 
・各年度の相談・援助の実施件数は以下のとおりである。 
平成 25 年度 42,160 件（達成度 140.5％） 
（内訳）相談・助言  

個別訪問 41,930 件 
集団指導 55 件 
企画立案 120 件 
就業意識向上研修 55 件 

平成 26 年度 39,997 件（達成度 133.3％） 
（内訳）相談・助言  

個別訪問 39,814 件 
集団指導 41 件    
企画立案 96 件 
就業意識向上研修 46 件 

平成 27 年度 37,273 件（達成度 124.2％） 
（内訳）相談・助言  

個別訪問 37,107 件 
集団指導 31 件 
企画立案 85 件 
就業意識向上研修 50 件 

平成 28 年度  36,868 件（達成度 122.9％） 
（内訳）相談・助言  

個別訪問 36,687 件 
集団指導 34 件 
企画立案 86 件 
就業意識向上研修 61 件 

 
・平成 25年度は改正高齢法の施行初年度であり施行期日までに対応が間に合わ

なかった事業主や、施行後に未対応であることが判明したことに伴う職業安
定機関からの訪問要請などの相談・援助に対するニーズが高いことにより相
談・援助の実施件数が増加した。平成 26年度以降は改正高齢法に基づく高年
齢者雇用確保措置実施済み企業の増加に伴い、職場において高年齢者が増加
したことによって生じる具体的な課題等を解決するため、高年齢者雇用確保
措置実施済み企業への支援に重点を置いた相談・援助を実施した。 

・高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助は、企業の高年齢者雇用確保措置の
実施状況等に応じ、60 歳以降の賃金制度、評価制度等の人事処遇に関するこ
とから、職場改善、健康管理能力開発等の様々な分野において、高年齢者雇
用アドバイザー個々の専門性を活かし、以下のとおり、効果的かつ的確に実
施した。 
- 支援すべき企業の選定に当たっては、厚生労働省から提供された高年齢者

きかけを行っていくこと
が必要である。 

・高齢者雇用をさらに進め
ていくために、継続雇用
延長や定年延長を実現し
た優良事例などを収集
し、企業の参考となるよ
う、利用しやすいかたち
で、広く提供していくこ
とが必要である。 
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定機関からの
要請に積極的
に対応して相
談・助言を実
施する。 
希望者全員

65 歳までの高
年齢者雇用確
保措置の実施
済み企業等に
対しては、65
歳を超える定
年延長等の企
業の自主的な
取組を支援す
る等年齢にか
かわりなく働
ける企業の普
及を図り、生
涯現役社会の
実現を推進す
る。 

 

歳までの継
続雇用に向
けて、職業安
定機関から
の要請に積
極的に対応
して相談・援
助を実施し
ているか。 

 
＜評価の視点＞ 
・希望者全員
65 歳までの
高年齢者雇
用確保措置
の実施済み
企業等に対
し、65 歳を
超える定年
延長等の企
業の自主的
な取組を支
援するため
の相談・援助
を実施して
いるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・相談・援助を

行った事業
主等に対し
て追跡調査
を実施し、有
効回答のう
ち 70％以上
の事業主等
において、具
体的な課題
改善効果が
見られるよ
うにするこ
と。【数値目
標】 

 

雇用状況報告の情報及び過去の相談・助言の記録から得られる制度導入状
況、高年齢者の雇用状況等の企業情報を基に、制度の導入や改善効果が見
込まれる企業をリストアップし、高年齢者雇用アドバイザーの訪問による
効果が見込まれる企業を重点的に個別訪問できるよう、各施設が必要に応
じ職業安定機関と協議の上、個別訪問計画を策定した。 

- 希望者全員を対象とする65歳までの高年齢者雇用確保措置実施済みの企業
に対しては、「年齢にかかわりなく働ける企業の実現」に重点を置き、賃金・
評価制度の見直し、職場改善等、高年齢者を戦力として活用することがで
きる制度の構築等に向けた企業の自主的な取組を促し、事業主において明
らかになった課題・支援ニーズに的確に対応し、相談・援助を実施した。
このため、65 歳を超える又は 70 歳以上の高年齢者を実際に雇用しているが
それに応じた制度が整備されていない企業や、既に多くの高年齢者を活用
していると思われる企業を選定した。 

- 高年齢者雇用確保措置未実施企業に対しては、高年齢者雇用アドバイザー
と職業安定機関との役割分担を踏まえ、職業安定機関からの要請に積極的
に対応することを原則とし、協議による個別訪問計画を策定し、公共職業
安定所の担当職員との同行訪問、公共職業安定所が開催する集団指導等に
おいて、改正高齢法に対応した制度導入に向けた計画的な相談・助言を実
施した。 

・（H25）特に平成 25 年度は改正高齢法施行初年度ということもあり、10月末に
公表された高年齢者雇用状況報告の結果を受けて、年度後半に取り組むべき
事項について厚生労働省から各労働局あてに「高年齢者雇用確保措置未実施
企業に対しては、原則としてすべて個別指導を行う」と通知されたことを踏
まえ、職業安定機関が実施する同企業に対する個別指導に高年齢者雇用アド
バイザーの同行を要請された場合は、可能な限り対応するなど、企業の制度
導入状況に応じた支援の実施について、各施設及び高年齢者雇用アドバイザ
ーに指示した。（職業安定機関からの要請に基づく実施件数 15,339 件） 
- 経過措置により継続雇用制度の対象者の基準を設けている企業に対して
は、当該基準の運用実態等を踏まえつつ、「希望者全員を対象とする 65 歳
までの継続雇用制度の導入」が実施されるよう、改正高齢法の趣旨と併せ、
早期に取り組むことのメリットについて説明する等により、相談・援助を
行った。 

 
○企業診断システムの活用 
・企業診断システムを活用して対象企業の能力開発、職場環境整備、人事管理
制度及び健康・安全管理等に係る課題を把握し、企業と共有しながら高年齢
者雇用アドバイザーが相談・援助を実施することにより、高年齢者等の雇用
管理の改善に関する事業主の取組を支援した。 
平成 25 年度  3,502 件 
平成 26 年度  3,225 件 
平成 27 年度  2,916 件 
平成 28 年度  2,833 件 
 

○追跡調査の実施 
・各年度の９月から 10 月に高年齢者雇用アドバイザーが相談・援助を実施した

事業主等に対して 12 月から１月に、課題改善効果について追跡調査を実施し
た。 
- 課題改善効果があったと回答した企業の割合 
平成 25 年度 90.4％（達成度 129.1％） 
平成 26 年度 89.7％（達成度 128.1％） 
平成 27 年度 89.8％（達成度 128.3％） 
平成 28 年度 90.2％（達成度 128.9％） 

・調査の実施に当たっては、調査結果の有効性を担保するため、各施設が調査
票未回収事業主等に対して電話による回収督促等に取り組み、回収率の向上
に努めた。 

・追跡調査については、その結果を分析し、今後の相談・援助に活かすよう各
施設及び高年齢者雇用アドバイザーにフィードバックした。 

 
○ホームページによる周知・広報 
・（H28）高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の事例を新たにホームペ
ージへ掲載し、周知・広報の強化を図った。これらの事例はテーマ別に分類
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することで、わかりやすく整理した。 
 
ロ  企画立案サービスの実施 
・高年齢者雇用アドバイザーが行う相談・援助のうち、企業からの要請に基づ
き具体的な改善案を提案する企画立案サービスについては、定年引上げ・継
続雇用等の高年齢者が働きやすい制度の導入や、従業員向け説明資料の作成
など導入後の円滑な制度運用に向けたサポート等を行うことにより、その内
容の充実を図った。 
- 各年度の実績件数 
平成 25 年度 120 件 
平成 26 年度  96 件 
平成 27 年度  85 件 
平成 28 年度  86 件 
 

・企画立案サービスの好事例についてアドバイザー活動支援ホームページ等を
通じて高年齢者雇用アドバイザーにフィードバックし共有することで、事業
主の多様な課題に対応した改善提案の質の向上を図った。 

 
ハ  職場管理者研修・中高年従業員研修の実施 
・高年齢者雇用アドバイザーが企業に対して相談・援助を行う過程で把握した
ニーズに応じ、当該企業の要請に基づき事業主や職場管理者を対象に、能力
向上及び意識改革を図るため、「管理者と組織の役割」、「高齢の部下とのコミ
ュニケーション」、「高齢の部下に対する仕事の与え方」等を内容として、ま
た、中高年従業員を対象に、自己啓発促進等による職務遂行能力の向上を図
るため、「会社に必要な人材となるには」、「会社に必要な人材となるための意
識と生活」、「自己の職業能力の特性の再認識」、「高齢期の職業生活に向けて
の意識を高めること」等を内容として、高年齢者雇用アドバイザーが講師を
務める研修サービスを実施した。 
- 各年度の実績件数 
平成 25 年度  38 件（受講者数 544 人） 
平成 26 年度  31 件（受講者数 556 人） 
平成 27 年度  39 件（受講者数 678 人） 
平成 28 年度  34 件（受講者数 490 人） 

 
 ② 高年齢者雇用

アドバイザーに
よる支援の質の
向上 

 
高年齢者等の

安定した雇用の
確保の促進を図
るため、賃金、
人事処遇制度等
高年齢者等の雇
用を進めていく
上での課題解決
に資する実践的
手法を開発し、
高年齢者雇用ア
ドバイザーが活
用するためのツ
ールを提供する
とともに、高年
齢者雇用アドバ
イザーの相談・
援助スキル、資
質向上のための
研修の充実を図
ること。 

 

② 高年齢者雇
用アドバイザ
ーによる支援
の質の向上 

 
高年齢者雇

用アドバイザ
ーによるサー
ビスの一層の
質の向上を図
るため、更な
る専門性、相
談・援助スキ
ルの向上のた
めの研修を充
実するととも
に、相談・援
助等の好事例
の提供、高年
齢者等の雇用
を進めていく
上での課題解
決に資する実
践的支援ツー
ルの開発・提
供等を実施す
る。 

＜評価の視点＞ 
・高年齢者雇用

アドバイザ
ーによるサ
ービスの一
層の質の向
上を図るた
め、企業等の
ニーズに応
じ た 専 門
的・技術的支
援が可能と
なるよう、相
談・援助スキ
ルの向上の
ための研修、
相談・援助等
の好事例の
提供等を実
施している
か。 

ニ  高年齢者雇用アドバイザーによるサービスの質的向上の取組 
・全国６ブロックにおいて、高年齢者雇用アドバイザーの活動実態の把握及び
事例発表・意見交換等を行う高年齢者雇用アドバイザー等ブロック別経験交
流会（以下「経験交流会」という。）を開催した。参加した高年齢者雇用アド
バイザーからの事例発表により、具体的な取組の把握を行うとともに、各ブ
ロックにおいて自主的に討議テーマを設定して意見交換を行うことにより相
談・援助のスキルアップを図った。 

・高年齢者雇用アドバイザーが経験交流会において発表した事例等から、今後
の相談・援助の参考となる好事例を収集・整理し、アドバイザー活動支援ホ
ームページに掲載して全国の高年齢者雇用アドバイザーに対して情報共有を
図った。 

・高年齢者雇用アドバイザーの委嘱更新に係る具体的基準（過去の相談・助言
及び企画立案サービス等に係る活動実績が一定以上あること等）に基づき、
適切な人材の確保に努めるとともに、各都道府県の規模等に応じた人数の高
年齢者雇用アドバイザーを配置することで、より的確な相談・援助活動の実
現を図った。 
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 ③ 効果的な相

談・援助の充実 
 

①及び②に加
え、人事労務管
理や雇用環境整
備に関する給付
金の活用を組み
合わせ、高年齢
者の多様なニー
ズ に 対 応 し つ
つ、その能力を
最大限発揮でき
るよう、効果的
な相談・援助の
充 実 を 図 る こ
と。 

 
 

相談・援助
によって明ら
かになった高
年齢者の継続
雇用に当たっ
ての条件整備
に関して、企
業等のニーズ
に応じた専門
的・技術的支
援を積極的に
実施し、人事
労務管理や雇
用環境整備に
関する給付金
の活用を組み
合わせ、高年
齢者の多様な
ニーズに対応
しつつ、その
能力を最大限
発揮できるよ
う、効果的な
相談・援助の
充実を図る。 

 
 

 ホ  高年齢者雇用アドバイザーに対する実務研修等の実施 
・（H25）改正高齢法の施行に併せて、従前 65歳までの継続雇用制度の導入を支
援していた「高年齢者雇用アドバイザー」を 70 歳まで働ける企業の実現に向
けた支援を実施していた「70 歳雇用支援アドバイザー」に一元化し、新たな
「高年齢者雇用アドバイザー」として、年齢にかかわりなく働ける企業の普
及を図り、「生涯現役社会の実現」に向けた雇用環境整備等に関する相談・援
助を行うため、これまで高年齢者雇用アドバイザー２年目に受講させていた
70 歳まで働ける企業の実現に向けた支援を行うための研修を初年度に受講さ
せた。また、新たにすべての高年齢者雇用アドバイザーを対象として、国の
施策や機構の取組を５年ごとに再研修する５年次研修を実施するなど、研修
体系及び内容を見直した。 

・（H26～）高年齢者雇用アドバイザーとして、年齢にかかわりなく働ける企業
の普及を図り、「生涯現役社会の実現」に向けた雇用環境整備等に関する相
談・援助を行うため、アドバイザーの基本的知識・技能の付与、対応力向上
及びアドバイザー業務効率化のための研修を、研修体系に従い計画的に実施
した。 

 
○アドバイザー活動に関する基本的研修の実施（１年次又は２年次） 
・高年齢者雇用アドバイザーに対し、年齢にかかわりなく働ける企業の普及に
向けた基本的な知識技能を習得するための次の基本研修を実施した。 

  研修ごとの各年度の実績は以下のとおり。 
【基本研修Ⅰ】雇用制度、職場改善、能力開発、企業への働きかけ方等を習得
することを目的とした研修を実施（委嘱初年度） 
平成 25 年度 実施１回 ３日間 受講者 39 人 
平成 26 年度 実施１回 ３日間 受講者 58 人 
平成 27 年度 実施１回 ３日間 受講者 24 人 
平成 28 年度 実施１回 ３日間 受講者 38 人 

【基本研修Ⅱ】賃金制度をはじめとした諸制度の導入に結びつけるための提案
方法等を習得することを目的とした研修を実施（委嘱初年度） 
平成 25 年度 実施１回 ３日間 受講者 38 人 
平成 26 年度 実施１回 ３日間 受講者 58 人 
平成 27 年度 実施１回 ３日間 受講者 24 人 
平成 28 年度 実施１回 ３日間 受講者 37 人 

【基本研修Ⅲ】中高年齢従業員自身の就業に係る能力・意欲の改善、管理者と
しての中高年齢従業員への対応方法に関する研修の実施方法等を習得するこ
とを目的とした研修を実施（委嘱２～３年目以降） 
平成 25 年度 実施２回 ３日間  受講者 93 人 
平成 26 年度 実施２回 ３日間  受講者 76 人 
平成 27 年度 実施２回 ３日間  受講者 75 人 
平成 28 年度 実施１回 ３日間  受講者 34 人 

・新任の高年齢者雇用アドバイザーが先輩アドバイザーの実際の相談・助言に
同行して行う実地研修を実施した。（新任者１人につき３回を上限に実施） 

 
○企業診断システムの効果的活用のための実務研修の実施 
・新任の高年齢者雇用アドバイザーに対し、企業診断システムを効果的に活用
した各種の課題解決のための相談・助言方法について、実践事例に重点をお
いた研修を実施した。各年度の実績は以下のとおりであった。 
平成 25 年度２回 各３日間 受講者計 81 人 
平成 26 年度１回 各２日間 受講者計 58 人 
平成 27 年度１回 ２日間 受講者 24 人※基本研修Ⅰに併せて実施 
平成 28 年度１回 ２日間 受講者 38 人※基本研修Ⅰに併せて実施 

・（H25）企業診断システムごとに診断結果の分析手法や具体的な提案の内容等
について、積極的かつ効果的に活用している高年齢者雇用アドバイザーを講
師として、システムをより効果的に活用するための「企業診断システム実践
研修」を実施した。（２日間 受講者 42 人） 

 
○課題解決のノウハウを共有するための研修の実施（５年次研修） 
・委嘱後５年以上を経過した高年齢者雇用アドバイザーのうち、５年ごとの委
嘱年次の者を対象とし、国の施策及び機構の取組を理解し、課題解決のノウ
ハウを共有するための研修を実施した。 
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- 各年度の実績 
平成 25 年度 実施１回 ２日間 受講者 72人   
平成 26 年度 実施１回 ２日間 受講者 58 人 
平成 27 年度 実施１回 ２日間 受講者 78 人 
平成 28 年度 実施１回 ２日間 受講者 79 人 

 
○高年齢者雇用アドバイザーのスキルアップのための研修 
・委嘱後３年以上経過の高年齢者雇用アドバイザーを中心に、個々の専門性、
対応力のスキルアップを図るため、各年度において、以下の研修を実施した。 
- （H25,26）テーマ別（賃金、職場改善、教育訓練等）に実際の相談・援助
における課題事例等を持ち寄り、グループ討議による検討及び発表を行う研
修 
- （H26～）相談・援助の実績が多い業種について、具体的な企業を題材にグ
ループ単位でのケーススタディを中心とした研修 
- （H27～）企業からのニーズが高い、高年齢者等の賃金・人事評価制度に特
化した、具体的な企業の事例を題材にグループ単位でのケーススタディを中
心とした研修 
平成 25 年度 実施１回 ３日間 受講者 45 人 
平成 26 年度 実施２回 各３日間 受講者計 90 人 
平成 27 年度 実施各１回 各３日間 受講者計 85 人 
平成 28 年度 実施各１回 各３日間 受講者計 58 人 

 
○高年齢者雇用アドバイザーを認定するための講習 
・各年度の翌年度の高年齢者雇用アドバイザーを委嘱するために、高年齢者雇
用アドバイザーの委嘱要件を満たす者であって、各施設から推薦があった者
を対象に高年齢者雇用アドバイザー資格を認定するための講習を実施した。 
平成 25 年度 実施１回 ３日間 受講者 57人 
平成 26 年度 実施１回 ３日間 受講者 25 人 
平成 27 年度 実施１回 ３日間 受講者 39 人 
平成 28 年度 実施１回 ３日間 受講者 59 人 
 

ヘ  高年齢者雇用アドバイザーの自主的な資質向上に係る取組への支援等 
○高年齢者雇用アドバイザーの自主的勉強会等への支援 
・高年齢者雇用アドバイザーの相互研鑽や自己啓発が活発化するよう、各地域
の高年齢者雇用アドバイザーが自主的に開催する資質向上のための勉強会等
を奨励するとともに、要請に応じて機構本部から職員を派遣し、業務の重点
取組や制度の変更点についての説明等により支援を行い、併せて高年齢者雇
用アドバイザーの活動状況や要望等を直接把握した。 
- 派遣回数 
平成 25 年度 ５回 
平成 26 年度 ７回 
平成 27 年度 ７回 
平成 28 年度 ９回 
 

○アドバイザー活動支援ホームページ及びメールマガジンの活用 
・高年齢者雇用アドバイザー活動の円滑な実施と質的向上を図ることを目的と
して、高年齢者雇用アドバイザー用の専用ホームページを設けるとともに、
「ＡＤメールマガジン」を発行した。 

・「アドバイザー活動支援ホームページ」は高年齢者雇用アドバイザーに向けて、
企業診断システム等の各種相談・援助ツールとそのマニュアル、企画立案サ
ービス等の実践好事例、高年齢者雇用アドバイザー向け各種研修資料等の掲
載により、高年齢者雇用アドバイザー活動の効果的支援と情報の共有化を図
った。 
- （H27）３種類の企業診断システムをＷｅｂ化するとともに、資料引用を行
いやすくするなど改修を行い、操作性、利便性の向上を図った。 

- （H28）企業診断システムのうち「仕事能力把握ツール」について、70歳ま
で働ける企業基盤作り推進委員会の意見を取り入れ、設問及び診断結果の
内容をより事業主への提案に結びつけやすいものに修正するとともに、全
国平均データを改正高齢法の内容に合わせる改修を実施した。 

・「ＡＤメールマガジン」は全国の高年齢者雇用アドバイザー及び各施設に対し
て機構の取組方針や最新の情報資料、活動の参考となる雇用統計資料、政策・
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制度の動き等を即時的に毎月配信した。これらの事項に加え、高年齢者雇用
アドバイザー本人による企業へのアプローチ方法やツールの活用に関する独
自の工夫等の関連記事や高年齢者雇用アドバイザーからの意見・投稿の掲載
等、実際の支援の現場で活かせる情報の提供、双方向のコミュニケーション
を図った。 

 
ト ゼネラルアドバイザーによる相談・指導等 
・高年齢者雇用に関する専門的・技術的な知識及び相談・援助の高い能力と豊
富な経験を有するゼネラルアドバイザー３人を機構本部に配置し、企画立案
サービスの全案件に対する精査・指導の実施及び高年齢者雇用アドバイザー
に対する研修の一部を担当した。 

・広域的な企業グループへの相談・助言や、全国規模の企業からの企画立案等
の要請について、必要に応じて該当施設への引継ぎ、調整、及び指示を行っ
た。 

・（H27） 広域的な企業グループの要請により、当該企業が行う高年齢者雇用に
関する取組のための勉強会にゼネラルアドバイザーを派遣した。 

・（H26～）高年齢者雇用アドバイザーの自主的勉強会等にゼネラルアドバイザ
ーを派遣し、企画立案サービスの分析結果等を踏まえ、留意点等について、
説明・指導した。 

 
  イ 実践的手法の

開発・提供 
企業における

高年齢者等の雇
用に係る問題の
解決、雇用管理
の改善等に資す
るため、事業主
のニーズに配慮
しつつ、高年齢
者等の雇用に関
する必要な実践
的 手 法 を 開 発
し、高年齢者雇
用アドバイザー
が行う相談・援
助への活用を図
るとともに、常
に情報の抽出・
整理ができるよ
うにデータベー
スを構築し、当
該開発成果に係
る情報を蓄積・
管理した上で、
開発成果をホー
ムページ等を通
じて提供するこ
とにより、事業
主等の自主的な
取 組 を 支 援 す
る。 
 

＜評価の視点＞ 
・事業主のニー

ズに配慮し
つつ、高年齢
者等の雇用
に関する必
要な実践的
手法を開発
するととも
に、高年齢者
雇用アドバ
イザーが行
う相談・援助
への活用を
図っている
か。 

 
＜評価の視点＞ 
・実践的手法の

開発により
得られた成
果について、
情 報 を 蓄
積・管理した
上で、ホーム
ページ等を
通じて提供
しているか。 

② 実践的手法の開発・提供 
 
・企業における高年齢者等の雇用に係る問題の解決、雇用管理の改善等に資す
るため、事業主のニーズに配慮しつつ、高年齢者等の雇用に関する実践的手
法を開発するための調査研究、生涯現役をめざす職場づくりに向けた調査研
究、産業別ガイドライン策定・普及を行う産業別高齢者雇用推進事業を実施
した。 

・調査研究の成果については調査研究報告書としてまとめるほかポイントを分
かりやすく解説したパンフレット、ヒント集等の利用しやすい形にまとめて、
高年齢者雇用アドバイザーに提供するとともに、機構ニュース・ホームペー
ジへの掲載等を通じて事業所等への情報提供を行った。 

 

   

  ① 事業主支援
手法等の開発 

 
高年齢者雇

用アドバイザ
ー に よ る 相
談・援助の効
果的な実施に

 イ  事業主支援手法等の開発 
○「企業における高齢者雇用の推進」に係る検討委員会（H25：１年計画） 
・厚生労働省からの要請を受け、高齢者活用に苦慮する企業向けに先進企業の
取組を整理した情報を提供するために、学識経験者等から構成する委員会を
設置し（開催４回）、高年齢者雇用開発コンテストの表彰企業事例を基に、経
営管理の観点から、高齢者の活用及び戦力化の個別対策の工夫を整理し、普
及啓発用の情報提供冊子を作成した。当該冊子は、各都道府県労働局、公共
職業安定所等を通じた事業主等への配付を行うこと及び高年齢者雇用アドバ
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資するため、
事業主支援手
法等を開発す
る。 

 

イザーの相談･援助業務における活用という目的から、各都道府県労働局等に
配付したほか、機構ニュースや機構ホームページに掲載し、広く成果の普及
を図った。 

 
○70 歳雇用時代における一貫した人事管理のあり方研究（H25,26：２年計画） 
・改正高齢法の施行後における企業の人事管理の動向を踏まえた情報を人事担
当者や高年齢者雇用アドバイザーに提供するため、学識経験者等で構成する
委員会を設置・開催した。 
平成 25 年度 ２回 
平成 26 年度 10 回 

各年度の取組は以下のとおり。 
- （H25）アンケート調査を実施した（配布数 20,000 社、回収数 4,203 社、
回収率 21.0％）。集計結果は冊子（パンフレット）に取りまとめたほか、機
構ニュースやホームページに掲載し、広く成果の普及を図った。 

- （H26）企業の人材活用戦略及び人事管理関連分野（人事評価、賃金管理、
退職管理等）の個別対策等の調査を通じて、高齢者の人事管理の特徴を把
握するとともに、今後の方向性及び効果的な対策のあり方を検討した。ま
た平成 25 年度に実施したアンケート調査の結果を分析するとともに、管理
職による高齢者の活用方針及び高齢者の就業状況を把握するためのアンケ
ート調査をした。 

 
○70 歳まで働ける企業基盤作り推進委員会（H25：第３期（２年計画の２年目）、
H26,27：第４期（２年計画）、H28：第５期（１年計画））  

・（H25）高齢者を含めた賃金制度改革への企業ニーズの高まりを受けて、第３
期は、高年齢者雇用アドバイザーが企業に対して行う高齢社員のための賃金
管理に係る相談・援助業務に資するために、高年齢者の賃金の考え方、賃金
ツールの基本的な活用方法等を内容とする研修プログラムを開発した。この
プログラム開発に当たっては、実際の高年齢者雇用アドバイザーを対象に試
行版のプログラムによるトライアル研修を実施するなどして実践的な成果物
となるよう努めた。 

・（H26,27）高年齢者雇用アドバイザーが行う相談・援助活動を円滑に進めるた
めのツールのひとつとして、平成 22 年度から「仕事能力把握ツール」を運用
している。第４期は、平成 25 年度の改正高齢法の施行を踏まえ、当該ツール
の更なる活用促進を図る目的から、学識経験者や高年齢者雇用アドバイザー
等で構成する委員会を設置・開催 （平成 26 年度５回、平成 27年度７回）し、
当該ツールの課題抽出及び改訂を行った。さらに平成 27 年度には、ツールの
精度向上を目的とした分析を行った。 

・（H28）第５期は、「仕事能力把握ツール」の活用促進に向け、学識経験者や高
年齢者雇用アドバイザー等で構成する委員会を設置・開催（６回）し、当該
ツールの効果的な活用方法について検討した。 

 
○団塊世代の就業と生活に関する意識調査【平成 18 年度より継続】 
・学識経験者等で構成する委員会を開催した。 

平成 25 年度 ７回 
平成 26 年度 10 回 
平成 27 年度 16 回 
平成 28 年度 14 回 

 各年度の取組は以下のとおり。 
- （H25～27）団塊世代の仕事や生活状況及び自己評価、将来展望・不安等の
職業生活の実態を把握するため、調査会社のモニターを対象とするアンケー
ト調査（パネル調査）を実施し、これまでの継続調査結果をもとに、就業行
動及び就業ニーズの経年変化等の分析を進めた。この分析結果は、高年齢者
雇用アドバイザーによる相談・援助業務への活用、並びに人事担当者、就業
者及び厚生労働省等への情報提供資料とするため、広く成果の普及を図っ
た。 
- （H28）10 年間の継続調査結果について、高齢者の労働市場、企業の人事管
理、高齢者のキャリア意識及び生活状況の観点から再分析を進め、高齢者の
活用課題等を明らかにした。この分析結果は報告書にとりまとめ、27 年度ま
でと同様に、広く成果の普及を図る予定である。 

 
○いきいき企業 100 選再評価委員会（H26,27：２年計画） 
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・年齢にかかわりなくいきいきと働ける社会の実現のためには、高年齢者と共
に働く現役世代（特に、若手社員）も含めた職場全体の活性化や理解の促進
が欠かせないことから、この世代にもわかりやすい啓発資料の作成に焦点を
あて、学識経験者等から構成する委員会を設置・開催した（平成 26年度６回、
平成 27 年度７回）。本委員会では、いきいき企業 100 選に掲載されている事
例を踏まえて、高年齢者雇用の理解を深め、高年齢者を戦力化するための工
夫等のテーマを設定し、分かりやすいマンガと解説で紹介した。この結果は
ホームページに掲載し、広く成果の普及を図った。 

 
○生涯現役に向けた人事戦略と雇用管理の研究委員会（H27：１年計画） 
・改正高齢法 の施行後における企業の人事管理の動向を踏まえた情報を人事担

当者や高年齢者雇用アドバイザーに提供するため、学識経験者等で構成する
委員会を設置・開催した（６回）。本委員会では、企業の人材活用戦略及び人
事管理関連分野（人事評価、賃金管理、退職管理等）の個別対策等の調査の
分析、高年齢者及び管理職へのアンケート調査の分析を通じて、高年齢者の
人事管理の特徴を把握するとともに、今後の方向性及び効果的な対策のあり
方を検討した。この分析結果は、高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援
助業務への活用、人事担当者及び就業者、厚生労働省等への情報提供資料と
するため、広く成果の普及を図った。 

 
○高齢社員の人事管理と現役社員の人材育成の調査研究委員会（H28：２年計画
の１年目） 

・標記委員会は、アドバイザーが用いるツール開発及び企業の人事担当者向け
啓発資料作成の基礎となる調査研究と位置づけ、学識経験者等で構成する委
員会を設置・開催した（18 回開催）。本委員会では、現在の高齢者及び今後高
齢者になる現役世代を対象とする企業の人事管理の課題を捉え、効果的な支
援策のあり方を検討する。この分析結果は報告書にとりまとめ、高年齢者雇
用アドバイザーによる相談・援助業務への活用、並びに人事担当者、就業者
及び厚生労働省等に向けて情報提供し、広く成果の普及を図る予定である。 

 
○従業員向け研修資料作成委員会（H28：２年計画の１年目） 
・年齢にかかわりなくいきいきと働ける社会の実現のためには、高齢者と現役
世代（特に、若手社員）の相互理解が重要である。この関係促進に向けた啓
発資料を作成するため、学識経験者から構成する委員会を設置・開催した（11
回開催）。本委員会では、平成 27 年度までホームページに掲載したマンガを
再編・印刷するとともに、高年齢者雇用アドバイザーに配付した。また高齢
社員の活躍を促進する目的から、高齢者が自らの働き方を考えるための教科
書を作成する予定である。平成 28 年度には、その過程で作成した資料を「生
涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」の展示資料として取りまとめた。 

 
○65 歳超雇用推進研究委員会（H28：１年計画） 
・平成 28年 6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「継

続雇用延長・定年引上げのためのマニュアルを本年度中に策定」することと
されたことを受け、 企業における人事管理等の観点から、65 歳以上定年と
65 歳以降の継続雇用に向けた事業主の自主的な取組の支援に向けた方策を提
示するため、学識経験者、実務家及び高年齢者雇用アドバイザーから構成さ
れる委員会を設置し（５回開催）、65歳超の者を活用している企業の実態把握
や調査・分析を通じて得られた知見に基づき『65 歳超雇用推進マニュアル』
を作成した。本マニュアルは、制度導入の進め方やポイントをわかりやすく
示すとともに、参考となる企業事例を紹介しており、高年齢者雇用アドバイ
ザーによる相談・援助業務への活用、並びに公共職業安定所等を通じて企業
の人事担当者に向けて情報提供し、広く普及を図ることとしている 。平成 28
年度は本マニュアルを高年齢者雇用アドバイザー、都道府県労働局、公共職
業安定所等に配付したほか、機構ニュース・ホームページ等を通じて広く情
報提供を実施した。 

 
○事業主支援手法等の開発に係るニーズ把握等 
・調査研究等で実施する事業主及び高年齢者向けのアンケート調査等を通じて
事業主や就業者のニーズ把握を行い、事業主支援手法等の開発に活用した。
（このように把握したニーズの例としては人事制度の設計、職場における健
康管理のあり方等） 
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  ② 生涯現役を

目指す職場づ
くりに向けた
調査研究の実
施 

 
生涯現役を

目指す職場づ
くりの実現に
向けた条件整
備や多様な就
業形態の開発
等に関する調
査研究を実施
する。 
 

 ロ  生涯現役を目指す職場づくりに向けた調査研究の実施 
・（H25～H27）生涯現役で働ける職場づくりを目指す企業と協力して、以下の２
類型で調査研究を実施した。 
研究種類別の調査研究実施事業所数は以下のとおり、 
【作業工程改善型】 
 平成 25年度 ２事業所 
 平成 26年度 ３事業所 
 平成 27年度 １事業所 
 平成 28年度 ０事業所  
【制度改善型】 
 平成 25年度 ３事業所 
 平成 26年度 ２事業所 
平成 27 年度 ０事業所 

 平成 28年度 ０事業所  
・（H26～）「生涯現役をめざす職場づくり研究年報」を作成し、高年齢者雇用ア
ドバイザーの相談・援助での活用、研究機関等への配付、ホームページ上で
の公開を通して成果の普及を図った。また、平成 26 年度には、当該研究にお
ける改善事例３社７事例を「職場改善ノウハウ検索」に追加した。 

・（H28）平成 27 年度までに生涯現役で働ける職場づくりを目指す企業等と協力
して実施した調査研究による職場改善事例について、平成 27 年度までのホー
ムページ掲載事例の見直しを行い、「高年齢者雇用確保措置」が導入された平
成 18 年度から平成 27 年度までの調査研究事例を「改善目的別」と「産業分
類別」の２つの検索方法を設けてホームページに 245 事例を掲載した。 

・「生涯現役をめざす職場づくり研究」を募るための案内リーフレットを高年齢
者雇用開発フォーラム、生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム、地域ワ
ークショップ等で配布するとともに、高年齢者雇用アドバイザーへ提供し、
相談・援助業務等における当該研究の周知、利用促進等に活用した。 

 

   

  ③ 産業別ガイ
ド ラ イ ン 策
定・普及支援 

 
産業団体が

学識経験者、
産業団体代表
者等から構成
する産業別高
年齢者雇用推
進委員会を開
催し、高年齢
者等の雇用促
進のために解
決すべき課題
等について検
討を行い、そ
の結果に基づ
き高年齢者等
の雇用をより
一層促進する
ために必要な
ガイドライン
を策定・普及
することを支
援する。 

 

 ハ  産業別ガイドライン策定・普及支援 
○産業別高齢者雇用推進事業 
・産業団体に対して、産業別高齢者雇用推進ガイドライン（以下、「産業別ガイ
ドライン」という。）の策定に係る効果的な取組を促すため、支援を行った。
なお、支援対象となった団体数及び分野は、年度ごとに以下のとおりである。 

   平成 25年度  
10 団体（平成 25 年度から事業を開始した５団体（漬物製造業、鍛造業、組
込みシステム業、百貨店業、ホテル業）及び平成 24 年度から事業を開始し
た５団体） 

平成 26 年度  
10 団体（平成 26 年度から事業を開始した５団体（アパレル・ファッション
産業、機械土工工事業、金属工作機械製造業、トラック運送事業、金属熱
処理業）及び平成 25 年度から事業を開始した５団体） 

平成 27 年度  
11 団体（平成 27 年度から事業を開始した６団体（採石業、バルブ製造業、
コンピュータ・ソフトウェア業、ブライダル業、保育サービス業、製造請
負・派遣業）及び平成 26年度から事業を開始した５団体） 

平成 28 年度 
10 団体（平成 28 年度から事業を開始した４団体（建設揚重業、フルードパ
ワー産業、有料老人ホーム事業、職業紹介業）及び平成 27年度から事業を
開始した６団体） 

支援の具体的内容は、以下のとおりである。 
- 本事業を中心となって運営する推進担当者の設置及び産業別ガイドライン
の策定についての助言・援助（各団体とも１～３人の推進担当者を設置） 

- 会員企業委員等７～８人程度で構成される産業別高齢者雇用推進委員会の
設置及び運営に関する助言・援助 

- 団体が実施するアンケート、ヒアリング等に関する必要な助言・援助 
・各年度において、事業が最終年度となる団体については、産業別ガイドライ
ン及び関連資料をとりまとめた冊子を普及啓発セミナー等を通じて会員企業
に配付、団体のホームページに産業別ガイドラインを掲載するなど業界内で
の高年齢者の雇用の促進に活用した。 

・配付した産業別ガイドラインの普及状況について調査した結果、会員企業か

   



16 

 

ら「役に立った」との回答を得た割合 
平成 25 年度 82.2％ 
平成 26 年度 83.2％ 
平成 27 年度 84.1％ 
平成 28 年度 88.7％ 

・各年度において事業の最終年度となる団体の産業別ガイドラインを、ホーム
ページ上へ掲載し、公開した。公開した産業別ガイドライン件数は以下のと
おり。 
平成 25 年度 総数 65 件   
平成 26 年度 総数 70 件 
平成 27 年度 総数 75 件 
平成 28 年度 総数 81 件 

 
・当該産業別ガイドラインを高年齢者雇用アドバイザーへ提供し、相談・援助
業務等において、企業担当者の関心の引き付け、情報提供に活用した。 
- （H26～）高年齢者雇用アドバイザーが相談・援助に活用できるように、今
まで策定した各産業別ガイドラインの中から各会員企業の改善事例につい
て７つの課題別（制度面、能力開発、作業施設等の改善、新職場・職務の
創出、ワークシェアリング、健康管理・安全衛生、モチベーション向上策）
に取りまとめ、ヒント集を作成した。 

- （H27）平成 26 年度に作成したヒント集を高年齢者雇用アドバイザーに配
付し、企業訪問の際や高年齢者雇用アドバイザーの自主勉強会の題材とし
て活用するとともに、ホームページにおいて課題別に閲覧できるよう掲載
した。 

- （H28）ホームページに掲載しているヒント集について、平成 27 年度に策
定した各産業別ガイドラインの中から各会員企業の改善事例（５業種）を
追加し課題別に閲覧できるよう掲載した。 

 
・ホームページ掲載事項について、以下のとおり追加・修正等を行った。 
- （H26）情報過多となっている項目を別ページに分割するなど事業紹介トッ
プページの視認性を高めるための改修を行った。さらに、これまでに公開
したガイドラインの中から高年齢者雇用に役立つワークシートやチェック
リストなどの各種ツールの雛形を公開するとともに、ガイドライン利用者
の声を紹介した。 

- （H27）産業別ガイドラインの概要版を 29 業種、また高年齢者雇用に役立
つワークシートやチェックリストなどの各種ツールの雛形を企業用 14 種
類、従業員用６種類の計 20 種類を追加した。  

- （H28）平成 28 年度に策定した産業別ガイドラインの概要版及び全体版６
業種を追加した。 

 
 (3) 生涯現役社会の

実現に向けた気運
の醸成に関する事
項 

 
生涯現役社会の

実現を目指し、生
涯現役でいること
についての意義や
重要性などを広く
国民に周知・広報
し、生涯現役社会
の実現に向けた国
民的な気運を醸成
するための国民運
動を推進するこ
と。 
 
① 啓発広報活動
等の実施 

 

(3) 生涯現役社会の
実現に向けた気運
の醸成に関する事
項 

 
生涯現役社会の

実現を目指し、生
涯現役でいること
についての意義や
重要性などを広く
国民に周知・広報
し、生涯現役社会
の実現に向けた国
民的な気運を醸成
するための国民運
動を推進する。 

 
 

ア 啓発広報活動
等の実施 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３） 生涯現役社会の実現に向けた気運の醸成に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 啓発広報活動等の実施 
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高年齢者等の
雇用に関する国
民の理解の促進
を図るため、高
齢者雇用を支援
す る 月 間 を 設
け、高年齢者等
の雇用に関する
シンポジウム等
の各種行事の開
催、好事例の選
定・表彰等を行
うとともに、刊
行誌の発行、ホ
ームページへの
掲載、マスメデ
ィア等の活用、
経済団体等との
連携により啓発
広報活動を効果
的かつ積極的に
展開すること。 

 

高年齢者等の
雇用に関する国
民の理解の促進
を図るため、高
齢者雇用を支援
す る 月 間 を 設
け、企業等が高
年齢者等にとっ
て働きやすい雇
用環境にするた
めに創意工夫を
行った改善の事
例の発表等を内
容とする行事を
開催する。 
高齢化対策、

高年齢者等の雇
用 問 題 に つ い
て、その具体的
対応事例等を掲
載した定期刊行
誌を毎月発行す
る。また、ホー
ムページを活用
した情報提供、
マスメディア等
の活用、経済団
体等との連携に
よる啓発広報活
動を実施する。 

 

＜評価の視点＞ 
・高年齢者雇用

を支援する
月間を設け、
改善事例の
発表等を内
容とする行
事を実施す
るほか、定期
刊行誌の発
行、ホームペ
ージを活用
した情報提
供、マスメデ
ィア等の活
用、経済団体
等との連携
により、啓発
広報活動を
実施してい
るか。 

○高年齢者雇用開発コンテストの実施 
・高年齢者が生涯現役でいきいきと働くことができる職場環境を実現するため
に企業等が行った創意工夫の事例を募集し、優秀事例を表彰し、先進事例を
広く社会に周知することにより、企業等の具体的な取組の普及・促進を図っ
た。      

・全国からの応募に対し、学識経験者等からなる審査委員会で審査の上、以下
のように表彰を決定した。 
- 応募社数 
平成 25 年度 284 社 
平成 26 年度 257 社 
平成 27 年度  182 社 
平成 28 年度  129 社 

- 厚生労働大臣表彰数 
平成 25 年度 ６社 
平成 26 年度 ６社 
平成 27 年度  ５社 
平成 28 年度  ７社 

- 機構理事長表彰数 
平成 25 年度 70 社 
平成 26 年度 83 社 
平成 27 年度  41 社 
平成 28 年度  22 社 

・これらの事例については、毎年度開催した「高年齢者雇用開発フォーラム」
において表彰を行うとともに、機構本部において厚生労働大臣表彰企業をは
じめとした事例を取りまとめたコンテスト事例集（平成 25 年度８社、平成 26
年度 12 社、平成 27年度 12 社、平成 28年度 14社の事例）を作成したほか、
定期刊行誌「エルダー」で紹介した。 

・（H25,26）各施設においては、各地域におけるコンテスト入賞事例を中心に取
りまとめた地域版事例集を作成して、地域における普及促進を図った。 

・表彰事例を改善分野や業種により検索できる「高年齢者雇用開発コンテスト
企業事例情報提供システム」に登録し、ホームページにおいて公開した。 

 
○「高年齢者雇用開発フォーラム」の開催 
・高年齢者雇用支援月間における啓発活動を効果的・効率的に行うため、高年
齢者がいきいきと働ける職場の実現に向けた今後の取組を来場者とともに考
えることを目的とし、高年齢者雇用開発コンテスト表彰式と併せて記念講演、
事例発表、トークセッションを内容とするフォーラムを開催した（各年度 10
月）。 
- 高年齢者雇用開発コンテスト表彰式において、厚生労働大臣表彰最優秀賞
を受賞した企業をはじめ、入賞企業を表彰 
表彰企業数 
平成 25 年度 76 社 
平成 26 年度 89 社 
平成 27 年度 46 社 
平成 28 年度 29 社 

- 雇用相談コーナーを設置し、来場者の個別相談や問い合わせに対応 
- 入賞企業の取組事例、各年度の成果物や高年齢者雇用アドバイザー制度、
高齢者助成金制度、生涯現役をめざす職場づくり研究等を紹介するパネ
ル・ポスターを展示  

- 機構の事業を紹介する各種資料等の配布 
・企業の経営者・役員、人事担当者、労働行政関係者を中心に来場があった。 
来場者数 
平成 25 年度 334 人 
平成 26 年度 292 人 
平成 27 年度 332 人 
平成 28 年度 305 人 

・来場者を対象としたアンケート調査において、「内容に満足している」との回
答を得た割合 
平成 25 年度 91.2％ 
平成 26 年度 92.3％ 
平成 27 年度 84.3％ 
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平成 28 年度 91.1％ 

・各施設において、高年齢者雇用支援月間である 10 月を中心に高年齢者雇用に
先進的な企業等の事例発表、専門家等による講演、ディスカッション等を行
う地域ワークショップを当該地域の事業主団体及び都道府県労働局等と連携
し、開催した（46～47 都道府県）。参加者数は以下のとおり。 
平成 25 年度 2,072 人 
平成 26 年度 2,742 人 
平成 27 年度  2,625 人 
平成 28 年度  2,759 人 
 

○定期刊行誌「エルダー」の発行・配布 
・事業主等に高年齢者雇用についてのノウハウ、情報等を提供することを目的
に毎月発行し、企業の人事、労務担当者等に対して配布した。 

・読者アンケートにおける、「非常に参考になる」「参考になる」との回答の割
合 
平成 25 年度 89.5％ 
平成 26 年度 85.7％ 
平成 27 年度 90.5％ 
平成 28 年度 92.8％ 

・読者層の拡大のため、ホームページに電子ブックを掲載するとともに、バッ
クナンバーを掲載した。また、一般書店やオンライン書店で販売を行ったほ
か、イベント等で周知活動を行った。 

 
○「エルダー」編集アドバイザー会議の助言・指摘、アンケートにより把握し
た読者ニーズ等を踏まえた誌面の充実 

・「事例が役に立つ」との読者の声に応え、毎号の特集で解説の後に多数の事例
を掲載した。 

・（H25,26）改正高齢法の施行に伴い、以下の取組を行った。 
- （H25）高年齢者雇用アドバイザーの座談会を開催、採録したほか、５回連
載で「改正高齢法Ｑ＆Ａ」を掲載した。 

- （H26）特集を組み、法改正への対応の現状と課題を 6人の高年齢者雇用ア
ドバイザーが座談会形式で語った内容を掲載した。 

・（H25,26）高年齢者雇用アドバイザーの活動等をマンガで紹介し、高年齢者雇
用問題を分かりやすく解説した。 

・（H26～）読者から掲載希望の高い「健康管理」については、５月号から「働
く高齢者のための健康・安全相談室」連載を開始した。 

・（H27～）「高年齢者雇用開発コンテスト」入賞企業の取組をマンガで紹介した。 
・（H27,28）高年齢者雇用に取り組む企業・事業主にとって分かりやすい内容と
するため、「高齢者雇用入門」「高齢者雇用の推進に役立つＱ＆Ａ」を特集し
たほか、65歳以降の就労機会の確保に向けた多様な取組を紹介するため、「知
識と経験を活かし、地域再生に貢献する」「高齢者の多様な働き方」等を特集
した。 

・読者から掲載希望の高い「人事・賃金制度」等について、特集を組んで事例
を交えて解説した。また、編集アドバイザーである菊谷寛之氏の協力を得て、
平成 27 年度 10月号から「希望者全員 65 歳雇用！雇用ミックス時代のフレキ
シブル賃金・評価制度」の連載を掲載した。 

 
○マスメディア等による啓発広報活動 
・高年齢者雇用支援月間に関する新聞広告として、地域ワークショップを周知
するため、各年度において各都道府県をエリアとする地方新聞（48～49 紙）
に開催案内や高年齢者雇用安定助成金の紹介を掲載した。また、地域ワーク
ショップに関する取材記事の掲載が行われた。 
 - 事前の掲載数 

平成 25 年度 22 紙 
平成 26 年度 41 紙 
平成 27 年度 37 紙 
平成 28 年度 37 紙 

- 事後の掲載数 
平成 25 年度 27 紙 
平成 26 年度 38 紙 
平成 27 年度 38 紙  
平成 28 年度 39 紙 



19 

 

・（H25）高齢者雇用に関する実践的手法の開発・共同研究の成果、収集してい
る先進的な企業事例等についてマスコミへ積極的な情報提供等を行い、その
内容が報道されることによって広く社会一般の高齢者雇用についての理解を
促進した。 

・（H25）「70 歳まで働ける企業」実現に向けたシンポジウムの開催内容の周知を
行うため、日本経済新聞（全国版全面）に記事広告を掲載した。 

・（H26～）記事広告として、経済専門雑誌「日経ビジネス」に高年齢者雇用の
重要性を啓発するために、先進企業の取組事例、学識者による高年齢者雇用
を促進するための解説等を、見開き２頁、フルカラーで掲載した。また、「日
経ビジネス」のＷｅｂ版である「日経ビジネスオンライン Special」に、文字
数制限等により紙面に掲載できなかった詳細な内容や写真等を１か月にわた
り掲載したほか、同サイトからホームページ及びメールマガジン登録募集ペ
ージへの誘導を図った。 

・（H26～）高年齢者雇用に関する実践的手法の開発・共同研究の成果、収集し
ている先進的な企業事例等についてマスコミへ積極的な情報提供等を行い、
広く社会一般の高年齢者雇用についての理解を促進した。 

・高年齢者の雇用を取り巻く高齢化社会の実態と見通しの要点をまとめた、国
際比較を含む関係統計の要覧「高齢社会統計要覧（2014 年版）」を平成 25年
度に作成し、26年度に配付した。また、27年度から当該国際比較を含む各種
統計・調査結果をテーマ別・調査別に整理・配置したリンク集としてホーム
ページで提供した。 

 
 ② 高年齢者等の

雇用に係る企業
の好事例の効果
的な活用 

 
企業における

高年齢者の雇用
環境整備に係る
取組を推進する
ため、高年齢者
等の雇用に係る
企業の好事例の
効果的な活用を
促進すること。 

 

イ 生涯現役を目
指す職場づくり
に向けた先進事
例の収集・提供 

 
企業における

高年齢者の雇用
環境整備に係る
取組を推進する
ため、高年齢者
等の雇用に係る
企業の好事例を
収集・提供し、
効果的な活用を
促進する。 

 
 

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・高年齢者等の

雇用に係る
企業の好事
例を収集・提
供している
か。 

② 生涯現役を目指す職場づくりに向けた先進事例の収集・提供 
 
 
 
 
○事例集の作成 
・機構本部において厚生労働大臣表彰企業をはじめとした事例を取りまとめた
コンテスト事例集を作成した（平成 26 年度 12 社、平成 27 年度 12 社、平成
28 年度 14社の事例）。 

・（H25,26）各施設においてコンテスト入賞事例を中心に取りまとめた地域版事
例集を作成した。 

・先進的な事例について、定期刊行誌「エルダー」で紹介し、広く参考に供し
た。 

 
○「70 歳いきいき企業 100 選」取りまとめの実施 
・（H25）2008 年から 2012 年に発行した「70 歳いきいき企業 100 選」の 70歳雇
用を実現している企業の取組事例から、企業における高齢者活用の工夫をト
ピックとして抽出・整理し、「高齢者戦力活用のポイント」、「先進企業の特徴
的な人事管理」の２種の資料をパネルとして作成し、高年齢者雇用開発フォ
ーラムで展示した。 

 
○「生涯現役いきいき企業 100 選（2014 年版）」及び「生涯現役いきいき企業先
進事例集（2014 年版）」の作成 

・（H26）平成 25 年度及び平成 26 年度に高年齢者雇用開発コンテストに応募の
あった事例の中から、従業員が生涯現役でいきいきと働くことができる事例
を選定し、「生涯現役いきいき企業 100 選（2014 年版）」、「生涯現役いきいき
企業先進事例集（2014 年版）」を作成した。 

 
○「エルダー活躍先進事例集」の作成 
・（H27～）「生涯現役いきいき企業 100 選」及び「生涯現役いきいき企業先進事
例集」を統合し、コンテスト事例の中から、年齢にかかわりなくいきいき働
けるよう、高年齢者雇用のための改善・工夫等を行った事例を選定して企業
の考え方や取組概要を紹介する「エルダー活躍先進事例集」を作成した。同
事例集は高年齢者雇用アドバイザーが携行しやすいよう加除式のバインダー
形式にするとともに、ホームページに電子ブックを掲載した。 

 
○「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」の開催（※平成 25年度は「70
歳まで働ける企業」実現に向けたシンポジウム） 

・少子高齢化が進行する状況下、企業にとって「高年齢者の経験や能力をいか
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に活かし戦力化するか」がますます重要な課題となっていること、また平成
28 年度においては、「ニッポン一億総活躍プラン」に掲げられている“65 歳
以降の継続雇用延長・65 歳までの定年引上げを行う企業の奨励”等の政府の
方針を受けたことから、特定のテーマを定める等、年度ごとに時宜に合わせ
た企画を立てて、企業の経営者・人事労務担当者や学識経験者等による講演
や企業事例の紹介、意見交換等を行った。 

・企画内容 
- （H25）「70 歳まで働ける企業」について、企業や国民の理解を深めるとと
もに生涯現役社会の実現に向けた国民的な気運の醸成を図るため、企業の
人事労務担当者をはじめ、広く国民全般を対象として東京、大阪の２会場
で実施。 

- （H26）具体的な取組等の紹介を踏まえて、企業や個人がどのような考え方
に立ち、取組を行えば「年齢にかかわりなくいきいきと働ける生涯現役社
会」の実現に向けた環境の整備が進むのかについて考え、展望することを
狙いとして、特に大企業の先進事例に焦点をあてて実施。 

- （H27）「生涯現役を展望したキャリア形成支援」をテーマとして開催し、
企業の経営者・人事労務担当者や学識経験者から高齢従業員の戦力化のた
めのキャリア支援や技能伝承の考え方、取組の現状やノウハウ等について
紹介いただき、意見交換等を実施。 

- （H28）「定年引上げ企業に学ぶ」のテーマでシンポジウムを開催し、当機
構による講演や実際に定年延長等を行った企業の人事労務担当者による事
例発表、学識経験者を交えたパネルディスカッション等を実施。 

・企業の経営者・役員、人事担当者、人事労務関係専門家・研究者、労働行政
関係者を中心に、各年度の来場者数は以下のとおりである。 
平成 25 年度 東京会場 380 人、大阪会場 242 人 
平成 26 年度 286 人 
平成 27 年度 286 人 
平成 28 年度 381 人 

・来場者を対象としたアンケート調査において、「内容に満足している」との回
答を得た割合 
平成 25 年度 87.7％（東京、大阪両会場平均） 
平成 26 年度 88.3％ 
平成 27 年度 89.2％ 
平成 28 年度 86.6％ 

 
 (4) 労働者に対し

て、その高齢期に
おける職業生活の
設計を行うことを
容易にするために
必要な助言又は指
導を行うことに関
する事項 

 
生涯現役社会の

実現に向けて労働
者が早い段階から
自らの希望と能力
に応じた多様な働
き方を選択し、実
現できるようにす
るため、職業安定
機関等と密接な連
携を図りながら、
高齢期における職
業生活の設計のた
めの助言、援助を
行うこと。 

 

(4) 労働者に対し
て、その高齢期に
おける職業生活の
設計を行うことを
容易にするために
必要な助言又は指
導を行うことに関
する事項 

 
生涯現役社会の

実現に向けて労働
者が早い段階から
自らの希望と能力
に応じた多様な働
き方を選択し、実
現できるようにす
るため、職業安定
機関等と密接な連
携を図りながら、
高齢期における職
業生活の設計のた
めの助言、援助を
行う。 

 

 （４）労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易
にするために必要な助言又は指導を行うことに関する事項 

 
○高齢期における職業生活の設計のための研修の実施 
・高年齢者雇用アドバイザーが相談・援助を行う過程で把握したニーズに応じ、

当該企業の中高年従業員等を対象に、早い段階から 65 歳以降までの職業生
活の設計ができるよう、キャリアの棚卸しや定年後の働き方、年金、社会保
険の基礎知識等についての研修を実施した。 
平成 25 年度 17 件 （受講者数 279 人） 
平成 26 年度 15 件 （受講者数 246 人） 
平成 27 年度 11 件 （受講者数 95 人） 
平成 28 年度 27 件 （受講者数 472 人） 
 

 

   

 



21 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 給付金の支給業務 

関連する政策・施策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市
場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進

を図ること 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

給付金の説明会実施回数 
（計画値） 

毎年度500回
以上 

－ 500 回以上 500 回以上 500 回以上 500 回以上 500 回以上 予算額（千円） － － － －  

給付金の説明会実施回数 
（実績値） 

－ 1,127 回 792 回 740 回 748 回 760 回  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 158.4％ 148.0％ 149.6％ 152.0％  経常費用（千円） － － － －  

本部団体訪問実施数 
（計画値） 

－ － － － 30 団体以上 30 団体以上  経常利益（千円） － － － －  

本部団体訪問実施数 
（実績値） 

－ － － － 35 団体 35 団体  
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

達成度 － － － － 116.7％ 116.7％  従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・説明会については、概ね
目標の 150％程度の回数
を継続して実施し、周
知・広報に努めた。 

・機構本部における業界団
体訪問による周知広報を
平成 25 年度 34 団体、平
成 26 年度以降は毎年 35
団体に行うことと併せ

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
２ 高年齢者等に係る
雇用関係業務に関す
る事項 
 
(1) 高年齢者等の雇
用の安定等に資す
る事業主等に対し
て給付金を支給す
ることに関する事
項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 高年齢者等の
雇用の安定等を
図るため、機構
が実施する各種
給付金支給業務
については、法
律の目的にのっ
とり、適正かつ
効率的な運営を
図ること。 

 

 
 
 
 
２ 高年齢者等に係る
雇用関係業務に関す
る事項 
 
(1) 高年齢者等の雇
用の安定等に資す
る事業主等に対し
て給付金を支給す
ることに関する事
項 
 
高年齢者等の雇

用の安定を図るた
め、機構が実施す
る各種給付金支給
業務については、
その政策目的にの
っとり、適正かつ
効率的な運営を図
る。 

 
ア 効率的な給付
金支給事務の実
施 

 
適正支給に配

慮しつつ、申請
様式及び添付書
類の見直し、進
捗状況の適正な
管理による事務
手続の合理化を
図る。 

給付金業務担
当者会議の開催
等により、窓口
担当者の能力向
上等の取組を行
う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・適正支給に配
慮しつつ、申
請様式及び添
付書類の見直
し、進捗状況
の適正な管理
による事務手
続の合理化を
図っ ている
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
 （１） 高年齢者等の雇用の安定等に資する事業主等に対して給付金を支給す
ることに関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①  効率的な給付金支給事務の実施 

 
 
 
イ  給付金ごとの処理期間の把握による事務処理の効率化のための取組 
・機構本部では、給付金ごとの支給決定件数及び処理期間を把握し、申請件数
の増減の状況に対応して、遅滞が生じた場合はその理由を速やかに解明し、
審査体制及び審査業務の見直し等の必要な対応をすることにより、年間を通
じて処理の滞留の防止、迅速な審査の実現に努めた。 

・各施設の申請受理から機構本部送付までの処理期間について、毎月施設ごと
の処理期間を把握し、処理期間が所定の期間を超過している施設に対しては、
原因の分析、処理体制の整備及びスケジュール管理の徹底等について個別指
導を実施した。 

 
【各施設の平均処理期間】 
 高年齢者活用促進コース 
平成 25 年度  17.2 日 
平成 26 年度  21.9 日 
平成 27 年度  27.5 日 
平成 28 年度  27.0 日 

高年齢者労働移動支援コース  
平成 25 年度  9.0 日 
平成 26 年度  15.2 日 
平成 27 年度  15.4 日（経過措置を含め平成 27年度で終了） 

 
・審査を効率的に行うため、各施設に対して、必要に応じて以下の文書を発出
した。 
- （H26）申請書類における計画内容の曖昧な記述や、添付書類の不備等によ
る審査の遅延を解消するための、申請時の審査・点検業務に係る注意喚起
の文書 

- （H26）助成金の支給対象となる措置内容について、施設からの照会が多い
事項等を整理した、取扱いに係る通達 

・（H27～）事業主が助成対象事業の開始を計画した日までに認定・不認定を決
定する必要があることを考慮して審査終了予定日を設定し、進捗管理の徹底
を図った。 

・（H27～）各施設に対して、支給事務に関する留意点等を通知し 、受理・点検

て、訪問団体名等を各施
設に通知し、各施設にお
いて団体の地方組織への
周知を行うことにより、
周知・広報がより効果的
なものとなるよう取り組
んだ。 

・リーフレット、支給申請
の手引き、活用事例集の
作成、配布に加えて、ホ
ームページに当該資料を
迅速に掲載するなど、理
解しやすい周知・広報に
努めた。 

・申請窓口である各施設担
当者の能力の向上を図
り、円滑な説明や点検を
行うため、全国担当者会
議や地区別研修会を開催
し、制度の変更点や点検
における留意事項等の説
明を行った。 

・助成金の申請事業主に対
して訪問による現況調査
を行ったことや審査時に
十分な確認を行ったこと
等の対策を行い、結果と
して不正受給件数はゼロ
であった。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・助成金制度の改正等があ
った場合には、積極的に
周知・広報し、事業主サ
ービスの向上を図ってい
くことが必要である。 

 
 

を行った場合には意見を記
載するなど） 
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＜評価の視点＞ 
・給付金業務担

当者会議の
開催等によ
り、窓口担当
者の能力向
上等の取組
を行ってい
るか。 

 

業務の円滑化を図った。また、必要な施設に対しては訪問により処理方法に
ついての指導を行った。 

・（H27～）各施設において各種通知文書を迅速に確認できるよう、機構内ＬＡ
Ｎに通知文書の目次となる一覧表を掲載し、変更がある都度更新を行った。 

 
ロ  事業主に対する十分な事前説明等 
・各年度の給付金担当者全国会議において給付金の改正点、事業主に対する事
前説明の重要性について説明し、円滑かつ迅速な支給、支給申請の際のトラ
ブル防止を図るとともに、適正かつ効率的な点検・確認等について説明・指
示を行い、支給事務の更なる効率化を図った。 

 
ハ  給付金業務担当者会議等の開催等による審査能力の向上 
・各年度の給付金業務担当者全国会議において、給付金業務の運営方針、支給
要領及び申請書の修正点、申請書に関してよくある記入誤りや記載の確認ポ
イント及び申請者の立場に立った十分な事前説明の重要性等について説明・
指示を行い、支給事務の更なる効率化を図った。 
- （H26）全国会議において、給付金利用促進のための説明会及び事業主等訪
問の実施、平均処理期間の厳守、不正受給の防止を指示した。 

・各年度において、全国３～４地区で給付金調査業務担当者地区別研修会を開
催し、給付金の審査に係る留意点等について説明した。 
- （H25）中小企業定年引上げ等奨励金について、申請前の事前相談時、実際
の申請時での誤りやすい事項を再度説明するとともに、10 人未満規模の事
業主については、就業規則の作成・届出義務がないことから、定年制度等
の実施状況をより厳格に確認するため、確認の実施方法、手順、実施後の
対応等について、チェックリストや確認の流れ図等を用いて実践的な研修
を行い、審査能力の向上を図った。 

- （H27～）研修がより一層効果的になるよう各施設における周知・広報業務
や受理・点検業務の進め方についてのグループワークを取り入れた。 

・（H28）新任給付金業務担当者研修会を開催し、各施設の担当者を対象に業務
の実施に係る基礎的な事項等について説明を行った。 

・（H28）65 歳超雇用推進助成金の創設を受け、助成金業務の実施に係る研修会
を開催し、制度内容及び点検方法等を周知した。 

・「審査・点検マニュアル」を作成・配付し、審査・点検業務の効率化及び統一
化を徹底した。 

 
ニ 適正支給に配慮した申請書類の見直し等 
・（H25,26）高年齢者活用促進コースの申請書類については、事業主からの提出
書類の簡素化を図った。 

・（H26）不正受給防止のため、申請書に助成金返還に係る注意事項を追加した。 
・（H27）各施設による申請事業所への訪問調査について、助成金の支給対象と
なる措置内容が定年の引上げ等の措置で、かつ、特段の疑義のない計画申請
については、訪問調査を省略し、業務の効率化とともに事業主の負担の軽減
を図った。 

 
ホ アンケート調査結果による業務の改善 
・（H28）助成金を活用した事業主にアンケート調査を実施し、必要な添付書類
が多く、申請が煩雑であるとの指摘を受け、制度改定の際には申請様式への
記載事項や添付書類は必要最低限とすることに留意し設定を行った。 

 

 ② 給付金の効果
的活用を図るた
め、事業主等に
対する積極的な
周知・広報を図
ること。 

イ 給付金の効果
的活用の促進に
向けた周知・広
報 

 
事業主等の利

便 性 を 図 る た
め、各種給付金
の支給要件、助
成額、申請窓口
の所在地等をホ
ームページ等で

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・ホームページ

等で事業主
等の利便性
に配慮した
情報提供を
行うととも

② 給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報 
 
 
 
 
イ  厚生労働省と連携した効率的な周知・広報 
・（H26～）厚生労働省と連携し、高年齢者雇用状況報告調査票送付時に制度概
要及び活用事例を載せた給付金の案内を同封（16万社）した。 

・（H26）厚生労働省と連携を図り、民間職業紹介の業界団体（２団体）を訪問
し、会員企業等に対する周知・広報を要請した。 

 
ロ  ホームページを活用した周知 
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公開するととも
に、支給要件等
に変更があった
場合は当該変更
が確定した日か
ら速やかにホー
ムページ等で公
開する。 

 

に、支給要件
等に変更が
あった場合
は、速やかに
修正してい
るか。 

・（H26～）給付金の制度改正に伴う更新を即日実施したほか、制度改正時に合
わせてリーフレット、改訂申請様式、支給申請の手引について、更新を行い、
周知に努めた。また給付金取扱いの一部改正についても、即日ホームページ
で公開した。 

・高年齢者活用促進コースの利用促進を図るため、平成 25 年度に活用事例集を
作成し、26 年度以降も前年度の掲載事例を改訂した。 

  給付金の効果
的活用を促進す
るため、職業安
定機関との連携
を図り、様々な
機会を通じて事
業主等に対する
積極的な周知・
広報を行い、特
に給付金の説明
会については、
毎年度 500 回以
上実施する。 

 

＜定量的指標＞ 
・事業主に対す

る給付金の
説明会につ
いては、毎年
度 500 回以
上実施する
こと。【数値
目標】 

 
 
＜評価の視点＞ 
・事業主等に対

する積極的
な周知・広報
を行うため、
職業安定機
関との連携
を図ってい
るか。 

 

ハ 給付金の効果的活用を促進するための職業安定機関等との連携による周知 
・（H26～）給付金等の効果的な周知を図るため、施設ごとに、これまでの実施
実績等を勘案した目標値を示し、ほぼすべての施設が周知・広報に係る目標
値を上回る実施回数だった。 

・各施設は、給付金の給付内容・手続等について周知するため、関係機関や経
済団体の支部等が実施する各種会合に積極的に参加し、説明会を実施した。 
平成 25 年度 792 回（達成度 158.4％） 
平成 26 年度 740 回（達成度 148.0％） 
平成 27 年度 748 回（達成度 149.6％） 
平成 28 年度 760 回（達成度 152.0％） 
 

・各施設は都道府県職業安定機関（労働局及び公共職業安定所）と連携し、事
業主等への周知・広報を行うため、都道府県職業安定機関等との情報交換を
行った。 
平成 25 年度 1,172 回 
平成 26 年度  904 回 
平成 27 年度  701 回 
平成 28 年度  535 回 

・各施設では、訪問による事業主団体等への周知・広報を行った 
平成 26 年度 762 回 
平成 27 年度 809 回 
平成 28 年度 927 回 
また、広報誌・機関紙等への無料掲載を積極的に依頼することにより、幅広
い周知に努め、広報誌等に掲載された。掲載回数は下記のとおり。 
平成 25 年度 254 回 
平成 26 年度 161 回 
平成 27 年度 155 回  
平成 28 年度 191 回 
 

・高年齢者雇用アドバイザーと各施設担当者の両者が連携し、高年齢者雇用ア
ドバイザーが事業主への相談・援助を行った際に、各給付金の情報提供を着
実に実施するよう徹底を図った結果、高年齢者雇用アドバイザーの事業所訪
問時における周知・広報を実施した。 
平成 25 年度 23,242 回 
平成 26 年度 28,594 回 
平成 27 年度 27,024 回 
平成 28 年度 28,192 回 
 

・（H25）機構本部より各施設長に対し、社労士会及び経営者協会等４団体に対
して、給付金活用の周知に関するトップセールスの実施を指示した。 

・（H25）機構本部においては、当該給付金の計画申請件数の多い施設へのヒア
リング等の結果、融資を行う金融機関からの利用提案が有効なことから、①
金融機関と密接な中小企業庁と連携した周知（中小企業支援サイトでの広
報）、②信用金庫業界（信金中央金庫）への融資制度を通しての周知協力、③
計画申請件数の多い施設の取組事例を全施設ともに都道府県等中小企業支援
センターと連携した融資制度とセットでの広報を指示した。 

・（H26）労使代表等で構成する地方運営協議会において給付金の周知・広報を
実施した。 

・（H26）高年齢者活用促進コースにおける都道府県別、産業分類別の認定状況
を分析し、計画認定件数が低調な施設に対して、周知・広報活動及び改善策
等の報告を求めるとともに、ヒアリングを実施した。 
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ニ  取組好事例のフィードバックによる広報活動の促進 
・（H27～）各施設から広報等に係る事例を収集し、取組好事例を施設にフィー
ドバックをすることで広報活動の更なる促進を図り、給付金の効果的な活用
の更なる促進を図った。 

 
ホ  新聞広告、事業主団体の訪問等による幅広い周知 
・（H25）新設された給付金の内容について、６月から 12 月まで専門紙に 18 回、

10 月に 47都道府県の地方新聞紙 49 紙に広告を掲載して、広く周知を図った。
この新聞広告の活用に当たっては、注目度を高め効果的な周知を図るため、
10 月の高年齢者雇用支援月間期間中にワークショップの開催告知と併せて掲
載を行った。 

・（H26～）給付金の幅広い周知・広報を図るために、新聞・雑誌、各種団体の
ホームページに給付金の制度内容等を掲載した。また、事業主団体に働きか
けを行い、団体ホームページへの掲載により周知を図った。 

・全国商工会連合会や全国中小企業団体中央会等全国規模の事業主団体、産業
別ガイドラインの策定に取り組んでいる業種別団体等を個別に訪問し、その
協力を得て会員企業へのリーフレットの配付、団体の機関誌、メールマガジ
ンへの掲載等により広く周知を図った。 

 

  事業主にとっ
て分かりやすい
各種給付金のパ
ンフレットや支
給申請の手引等
を 作 成 し 、 高
齢・障害者雇用
支援センター及
び職業安定機関
等において事業
主 等 に 配 布 す
る。 
 

＜評価の視点＞ 
・事業主にとっ
て分かりやす
い各種給付金
のパンフレッ
ト等 を作成
し、事業主等
に配布してい
るか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・平成 27 年度
以降、年間
30 団体以上
の業界団体
を訪問し、給
付 金 の 周
知・広報を行
うこと。【数
値目標】 

ヘ  事業主等にとって分かりやすい資料の作成配布等による周知・広報 
・支給額、申請手続の流れ、用語の解説等を多色刷りや図表を用いて見やすさ
を工夫した分かりやすいリーフレットを作成し、各施設を通じて事業主に配
布するとともに、職業安定機関及びその他の関係機関を通じて事業主への周
知を依頼した。 

・高年齢者雇用と障害者雇用の双方の事業主支援ニーズに同時に応えられるよ
う、給付金・助成金双方の制度について、具体的に分かりやすく説明したリ
ーフレットを作成し、各施設において事業主等に配布した。 

・事業主団体のニーズに応じて資料を提供するとともに、事業主団体の広報誌、
インターネット、メールマガジン等により、傘下の企業等に周知を図った。 

・「支給申請の手引き」についてはコースごとに作成し、申請までの流れ図や記
載例を盛り込み、申請する事業主が分かりやすいものとした。 

・（H25）高年齢者が多い業種ごとに改善効果がある申請事例等の情報をとりま
とめた「申請の案内」を作成、提供した。 

・（H26～）審査・点検マニュアルについては、申請書及び計画書受理における
具体的なチェックポイントを掲載し、各施設の職員の理解を深めることで事
業主からの相談に対して円滑に対応できるよう取り組んだ。 

・（H28）事業主説明会で使用するパワーポイント資料をコースごとに作成し、
説明会等で活用して事業主の制度への理解を深めた。 

 
ト  高年齢者雇用アドバイザーを活用した効果的な給付金の周知 
・（H26～）高年齢者雇用アドバイザーによる給付金の周知に資するため、アド
バイザーメールマガジンに給付金の制度の改正点や活用事例を掲載した。 

・全国６ブロックで開催された「高年齢者雇用アドバイザー等ブロック別経験
交流会」等の機会を活用し、高年齢者雇用アドバイザーが相談・援助活動の
際に、効果的に給付金の周知を行えるよう、給付金の活用事例等の知識を付
与した。 

 
チ  活用事例集の作成及び業界団体への広報依頼 
・（H27～）事業主が活用促進コースの制度活用を具体的にイメージできるよう、
平成26年度までに作成していた４種類の業種別の活用事例集を制度改正に合
わせて毎年度改訂するとともに、平成 27年度は新たに製造業、保育業の事例
集を作成し、これらの活用事例集を事業主への周知・広報に活用した。 

・機構本部において、業界団体への訪問による周知広報を行った。 
- 団体訪問数 
平成 25 年度 34 団体 
平成 26 年度 35 団体 
平成 27 年度 35 団体（達成度 116.7％） 
平成 28 年度 35 団体（達成度 116.7％） 

 
リ アンケート調査結果の周知・広報への活用 
・（H28）ＰＲが不十分であるとのご意見を受け、職業安定機関、事業主団体等
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と連携をした周知・広報に重点的に取り組んだ。 
・（H28）機構本部では団体の中央へ広報協力依頼を行い、各施設では団体支部
と連携をし、説明会の開催や広報資料への情報の掲載等を行い、事業主に届
きやすい周知・広報となるよう取り組んだ。 

 

 ③ 高年齢者等の
雇用に関する事
業主等への給付
金支給について
は、職業安定機
関との連携、適
切な情報提供等
により、適正な
支給業務の実施
を図ること。 

 
 

ウ 適正な支給業
務の実施 

 
適正な審査と

支給申請事業所
に対する計画的
な調査を行い、
疑義のあるもの
については追加
資料の提出、実
地での確認等を
行 う こ と に よ
り、不正受給防
止 対 策 を 講 ず
る。 

 

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・不正受給防止

を図るため、
適正な審査
と支給申請
事業所に対
する計画的
な調査を行
っているか。 

③ 適正な支給業務の実施 
 
 
イ  厳正な審査及び調査の実施 
・（H27～）各施設から各労働局に対し、雇用保険データの照会を依頼し、不正
受給歴等の確認を実施した。 

・活用促進コースにおいては、計画申請を受理した際、一部の例外を除き対象
となる事業所に現況確認の調査を実施するとともに、支給申請を受理した際
もすべての支給申請事業所に対する現況確認の調査を実施した。これらの調
査は複数人で実施することにより、不正受給防止を徹底した。 

・（H25）支給申請事業所に対する調査実施件数の目標値を施設ごとに示し、各
施設はこれに基づき、調査事業所の雇用保険被保険者数による抽出又は必須
調査を実施した。 

・不正受給の未然防止を図るため、疑義のある支給申請については、機構本部
と各施設が当該申請事業所に対して訪問調査を実施した。 

・申請時に、事業所に対し労働保険の適用事業所台帳データの提出を求めると
ともに、事業所における従業員本人との面談及び出勤簿・賃金台帳等による
就業実態の現場確認を通じて、従業員の在籍確認を厳正に実施した。 

・平成 24 年度に開設した不正受給通報メールアドレスを引き続き運用し、不正
受給に関する情報収集を行った。当該アドレスの受信件数は、平成 25年度９
件、平成 26 年度 11 件、平成 27 年度 8件、平成 28 年度９件であり、そのう
ち不正受給の判明につながる情報はいずれの年も０件であった。 

・各施設による個別事業所訪問調査数 
平成 25 年度 1,152 回 

 平成 26年度 2,095 回 
平成 27 年度 2,098 回 

 平成 28年度 1,404 回 
・不正受給件数 
 平成 25年度～28年度 ０件 
 

    

 また、適正な
審査、調査の実
施により、不正
受給を防止する
とともに、不正
受給が発生した
場合は、的確に
対応すること。 

 

不正受給が発
生した場合は、
再発防止の観点
からその原因を
究明し、関係機
関に対して適切
な情報提供を行
うとともに、必
要な対策を講ず
る。 

 

＜評価の視点＞ 
・不正受給が発

生した場合
は、原因を究
明し、関係機
関に情報提
供を行うと
ともに、必要
な対策を講
じているか。 

 

ロ  不正受給防止対策の強化 
・（H25）不正受給の発見の契機は、①関係者からの告発、②システム上のチェ
ック機能、③事業所の現地確認調査が主であり、それぞれに対して拡充を図
った。①については、不正受給通報メールアドレスのホームページ内の掲載
場所について、よりアクセスしやすい上層ページへ移動し、②については、
雇用保険データや過去の申請データと申請書との内容照会等で厚生労働省と
連携し、適切な情報提供を行い、③については、事業所規模等を勘案しなが
ら事業所を抽出して訪問し、関係帳簿等の確認などの実態調査を行った。 

・（H26）申請書に助成対象物の処分に係る注意事項を追加した。 
・不正を行った事業主に対しては、刑事告訴を行うこと、事業所名等を公表す
ることをホームページ及び給付金周知広報用の各種リーフレット等にも記載
し注意喚起を行った。 

・平成 25 年度に、高年齢者活用促進コース及び高年齢者労働移動支援コースに
ついて、審査点検チェックリストを含む「審査・点検マニュアル」をコース
ごとに作成し、各施設での審査・点検時における不正防止に活用した。また、
平成26年度以降も当該マニュアルを改訂又は創設されたコースについては新
規作成し、より効果的に活用した。 

・不正受給についての情報交換及び不正受給防止対策を講ずるため、障害者助
成部と連携会議を開催した。 

 

   

  適正な支給業
務を実施するた
め、給付金業務
担当者会議を開
催し、支給業務
に関する問題点

＜評価の視点＞ 
・適正な支給業

務を実施す
るため、給付
金業務担当
者会議を開

ハ  適正な支給業務のための給付金業務担当者会議等の開催 
・給付金業務担当者全国会議を開催し、特に改正された給付金の適正な支給の
ための審査上の留意事項や疑義解釈等について説明を行い、審査能力の向上
を図った。 

・給付金調査業務担当者地区別研修会を開催し、給付金の審査に係る留意点等
について説明を行った。 
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等について情報
交換を行う。 

 
 

催し、支給業
務に関する
問題点等に
ついて情報
交換を行っ
ているか。 

 

平成 25 年度 全国４地区（宮城、千葉、兵庫、福岡） 
平成 26 年度 全国４地区（宮城、千葉、兵庫、福岡） 
平成 27 年度 全国３地区（千葉、兵庫、福岡） 
平成 28 年度 全国４地区（宮城、千葉、兵庫、福岡） 

 

  
 
 
 

厚生労働省又
は都道府県労働
局等その他関係
機関との間にお
いて、支給業務
の問題点等に対
する情報交換等
を 定 期 的 に 行
い、適切な支給
業務の実施を図
る。 

＜評価の視点＞ 
・厚生労働省又

は都道府県
労働局等と
の間におい
て、支給業務
の問題点等
に対する情
報交換等を
定期的に行
っているか。 

ニ  関係機関との密接な連携 
・（H25）機構本部と厚生労働省との情報交換：12回 
・（H26）機構本部から、支給事務を実施する上で判明した問題点等を厚生労働
省にフィードバックした。厚生労働省で定める「雇用関係助成金支給要領」
中の高年齢者雇用安定助成金に係る支給要件について審査上の課題となって
いた要件について改訂を申し入れ反映された。 

・各施設と都道府県職業安定機関（労働局及び公共職業安定所）との情報交換
の機会を通じて、適切な支給業務の実施を図った。また厚生労働省とも、不
正受給事案について情報交換の機会を設け、問題点を共有した。 
平成 25 年度  1,172 回 
平成 26 年度    904 回 
平成 27 年度    701 回 
平成 28 年度    535 回 

・各年度の３月に高年齢者活用促進コースを受給した事業主に給付金制度をよ
り良くするためのアンケートを実施した。４月に取りまとめ、今後の給付金
業務におけるサービス向上を図るため、厚生労働省や各施設に情報提供を行
った。 

 

   

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 地域障害者職業センターにおける障害者及び事業主に対する専門的支援 

関連する政策・施策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市
場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進

を図ること 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

職業リハビリテーショ
ンサービスの実施対象
者数（計画値） 

147,000 人以
上 

－ 
29,400 人 以
上 

29,400 人 以
上 

29,400 人 以
上 

29,400 人 以
上 

29,400 人 以
上 

予算額（千

円） 
－ － － －  

職業リハビリテーショ
ンサービスの実施対象
者数（実績値） 

－ 31,831 人 31,658 人 31,769 人 31,954 人 32,332 人  
決算額（千

円） 
－ － － －  

達成度 － － 107.7％ 108.1％ 108.7％ 110.0％  
経 常 費 用

（千円） 
－ － － －  

職業リハビリテーショ
ンサービスの実施対象
者数（精神障害者）（計
画値） 

49,000 人 以
上 

－ 9,800 人以上 9,800 人以上 9,800 人以上 9,800 人以上 9,800 人以上 

経 常 利 益

（千円） － － － －  

職業リハビリテーショ
ンサービスの実施対象
者数（精神障害者）（実
績値） 

－ 10,868 人 11,012 人 11,312 人 11,495 人 11,804 人  

行 政 サ ー

ビ ス 実 施

コスト（千

円） 

－ － － －  

達成度 － － 112.4％ 115.4％ 117.3％ 120.4％  
従 事 人 員

数 
－ － － －  

職業リハビリテーショ
ンサービスの実施対象
者数（発達障害者）（計
画値） 

22,000 人 以
上 

－ 4,400 人以上 4,400 人以上 4,400 人以上 4,400 人以上 4,400 人以上 

 

   

  

職業リハビリテーショ
ンサービスの実施対象
者数（発達障害者）（実
績値） 

－ 5,457 人 6,110 人 6,698 人 7,175 人 7,643 人  

 

   

  

達成度 － － 138.9％ 152.2％ 163.1％ 173.7％        

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 
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２．主要な経年データ（続き） 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

支援を受けた障害者に
対するアンケート調査
における効果があった
旨の評価（計画値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 

 

     

支援を受けた障害者に
対するアンケート調査
における効果があった
旨の評価（実績値） 

－ 95.2％ 93.2％ 94.8％ 95.0％ 95.6％  

 

     

達成度 － － 116.5％ 118.5％ 118.8％ 119.5％        

職業準備支援の実施に
よる就職等に向かう次
の段階への移行（対象者
の比率）（計画値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 

 

     

職業準備支援の実施に
よる就職等に向かう次
の段階への移行（対象者
の比率）（実績値） 

－ 88.0％ 87.6％ 88.4％ 88.2％ 89.0％  

 

     

達成度 － － 109.5％ 110.5％ 110.3％ 111.3％        

職業準備支援等の修了
者の就職率（計画値） 

50％以上 － 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上 50％以上       

職業準備支援等の修了
者の就職率（実績値） 

－ 68.1％ 68.5％ 69.0％ 
 
70.4 ％ 
 

68.3％  
 

     

達成度 － － 137.0％ 138.0％ 140.8％ 136.6％        

ジョブコーチ支援終了
者の職場定着率（計画
値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 
 

     

ジョブコーチ支援終了
者の職場定着率（実績
値） 

－ 86.7％ 88.2％ 88.1％ 87.6％ 87.1％  
 

     

達成度 － － 110.3％ 110.1％ 109.5％ 108.9％        

復職支援終了者の復職
率（計画値） 

75％以上 － 75％以上 75％以上 75％以上 75％以上 75％以上       

復職支援終了者の復職
率（実績値） 

－ 83.3％ 83.7％ 85.3％ 86.1％ 85.1％        

達成度 － － 111.6％ 113.7％ 114.8％ 113.5％        
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２．主要な経年データ（続き） 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

障害者の雇用管理に係
る支援の実施事業所数
（計画値） 

82,000 所 以
上 

－ 
16,400 所 以
上 

16,400 所 以
上 

16,400 所 以
上 

16,400 所 以
上 

16,400 所 以
上 

 
     

障害者の雇用管理に係
る支援の実施事業所数
（実績値） 

－ 17,800 所 17,767 所 18,460 所 18,023 所 18,524 所  
 

     

達成度 － － 108.3％ 112.6％ 109.9％ 113.0％        

事業主支援計画に基づ
く支援を受けた事業主
に対する追跡調査にお
ける課題改善効果が見
られた旨の評価（計画
値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 

 

     

事業主支援計画に基づ
く支援を受けた事業主
に対する追跡調査にお
ける課題改善効果が見
られた旨の評価（実績
値） 

－ 90.2％ 93.1％ 91.6％ 92.0％ 92.4％  

 

     

達成度 － － 116.4％ 114.5％ 115.0％ 115.5％        

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(1) 障害者職業セン

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(1) 障害者職業セン

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（１）障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
・発達障害者に対する支援
を充実させるため平成
25 年度から「発達障害者
に対する体系的支援プロ
グラム」を全国実施した
ほか、医療機関等との一
層の連携を図り支援ネッ
トワークを強化し、他の
機関では支援が困難な精
神障害者、発達障害者等
を積極的に受け入れた結
果、職リハサービス対象
者数は４年間の合計延べ
127,713 人（５年推計
値：159,641 人）、うち精
神障害者・発達障害者の
対象者数は精神障害者延
べ 45,623 人（達成度

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等
を行った場合には意見を記
載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 

 
障害者職業セン

ターにおける職業
リハビリテーショ
ンについては、障
害者各人の障害の
種類及び程度並び
に希望、適性、職
業経験等の条件に
応じ、総合的かつ
効果的に実施する
こと。そのために、
各関係機関との連
携を図るととも
に、職業リハビリ
テーションの実施
に係る目標を設定
し、厳格な外部評
価を実施するこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 

・ 障害者職業総
合センター（以
下「総合センタ
ー」という。）に
ついては、職業
リハビリテーシ
ョンの中核的機
関としての機能
を最大限発揮す
ること。 

 
・ 広域障害者職
業センター（以
下「広域センタ
ー」という。）に
ついては、全国
の広範な地域か
ら職業的重度障
害者を受け入れ
るとともに、地
域センターにつ
いては、各都道
府県における中
核的な職業リハ
ビリテーション
機関として、職
業安定機関、障
害者就業・生活
支援センター、
就労移行支援事
業者、教育機関、

ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 

 
障害者職業セン

ターにおける職業
リハビリテーショ
ン関係業務につい
ては、障害者雇用
納付金関係業務等
と有機的な連携を
図るとともに、サ
ービスを希望する
者の就労支援ニー
ズをできる限り的
確に把握しつつ、
職業安定機関を始
め、福祉、教育、
医療機関等の関係
機関との密接な連
携の下、適正かつ
効果的に業務を実
施する。 
また、効率的か

つ効果的な業務の
実施に資するた
め、外部のリハビ
リテーション専門
家による厳格な評
価を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116.4%）（５年推計値：延
べ 57,029 人）、発達障害
者延べ 27,626 人（達成度
157.0%）（５年推計値：延
べ 34,533 人）となり、い
ずれも毎年度過去最高を
更新した。また、精神障
害者と発達障害者の合計
で見ると目標達成度は
129.0%と、120%を上回る
実績となった。 

・加えて、精神障害者、発
達障害者個々の多様な障
害特性等をきめ細かに把
握し、職業準備支援、ジ
ョブコーチ支援等におい
てアンガーコントロール
や問題解決技法等の研究
部門が開発した支援技法
を積極的に活用した専門
的な支援を実施した結
果、対象者における精神
障害者、発達障害者の占
める割合が毎年度過去最
高を更新する中、職業準
備支援修了者の次の段階
への移行率及び就職率、
ジョブコーチ支援終了者
の職場定着率並びにリワ
ーク支援終了者の復職率
は毎年度数値目標を大幅
に上回る実績となった。
特に職業準備支援は、
個々の課題に応じた弾力
的な個別カリキュラムに
基づく支援を行ったこと
で、修了者の就職率は４
年間の平均が 69.1%（達
成度 138.2%）で目標達成
度は毎年度 120%を上回
る実績となった。 

・これらの結果、支援を受
けた障害者に対するアン
ケート調査における効果
があった旨の評価は、毎
年度過去最高を更新し、
４年間の平均が 94.7%
（達成度 118.4%）で非常
に高い実績となった。 

・加えて、事業主のニーズ
に応じた専門的支援を積
極的に実施した結果、支
援実施事業所数は 4 年間
の合計で延べ 72,774 所
（５年推計値：延べ
90,968 所）、事業主支援
の効果度は 4 年間の平均
が 92.3％で、それぞれ数
値目標を上回り、さらに
平成 27 年度からは、職業
安定機関との連携による
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医療機関等との
ネットワークを
構築し、連携の
強化や各種情報
の 共 有 化 を 図
り、職業リハビ
リテーションに
係る人材の育成
や関係機関に対
する助言・援助
に 取 り 組 む こ
と。 

 
① 職業リハビリ
テーションの総
合的・効果的な
実施 

 
ア  障 害 者 の
個々の特性に
応じた専門的
支援の実施 
 
・ 地域セン
ターについ
ては、サー
ビスを希望
する者の就
労支援ニー
ズをできる
限り的確に
把握し、第
３期中期目
標期間中に
延 べ
147,000 人
以上の障害
者に対し、
より就職・
職場定着に
結びつく効
果的な職業
リハビリテ
ーションサ
ービスを実
施 す る こ
と。 
各地域に

おける就労
支援機関の
状況を踏ま
え、どの地
域において
も、適切な
職業リハビ
リテーショ
ンを均等・
公平に受け
られるよう
に し た 上
で、他の機

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 職業リハビリ
テーションの総
合的・効果的な
実施 

 
①  障 害 者 の
個々の特性に
応じた専門的
支援の実施 
 
・ 地域障害
者職業セン
ター（以下
「地域セン
ター」とい
う。）におい
ては、地域
における就
労支援機関
の整備状況
等 を 踏 ま
え、どの地
域において
も適切な職
業リハビリ
テーション
サービスを
均等・公平
に受けられ
るようにし
た上で、適
切な職業リ
ハビリテー
ション計画
に基づき、
精神障害者
や発達障害
者等、他の
機関では支
援が困難な
障害者に対
する職業リ
ハビリテー
ションサー
ビスを重点
的に実施す
る こ と と
し、第３期

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中に
延 べ
147,000 人
以上の障害
者に対し、よ
り就職・職場
定着に結び
つく効果的
な職業リハ
ビリテーシ
ョンサービ
スを実施す
ること。【数
値 目 標 】 

 
＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中の
職業リハビ
リテーショ
ンサービス
の対象者の
うち、精神障
害者は延べ
49,000 人以
上とするこ
と。【数値目
標】 

 
＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中の
職業リハビ
リテーショ
ンサービス
の対象者の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①  職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施 
 
 
 
 
イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 
 
 
 
 
○地域で支援を必要としている障害者の積極的な受入れ 
・地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）においては、障害
者の就労支援ニーズの高まりを踏まえ、公共職業安定所、地域の関係機関と
の連携による就労支援ネットワークを強化しつつ、他の就労支援機関に対す
る技術的事項についての助言・援助を積極的に実施することにより、どの地
域においても適切な職業リハビリテーションサービスを均等・公平に受けら
れるようにするセーフティネットの役割を果たした。その上で、他の就労支
援機関で支援のノウハウが不足している精神障害者、発達障害者等の支援を
積極的に実施した。 

・重複障害等の支援の困難性が高い障害者に対しても、関係機関との連携によ
り支援ニーズを的確に把握し、支援を実施した。また、地域センターへの通
所が困難な障害者の支援ニーズに対応して、居住地域の近郊の公共職業安定
所の庁舎等を借用して支援を実施した。 

・精神障害者、発達障害者等の他の機関では支援が困難な障害者を専門的支援
の対象として積極的に受け入れるため、雇用支援連絡協議会の開催等を通じ
て、精神障害者、発達障害者支援に係る事業主、関係機関とのネットワーク
を一層強化し、専門的支援を必要としている障害者の支援ニーズを的確に把
握した。 

・公共職業安定所において、精神障害者等を対象に、地域センターの支援内容
や就職における留意点について解説する説明会を開催。障害を非開示で就職
することを希望する精神障害者等に対しても説明会への参加を促した。 

・口頭での説明だけでは支援内容を理解することが困難な発達障害者等に対し
て、地域センターの支援内容等の具体的な理解を図るため、①地域センター
の支援場面を紹介する動画を作成し、ホームページに掲載したほか、説明会
等で活用（H28）、②実際の支援場面の見学・体験の機会を積極的に設定した。 

・支援内容を分かりやすく説明したリーフレットの作成・配布、精神障害者・
発達障害者等を対象とした説明会の開催等の地域の状況に応じた工夫を行っ
た。 

・（H28）発達障害のある学生への就業支援の充実が課題となっている地域にお
いては、発達障害者雇用支援連絡会議で、発達障害及び発達障害の傾向が見
られる学生への支援をテーマに設定した。行政・福祉機関の他、大学の学生
相談担当者等を委員に委嘱し、これら学生に対する支援の進め方についての
意見交換を行い、共通理解の形成や支援ネットワークの形成を図った。 

・支援内容を分かりやすく説明したリーフレットの作成・配布、精神障害者・
発達障害者等を対象とした説明会の開催等の地域の状況に応じた工夫を行っ
た。 

・これらの取組の結果、支援の実績は以下のとおりとなった。 
- 支援実施対象者の総数 

雇用の分野における障害
者に対する差別禁止及び
合理的配慮の提供義務化
に係る周知への協力、事
業主自らが精神障害者の
雇用管理に取り組めるよ
うにするための支援を実
施した。 

・精神障害者や発達障害者
等の支援の困難性の高い
障害者の利用が増加して
いる中、研究部門が開発
した新しい支援技法を常
に取り入れ、個々の状況
に応じて有効に活用する
ことにより、雇用促進、
職場復帰、雇用継続、い
ずれの支援対象者に対し
ても効果的な職リハサー
ビスを提供した。 

・カリキュラム等の改善や
支援内容の向上を図った
取組について、全国の地
域センターを参集した業
務研究会や機構内ＬＡＮ
による共有、効果的な支
援の取組をとりまとめた
事例集の機構内配付等に
より知見を常に共有する
ことで、よりよいサービ
スの提供に向けた支援力
の底上げを図った。 

 
 これらを踏まえ、評定を
Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・平成 30年４月からの精神

障害者の法定雇用率の算
定基礎への追加・障害者
雇用率の見直し等を背景
とした、事業主からの精
神障害者・発達障害者等
の雇用管理に関する支援
ニーズの増大に的確に対
応するため、専門的な支
援の拡充・強化を図る必
要がある。 
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関では支援
が困難な障
害者（精神
障害者、発
達障害者、
難病者等）
に対する専
門的支援を
重点的に実
施 す る こ
と。このた
め、職業リ
ハビリテー
ションの対
象となる障
害 者 の う
ち、精神障
害 者 を
49,000 人以
上、発達障
害 者 を
22,000 人以
上とするこ
と。 
なお、メ

ンタルヘル
ス分野にお
ける医療機
関との連携
による精神
障害者に対
するリワー
ク・再就職
支援を行う
とともに、
ニート等の
自立支援機
関や教育機
関との連携
による、発
達障害を有
する若者に
対する支援
の充実に努
めること。 

中期目標期
間中に延べ
147,000 人
以上の障害
者に対し、
効果的な職
業リハビリ
テーション
サービスを
実施する。
また、職業
リハビリテ
ーションの
対象となる
障害者のう
ち、精神障
害 者 を
49,000 人以
上、発達障
害 者 を
22,000 人以
上とする。 
なお、メ

ンタルヘル
ス分野等に
おける医療
機関との連
携による精
神障害者に
対する復職
（ リ ワ ー
ク）・再就職
支援を行う
とともに、
発達障害者
支援センタ
ー、ニート
等の自立支
援機関、教
育機関等と
の連携によ
る、発達障
害者に対す
る支援の充
実を図る。 

うち、発達障
害者は延べ
22,000 人以
上とするこ
と。【数値目
標】 

 

平成 25 年度 31,658 人（達成度 107.7％） 
平成 26 年度 31,769 人（達成度 108.1％） 
平成 27 年度 31,954 人（達成度 108.7％） 
平成 28 年度 32,332 人（達成度 110.0％） 
４年（平成 25年度～28年度）合計 延べ 127,713 人（達成度 108.6％） 
５年（平成 25 年度～29 年度）推計値は、延べ 159,641 人（達成度 108.6％）

で、延べ 147,000 人以上の目標を達成する見込みである。 
- うち身体障害者数 

平成 25 年度 1,618 人 
平成 26 年度 1,578 人 
平成 27 年度 1,536 人 
平成 28 年度 1,404 人 

- うち知的障害者数 
平成 25 年度 10,751 人 
平成 26 年度  9,887 人 
平成 27 年度  9,522 人 
平成 28 年度  9,284 人 

- うち発達障害者数 
平成 25 年度 6,110 人（達成度 138.9％） 
平成 26 年度 6,698 人（達成度 152.2％） 
平成 27 年度 7,175 人（達成度 163.1％） 
平成 28 年度 7,643 人（達成度 173.7％） 
４年（平成 25年度～28年度）合計 延べ 27,626 人（達成度 157.0％）で、

「第３期中期目標期間中に延べ 22,000 人以上」の目標をすでに達成してい
る。 
５年（平成 25年度～29年度）推計値は、延べ 34,533 人（達成度 157.0％）

となる見込みである。 
- うち精神障害者数 

平成 25 年度 11,012 人（達成度 112.4％） 
平成 26 年度 11,312 人（達成度 115.4％） 
平成 27 年度 11,495 人（達成度 117.3％） 
平成 28 年度 11,804 人（達成度 120.4％） 
４年（平成 25年度～28年度）合計 延べ 45,623 人（達成度 116.4％） 
５年（平成 25年度～29年度）推計値は、延べ 57,029 人（達成度 116.4％）

で、延べ 49,000 人以上の目標を達成する見込みである。 
・職業リハビリテーションサービスの実施対象者の障害特性やニーズが多様化
する中、平成 21 年度に策定したインフォームド・コンセントの徹底等による
職業リハビリテーションサービスの提供のための留意事項に係る文書に基づ
き、苦情等の未然防止や発生時の組織的対応についての理解促進を図った。
加えて、平成 26 年度に機構本部に設置した「障害者に対する適切なサービス
のあり方検討委員会（第２次）」において取りまとめた報告書に基づき、平成
27 年度には地域センター及び広域障害者職業センター（以下「広域センター」
という。）における利用者対応のガイドラインとしても活用できる職員研修用
教材及び事例集を作成し、当該教材を用いた職員研修を実施するとともに、
平成 28 年度からは、地域センターで発生した苦情等の原因及び再発防止計画
の分析結果等を機構本部も共有し、事例の蓄積を図った。 

 

  また、支
援を受けた
障害者に対
してアンケ
ート調査を
実施し、有
効回答のう
ち 80％以上
の障害者か
ら効果があ
った旨の評
価を得られ
るようにす
る。 

＜定量的指標＞ 
・支援を受けた

障害者に対
してアンケ
ート調査を
実施し、有効
回答のうち
80％以上の
障害者から
効果があっ
た旨の評価
が得られる
ようにする
こと。【数値

・職業準備支援、ジョブコーチ支援、精神障害者の復職支援（リワーク支援）（以
下「リワーク支援」という。）の効果度を把握するためのアンケートを実施し
た。 
-「大変効果があった」、「効果があった」との回答が占める割合 

平成 25 年度 93.2％（達成度 116.5％） 
平成 26 年度 94.8％（達成度 118.5％） 
平成 27 年度 95.0％（達成度 118.8％） 
平成 28 年度 95.6％（達成度 119.5％） 
なお、事業ごとの内訳は以下のとおり。 

- 職業準備支援 
平成 25 年度 93.7％ 
平成 26 年度 96.6％ 
平成 27 年度 95.0％ 
平成 28 年度 95.4％ 
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 目標】 - ジョブコーチ支援  
平成 25 年度 90.2％ 
平成 26 年度 91.9％ 
平成 27 年度 93.4％ 
平成 28 年度 93.9％ 

- リワーク支援（平成 25年度は精神障害者総合雇用支援） 
平成 25 年度 97.3％ 
平成 26 年度 97.4％ 
平成 27 年度 97.1％ 
平成 28 年度 98.3％ 

・機構本部は各年度当初に、前年度に実施したアンケート調査の結果の全般的
な傾向や特徴を分析し、地域センターに対して、すべての地域センターに共
通して点検を要する項目等をフィードバックした。地域センターは、これに
基づき点検及び必要な業務改善等を行うとともに、プラスの評価を受けられ
なかった事項や自由記述欄に不満、不足等の意見があった事項について、そ
のような評価を受けるに至った原因の分析及び具体的な工夫・改善策を検討
し、必要な改善策を講じた。 

 
○個々の障害者の特性等に応じた職業リハビリテーション計画の策定及び同計
画に基づくきめ細かな職業リハビリテーションサービスの実施 

・（H26）職業リハビリテーション計画の様式を改訂した。具体的には、対象者
の具体的目標とセンターが提案する支援内容を対応させて記載できるように
するとともに、協力を求める機関及びその協力内容を記載する項目を新たに
追加する等、対象者にとってより分かりやすいものとした。 

・職業評価では、特に精神障害者、発達障害者について、障害者職業総合セン
ター研究部門（以下｢研究部門｣という。）が開発したＭＳＦＡＳ（幕張ストレ
ス・疲労アセスメントシート：ストレス・疲労に係る特徴の把握、その特徴
に応じた対処法の検討等を目的とした評価・支援ツール）やＭＷＳ（ワーク
サンプル幕張版：ＯＡ作業、事務作業、ピッキング等の実務作業に大別され
る作業課題から構成される職業上の課題の把握等を目的とした評価・支援ツ
ール）等の支援ツールを有効に活用しつつ、模擬的な作業場面を積極的に活
用し、時間経過に伴う疲労や注意等の行動の変化、集団内での対人関係やコ
ミュニケーションの様子等の対人面での特徴のきめ細かな把握に努めた。 

 
【精神障害者の職業評価の主な特徴】 
・疲れやすい、緊張が強い等の特性を踏まえ、個々のストレス要因や疲労のサ
イン等を把握するとともに、その特徴に応じた対処法等を検討した。 

 
【発達障害者の職業評価の主な特徴】 
・行動にこだわりがある、相手の気持ちを想像し読み取ることが難しい等の行
動やコミュニケーションの特徴を把握するとともに、その特徴に応じた対処
法等を検討した。 

 
・職業リハビリテーション計画は、担当の障害者職業カウンセラー（以下「カ
ウンセラー」という。）が独自の判断で策定することなく、必ず所内ケース会
議に諮り多角的な検討を経て計画案を作成した。また、計画案を、対象者に
分かりやすく丁寧に説明を行うとともに、計画内容に係る対象者の意見・質
問を十分に踏まえるインフォームド・コンセントを丁寧に行うことにより、
対象者自身の希望や意見の反映等に努めた。 
また、支援の進捗状況を的確に把握することにより、計画の内容を柔軟に見

直し、きめ細やかな職業リハビリテーションサービスの実施に努めた。 
・精神障害者、発達障害者等で、自らの障害の特徴や職業上の課題等の理解が
進んでいない者に対し、研究部門が開発したアセスメントシート等を活用し
た専門的な支援を実施した。 

・公共職業安定所との緊密な連携により、就職・職場定着に至るまでの切れ目
のない支援を実施した。 

・作業体験や個別相談等を通じて、自らの特徴やセールスポイント等の振り返
り・気づきを促し、ナビゲーションブックの作成支援等により、特徴に応じ
た対処法や事業所への要望事項の検討・整理をできるようにするとともに、
その内容を事業所等とも共有することで、職場において適切な配慮を得られ
るようにした。 
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・（H26、H28）地域センターにおける精神障害者に対する雇用支援の効果的な取
組及び精神障害者、発達障害者等の特性に応じた一層効果的な職場適応の支
援の取組の事例を取りまとめた職業リハビリテーション事例集を作成し、地
域センターに配付した。 

・カウンセラー、職業訓練指導員が実践で得た知見等を発表し意見交換を行う
職業リハビリテーション業務研究会を開催し、精神障害者、発達障害者等に
対する支援内容の改善に係るノウハウを共有した。具体的な発表テーマは以
下のとおり。 

 - 精神障害者や発達障害者の利用促進に向けた関係機関との連携体制の構築
に係る取組 

 - 障害特性や職業上の課題の自己理解が進んでいない者に対する効果的なア
セスメント 

 - 効果的なインフォームド・コンセントを図った取組 
 - 精神障害者、発達障害者等の特性を踏まえた職業準備支援カリキュラムの

改善 
・（H25,27）カウンセラーを参集した会議を開催し、精神障害者等に対する効果

的な支援の取組事例を共有するとともに、意見交換等を通じて一層の推進
を図る方策の検討を行った。 

・各地域センターにおける支援カリキュラム、教材・ツール、カウンセラー等
を参集した会議での検討内容や資料等を機構内ＬＡＮに掲載することで広く
共有し、全国の地域センターで活用できるようにした。 

 

 ・ 障害者の
就労の可能
性を高める
ため、地域
センターに
おける職業
準備訓練、
職業講習の
実 施 に よ
り、第３期
中期目標期
間中におい
て 80％以上
の対象者が
就職等に向
かう次の段
階（職業紹
介、ジョブ
コーチ支援
事業、職業
訓練、職場
実習等）に
移行できる
ようにする
こと。 
また、経

済・雇用失
業情勢を踏
まえつつ、
職業紹介等
の業務を担
当する職業
安定機関と
の緊密な連
携を図り、
第３期中期
目標期間中
においてそ
の修了者の

・ 個々の障
害者の特性
を踏まえ作
成した指導
カリキュラ
ム に 基 づ
き、職業準
備訓練及び
職業講習を
的確かつ効
果的に実施
することに
より、障害
者の就労の
可能性を高
め、第３期
中期目標期
間中に 80％
以上の対象
者が就職等
に向かう次
の段階（職
業紹介、ジ
ョブコーチ
支援事業、
職業訓練、
職 場 実 習
等）へ移行
できるよう
にするとと
もに、職業
紹介等の業
務を担当す
る職業安定
機関との緊
密な連携を
図り、その
修了者の就
職率が 50％

＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中に
職業準備支
援の対象者
の 80％以上
が就職等に
向かう次の
段階（職業紹
介、ジョブコ
ーチ支援事
業、職業訓
練、職場実習
等）へ移行で
きるように
する こと 。
【数値目標】 

 
＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中に
おいて職業
準備支援の
修了者の就
職率が 50％
以上となる
ことに資す
るため、その
内容の充実
を図ること。
【数値目標】 

◯個々の支援ニーズ等に対応した個別支援の実施 
・職業準備支援での指導カリキュラムは、個々の障害特性や職業上の課題、支
援ニーズ等に応じて次の４つの支援を柔軟に組み合わせて弾力的に策定し
た。 
ⅰ作業支援：作業適性や職場環境への適応力等に関する評価、作業遂行力の
向上等を図るための支援 

ⅱ職業準備講習カリキュラム：講話、ビデオ学習、事業所見学、事業所での
作業体験等を通じた、職業に関する知識の習得を図るための支援 

ⅲ精神障害者自立支援カリキュラム：対人技能訓練、グループミーティング
等を通じた、精神障害者の社会生活技能等の向上を図るための支援 

ⅳ発達障害者就労支援カリキュラム：技能体得講座（対人技能、作業マニュ
アル作成技能、問題解決技能、ストレス対処技能等）、事業所での職場実習
等を通じた、発達障害者の社会生活技能、作業遂行力等の向上を図るため
の支援 

 
・職業準備支援  

支援対象者数 
平成 25 年度 2,372 人 
平成 26 年度 2,419 人 
平成 27 年度 2,263 人 
平成 28 年度 2,421 人 

うち身体障害者数 
平成 25 年度 60 人 
平成 26 年度 57 人 
平成 27 年度 72 人 
平成 28 年度 65 人 

うち知的障害者数 
平成 25 年度 336 人 
平成 26 年度 306 人 
平成 27 年度 236 人 
平成 28 年度 248 人 

うち精神障害者数 
平成 25 年度 696 人 
平成 26 年度 765 人 
平成 27 年度 698 人 
平成 28 年度 790 人 

その他 
平成 25 年度 1,280 人 
平成 26 年度 1,291 人 
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就 職 率 が
50％以上と
なることに
資 す る た
め、その内
容の充実を
図ること。 

 
 
 
 
 
 
 
・ さらに、
発達障害者
に対する支
援の充実・
強化を図る
ため、総合
センターが
開 発 し た
「ワークシ
ステム・サ
ポートプロ
グラム」に
加え、「求職
活動支援」
と「関係機
関との発達
障害者就労
支援ネット
ワークの構
築」に係る
ノウハウを
有機的に組
み合わせた
「発達障害
者に対する
体系的支援
プ ロ グ ラ
ム」を全国
実施するこ
と。 

 
 

以上となる
ことに資す
るため、そ
の内容の充
実を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 発達障害
者に対する
支援につい
ては、障害
者職業総合
セ ン タ ー
（以下「総
合 セ ン タ
ー 」 と い
う。）が開発
した「ワー
ク シ ス テ
ム・サポー
トプログラ
ム」に加え、
「求職活動
支援」と「関
係機関との
発達障害者
就労支援ネ
ットワーク
の構築」に
係るノウハ
ウを有機的
に組み合わ
せた「発達
障害者に対
する体系的
支援プログ
ラム」を全
国の地域セ
ンターで実
施すること
により、そ
の支援の充
実を図る。 

平成 27 年度 1,257 人 
平成 28 年度 1,318 人 
うち発達障害者数 

平成 25 年度 1,141 人 
平成 26 年度 1,113 人 
平成 27 年度 1,087 人 
平成 28 年度 1,150 人 

 
精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者・難病者等の合計数 
 平成 25年度 1,976 人 
平成 26 年度 2,056 人 
平成 27 年度 1,955 人 
平成 28 年度 2,108 人 
 

・発達障害者の利用増加に対応して、研究部門が開発した「ワークシステム・
サポートプログラム」の技法の活用に加え、「求職活動支援」と「関係機関と
の連携及び発達障害者就労支援ネットワークの構築」に係るノウハウを有機
的に組み合わせた「発達障害者に対する体系的支援プログラム」を実施した。 

・作業体験や個別相談等を通じて自らの特徴やセールスポイント等の振り返
り・気づきを促し、その内容を書き出しながら整理して書面に取りまとめる
「ナビゲーションブック」の作成支援により、対象者の自己理解を促した。 

・うつ病等の求職者の増加に対応するため、リワーク支援のノウハウを活用し
て従来の内容を見直した「ストレス対処技能訓練」、「対人技能訓練」、「グル
ープミーティング」等を積極的に実施した。 

・就業経験が乏しい等により、障害状況、職業能力と希望する職種、労働時間
等との間に不適合があることで就職、職場定着に至らない者等に対し、研究
部門が開発した「キャリアプラン再構築支援」の技法を活用した講座及びグ
ループワークを実施し、自分に合った働き方を現実的かつ具体的に検討でき
るようにした。 

・（H27～）職業生活上のストレスや疾病・障害による影響等で怒りの感情が生
じやすい者に対し、研究部門が開発した「アンガーコントロール支援」の技
法を活用した講座及びグループワークを実施し、怒りの感情が生じた時の対
処法の検討及び習得を図った。 

・発達障害者雇用支援連絡協議会において、発達障害者就労支援カリキュラム
での支援事例を報告し、支援内容に係る共通理解の形成を図った。発達障害
者就労支援カリキュラムについては、対象者の自己理解促進に関する支援に
取り組んだケース、職業準備支援で習得したスキル等をジョブコーチ支援に
おいて事業所で活用できるように支援したケース等を周知することにより、
同カリキュラムの内容や有効性を分かりやすく伝えた。 

・地域センターへの通所が困難な遠隔地の対象者に対しては、居住地域の近郊
の公共職業安定所の庁舎、職業能力開発促進センター等を借用又は活用した
出張による職業準備支援の実施、必要な講座をスポット的に受講できるよう
な弾力的なカリキュラム設定等により、個々の状況やニーズに応じた柔軟な
対応に努めた。 

 
○就職実現に向けた取組 
・対象者の就職実現に向け、公共職業安定所の職員を交えたケース会議等の計
画的な実施、地域センター所長の経営者団体・個別企業への訪問等による障
害者受入れに係る働きかけ、ジョブコーチによる支援事業所への障害者受入
れに係る働きかけ等、就職促進に係る取組を積極的に実施した。また、同一
都道府県内の職業能力開発促進センター等の有する事業所情報や求人情報等
を共有した。 

・対象者自らがまとめたナビゲーションブックをもとに、事業所で配慮を得た
い事項等を、採用面接等で面接担当者に自ら説明できるようにするための「自
己紹介シート」の作成支援に取り組んだ。 

・就職時にジョブコーチ支援へと円滑に移行できるよう、地域センターのジョ
ブコーチが職業準備支援の講習を担当する等により、支援対象者の状況を的
確に把握するとともに、対象者との関係構築を図った。 

・修了未就職者に対しては、支援修了後においても、就職に向けた相談を継続
するとともに、講習やグループミーティング等の職業準備支援のカリキュラ
ムを弾力的に活用し、習得したスキル、モチベーションの維持を図る等の重
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点的な就職支援を行った。 
 
○精神障害者、発達障害者等に対する支援スキルの向上と支援ノウハウの共有 
・（H25,26）精神障害者自立支援カリキュラムを担当する専門スタッフであるア
シスタントを対象とした経験交流会を開催し、カウンセリング技法の演習等
を通じて支援スキルの向上を図るとともに、具体的な取組に係る意見交換を
行い、効果的な支援ノウハウの共有を図った。 

・職業評価、精神障害者自立支援カリキュラム等を担当するアシスタント、発
達障害者就労支援カリキュラムを担当するアシスタントを対象とした研修を
それぞれ年１回実施し、支援の重点対象である精神障害者、発達障害者及び
高次脳機能障害者等の障害特性・職業上の課題に係る講義、トータルパッケ
ージ（＊）の理論と活用に係る講義・演習、支援に関する事例検討等を行い、
支援のスキルアップを図った。また、研究部門が開発した精神障害者及び発
達障害者に対する支援技法を習得するための講義・演習時間を、平成 27年度
に大幅に拡大し、対象者個々の状況に応じた対応方法の習得を図った。 
（＊）トータルパッケージとは、研究部門が開発した支援技法で、評価・支
援ツールのＭＳＦＡＳやＭＷＳ、情報整理スキル獲得のためのメモリーノ
ート等により構成され、障害者が自己の障害状況を的確に把握し、必要な
スキルを身に付けることにより、作業遂行力の向上を図るもの。 

・研究部門が実施する「発達障害者支援技法普及講習」及び「精神障害者支援
技法普及講習」を地域センターが受講し、発達障害者の支援技法については、
「ナビゲーションブック作成」、「問題解決技能トレーニング」、「職場対人技
能トレーニング（ＪＳＴ）」等、精神障害者の支援技法については、「ストレ
ス対処講習」、「ストレス理解」等に係るノウハウ等の提供を受けた。 

・（H27～）「高次脳機能障害者支援技法普及講習」を地域センターが受講し、「補
完方法の習得及び自己理解促進」に係るノウハウ等の提供を受けた。 

・受講施設数は以下のとおり。 
- 発達障害者支援技法普及講習 

   平成 25年度 14 センター 
   平成 26年度 14 センター 
   平成 27年度 ９センター 
   平成 28年度 17 センター 

- 精神障害者支援技法普及講習 
平成 25 年度 ９センター 

   平成 26年度 ５センター 
   平成 27年度 ７センター 
   平成 28年度 12 センター 

- 高次脳機能障害者支援技法普及講習 
   平成 27 年度 ３センター 
   平成 28 年度 10 センター 

・これらの取組の結果、職業準備支援修了者について、以下の結果となった。 
- 就職等に向かう次の段階への移行率 

平成 25 年度 87.6％（達成度 109.5％） 
平成 26 年度 88.4％（達成度 110.5％） 
平成 27 年度 88.2％（達成度 110.3％） 
平成 28 年度 89.0％（達成度 111.3％） 

- 就職率 
平成 25 年度 68.5％（達成度 137.0％） 
平成 26 年度 69.0％（達成度 138.0％） 
平成 27 年度 70.4％（達成度 140.8％） 
平成 28 年度 68.3％（達成度 136.6％） 

 

 ・ ジョブコ
ーチ支援事
業について
は、支援を
必要とする
障害者に着
実に支援を
実施した上
で、他の機

・ 職場適応
援助者（ジ
ョ ブ コ ー
チ）による
障害者、事
業主等への
支援につい
ては、支援
を必要とす

＜定量的指標＞ 
・ジョブコーチ

による支援
については、
第３期中期
目標期間中
支援終了者
の職場への
定 着 率 が

○地域センターの役割を踏まえたジョブコーチ支援の的確な実施 
・障害者、事業主等からの就職、職場定着の支援ニーズに対して、ジョブコー
チ支援計画に基づいた適時適切な支援を実施した。 

・地域センターのジョブコーチ支援については、他の機関では支援が困難な障
害者に対する支援を重点的に実施するとともに、社会福祉法人等のジョブコ
ーチとの協同支援を通じて支援方法に係る援助を行い、社会福祉法人等のジ
ョブコーチが単独で効果的な支援ができるよう努めた。なお、他の機関では
支援が及びにくい地域については、同地域の関係機関を育成しつつ、引き続
き地域センターが主体的に支援を実施した。 
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関では支援
が困難な障
害者に対し
て重点的に
支援を実施
し、第３期
中期目標期
間中におい
て 80％以上
の定着率を
達成するこ
と。 

 

る障害者に
着実に支援
を実施した
上で、他の
機関では支
援が困難な
障害者に対
して重点的
に支援を実
施し、第３
期中期目標
期間中支援
終了者の職
場への定着
率が 80％以
上となるよ
うにする。 

 
 
 

80％以上と
なるように
する こと 。
【数値目標】 

・精神障害者、発達障害者等への的確なジョブコーチ支援の実施及び社会福祉
法人等のジョブコーチへの効果的な支援方法に係る援助を行うため、機構本
部において、実務経験が２年以上の地域センターのジョブコーチを対象に、
精神障害者、発達障害者等の支援に関するケーススタディ、経験の浅いジョ
ブコーチに対するコーチング、企業担当者等に説明する際のプレゼンテーシ
ョン技術の講義・演習、事業主支援に係る支援技法等の講義・意見交換で構
成する研修を実施した。また平成 28 年度には、怒りの感情が生じやすい者へ
の的確な対応を図るための「アンガーコントロール支援」の技法に係る講座、
発達障害者等に対して場面に応じた適切な行動の定着を支援する上で参考と
なる「応用行動分析」の考え方を解説する講座を新たに設定した。 

・地域センターのジョブコーチ支援の対象者数 
  平成 25年度 3,749 人 
 平成 26年度 3,616 人 
 平成 27年度 3,574 人 
 平成 28年度 3,574 人 
 - うち身体障害者 
  平成 25 年度 186 人 
  平成 26 年度 199 人 
  平成 27 年度 188 人 
  平成 28 年度 158 人 
- うち知的障害者 

  平成 25 年度 1,613 人 
平成 26 年度 1,426 人 

  平成 27 年度 1,378 人 
  平成 28 年度 1,270 人 
- うち精神障害者 

  平成 25 年度 885 人 
  平成 26 年度 894 人 
  平成 27 年度 857 人 
  平成 28 年度 931 人 
- うち発達障害者  
平成 25 年度 920 人 

  平成 26 年度 974 人 
  平成 27 年度 1,017 人 
  平成 28 年度 1,054 人 
- 精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者・難病者等の合計数 

  平成 25 年度 1,950 人 
平成 26 年度 1,991 人 

  平成 27 年度 2,008 人 
  平成 28 年度 2,146 人 
 
◯個々の対象者の態様に応じた支援の実施 
・地域センターのジョブコーチ支援については、精神障害者、発達障害者等の
個々の態様が多様で支援困難性の高い者の増加に対応した専門的な支援を以
下のとおり実施した。 
- 精神障害者、発達障害者等への支援の増加に対応して、対人対応が特に必
要なサービス業等の職種におけるロールプレイを通じた対人スキルの付
与、ストレスや疲労等を自ら把握できるようにするモニタリングシートを
活用したセルフケアのスキルの付与を図った。また、職場で実際に生じた
問題に対して、問題解決技法（＊）を活用し、対象者とともに問題の原因
を探り、整理するとともに、実効性の高い解決策を検討する等の、個々の
対象者の状況に応じた支援を実施した。 
（＊）問題解決技法とは、研究部門が開発した支援技法で、発達障害の想
像力に係る特徴等を踏まえ、職業上の問題に対し、自ら発生状況や原因
を整理し、現実的かつ効果的な解決策を選択できるようにする解決スキ
ルの付与を図るもの。 

- 事業主には、対象者の特徴等を踏まえた職務設計や雇用管理に関する助言
等の支援を実施した。これら、対象者及び事業主の双方に対して一体的に
専門的な支援を実施することで、事業所の上司や同僚が対象者を効果的な
方法により支援するナチュラルサポート体制の構築を推進した。 

・リワーク支援終了者について、復職後の職場適応を促進するため、必要に応
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じてジョブコーチ支援を実施した。 
・ジョブコーチ支援終了後は、対象者及び事業所のニーズを踏まえつつ、関係
機関との役割分担等を明らかにしたフォローアップ計画を策定し、計画的に
フォローアップを実施した。 

 - フォローアップ対象者数 
  平成 25 年度 6,281 人 
  平成 26 年度 6,056 人 
  平成 27 年度 6,164 人 
  平成 28 年度 5,932 人 
 
・地域センターのジョブコーチ支援終了者の６か月後定着率 

平成 25 年度 88.2％（達成度 110.3％） 
平成 26 年度 88.1％（達成度 110.1％） 
平成 27 年度 87.6％（達成度 109.5％） 
平成 28 年度 87.1％（達成度 108.9％） 

 
◯配置型ジョブコーチと社会福祉法人等のジョブコーチ等との協同支援の推進 
・地域センターと社会福祉法人等のジョブコーチとの協同支援において、アセ
スメントや支援のポイント、支援計画の作成方法に関する助言等を効果的に
実施した。 

・ジョブコーチ支援事業推進協議会において、以下の取組を実施した。 
- 関係機関の役割分担や協同支援の連携方法を検討することで地域センター
を中核とする都道府県単位のジョブコーチ支援ネットワークの機能強化を
図った。 

- ケーススタディや知識習得のための講習等を積極的に行い、特に、ケース
スタディにおいては、社会福祉法人等のジョブコーチによる支援のうち、
職場適応の困難性が高い事例を用いるとともに、カウンセラー及び配置型
ジョブコーチがアセスメントの視点、効果的な支援方法等に係る助言を行
うことで、社会福祉法人等のジョブコーチが自ら支援計画を策定できるよ
うにした。 

・（H27～）平成 28年４月に施行された雇用の分野における障害者の差別禁止及
び合理的配慮の提供義務化について、労働局の職員からそれら指針等の内容
についての説明を受けた上で合理的配慮等をテーマに検討し、社会福祉法人
等のジョブコーチの専門性の向上を図った。 
- ジョブコーチ支援事業推進協議会の実施回数 
平成 25 年度 243 回 
平成 26 年度 226 回 
平成 27 年度 195 回 
平成 28 年度 173 回 

- 延べ参加者 
平成 25 年度 4,523 人 
平成 26 年度 4,443 人 
平成 27 年度 3,693 人 
平成 28 年度 3,499 人 

・これら取組により、配置型ジョブコーチと社会福祉法人等のジョブコーチ等
との協同支援を推進した。 
- 社会福祉法人等のジョブコーチとの協同支援実施対象者数 
 平成 25年度 1,902 人（支援対象者全体の 50.7％） 
 平成 26年度 1,818 人（支援対象者全体の 50.3％） 
 平成 27年度 1,489 人（支援対象者全体の 41.7％） 
 平成 28年度 1,337 人（支援対象者全体の 37.4％） 
- 協同支援を実施した社会福祉法人等にアンケート調査を実施し、「大変有用
であった」、「有用であった」との回答が占める割合 

 平成 26年度 94.9％ 
 平成 27年度 95.6％ 
 平成 28年度 95.8％ 
- 障害者を雇用する企業に在籍しているジョブコーチとの協同支援実施対象
者数 

 平成 26年度 ５人 
 平成 27年度 10 人 
 平成 28年度 34 人 
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- 社会福祉法人等のジョブコーチとあわせた協同支援実施対象者数 
  平成 25年度 1,902 人 
 平成 26年度 1,823 人 
 平成 27年度 1,499 人 
 平成 28年度 1,371 人 
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◯精神障害者総合雇用支援の推進及び障害者雇用促進法の改正を踏まえた支援
の強化 

・（H26～）平成 30年 4月に施行される改正障害者雇用促進法により精神障害者
が法定雇用率算定基礎に追加されることを踏まえ、公共職業安定所、医療機
関等とより一層緊密に連携し、精神障害者や事業主への支援の強化を図った。
具体的には、対象者の希望と障害状況の間に明らかに不適合があり、現状の
ままでは就職が困難又は離転職を繰り返すと考えられる精神障害者を重点的
に支援することとし、個々の状況に応じた専門的な職業評価、職業リハビリ
テーション計画の策定、職業準備支援等を実施した。雇用継続支援としてジ
ョブコーチ支援を活用するとともに、精神疾患により休職した対象者へのリ
ワーク支援を、必要に応じて実施した。事業主への支援については、精神障
害者を雇用する又は雇用しようとする事業主への雇入れ、雇用継続に向けた
取組の段階を踏まえた提案型の助言・援助、事業主支援計画に基づく体系的
支援を公共職業安定所、医療機関等との一層緊密な連携の下で実施した。 

 
○精神障害者雇用支援ネットワークの充実・強化 
・精神障害者総合雇用支援を効果的に実施するため、事業主・医療機関等への
周知活動やニーズの把握を積極的に実施し、精神障害者雇用支援ネットワー
クの充実・強化を図った。 
平成 25 年度 3,504 機関 
平成 26 年度 3,676 機関 
平成 27 年度 3,485 機関 
平成 28 年度 3,599 機関 

・精神障害者雇用支援連絡協議会では、関係機関の連携体制を協議し、支援ネ
ットワークの一層の強化を図った。具体的には、医療機関と地域センターの
連携事例の検討を通じた関係機関間の具体的な連携方法・役割分担、職場定
着に係る課題解決に向けた具体的対応策、関係機関での対応が難しい事例を
地域センターの支援につなげる方法を検討した。 
また、精神科を有する労災病院の医師等の同協議会委員への委嘱、当該病院
のスタッフとの連絡会議の開催等により、メンタルヘルス分野における医療
機関との連携に努めた。加えて、就労支援に取り組む精神科病院のデイケア
等に対して、就職を希望する者への地域センターの利用勧奨を依頼するとと
もに、当該機関が自ら就職、職場定着に向けた支援を適切に実施できるよう、
ニーズに応じてそれら支援に係る技術的事項についての助言・援助を積極的
に実施した。 

・（H28）全国 22の労働局において実施されている「精神科医療機関とハローワ
ークによる就労支援モデル事業」への積極的な参画を図り、労働局、公共職
業安定所、医療機関等とのチーム支援を通じて、地域における医療機関との
連携による精神障害者の雇用支援のモデル作りに協力しつつネットワークの
充実を図った。 

・事業主、主治医等との密接な連携を図り、より多くの精神障害者がリワーク
支援を受けられるよう以下の取組を行った。 
- 事業主に対しては、障害者雇用納付金事務説明会の場を活用して周知する
とともに、経営者協会や商工会議所、労働基準協会等の事業主団体の協力
を得て、好事例等を掲載した事業主向けリワーク支援パンフレットを配布
した。また、リワーク支援ニーズに係るアンケート調査を行い、ニーズの
ある事業所への個別訪問等を行った。 

- 医療機関等に対しては、産業保健スタッフ等の研修会・勉強会等の機会を
利用してリワーク支援を紹介する等により連携体制の構築を図った。また、
メンタルヘルス対策を実施している機関と、パンフレットを相互に設置す
ることにより、対象者に対して各々のサービスの周知を図るとともに、当
該機関が実施する相談でリワーク支援の利用希望等を把握した場合に地域
センターとの相談を勧奨するよう依頼した。 

- 自治体の広報誌や事業主団体機関誌、産業保健総合支援センターの事業主
向けメールマガジン等にリワーク支援を紹介する記事の掲載を依頼するこ
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とにより、支援を必要とする者ができる限り多く利用できるよう一層の周
知に取り組んだ。 

・これらの取組の結果、精神障害者総合雇用支援の対象者数は各年度において
以下のとおりとなった。 
平成 25 年度 3,115 人 
平成 26 年度 3,248 人 
平成 27 年度 3,445 人 
平成 28 年度 3,499 人 

 
○リワーク支援の推進等に向けた取組 
・リワーク支援においては、休職と復職を繰り返す、休職期間が長期化してい
るといった困難事例の割合の高まりに対応するため、個々の状況に応じて、
①復職先の新たな職務や環境への対応力向上を図る支援、②キャリアプラン
再構築に関する支援、③作業の同時並行や制限時間の設定、イレギュラーな
課題の投入等による負荷をかけた支援等を加えた個別で実践的なプログラム
を実施した。当該プログラムの実施に当たっては、支援効果を更に高めるべ
く、対象者の主体的取組を促進できるよう、対象者が復職に向けて自らの課
題に応じて必要な講習等を選択できるようにした。また、社会生活リズムを
確立するために講習等がない時間帯の活動を自ら計画・実行する方法を取り
入れた。 

・発達障害の傾向を有する者が見受けられる等、支援対象者が多様化している
現状を踏まえ、職業準備支援におけるナビゲーションブックの作成支援や、
技能体得講座等のノウハウを活用した。具体的には、発達障害等の特徴につ
いて復帰先事業所の理解を得るため、対象者が自らの特徴やその対処法を取
りまとめた資料を作成し、事業主に説明できるようにするための支援を行っ
た。 

・職業生活上のストレスや疾病・障害による影響で怒りの感情が生じやすい者
等に対し、研究部門が開発した「アンガーコントロール支援」の技法を活用
した講習及びグループワークを実施し、怒りの感情が生じた時の対処法の検
討及び習得を図った。 

・事業所と居住地・実家等の療養先が異なる都道府県にある対象者に対して、
機構の全国ネットワークを活かした支援を実施した。具体的には、実家等で
療養し、事業所が他の都道府県にある場合、療養先の所在地を管轄している
地域センターでの支援終了後、事業所での支援については当該事業所の所在
地を管轄する地域センターと連携し、継続的な支援を実施した。 

・地域センターへの通所が困難な遠隔地の対象者に対して、対象者が居住する
地域の障害者就業・生活支援センター庁舎、職業能力開発促進センター等を
借用又は活用した出張によるリワーク支援の実施、必要な講座をスポット的
に受講できるような弾力的なカリキュラム設定等により、個々の状況やニー
ズに応じた柔軟な対応に努めた。 

・リワーク支援のニーズの高い地域センターについて、更なる支援体制の強化
を図るため、以下の受入体制の充実を図った。 

 - （H26～）東京センターにおいて、新たな支援室（リワークセンター東京）
の設置及び支援スタッフの拡充により、対象者の受入体制を充実させた。 

- （H27～）愛知センターにおいて、支援スタッフの増員等により、対象者の
受入れ体制を充実させた。 

・これらの取組の結果、各年度において以下のとおりとなった。 
- リワーク支援対象者 
平成 25 年度 2,232 人 
平成 26 年度 2,354 人  
平成 27 年度 2,588 人 
平成 28 年度 2,568 人 

- 復職率 
平成 25 年度 83.7％（達成度 111.6％） 
平成 26 年度 85.3％（達成度 113.7％）  
平成 27 年度 86.1％（達成度 114.8％） 
平成 28 年度 85.1％（達成度 113.5％） 
 

○企業に対する精神障害者の雇用促進支援・雇用継続支援のモデル事業の実施 
・精神障害者を雇用する企業への支援において、特に雇用促進支援・雇用継続
支援の一層の強化を図るため、平成 26 年度からの２年計画で東京、愛知及び
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大阪の３センター（以下「モデル事業実施センター」という。）において、精
神障害者を雇用する企業に対して、労働局、公共職業安定所、医療機関等と
の連携により、雇入れから雇用継続までを体系的に支援する「企業に対する
精神障害者の雇用促進支援・雇用継続支援のモデル事業」を実施した。モデ
ル事業に係る各年度の取組は以下のとおり。 

・（H25）地域センター所長を招聘し、精神障害者を雇用する事業主に対する事
業主援助業務推進検討委員会を開催した。その検討結果を踏まえ、企業に対
するサポートの強化策を試行する当該モデル事業を平成26年度からモデル事
業実施センターにおいて実施することとした。 

・（H26,27）モデル事業実施センターでの取組事例（平成 26 年度及び 27 年度で
計 36件）を、機構本部に設置したモデル事業推進委員会において検証した。 

・（H27）上記検証において、雇用する精神障害者の中に、就労や生活に係る支
援機関を利用していない者が多くなっており、これらの者に適応上の問題が
生じた場合、企業自らが解決する必要に迫られていること等の課題を把握し
たことから、支援機関のサポートを受けつつ、企業自らが精神障害者の雇用
管理に取り組めるよう、対象企業における適切な職場適応の措置の内容を明
らかにした取組計画の策定の支援、当該計画に基づく取組を対象企業自ら実
施できるようにするための助言・援助について整理した。 

・（H28）平成 27年度の検討結果等を踏まえ、モデル事業実施センターを中心に、
事業主が精神障害者の職場適応の措置を自ら適切に実施するために必要な支
援技法等を提供するための助言・援助を、以下の方法を組み合わせて体系的
に実施（以下「体系的助言・援助」という。）した。 
- 事業主が、精神障害者職場適応の措置を実施するために必要な取組の内容
を整理し、事業主の取組計画を策定する支援。 

- 事業主が、取組計画にある取組を実施するために必要な支援技法等を提供
する助言・援助による精神障害者の支援力向上。なお、援助は、当該事業
所の職員とカウンセラー等が協同して雇用されている精神障害者の支援を
行い、その実施方法等について説明、解説等を行う「協同支援」及び地域
センターが行う支援場面等において当該事業所の職員を同席、見学、体験
させ、その実施方法等について説明、解説等を行う「実習」により実施。 

 

 イ 障害者の雇
用管理に関す
る専門的な支
援の実施 

 
 

地域センタ
ーにおいて、
職業リハビリ
テーション専
門機関の立場
から、事業主
に対する雇用
管理に関する
助言その他の
援助を事業主
のニーズに応
じて的確に実
施し、障害者
の就職又は職
場適応を促進
すること。 

 
 

 

② 障害者の雇
用管理に関す
る専門的な支
援の実施 

 
 

地域センタ
ーにおいて、
障害者の雇用
管理に関する
事 項 に つ い
て、職業リハ
ビリテーショ
ン専門機関の
立場から、事
業主に対する
的確な支援を
実施し、障害
者の就職又は
職場適応を促
進することと
し、第３期中
期目標期間中
に延べ 82,000
所以上の事業
所に対して必
要な支援を実
施する。 
実施に当た

っては、事業

 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中に
延べ 82,000
所以上の事
業所に対し
て必要な支
援を実施す
ること。【数
値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施 
平成28 年４月に施行された雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理

的配慮の提供義務化、平成 30 年４月に施行される法定雇用率の算定基礎への
精神障害者の追加等を踏まえ、事業主に対する障害者の雇用管理に関する専門
的な支援を以下のとおり実施した。 

 
○事業主のニーズを踏まえた専門的支援の積極的実施 
・職業安定機関が行う雇用率達成指導との連携、都道府県支部の障害者雇用納
付金関係業務での事業主への支援状況の共有等により事業主の支援ニーズを
積極的に把握し、当該ニーズに応じた支援を積極的に実施した。具体的には、
事業所の実情に応じた職務内容の具体的提案等の障害者の雇入れに係る支
援、ジョブコーチ支援等の雇用継続に向けた支援、リワーク支援等の職場復
帰に係る支援のほか、後述する事業主支援ワークショップの実施や、特に専
門性の高い障害者の雇用管理に係る事項についての雇用管理サポーター（＊）
の活用等により、提案型の助言・援助、事業主支援計画に基づく体系的支援
を積極的に実施した。 
（＊）雇用管理サポーターとは、障害者の雇用管理に関し特に専門的な支援
を必要とする事業所に対して雇用管理上の相談、助言、援助等を行う精神
科医師、建築士、社会保険労務士等の地域の専門家。 

・雇用管理サポーターごとの支援の内容・事例を機構内ＬＡＮに掲載すること
で広く共有し、全国の地域センターで雇用管理サポーターを効果的に活用し
た。 

・職業安定機関が行う雇用率達成指導との積極的な連携を図り、公共職業安定
所からの取り次ぎや事業主からの支援要請に基づき、雇用率達成指導対象で
障害者雇用のノウハウが不足している企業をカウンセラーが訪問し、障害者
雇用事例の情報提供や事業所見学の提案、職務内容の提案等の具体的な雇入
れに係る助言等の協力を行った。 
- 職業安定機関が行う雇用率達成指導と連携して支援を実施した企業数 

平成 25 年度 1,807 企業 
平成 26 年度 1,891 企業 
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主のニーズに
応じて適切な
事業主支援計
画を策定し、
必要に応じ医
療、社会教育、
社会福祉、工
学等の専門家
と連携して、
事業主等に対
する的確かつ
効果的な支援
が行われるよ
うにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・雇用の分野に

おける障害
者に対する
差別禁止及
び合理的配
慮の提供義
務化を踏ま
え、職業安定
機関との連
携により、事
業主に対す
る周知への
協力等を適
切に行った
か。 

平成 27 年度 1,771 企業 
平成 28 年度 1,733 企業 

・視覚障害等の身体障害者の雇入れ、在職者のスキルアップ、職場復帰の支援
ニーズに対し、必要に応じて広域センターと連携し、その職業訓練や支援の
ノウハウを活用した事業主支援を実施した。 

・対人面や作業面において職場適応上の課題があり、それら課題の改善のため
には職場内での支援のみでは効果が期待できず、職業準備支援のカリキュラ
ムの利用により、特定のスキルや補完手段の習得が望ましい在職者に対して、
事業主との相談を踏まえ、同カリキュラムの一部の柔軟な実施等により職場
適応上の課題の改善に向けた支援を実施した。加えて、事業主に対しても雇
用管理ノウハウの助言を実施し、就業の安定・継続を支援した。 

 
◯事業主支援ワークショップ 
・障害者雇用に課題を有する事業主を集め、その課題改善に向けた端緒を探る
ことを目的とした事業主支援ワークショップを計画的に実施した。障害者雇
用の先行企業での取組事例の発表、共通の課題を抱えている事業主同士の意
見交換等を通じて、課題改善に向けた有用な情報の提供に努めた。 

・事業主に精神障害者雇用のノウハウ等が不足している状況を踏まえ、すべて
の地域センターにおいて１回以上を精神障害者雇用をテーマとして、重点的
に実施した（精神障害者の雇用に係るテーマ：平成 26年度…167 回中 114 回、
平成 27 年度…171 回中 91 回、平成 28 年度…165 回中 103 回）。具体的なテー
マ例として、（a）精神障害者の雇用経験がない中小規模の事業所を対象とし
た「精神障害の特性に応じた雇用管理のポイントについて」、（b）精神障害者
の雇用に具体的に取り組もうとしている事業所を対象とした「精神障害者の
雇用促進・雇用継続に向けたジョブコーチ支援等の支援について」、（c）社員
のメンタルヘルスに係る課題を抱える事業所を対象とした「円滑な復職に向
けた事業所での取組やリワーク支援等の支援について」等がある。 

・ワークショップで把握した個々の事業主の課題やニーズに応じて、カウンセ
ラーによる社員研修への協力、障害者雇用に係る助成金等の情報提供、ジョ
ブコーチによる雇用促進・雇用継続に係る支援等の具体的な支援を実施した。 

・これらの取組の結果、事業主支援ワークショップの開催数は、各年度におい
て以下のとおりとなった。 
平成 25 年度 157 回 
平成 26 年度 167 回 
平成 27 年度 171 回 
平成 28 年度 165 回 

 
◯障害者の雇用管理に関する支援ノウハウの蓄積・共有 
・（H25,26）地域センターの主任カウンセラーを参集させ会議を実施し、事業主
援助業務の充実・強化に向けた効果的な方策についての実践報告及び意見交
換を行い、支援ノウハウ等を共有した。 

 
○職業安定機関との連携による雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理
的配慮の提供義務化の周知への協力等 

・（H27～）労働局等の職業安定機関が開催する差別禁止・合理的配慮指針につ
いての事業主等を対象とした説明会において、障害者の雇用管理の方法等を
説明した。また、事業主が職場での合理的配慮に係る措置を適切に講じられ
るよう、雇用率達成指導の同行訪問や事業主支援ワークショップ等の機会を
活用し、障害別の特徴や雇用管理上のポイント等の有用な情報を提供した。 

・（H27）都道府県支部との連携を図り、障害者雇用の参考となる事例をデータ
ベース化して公開している「障害者雇用リファレンスサービス」に掲載する
合理的配慮の提供に関する事例の収集に協力した。 

・（H28）カウンセラー及び職業訓練指導員を対象に職業リハビリテーションの
新たな課題やニーズに対応した知識・技術の習得を目的とした課題別研修を、
「障害者に対する差別禁止・合理的配慮の提供」をテーマに実施し、合理的
配慮の提供に関する障害者及び事業主への支援を的確に実施できるよう、障
害者雇用促進法の改正の経緯、企業における合理的配慮の取組状況等の理解
促進を図った。 

 
・これらの取組の結果、障害者の雇用管理に係る支援の実施事業所数は各年度
において以下のとおりとなった。 
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平成 25 年度 17,767 所（達成度 108.3％） 
平成 26 年度 18,460 所（達成度 112.6％） 
平成 27 年度 18,023 所（達成度 109.9％） 
平成 28 年度 18,524 所（達成度 113.0％） 
４年（平成 25年度～28年度）合計 延べ 72,774 所（達成度 110.9％） 
５年（平成 25年度～29年度）推計値は、延べ 90,968 所（達成度 110.9％）

で、延べ 82,000 所以上の目標を達成する見込みである。 
 

  当該計画に
基づく支援を
受けた事業主
に対して追跡
調 査 を 実 施
し、有効回答
のうち 80％以
上の事業主に
おいて具体的
な課題改善効
果が見られる
ようにする。 

 
 
 
 
 
 

ホ 職業リハビリ
テーション関
係業務と障害
者雇用納付金
関係業務との
協力・連携の推
進 

 
障害者雇用

納付金関係業務
について、室の
高い事業主支援
を実施し、障害
者の就職又は職
場適応を促進す
るため、定期的
な連絡会議の開
催、相互の業務
に関する職員研
修、事業主から
の照会・相談等
に係る迅速な取
次ぎ、事業所へ
の同行訪問を実
施 す る 等 に よ
り、引き続き職
業リハビリテー
ション関係業務
と障害者雇用納
付金関係業務と
の協力・連携を
図る。 

＜定量的指標＞ 
・事業主支援計

画に基づく
支援を受け
た事業主に
対して追跡
調査を実施
し、有効回答
のうち 80％
以上の事業
主において
具体的な課
題改善効果
が見られる
ようにする
こと。【数値
目標】 

【支援を受けた事業主に対する追跡調査】 
・事業主支援の課題改善効果を把握する追跡調査を実施し、「課題の改善に大変
効果があった」、「課題の改善に効果があった」との回答が占める割合 
 平成 25年度 93.1％（達成度 116.4％） 
 平成 26年度 91.6％（達成度 114･5％） 
 平成 27年度 92.0％（達成度 115.0％） 
 平成 28年度 92.4％（達成度 115.5％） 
 

・機構本部は各年度当初に前年度に実施したアンケート調査の結果の全般的な
傾向や特徴を分析し、地域センターに対して、すべての地域センターに共通
して点検を要する項目等をフィードバックした。地域センターは、これに基
づき点検及び必要な業務改善を行うとともに、プラスの評価を受けられなか
った事項や自由記述欄に不満、不足等の意見があった事項について、そのよ
うな評価を受けるに至った原因の分析及び具体的な工夫・改善策を検討し、
必要な改善策を講じた。 

 
 
 
ホ 職業リハビリテーション関係業務と障害者雇用納付金関係業務との協力・連
携の強化 

・職業リハビリテーション関係業務と障害者雇用納付金業務との連携について、
両業務の担当者の定期的な連絡会議の開催、事業主からの照会・相談等に係
る連絡票を用いた迅速な取次ぎ、事業主支援ワークショップにおける障害者
雇用納付金制度に基づく各種助成金の説明等を実施することで質の高い事業
主支援の実施を図った。 

・連携の具体例として、地域センターにおいて、両業務における役割分担や連
携方法を具体的に整理した連携要領を作成・活用するとともに、障害者雇用
納付金関係業務に係るアンケート調査において、障害者雇用に関する支援ニ
ーズを把握する項目を設定し、その結果を活用して、具体的な事業主支援の
実施につなげる取組を行った。 

・障害者雇用納付金適用対象企業の拡大に伴う、障害者の雇入れに係る支援が
必要となる中小企業の増加に対応するため、障害者雇用納付金事務説明会に
おいて、地域センターの事業主支援内容の周知に取り組んだ。また、障害者
雇用納付金関係業務担当者の事業所訪問に同行し、支援ニーズを的確に把握
するとともに、地域センターの事業主支援の利用につなげるための具体的な
支援内容の提案等を行った。 

   

 

４．その他参考情報 
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特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４  地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビリテーションの専門的な人材の育成 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市
場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進
を図ること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

就労移行支援事業者等に対
する実務的研修（計画値） 

－ － 47 回 47 回 47 回以上 47 回以上  予算額（千円） － － － －  

就労移行支援事業者等に対
する実務的研修（実績値） 

－ 67 回 63 回 74 回 74 回 66 回  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 134.0％ 157.4％ 157.4％ 140.4％  経常費用（千円） － － － －  

職業リハビリテーションに
関する助言・援助の実施
関係機関数（計画値） 

7,800 所以上 － 1,560 所以上 1,560 所以上 1,560 所以上 1,560 所以上 1,560 所以上 
経常利益（千円） 

－ － － －  

職業リハビリテーションに
関する助言・援助の実施
関係機関数（実績値） 

－ 1,474 所 1,716 所 1,729 所 1,931 所 2,105 所  
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

達成度 － － 110.0％ 110.8％ 123.8％ 134.9％  従事人員数 － － － －  

助言・援助を受けた関係機
関に対するアンケート調
査における有用であった
旨の評価（計画値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 

 

     

助言・援助を受けた関係機
関に対するアンケート調
査における有用であった
旨の評価（実績値） 

－ 98.4％ 96.9％ 96.7％ 98.1％ 97.4％  

 

     

達成度 － － 121.1％ 120.9％ 122.6％ 121.8％        

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。  
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２．主要な経年データ（続き） 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

マニュアル・教材の提供を
受けた者又は研修受講者
の所属長に対するアンケ
ート調査における有用で
あった旨の評価（計画値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 

 

     

マニュアル・教材の提供を
受けた者又は研修受講者
の所属長に対するアンケ
ート調査における有用で
あった旨の評価（実績値） 

－ 94.3％ 94.5％ 94.3％ 94.8％ 94.9％  

 

     

達成度 － － 118.1％ 117.9％ 118.5％ 118.6％        

障害者就業・生活支援セン
ター就業支援担当者を養
成するための研修（計画
値） 

－ － 年 7回以上 年７回以上 年７回以上 年７回以上  

 

     

障害者就業・生活支援セン
ター就業支援担当者を養
成するための研修（実績
値） 

－ 7 回 7 回 7 回 ７回 ７回  

 

     

達成度 － － 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％        

ジョブコーチを育成するた
めの研修（計画値） 

－ － 年 9回以上 年 9回以上 年９回以上 

年９回以上
（本部開催
のうち 2回
は 地 域 開
催） 

 

 

     

ジョブコーチを養成するた
めの研修（実績値） 

－ 7 回 9 回 9 回 ９回 
９回（うち地
域 開 催 ２
回） 

 
 

     

達成度 － － 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％        

研修受講者に対するアンケ
ート調査における有用で
あった旨の評価（計画値） 

－ － 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上  
 

   
  

研修受講者に対するアンケ
ート調査における有用で
あった旨の評価（実績値） 

－ 98.2％ 98.7％ 99.3％ 
 
98.6％ 
 

98.6％  
 

   
  

達成度 － － 116.1％ 116.8％ 116.0％ 116.0％        
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２．主要な経年データ（続き） 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

研修受講者及び所属長に対
する追跡調査における実
務において役立っている
旨の評価（計画値） 

－ － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上  

 

   

  

研修受講者及び所属長に対
する追跡調査における実
務において役立っている
旨の評価（実績値） 

－ 93.6％ 95.1％ 93.5％ 
 
94.0％ 
 

94.1％  

 

   

  

達成度 － － 118.9％ 116.9％ 117.5％ 117.6％        

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 
 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(1) 障害者職業セン
ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 

 
障害者職業セン

ターにおける職業
リハビリテーショ
ンについては、障
害者各人の障害の
種類及び程度並び
に希望、適性、職
業経験等の条件に
応じ、総合的かつ

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(1) 障害者職業セン
ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 

 
障害者職業セン

ターにおける職業
リハビリテーショ
ン関係業務につい
ては、障害者雇用
納付金関係業務等
と有機的な連携を
図るとともに、サ
ービスを希望する

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（１） 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 

・地域の就労支援のネット

ワークの充実を目的とす

る関係機関に対する助

言・援助等について、地

域の職業リハビリテーシ

ョンの実施状況等を踏ま

えた効果的な方法により

実施した結果、当該支援

を実施した関係機関数は

毎年度過去最高を更新

し、４年間の合計延べ

7,481 所（達成度 119.9%）

（５年推計値：延べ

9,351 所）で目標達成度

は概ね 120%の実績とな

ったほか、当該支援を受

けた関係機関から有用で

あった旨の評価も毎年度

数値目標を上回り、４年

間の平均は 97.3%（達成

度 121.6%）で目標達成度

は 120%を上回る実績と

なった。 

・また、就労移行支援事業

所等の研修ニーズの高ま

りに積極的に対応した結

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等
を行った場合には意見を記
載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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効果的に実施する
こと。そのために、
各関係機関との連
携を図るととも
に、職業リハビリ
テーションの実施
に係る目標を設定
し、厳格な外部評
価を実施するこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 障害者職業総
合センター（以下
「総合センター」
という。）について
は、職業リハビリ
テーションの中核
的機関としての機
能を最大限発揮す
ること。 

 
・ 広域障害者職
業センター（以下
「広域センター」
という。）について
は、全国の広範な
地域から職業的重
度障害者を受け入
れるとともに、地
域センターについ
ては、各都道府県
における中核的な
職業リハビリテー
ション機関とし
て、職業安定機関、
障害者就業・生活
支援センター、就
労移行支援事業
者、教育機関、医
療機関等とのネッ
トワークを構築
し、連携の強化や
各種情報の共有化
を図り、職業リハ
ビリテーションに
係る人材の育成や
関係機関に対する
助言・援助に取り
組むこと。 
 
① 職業リハビリ
テーションの総
合的・効果的な
実施 

者の就労支援ニー
ズをできる限り的
確に把握しつつ、
職業安定機関を始
め、福祉、教育、
医療機関等の関係
機関との密接な連
携の下、適正かつ
効果的に業務を実
施する。 
また、効率的か

つ効果的な業務の
実施に資するた
め、外部のリハビ
リテーション専門
家による厳格な評
価を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 職業リハビリ
テーションの総
合的・効果的な
実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施 
 
 
 

果、実務的研修の実施回

数は４年間の平均が年

69.3 回（達成度 147.4%）

となり、目標達成度は毎

年度 120%を上回る実績

となった。 

・マニュアル・教材の提供

を受けた者又は研修受講

者の所属長に対するアン

ケート調査における有用

であった旨の評価は、４

年間の平均が 94.6％（達

成度 118.3%）となり、毎

年度数値目標を上回っ

た。 
・加えて、職業リハビリテ
ーションの専門的な人材
の育成については、障害
者就業・生活支援センタ
ー職員研修及びジョブコ
ーチを養成するための研
修の実施回数は、毎年度
数値目標を達成した。ま
た、就労支援の裾野の拡
大に伴う多様な研修ニー
ズを踏まえ、階層的な研
修体系に再構築するとと
もに、就業支援実践研修
を全国 12 エリアで実施
し、地域での受講機会の
拡大を図った。 

・受講者へのアンケートで
把握した研修ニーズを踏
まえて内容を工夫した結
果、研修受講者から有用
であった旨の評価は４年
間の平均が 98.8%、研修
受講者及び所属長に対す
る追跡調査における就業
支援の業務遂行に役立っ
ている旨の評価は 4 年間
の平均が 94.2%となり、
それぞれ毎年度数値目標
を上回った。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・地域の就労支援の基盤整
備のため、関係機関に対
する助言・援助機能の充
実・強化を図るとともに、
就労支援の裾野の拡大に
伴う研修ニーズの増加や
多様化に対応するため、
受講者アンケート調査等
からニーズを的確に把握
した上で、実施方法や内
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ウ 地域の関係
機関に対する
職業リハビリ
テーションに
関する助言・
援助等の実施 

 
各地域にお

ける障害者就
業・生活支援
センター、就
労移行支援事
業者、教育機
関、医療機関、
その他の関係
機関がより効
果的な職業リ
ハビリテーシ
ョンサービス
を実施するこ
とができるよ
う、地域セン
タ ー に お い
て、これらの
関係機関に対
する職業リハ
ビリテーショ
ンに関する技
術的事項につ
いての助言そ
の他の援助を
行 う と と も
に、総合セン
ターとの共同
によりこれら
の関係機関の
職員等への職
業リハビリテ
ーションに関
する実践的な
知識・技術等
の向上のため
の マ ニ ュ ア
ル・教材の作
成及び提供並
びに実務的研
修を実施する
こと。 
 

 

 
③ 地域の関係
機関に対する
職業リハビリ
テーションに
関する助言・
援助等の実施 
 
各地域にお

ける障害者就
業・生活支援
センター、就
労移行支援事
業者、教育機
関、医療機関、
その他の関係
機関がより効
果的な職業リ
ハビリテーシ
ョンサービス
の事業を実施
することがで
きるよう、地
域の就労支援
ネットワーク
の 充 実 を 図
る。このため、
地域センター
において、こ
れらの関係機
関に対する職
業リハビリテ
ーションに関
する技術的事
項についての
助言その他の
援助を行うと
ともに、総合
センターとの
共同によりこ
れらの関係機
関の職員等へ
の職業リハビ
リテーション
に関する実践
的な知識・技
術等の向上の
ためのマニュ
アル・教材の
作成及び提供
並びに実務的
研修を実施す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・地域の就労支

援ネットワ
ークの充実
を図るため、
地域の関係
機関に対す
る職業リハ
ビリテーシ
ョンに関す
る助言・援助
を行うとと
もに、マニュ
アル・教材の
作成、提供及
び実務的研
修を適切に
実施してい
るか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の
実施 

 
 
 
 
 
○職業リハビリテーションに関する技術的事項についての効果的な助言・援助
の実施 

・地域の関係機関において就職に結びつく効果的な支援が行われるよう、各地
域センターにおいて、次のとおり技術的事項についての助言・援助を実施し
た。 
- 地域の関係機関からの要請に基づき、当該機関が実施する職業リハビリテ

ーションサービスの見直しや支援ツールの利用方法等の技術的な事項につ
いての説明、解説、提案等を行った機関数及び件数（技術的助言） 

  平成25年度 1,029所、延べ2,098件 
  平成26年度 1,068所、延べ1,889件 

平成27年度 1,248所、延べ1,908件 
  平成28年度 1,332所、延べ2,175件 
- 地域の関係機関からの要請に基づき、当該機関の職員とカウンセラーが協
同して対象者の支援を行い、職業リハビリテーションに関する技術的事項
についての説明、解説等を行った機関数及び件数（協同支援） 
平成25年度 706所、延べ2,451件 

  平成26年度 719所、延べ2,360件 
  平成27年度 715所、延べ2,070件 
  平成28年度 734所、延べ2,020件 
- 地域の関係機関からの要請に基づき、地域センターが行う支援場面等にお
いて当該機関の職員を同席、見学、体験させ、職業リハビリテーションに
関する技術的事項についての説明、解説等を行った機関数及び件数（実習） 
平成25年度 558所、延べ682件 
平成26年度 508所、延べ613件 
平成27年度 622所、延べ730件 
平成28年度 706所、延べ912件 

- 地域の関係機関が実施する個別の支援に係るケースの相談、地域センター
が実施した職業評価の結果や職業リハビリテーション計画の策定内容を説
明する中で、就労に向けた支援方法に関するアドバイスを行った機関数及
び件数 
平成25年度 4,601所、延べ16,963件 
平成26年度 4,490所、延べ16,229件 
平成27年度 4,579所、延べ15,883件 
平成28年度 4,650所、延べ15,052件 

 
・どの地域においても適切な職業リハビリテーションを均等・公平に受けられ
るようにするため、関係機関に対し、技術的助言や協同支援、実習、マニュ
アル・教材の提供、実務的研修の実施等を組み合わせた総合的な助言・援助
を計画的に実施した。なお、これらの助言・援助の実施に当たり、地域にお
ける関係機関の箇所数・規模や支援の質、関係機関同士の連携状況等につい
ての分析を行った上で、重点的に助言・援助を実施する関係機関を選定する
ことにより、戦略的に地域の就業支援の基盤整備を図った。また、就労支援
ネットワークの充実・強化が必要な地域においては、中核的な役割を果たす
又はその役割を果たすことが期待される機関や意欲のある機関を選定し、地
域の状況に応じた方法で重点的に助言・援助を実施した。 

・助言・援助業務の周知に当たっては、地方公共団体が設置する障害者の支援
等に関する協議会や障害者就業・生活支援センター連絡協議会等の関係機関
が主催する会議等において、助言・援助の内容や方法について関係機関が具
体的なイメージを持てるよう、支援事例を盛り込んだ資料等を使用して説明
した。また、関係機関との対象者に係るケース会議等の機会において、当該
機関の助言・援助に係るニーズを聴き取り、具体的な協同支援や実習の提案
を行うことによりニーズを顕在化させた。 

・（H28）労働局主催の障害者就業・生活支援センター事業における各都道府県

容を充実させ、積極的か
つ柔軟な対応を図る必要
がある。 
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＜定量的指標＞ 
・地域センター

における就
労移行支援
事業者の就
労支援員等

での連絡会議に出席し、障害者就業・生活支援センターの就業支援や定着支
援の取組等に係る技術的助言を実施した。 

・（H28）大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）における
発達障害等のある学生の増加を踏まえ、機構本部において、大学等に対する
支援方法を検討する会議を開催し、障害学生が増加している大学等に対する
助言・援助の在り方を含む、今後の大学等に対する支援の方向性を検討した。 

・助言・援助業務に係るノウハウ共有及びスキル向上のために、以下の取組を
実施した。 
- （H25）関係機関の支援要請の顕在化・受理に係る具体的なプロセスや、支
援ニーズを把握するポイントを事例集としてとりまとめ、機構内LAN に掲
載した。 

- （H25）カウンセラー等が実践で得た知見等を発表し意見交換を行う職業リ
ハビリテーション業務研究会において、各障害保健福祉圏域にある障害者
就業・生活支援センター等の支援機関の支援ニーズを把握・分析の上、地
域の基盤整備を図るための助言・援助業務の方策を検討した実践例を共有
した。 

- （H25～）助言・援助業務を円滑に進める上で必要な、関係機関との調整・
支援方針の共有等を図るコーディネイトスキルについて、平成24 年度から
カウンセラーの専門研修に導入した。特にファシリテーション（会議・ミ
ーティング等で、参加者の合意形成や相互理解を促す手法）については、
各年次研修において段階的にスキル向上が図られるよう研修カリキュラム
を見直した。また、９年程度の業務経験を有するカウンセラーを対象とし
た研修においては、関係機関の間で生じる意見の対立や葛藤を協調に変え
る「コンフリクトマネジメント（機関・個人間の対立・衝突を協調に変え
る手法）」を、新たにファシリテーションに係る講座に追加し、就業支援に
おいて発生する機関や個人間での衝突等を協調に変える方法への理解を深
められるようにした。 

 
○職業リハビリテーションに関する基本的な知識・技術等の向上のための実務
的研修等の実施 

ⅰ マニュアル・教材の作成及び提供 
・職業リハビリテーションに関する知識・技術等の向上のためのマニュアル･教
材を作成し、後述する実務的研修の受講者、同研修と同様又は同様の内容を
含む研修を自ら実施する機関及び当該研修を受講する職員に対して提供し
た。なお、マニュアル・教材は、各地域センターにおいて、地域独自の障害
者支援事例、労働施策と福祉施策との連携状況、労働市場データの新たな情
報の追加等、地域の現状を踏まえたより有益な情報の提供に努めた。 

・（H25）マニュアル・教材の提供を受けた地域の関係機関等から把握した改善・
追加の意見・要望を踏まえ、「障害特性や職業的課題」の科目において、研究
部門で開発した「発達障害者に対する職場対人技能トレーニング」や「スト
レス対処講習」の手法を盛りこんだマニュアル・教材の追加等を行った。 

・（H26～）後述する就業支援基礎研修に新たに設定した精神障害・発達障害特
化型基礎研修カリキュラムの教材として「発達障害者の雇用の現状及び職業
的課題と支援内容」及び「精神障害者の雇用の現状及び職業的課題と支援内
容」を作成した。 

・職業リハビリテーションに関する基本的な知識、ノウハウを体系的に学ぶた
めのテキストとして、障害者雇用に関する制度変更等を反映した「就業支援
ハンドブック」を作成し提供した。 

・（H27～）同ハンドブックの読者へのアンケート調査結果等を踏まえ、アセス
メントとプランニングの実践的なノウハウの提供を目的に、障害種別ごとの
支援事例を掲載した「就業支援ハンドブック実践編」を、平成27年度に新た
に作成し提供した。 

・これらハンドブックは、実務的研修等で配付したほか、ホームページへ掲載
し、広く提供した。 

 
ⅱ 実務的研修等の実施 
・地域センターが実施する就労移行支援事業所等の関係機関の就労支援員等を
対象とした、職業リハビリテーションに関する実務的研修（以下「就業支援
基礎研修」という。）について、各地域の障害者就業・生活支援センター、就
労移行支援事業所等において就業支援を担当する者を対象に、概ね３日間に
わたり実施した。 
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に対する職
業リハビリ
テーション
に関する実
務的研修を
年 47 回以上
実施するこ
と。【数値目
標】 

 

- 実施回数 
平成25年度 63回（達成度134.0％） 
平成26年度 74回（達成度157.4％） 
平成27年度 74回（達成度157.4％） 
平成28年度 66回（達成度140.4％） 

- 受講者数 
平成25年度 2,639 人 
平成26年度 2,955 人 
平成27年度 2,998 人 
平成28年度 2,804 人 

・（H26～）平成30年度より精神障害者が法定雇用率の算定基礎に追加されるこ
とや「発達障害者に対する体系的支援プログラム」を全国の地域センターで
実施し、発達障害者に対する支援の充実を図っていることを踏まえ、関係機
関においても精神障害者、発達障害者への的確な支援が実施できるよう、就
業支援基礎研修に精神障害・発達障害特化型基礎研修カリキュラムを新たに
設定し、地域の状況に応じて的確に実施した。 

・受講者の募集に当たっては、特に精神障害者の雇用促進に係る地域の就労支
援ネットワークの充実を図るため、精神障害者の就職支援プログラムを実施
している医療機関等に対し、助言・援助業務のニーズ把握と併せて就業支援
基礎研修を案内する等により、医師や医療機関のスタッフ等に受講を勧奨し
た。 
- 医療機関からの受講者数 
平成25年度 119人  
平成26年度 129人 
平成27年度 127人 
平成28年度 139人 

・受講者のニーズに応じた研修を実施するため、受講者アンケートにおける「自
らの機関の近隣での開催を希望する」、「業務の都合上３日間連続で研修に参
加することは難しい」等の意見を踏まえ、利便性を考慮しつつ、受講ニーズ
の高い地域において開催するとともに、研修日程を分散させる等の地域の状
況に応じた工夫を行った。 

・（H26～）就業支援基礎研修のカリキュラムは、受講者アンケートでの意見・
要望を踏まえ、例えば、「障害特性と職業的課題」の科目について、これまで
ひとつの講義ですべての障害について説明していたものを、「身体障害・高次
脳機能障害」・「知的障害・発達障害」・「精神障害」の三つの区分に再編する
とともに、講義時間拡大等により講義内容の充実・見直しを図った。 

・研修内容については、受講者アンケートの結果を踏まえ、受講者参加型の意
見交換・演習等の占める割合を高めるとともに、多角的な視点での意見交換
を実施するため、意見交換のグループを所属機関の種類、経験年数等に偏り
がないよう編成した。また、「ＳＳＴ（社会生活技能訓練）の基礎知識」、「就
業支援に必要な精神医学の基礎知識」等の内容を追加して実施した。 

・また、事業所での実際の障害者雇用の現場の見学、就業支援の具体的な取組
のイメージ形成を図るための支援事例の紹介、ＤＶＤ等の視聴覚教材の活用、
各種支援ツールの会場展示及び利用を希望する受講者への配付等の研修効果
を向上させるための工夫を行った。 

・就業支援基礎研修のほか、地域の関係機関のニーズを把握し、「アセスメント
の方法」、「課題分析の方法」、「ナビゲーションブックの作成と活用方法」等
の独自のテーマ設定による研修会、模擬面接等の演習等により、就業支援基
礎研修修了者の更なるスキルアップを図った。 
- 実施回数 
平成25年度 62回 
平成26年度 63回 
平成27年度 59回 
平成28年度 72回 

- 実施機関数 
平成25年度 延べ365機関 
平成26年度 延べ405機関 
平成27年度 延べ560機関 
平成28年度 延べ560機関 

  
・この他、県教育庁主催の特別支援学校教員に対する研修等、他の機関が主催
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する研修、講習会への講師派遣協力を実施した。 
- 実施回数 
平成25年度 延べ332回 
平成26年度 延べ262回 
平成27年度 延べ291回 
平成28年度 延べ323回 

- 実施機関数 
平成25年度 270機関 
平成26年度 217機関 
平成27年度 242機関 
平成28年度 260機関 

 

  第３中期目
標期間中に延
べ 7,800 所以
上の関係機関
を対象に、助
言・援助等を
積極的に実施
する。 

 

＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中に
延 べ 7,800
所以上の関
係機関を対
象に、助言・
援助等を積
極的に実施
する こと 。
【数値目標】 

 

・職業リハビリテーションに関する助言・援助の実施機関数 
平成25年度 1,716 所（達成度110.0％） 
平成26年度 1,729 所（達成度110.8％） 
平成27年度 1,931 所（達成度123.8％） 
平成28年度 2,105 所（達成度134.9％） 
４年（平成25年度～28年度）合計 延べ7,481所（達成度119.9％） 
５年（平成25年度～29年度）推計値は、延べ9,351所（達成度119.9％）で、

延べ7,800所以上の目標を達成する見込みである。 
 

 

   

  実施後は、
助言・援助を
受けた関係機
関及びマニュ
アル・教材の
提供を受けた
者又は研修受
講者の在籍す
る所属長に対
してアンケー
ト調査を実施
し、有効回答
のうち 80％以
上の関係機関
等から有用で
あった旨の評
価を得られる
ようにする。 

 

＜定量的指標＞ 
・助言・援助を

受けた関係
機関に対し
てアンケー
ト調査を実
施し、有効回
答 の う ち 
80％以上の
関係機関か
ら有用であ
った旨の評
価が得られ
るようにす
ること。【数
値目標】 

 
＜定量的指標＞ 
・マニュアル・

教材の提供
を受けた者
又は研修受
講者の在籍
する所属長
に対してア
ンケート調
査を実施し、
有効回答の
うち 80％以
上の所属長
から有用で
あった旨の
評価が得ら
れるように
する こと 。
【数値目標】 

【助言・援助を受けた関係機関に対するアンケート調査の実施】 
・助言・援助業務の効果度を把握するアンケートを実施した。その結果につい
ては、「大変有用であった」、「有用であった」との回答が占める割合 
平成25年度 96.9％（達成度121.1％） 
平成26年度  96.7％（達成度120.9％） 
平成27年度 98.1％（達成度122.6％） 
平成28年度 97.4％（達成度121.8％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属長に対す
るアンケート調査の実施】 

・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属長に対し
て、マニュアル・教材及び研修の有用度を把握するアンケートを実施した。
その結果について、「大変有用であった」、「有用であった」との回答が占める
割合 
平成25年度 94.5％（達成度118.1％） 
平成26年度  94.3％（達成度117.9％） 
平成27年度 94.8％（達成度118.5％） 
平成28年度 94.9％（達成度118.6％） 
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    ○職業リハビリテーション推進フォーラムの開催 
・（H25,26）地域職業リハビリテーション推進フォーラム（以下「フォーラム」
という。）について、地域の状況に応じた職業リハビリテーションネットワー
クの基盤整備、同ネットワークを活用した就労支援に係る機運の醸成等に資
することを目的に、地域の関係機関の支援実施状況、地域センターが地域で
求められている役割等を踏まえたテーマを設定して実施した。 

 
・（H25,26）フォーラムの実施に当たっては、シンポジウム、小集団による意見
交換、事例報告等の方法を効果的に組み合わせて行い、参加した事業主、関
係機関間での共通認識の形成等を図った。 
- 実施回数  

平成25年度 52回 
平成26年度  54回 

- 受講者数 
平成25年度 3,679人 
平成26年度  3,854人 

- 受講者に対するアンケートにおいて「有用であった」との回答が占める割
合 
平成25年度 88.2％ 
平成26年度  89.0％ 
 

   

 エ 職業リハビ
リテーション
の専門的な人
材の育成 

 
職業リハビ

リテーション
の発展及び円
滑な推進に資
するため、総
合センターに
おいて、障害
者職業カウン
セラーの養成
及び研修を実
施するととも
に、障害者就
業・生活支援
センターの職
員や医療・福
祉等の分野の
支援担当者等
を対象に、職
業リハビリテ
ーションに関
する専門的・
技術的研修を
実施し、職業
リハビリテー
ション人材の
育成を図るこ
と。 

 

④ 職業リハビ
リテーション
の専門的な人
材の育成 

 
職業リハビ

リテーション
の発展及び円
滑な推進に資
する職業リハ
ビリテーショ
ン専門職であ
る障害者職業
カウンセラー
の養成及び研
修を総合セン
ターにおいて
実施する。 
ま た 、 医

療・福祉等の
分野の支援担
当者等を対象
に、職業リハ
ビリテーショ
ンに関する次
の専門的、技
術的研修を職
種別・課題別
に実施する等
により、職業
リハビリテー
ションの専門
的な人材の育
成を図る。さ
らに、第３期
中期目標期間
中に、就労支
援の裾野の拡
大に伴う多様
な研修ニーズ

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・職業リハビリ

テーション
の発展及び
円滑な推進
に資する職
業リハビリ
テーション
専門職であ
る障害者職
業カウンセ
ラーの養成
及び研修を
適切に実施
しているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成 
 
 
 
 
○障害者職業カウンセラーの養成・研修 
・障害者職業カウンセラーとは、当機構に採用され、１年間の厚生労働大臣指定

講習を修了し、地域センター等で職業リハビリテーションに関する支援を障害
者及び事業主等に対して直接的に行っている専門職である。 

・平成24年度の職業リハビリテーション人材育成検討委員会報告書（以下「人材
育成検討委員会報告書」という。）に基づき、（a）様々な障害特性に応じた質
の高い職業リハビリテーションを自ら実施するだけではなく、地域の関係機関
との連携による効果的な支援を行うことができるような知識・支援技法を早期
に習得できるよう、各専門研修カリキュラムの充実、強化を図ること、（b）厚
生労働大臣指定講習や年次研修とＯＪＴ、自己啓発等の有機的な連携を図るこ
と、これら２つの観点から、平成25年度に各専門研修カリキュラムの見直しを
行った。その内容として、精神障害者、発達障害者への支援技法、関係者間の
調整力、人材育成及び業務マネジメントの習得に関する講座を早い年次から導
入し、年次研修ごとに段階的なスキルアップを図ることができる構成とした。
また、就職等の困難性がより高い障害者への支援の質を高めるべく、すべての
年次研修において、支援の基本となるアセスメントに係る講座の充実を図っ
た。 
-（H26）平成25年度の研修実施状況を踏まえ、より実践的なスキルの習得を図
るため、①実務を想定した演習を取り入れる、②支援のあり方を検討する時
間を増やす等の工夫・見直しを行った。 

-（H27）平成25～26年度の研修実施状況を踏まえ、職業カウンセリング等の演
習の時間の増加及び関係者間の調整等の視点を重視した事例検討の見直し
を行った。 

-（H28）５年程度の経験を有するカウンセラーを対象とした研修及び９年程度
の経験を有するカウンセラーを対象とした研修において、関係機関の増加、
対象障害者の多様化等の職業リハビリテーションを取り巻く環境の変化に
的確に対応した実効性の高い行動計画を検討するため、カウンセラーの業務
を振り返り、今後の具体的目標とその行動計画を検討する科目の時間を拡大
する等、見直しを行った。 

・（H27～）厚生労働大臣指定講習テキストについて、人材育成検討委員会報告
書及び平成25年度厚生労働大臣指定講習テキスト編集委員会報告書に基づ
き、平成30年度までに大幅に改訂することとしており、計４巻のうち、平成
27年度に第１巻（〔総論〕職業リハビリテーション）を、平成28年度に第２巻
（支援プロセスとケースマネジメント）を作成した。 
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に対応した研
修内容の見直
し、再構築を
行い、総合セ
ンターと地域
センターとの
密接な連携の
下、人材育成
機能の強化を
図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜評価の視点＞ 
・就労支援の裾

野の拡大に
伴う多様な
研修ニーズ
に対応した
研修内容の
見直し、再構
築を行った
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◯医療・福祉等分野の支援担当者等を対象とした職業リハビリテーションに関
する専門的、技術的研修の実施 

・新任主任就業支援担当者研修において、支援計画策定スキルの習得を図る「個
別支援計画の策定」の科目を新たに設定した。 

・障害者就業・生活支援センター職員研修において、地域ごとのグループ構成
とし、それぞれの地域における実践的な取組等についての情報交換・意見交
換ができるようにした。 

・（H26～）一定以上の実務経験者を対象とするジョブコーチ支援スキル向上研
修について、前後期に分け、前期の研修内容を地域で実践し、後期でその振
り返りを行うことにより、スキルの効果的な習得を図る方法に見直した。 

・（H27）平成27年１月の「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行を
踏まえ、障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成するための
研修及びジョブコーチを養成するための研修の講義に、難病の障害特性、職
業的課題に関する内容を加えた。 

・（H27～）ジョブコーチを養成するための研修は、受講者からの要望等を踏ま
え、機構本部（千葉県）で開催するものの一部を首都圏以外の地域（平成27
年度は宮城県、平成28年度は石川県）において試行的に開催した。  
-（H27）宮城県では40人が参加し、研修受講直後の研修受講者に対するアン
ケート結果での有用度は97.5％であった。 

-（H28）石川県では61人が参加し、研修受講直後の研修受講者に対するアン
ケート結果での有用度は100.0％であった。 

・（H25）発達障害者就業支援セミナーについて、「他機関の取組内容について知
りたい」等の意見を踏まえ、新たに「テーマ別意見交換」の科目を設定した。 

・（H25～27）医療・福祉等の分野における実務者を養成するための研修につい
ては、様々な分野で就業支援を行っている実務者を対象に、障害特性に応じ
た障害者支援・事業主支援のノウハウを提供する職業リハビリテーション実
践セミナーは、精神障害、発達障害及び高次脳機能障害の３コースを設定し
て開催した。 

 - （H26､27）これまで総合センターでのみ開催してきたものを、受講者から
の要望等を踏まえ、２回のうち１回を首都圏以外の地域（平成26年度岡山
県、平成27年度大阪府）において試行的に開催した。 

- （H27）同セミナーにおいては、地域センターが行う関係機関に対する職業
リハビリテーションに関する助言・援助業務の周知・説明を行うとともに、
同業務のニーズを把握した。その把握したニーズを、受講者が所属する関
係機関を管轄する地域センターに連絡し、当該地域センターが、ニーズを
踏まえた個別具体的な助言・援助を行うことで、より実践的な支援ノウハ
ウを提供した。 

・（H26～27）職業リハビリテーション実践セミナーの上位研修として、研究部
門の研究及び技法開発の成果を中心に、就業支援技術の更なる向上や他機関
との連携に必要なスキルの向上等を図るためのノウハウを提供する職業リハ
ビリテーションスキルアップセミナーを３年程度以上の実務経験を有する者
を対象に開催した。 

 
・（H28）医療・福祉等の分野における実務者を養成するための研修について平
成25年度までは地域で受講できる研修は就業支援基礎研修のみで、実務経験
に応じてステップアップできる体系となっていなかったが、就労支援の裾野
拡大等に伴う多様な研修ニーズへの対応を図るため、職業リハビリテーショ
ン実践セミナー及び職業リハビリテーションスキルアップセミナーの開催を
経て、以下のとおり地域センターと総合センターの共同による階層的な研修
体系に再構築した。 
- 機構本部において開催していた職業リハビリテーション実践セミナーを
「就業支援実践研修」と改称し、就業支援基礎研修の上位研修にするとと
もに地域における研修の受講機会の拡大を図るため、全国12エリアにおい
て開催した。精神障害、発達障害、高次脳機能障害の障害種別ごとのコー
スを設定し、それぞれの障害特性に応じたアセスメントの視点、企業への
アプローチ方法等のより実践的なスキルの習得を図るための科目等を設定
した。 

 - 職業リハビリテーションスキルアップセミナーを「就業支援スキル向上研
修」と改称し、就業支援実践研修の上位研修として、機構本部において開
催（年２回）した。精神障害、発達障害、高次脳機能障害の障害種別ごと
のコースを設定し、コミュニケーションに課題がある者の増加を踏まえ、
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・ 障害者就
業・生活支
援センター
の就業支援
担当者を養
成するため
の研修 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・障害者就業・

生活支援セ
ンターの就
業支援担当
者を養成す
るための研
修を年７回
以上実施す
ること。【数
値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの者との円滑な関係性を構築し、効果的に支援を進めるためのスキ
ルを習得する科目、研究部門の最新の研究成果の紹介、技法開発成果に係
る演習等を充実させ、就業支援の更なる向上を図るためのノウハウを提供
した。 

- （H28）改正障害者雇用促進法の施行、福祉・医療・教育分野における障害
者の就業支援の強化等、職業リハビリテーションを取り巻く環境が常に変
化している状況を踏まえ、職業リハビリテーションに係る新たな課題やニ
ーズに対応した知識・技術の向上を目的とした「就業支援課題別セミナー」
を新たに設け、機構本部において開催（年１回）した。発達障害のある学
生の増加に伴い大学等における就業支援ノウハウの習得ニーズが高いこと
から、発達障害のある学生に対する就業支援をテーマとし、大学等の所属
別の小グループでのケーススタディ、研究部門の発達障害者への支援技法
開発成果に係る演習等を通じて、必要な支援のノウハウを提供した。 

・研修の受講者の拡大を図るため、周知記事を機構発行の定期刊行誌「働く広
場」やメールマガジンのほか、関連する学会等のホームページにも掲載した。
また、平成28年度にはホームページの研修案内に係るレイアウトを見直し、
研修の内容や申込手続の方法等を分かりやすくした。さらに、受講ニーズが
見込まれる企業、大学、就労移行支援事業所、医療機関等に開催案内リーフ
レットを送付したほか、研究部門が各種学会等で研究成果の普及を図る際に
併せて周知した。 

 
・研修ごとの実施回数及び受講者数は以下のとおり。 
【障害者就業・生活支援センター職員研修】 
・新任就業支援担当者研修 
 - 実施回数 
  平成25年度 ３回 
  平成26年度 ３回 
  平成27年度 ３回 
  平成28年度 ３回 
 - 受講者数 
  平成25年度 179人 
  平成26年度 228人 
  平成27年度 246人 
  平成28年度 253人 
 

・新任主任就業支援担当者研修 
- 実施回数 
平成25年度 ３回 
平成26年度 ３回 
平成27年度 ３回 
平成28年度 ３回 

- 受講者数 
  平成25年度 88人 
  平成26年度 65人 
  平成27年度 59人 
  平成28年度 69人 
 
・就業支援スキル向上研修 
※平成25年度～27年度は「就業支援スキルアップ研修」 
- 実施回数 
平成25年度 １回 
平成26年度 １回 
平成27年度 １回 
平成28年度 １回 

- 受講者数 
  平成25年度 24人 
  平成26年度 36人 
  平成27年度 28人 
  平成28年度 33人 
 
・各研修の合計 
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・ 職場適応
援助者（ジ
ョ ブ コ ー
チ）を養成
するための
研修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・職場適応援助

者（ジョブコ
ーチ）を養成
するための
研修を年９
回以上（平成
27 年 度 以
降、本部研修
のうち２回
は地域開催）
実施するこ
と。【数値目
標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 実施回数 
平成25年度 計７回（達成度100.0％） 
平成26年度 計７回（達成度100.0％） 
平成27年度 計７回（達成度100.0％） 
平成28年度 計７回（達成度100.0％） 

 
【ジョブコーチを養成するための研修】 
・職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修 
- 訪問型ジョブコーチ養成研修 
  ※平成25、26年度は「第１号ジョブコーチ養成研修」 

実施回数  
平成25年度 ４回 
平成26年度 ４回 
平成27年度 ４回 
平成28年度 ４回 

受講者数 
平成25年度 83人 
平成26年度  76人 
平成27年度 133人 
平成28年度 165人 

- 企業在籍型ジョブコーチ養成研修 
  ※平成25、26年度は「第２号ジョブコーチ養成研修」 

実施回数 
平成25年度 ３回 
平成26年度 ３回 
平成27年度 ３回 
平成28年度 ３回 

受講者数 
平成25年度 31人 
平成26年度 53人 
平成27年度 108人 
平成28年度 155人 

 
・職場適応援助者（ジョブコーチ）支援スキル向上研修 
- 訪問型ジョブコーチ支援スキル向上研修 
※平成25、26年度は「第１号ジョブコーチ支援スキル向上研修」 
実施回数 

平成25年度 １回 
平成26年度 １回 
平成27年度 １回 
平成28年度 １回 

受講者数  
平成25年度 19人 
平成26年度 37人 
平成27年度 30人 
平成28年度 20人 

- 企業在籍型ジョブコーチ支援スキル向上研修 
  ※平成25、26年度は「第２号ジョブコーチ支援スキル向上研修」 
実施回数 

平成25年度 １回 
平成26年度 １回 
平成27年度 １回 
平成28年度 １回 

受講者数  
平成25年度 ７人 
平成26年度 ８人 
平成27年度 ８人 
平成28年度 17人 
 

・各研修の合計 
- 実施回数 
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・ 医療・福
祉等の分野
における職
業リハビリ
テーション
実務者を養
成するため
の研修 

 

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・医療・福祉等

の分野にお
ける実務者
を養成する
ための研修
を適切に実
施すること
により、職リ
ハの専門的
な人材の育
成を図った
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・研修修了後
は、研修受講
者に対する
アンケート
調査を実施
し、有効回答

平成25年度 計９回（達成度100.0％） 
平成26年度 計９回（達成度100.0％） 
平成27年度 計９回（達成度100.0％） 
平成28年度 計９回（達成度100.0％） 

 
【医療・福祉等分野における実務者を養成するための研修】 
・（H25）発達障害者就業支援セミナー 
- 実施回数 ２回 
- 受講者数 387人（福祉機関37.5％、就業・生活支援センター等18.3％、教
育機関11.6％、事業主14.5％、発達障害者支援センター5.4％、職業能力開
発施設1.8％、地域若者サポートステーション1.0％、医療機関2.3％、その
他7.5％） 

・就業支援実践研修 
※平成25年度～27年度は「職業リハビリテーション実践セミナー」 
- 実施回数 
平成25年度 ２回 
平成26年度 ２回 
平成27年度 ２回 
平成28年度 32回 

- 受講者数 
平成25年度 432人（知的障害コース128人、精神障害コース185人、高次脳

機能障害コース119人） 
平成26年度 343人（知的障害コース66人、精神障害コース96人、発達障害

コース118人、高次脳機能障害コース63人） 
平成27年度 281人（精神障害コース95人、発達障害コース114人、高次脳機

能障害コース72人） 
平成28年度 652人（精神障害コース195人、発達障害コース287人、高次脳 

機能障害コース170人） 
・就業支援スキル向上研修 
※平成26年度～27年度は「職業リハビリテーションスキルアップセミナー」 
- 実施回数 
平成26年度 １回 
平成27年度 １回 
平成28年度 ２回 

- 受講者数 
平成26年度 96人 
平成27年度 87人（精神障害コース29人、発達障害コース32人、高次脳機能

障害コース26人） 
平成28年度 137人（精神障害コース43人、発達障害コース68人、高次脳機 

能障害コース26人） 
 
・（H28）就業支援課題別セミナー 

- 実施回数 
平成28年度 １回 

- 受講者数 
平成28年度 38人 
 

○ニーズに対応した研修内容の見直し 
・研修受講者の満足度のみならず、研修が職業リハビリテーションの現場での
実務に役立っているか等について把握するため、研修受講者及び研修受講者
の在籍する所属長に対するアンケートを実施し、研修効果の測定を実施した。
また、それらアンケート等で把握した個々の講座についての意見、要望等を
踏まえ、研修内容の改善・充実に向けた見直しを行った。 

 
【研修受講直後の研修受講者に対するアンケート調査の実施】 
・結果について、「有用であった」との回答の割合 
平成25年度 98.7％（達成度116.1％） 
平成26年度 99.3％（達成度116.8％） 
平成27年度 98.6％（達成度116.0％） 
平成28年度 98.6％（達成度116.0％） 
研修別の結果は以下のとおり。 
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のうち 85％
以上の受講
者から有用
であった旨
の評価が得
られるよう
にすること。
【数値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・研修受講者及

び研修受講
者の在籍す
る所属長に
対する追跡
調査を実施
し、有効回答
のうち 80％
以上の受講
者及び所属
長から実務
において研
修が役立っ
ている旨の
評価が得ら
れるように
する こと 。
【数値目標】 

- 障害者就業・生活支援センター職員研修 
平成25年度 99.6％ 
平成26年度 99.4％ 
平成27年度 98.2％ 
平成28年度 98.6％ 

- ジョブコーチ養成研修 
平成25年度 100.0％ 
平成26年度  98.4％ 
平成27年度  98.8％ 
平成28年度   99.4％ 

- ジョブコーチ支援スキル向上研修 
平成25年度 100.0％ 
平成26年度 100.0％ 
平成27年度 100.0％ 
平成28年度 100.0％ 

- 発達障害者就業支援セミナー 
平成25年度  97.8％ 

- 就業支援実践研修 
※平成25年度～27年度は「職業リハビリテーション実践セミナー」 
平成25年度 98.2％ 
平成26年度 99.4％ 
平成27年度 98.9％ 
平成28年度  98.2％ 

- 就業支援スキル向上研修 
※平成26年度～27年度は「職業リハビリテーションスキルアップセミナー」 
平成26年度  96.8％ 
平成27年度 100.0％ 
平成28年度   97.8％ 

- 就業支援課題別セミナー 
 平成28年度 100.0％ 

 
【研修受講者及び研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査の実施】 
・研修受講者に対しては研修修了後６か月後に追跡調査を行い、研修受講者の
在籍する所属長に対しては研修修了後２か月後に追跡調査を実施した。その結
果については、「実務に役立っている」との回答の割合は、各年度において以
下のとおりである。 
平成25年度 95.1％（達成度118.9％） 
平成26年度 93.5％（達成度116.9％） 
平成27年度 94.0％（達成度117.5％） 
平成28年度 94.1％（達成度117.6％） 

・研修受講者における「実務に役立っている」との回答の割合は、以下のとお
りである。 
平成25年度 95.2％ 
平成26年度 91.9％ 
平成27年度 94.8％ 
平成28年度 96.2％ 

研修別は以下のとおり。 
- 障害者就業・生活支援センター職員研修 
平成25年度 96.7％ 
平成26年度 98.1％ 
平成27年度 94.9％ 
平成28年度 97.1％ 

- ジョブコーチ養成研修 
平成25年度 96.7％ 
平成26年度 94.3％ 
平成27年度 97.9％ 
平成28年度 95.5％ 

- 発達障害者就業支援セミナー  
平成25年度  90.7％ 

- 職業リハビリテーション実践セミナー 
平成25年度 96.3％ 
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平成26年度 82.5％ 
平成27年度 92.4％ 

- 就業支援スキル向上研修 
平成28年度  93.8％ 

・具体的効果としては、いずれの年度においても、「利用者に対する支援や情報
提供に役立った」との回答が最も高い割合であった。 
平成25年度 87.2％ 
平成26年度 88.3％ 
平成27年度 85.1％ 
平成28年度 91.0％ 

 
・また、受講者の所属長に対する追跡調査の結果について、「実務に役立ってい
る」との回答の割合は、各年度において以下のとおりである。 

  平成25年度 95.0％ 
平成26年度 94.4％ 
平成27年度 93.5％ 
平成28年度 93.4％ 

研修別の結果は以下のとおり。 
- 障害者就業・生活支援センター職員研修 

平成25年度 96.7％ 
平成26年度 95.3％ 
平成27年度 94.9％  
平成28年度 97.4％ 

- ジョブコーチ養成研修 
平成25年度 95.5％ 
平成26年度 94.2％ 
平成27年度 93.5％  
平成28年度 93.3％ 

- ジョブコーチ支援スキル向上研修 
平成25年度  94.4％ 
平成26年度 100.0％ 
平成27年度 100.0％ 
平成28年度   89.5％ 

  - 発達障害者就業支援セミナー 
   平成25年度 94.9％ 

- 就業支援実践研修 
※平成25年度～27年度は「職業リハビリテーション実践セミナー」 
平成25年度 94.9％ 
平成26年度 92.4％ 
平成27年度 90.1％ 
平成28年度  92.1％ 

- 就業支援スキル向上研修 
平成28年度  87.1％ 

  - 就業支援課題別セミナー 
平成28年度 100.0％ 

・具体的効果としては、いずれの年度においても、「就業支援の専門的知識や技
能が深まった」との回答が最も高い割合であった。 
平成25年度 89.7％ 
平成26年度 93.6％ 
平成27年度 88.1％ 
平成28年度 89.9％ 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－５  職業リハビリテーションに係る調査・研究及び技法の開発 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市

場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進

を図ること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第４号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

研究外部評価（計画値） 

３分の２以上
の評価委員か
ら４段階中上
から２段階以
上の評価 

－ 

３分の２以上
の評価委員か
ら４段階中上
から２段階以
上の評価 

３分の２以上
の評価委員か
ら４段階中上
から２段階以
上の評価 

３分の２以上
の評価委員か
ら４段階中上
から２段階以
上の評価 

３分の２以上
の評価委員か
ら４段階中上
から２段階以
上の評価 

３分の２以上
の評価委員か
ら４段階中上
から２段階以
上の評価 

予算額（千円） － － － －  

研究外部評価（実績値） － 

５テーマの評価を行い、

５テーマについて目標

を達成した。うち２テー

マについて評価委員全

員から最高の評価を得

た。 

６テーマの評価を行い、

６テーマについて目標

を達成した。うち１テー

マについて評価委員全

員から最高の評価を得

た。 

５テーマの評価を行い、

５テーマについて目標

を達成した。うち３テー

マについて評価委員全

員から最高の評価を得

た。 

５テーマの評価を行い、

５テーマについて目標

を達成した。うち２テー

マについて評価委員全

員から最高の評価を得

た。 

５テーマの評価を行い、

５テーマについて目標

を達成した。うち２テー

マについて評価委員全

員から最高の評価を得

た。 

 決算額（千円） － － － －  

達成度 － － － － － － － 経常費用（千円） － － － －  

職業リハビリテーション
研究発表会の開催箇所数
（計画値） 

－ － 
総合センター
及び地方会場
３か所以上 

総合センター
及び地方会場
３か所以上 

総合センター
及び地方会場
３か所以上 

総合センター
及び地方会場
４か所以上 

 経常利益（千円） － － － －  

職業リハビリテーション
研究発表会の開催箇所数
（実績値） 

－ 
総合センター
及び地方会場
６か所 

総合センター
及び地方会場
６か所 

総合センター
及び地方会場
７か所 

総合センター
及び地方会場
６か所 

総合センター
及び地方会場 
７か所 

 
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

達成度 － － 175.0％ 200.0％ 175.0％ 160.0％  従事人員数 － － － －  

支援技法普及講習の実施
センター数（計画値） 

― ―  16 か所以上 16 か所以上 20 か所以上        

支援技法普及講習の実施
センター数（実績値） 

― ―  25 か所 20 か所 26 か所        

達成度 ― ―  156.3％ 125.0％ 130.0％        

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるた

め、現在検討中であることから、「－」表示とする。 
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２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

関係学会等での研究成果
の発表数（計画値） 

― ― 20 件以上 20 件以上 20 件以上 20 件以上        

関係学会等での研究成果
の発表数（実績値） 

― 22 件 23 件 28 件 28 件 34 件        

達成度 ― ― 115.0％ 140.0％ 140.0％ 170.0％        

マニュアル、教材、ツー
ル等作成件数（計画値） 

20 件以上 ― 4 件以上 4 件以上 4 件以上 4 件以上 4 件以上       

マニュアル、教材、ツー
ル等作成件数（実績値） 

― 6 件 5 件 6 件 5 件 8 件        

達成度 ― ― 125.0％ 150.0％ 125.0％ 200.0％        

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(1) 障害者職業セン
ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 

 
障害者職業セン

ターにおける職業
リハビリテーショ
ンについては、障
害者各人の障害の
種類及び程度並び
に希望、適性、職

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(1) 障害者職業セン
ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 

 
障害者職業セン

ターにおける職業
リハビリテーショ
ン関係業務につい
ては、障害者雇用
納付金関係業務等
と有機的な連携を

 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（１）障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
・職業リハビリテーション
に関する先駆的な研究、
現場の課題解決に資する
研究等に重点をおいた調
査・研究を実施し、終了
した調査・研究 21テーマ
すべてにおいて、３分の
２以上の外部評価委員か
ら４段階中上から２段階
以上を得るとした目標に
対し、すべての評価委員
から４段階中２段階以上
の評価を得、うち８テー
マについて、すべての評
価委員から「優れている」
との最上位の段階の評価
を得た。 

・支援技法普及講習につい
ては、開発技法の早期の
活用に向けて各地域セン
ターに対する実施を当初
の３年から、２年に１回
に増加し、平成 26 年度
25 か所、平成 27 年度 20
か所、平成 28 年度 26 か
所で実施するとともに、
支援現場のニーズに基づ
き複数の障害別講座を組
み合わせた実施方法の工

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等
を行った場合には意見を記
載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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業経験等の条件に
応じ、総合的かつ
効果的に実施する
こと。そのために、
各関係機関との連
携を図るととも
に、職業リハビリ
テーションの実施
に係る目標を設定
し、厳格な外部評
価を実施するこ
と。 

 
 
 
 
 
 

 
 
・ 障害者職業総
合センター（以
下「総合センタ
ー」という。）に
ついては、職業
リハビリテーシ
ョンの中核的機
関としての機能
を最大限発揮す
ること。 

 
・ 広域障害者職
業センター（以
下「広域センタ
ー」という。）に
ついては、全国
の広範な地域か
ら職業的重度障
害者を受け入れ
るとともに、地
域センターにつ
いては、各都道
府県における中
核的な職業リハ
ビリテーション
機関として、職
業安定機関、障
害者就業・生活
支援センター、
就労移行支援事
業者、教育機関、
医療機関等との
ネットワークを
構築し、連携の
強化や各種情報
の 共 有 化 を 図
り、職業リハビ
リテーションに
係る人材の育成
や関係機関に対
する助言・援助

図るとともに、サ
ービスを希望する
者の就労支援ニー
ズをできる限り的
確に把握しつつ、
職業安定機関を始
め、福祉、教育、
医療機関等の関係
機関との密接な連
携の下、適正かつ
効果的に業務を実
施する。 
また、効率的か

つ効果的な業務の
実施に資するた
め、外部のリハビ
リテーション専門
家による厳格な評
価を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夫を行う等拡充を図っ
た。 

・研究部門のホームページ
に研究成果を用いたツー
ル等の利用案内を掲載す
るとともに、成果物の検
索機能を追加する等、ホ
ームページの充実を図っ
たほか、職業リハビリテ
ーション実践場面におけ
る研究成果（ツール）の
具体的な活用事例の紹介
を行うこととし、順次掲
載を開始した。 

・職業リハビリテーション
研究発表会の開催につい
て、事業主や関係機関に
対して研究・開発成果の
普及を図るため、職業リ
ハビリテーション研究・
実践発表会及び地域にお
ける職業リハビリテーシ
ョン研究発表会を、それ
ぞれの年度で 7 か所また
は８か所で開催した。ま
た、研究成果の学会等で
の発表を、平成 25 年度
23件、平成26年度28件、
平成 27 年度 28 件、平成
28 年度 34件実施した。 

・マニュアル、教材、ツー
ル等の作成件数につい
て、20 件以上の目標に対
し、平成 28 年度までに
24 件（平成 25年度５件、
平成 26 年度６件、平成
27 年度５件、平成 28 年
度８件）の実績となり、
目標値を上回る実績を上
げている（５年推計値：
29 件）。このうち職リハ
技法の開発・改良につい
ては、発達障害、精神障
害、高次脳機能障害の障
害種類ごとに毎年度１件
ずつの開発・改良を完了
（計 12 件）し、成果物（実
践報告書５件、支援マニ
ュアル７件）に取りまと
めた。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・調査・研究成果物につい
ては、職業リハビリテー
ションの現場での活用が
促進されるよう、ツール
やマニュアルの形で提供
するとともに、活用状況
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に 取 り 組 む こ
と。 

② 職業リハビリ
テーションに係
る調査・研究及
び新たな技法の
開発の実施とそ
の普及・活用の
推進 

 
総合センター

において、福祉、
教育、医療から
雇用への流れを
踏まえ、障害者
雇用対策の対象
者の拡大を図る
観点から、新た
な職業リハビリ
テーション技術
や支援ツールの
開発を行い、そ
の成果の機構内
外への普及を積
極的に行うとと
もに、成果の具
体的な活用状況
を把握し、それ
を関係機関で共
有化し、さらな
る活用を図るこ
と。 

 

 
 

イ 職業リハビリ
テーションに係
る調査・研究及
び新たな技法の
開発の実施とそ
の普及・活用の
推進 

 
 

 
 
② 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発の実施とそ
の普及・活用の推進 

 
 

 

の把握に努めていく必要
がある。 

・ツール、教材、マニュア
ル等の研究・開発成果の
普及については、支援機
関等に浸透するまでに時
間を要することから、今
後も引き続き職業リハビ
リテーション研究・実践
発表会や研修等を通じて
活用方法や効果等につい
て周知を図るとともに、
研究・開発成果の活用の
促進を図るための取組に
一層注力する必要があ
る。 

 ア 職業リハビ
リテーション
に 関 す る 調
査・研究の実
施 

 
職業リハビ

リテーション
の充実、向上
に 資 す る た
め、職業リハ
ビリテーショ
ンに関する調
査・研究を実
施すること。 
また、各研

究テーマにつ
いて、研究の
質を評価する
ことが可能な
指標を設定す
ること。 

 

① 職業リハビ
リテーション
に 関 す る 調
査・研究の実
施 

 
障害者の職

業リハビリテ
ーションに関
する施策の充
実及び障害者
職業センター
等における関
係業務の推進
に 資 す る た
め、次の事項
に重点を置い
て職業リハビ
リテーション
に 関 す る 調
査・研究を実
施する。 
なお、通常

の 研 究 の ほ
か、総合的な
研究テーマに
ついてプロジ
ェクト方式に

 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・発達障害等の

職業リハビ
リテーショ
ンに関する
先駆的な研
究、職業リハ
ビリテーシ
ョン業務を
行う現場の
課題解決に
資するため
の研究等に
重点をおい
て職業リハ
ビリテーシ
ョンに関す
る調査・研究
を適切に実
施している
か。 

 

イ 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施 
 
 
 
 
 
・研究計画については、厚生労働省との意見交換会による政策立案に係るニー
ズの要望、広域センター・地域センターや障害者就業・生活支援センターへ
のアンケート調査等で把握した研究ニーズの要望等を踏まえて策定してい
る。 

・中期計画に掲げる４つの重点事項（※）に基づき、年度計画に掲げる新規研
究テーマ及び過年度から継続しているテーマについて調査・研究を実施し、
このうち総合的な研究テーマについて、複数の研究員等が参画して実施する
プロジェクト方式による「特別研究」を行っている。各年度の研究テーマ数
は次のとおり。 

 
 平成 25年度  

新規６件、継続７件 うち特別研究は３テーマ 
平成 26 年度  
新規５件、継続７件 うち特別研究は３テーマ 

 平成 27年度 
新規４件、継続７件 うち特別研究は３テーマ 

 平成 28年度 
新規７件、継続６件 うち特別研究は３テーマ 

 
※研究の重点 
ⅰ 発達障害、精神障害、高次脳機能障害及び難病者等の職業リハビリテーショ
ンに関する先駆的な研究 
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よる研究を実
施する。 
・ 発達障害、

精神障害、
高次脳機能
障害及び難
病者等の職
業リハビリ
テーション
に関する先
駆的な研究 

・ 職業リハ
ビリテーシ
ョン業務を
行う地域セ
ンター等の
現場の課題
解決に資す
るための研
究 

・ 地域の就
労支援機関
向けの有効
な支援ツー
ル等の開発
のための研
究 

・ 国の政策
立案に資す
る研究 

 
第３期中期

目標期間中に
終 了 し た 調
査・研究につ
いて外部評価
を行い、各調
査・研究につ
いて、３分の
２以上の評価
委員から、４
段階中上から
２段階以上の
評価が得られ
る よ う に す
る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中に
終了した調
査・研究につ
いて外部評
価を行い、各
調査・研究に
ついて、３分
の２以上の
評価委員か
ら、４段階中
上から２段
階以上の評
価が得られ
るようにす
ること。【数
値目標】 

ⅱ 職業リハビリテーション業務を行う地域センター等の現場の課題解決に資
するための研究 

ⅲ 地域の就労支援機関向けの有効な支援ツール等の開発のための研究 
ⅳ 国の政策立案に資する研究 
 
・上記研究の他、以下の調査・研究を実施している。 
・（H25）「職業リハビリテーションを担う人材の専門性に関する基礎的研究」、「事

業所における障害者の雇用に関する合理的配慮の状況に関する研究」等の計
７テーマ。 

・（H26）「障害者雇用に係る事業主支援の標準的な実施方法に関する研究」、「地
域の就労支援の現状把握に関する調査研究―障害者就業・生活支援センター
の活動に着目して―」等の計５テーマ。 

・（H27）「非メランコリー親和型の気分障害を有する若年者の休業と復職支援の
動向に関する研究」、「精神障害者に対する『自己理解の支援』における介入
行動に関する基礎調査」等の計５テーマ。 

・（H28）就労支援機関と精神科医療機関の効果的な情報交換のあり方に関する
研究」、「農業分野における障害者雇用の現状と可能性に関する研究」等の計
３テーマ。 

 
○外部の研究評価委員による評価 
・各年度に終了した研究テーマにおいて、外部の研究評価委員による評価を受
けた結果、すべてのテーマで目標に達する評価を得た。 

・（H25）「発達障害者のコミュニケーション・スキルの特性評価に関する研究～
Ｆ＆Ｔ感情識別検査拡大版に基づく検討～」については、すべての研究評価
委員から「優れている」（＊）との最高評価を得た。 

・（H26）「訓練・学習の進捗等に配慮を要する学生に対する指導・支援に関する
研究」、「難病の症状の程度に応じた就労困難性の実態及び就労支援のあり方
に関する研究」、「視覚障害者のキャリア形成に向けた事業主の支援のあり方
に関する研究」については、すべての研究評価委員から「優れている」（＊）
との最高評価を得た。 

・（H27）「高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり方に関する研究
Ⅱ」、「障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究（第４期）」につい
ては、すべての研究評価委員から「優れている」（＊）との最高評価を得た。 

・（H28）「保健医療、福祉、教育分野における障害者の職業準備と就労移行等を
促進する地域支援のあり方に関する研究」「障害者の就業状況等に関する調査
研究」については、すべての研究評価委員から「優れている」（＊）との最高
評価を得た。 

（＊）評価基準 １（優れている）、２（やや優れている）、３（やや劣ってい
る）、４（劣っている） 

 
・各年度に終了した各研究テーマ及び評価結果は以下のとおり。 
・（H25） 

ⅰ 精神障害者の職場定着及び支援の状況に関する研究 
・評価結果 
 １（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 

ⅱ 高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり方に関する研究 
・評価結果 
 １（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 

ⅲ 地域の職業リハビリテーション・ネットワークに対する企業のニーズに
関する調査研究 
・評価結果 
 ２（やや優れている）が３名 

ⅳ 就労支援機関等における就職困難性の高い障害者に対する就労支援の現
状と課題に関する調査研究 
・評価結果 

  １（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 
ⅴ 発達障害者のコミュニケーション・スキルの特性評価に関する研究～Ｆ
＆Ｔ感情識別検査拡大版に基づく検討～ 
・評価結果 

  １（優れている）が３名 
ⅵ 障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究（第３期） 
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・評価結果 
   １（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 
 
・（H26） 
ⅰ 訓練・学習の進捗等に配慮を要する学生に対する指導・支援に関する研
究 
・評価結果 
１（優れている）が３名 

ⅱ 難病の症状の程度に応じた就労困難性の実態及び就労支援のあり方に関
する研究 
・評価結果 
１（優れている）が３名 

ⅲ 視覚障害者のキャリア形成に向けた事業主の支援のあり方に関する研究 
・評価結果 
１（優れている）が３名 

ⅳ ＳＳＴを活用した人材育成プログラムの普及に関する研究 
・評価結果 
１（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 

ⅴ 発達障害者の職業生活への満足度と職場の実態に関する調査研究 
・評価結果 
１（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 

 
・（H27） 
ⅰ 精神障害者の雇用に係る企業側の課題とその解決方策に関する研究 
・評価結果 
１（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 

ⅱ 高次脳機能障害者の働き方の現状と今後の支援のあり方に関する研究Ⅱ 
・評価結果  
１（優れている）が３名 

ⅲ 障害の多様化に対応した職業リハビリテーション支援ツールの開発 
・評価結果 
１（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 

ⅳ 障害者在宅就業支援の現状と課題に関する研究 
・評価結果 
１（優れている）が１名、２（やや優れている）が２名 

ⅴ 障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究（第４期） 
・評価結果 
１（優れている）が３名 
 

・（H28） 
ⅰ 精神障害者及び発達障害者の雇用における職務創出支援に関する研究 
・評価結果 
１（優れている）が１名、２（やや優れている）が２名 

ⅱ 保健医療、福祉、教育分野における障害者の職業準備と就労移行等を促
進する地域支援のあり方に関する研究 

  ・評価結果 
１（優れている）が３名 

ⅲ 発達障害者に係る地域の就労支援ネットワークの現状把握に関する調査
研究―発達障害者支援法施行後 10年を迎えて― 

  ・評価結果 
１（優れている）が１名、２（やや優れている）が２名 

ⅳ 発達障害者のコミュニケーション・スキルの特性評価に関する研究（そ
の２）～F&T 感情識別検査拡大版に基づく特性評価・支援の検討～ 

  ・評価結果 
１（優れている）が２名、２（やや優れている）が１名 

ⅴ 障害者の就業状況等に関する調査研究 
  ・評価結果 

１（優れている）が３名 
 

 イ 職業リハビ
リテーション

② 職業リハビ
リテーション

 
 

ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開発 
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に係る技法の
開発 

 
福祉、教育、

医療から雇用
への流れを踏
まえ、障害者
雇用対策の対
象者の拡大に
資するため、
先駆的な職業
リハビリテー
ション技法の
開発を行い、
これまで開発
した支援技法
のニーズに応
じた改良を行
うこと。 

 
 

に係る技法の
開発 

 
福祉、教育、

医療から雇用
への流れを踏
まえ、障害者
雇用対策の対
象者の拡大に
資するため、
発達障害者や
精神障害者等
これまでの支
援技法では効
果の現れにく
い障害者に対
して、①で行
う調査・研究
と あ い ま っ
て、障害特性
及び事業主の
ニーズに応じ
た先駆的な職
業リハビリテ
ーション技法
を開発する。 
新たに開発

した技法を活
用した職業準
備訓練等を実
施するなどに
より、多様な
障害者に対し
効果的な職業
リハビリテー
ションを実施
す る と と も
に、必要に応
じ開発した技
法に改良を加
える。 

 

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・福祉、教育、
医療から雇
用への流れ
を踏まえ、障
害者雇用対
策の対象者
の拡大に資
するため、障
害特性及び
事業主ニー
ズに応じた
先駆的な職
業リハビリ
テーション
技法の開発
や開発した
技法の改良
を行ってい
るか。 

 
 
 
・発達障害、精神障害、高次脳機能障害の３障害について新たな技法の開発を
行い、実践報告書、マニュアルの作成、職業リハビリテーション研究・実践
発表会での発表、研究部門ホームページにおける開発成果の公開、支援技法
普及講習の実施等により、その成果の周知・普及に努めた。 

・開発した技法は、職業センターが行うプログラムに導入して、効果的な職業
リハビリテーションサービスを提供するとともに、その有効性の検証を行い、
必要な改良を加えた。 

 
（ｲ） 発達障害者の就労支援に関し、個々人の多様な職業的課題に対応した支
援技法や事業主支援技法の開発 

・「ワークシステム・サポートプログラム（WSSP）」の開発を進めた。各年度の
取組は以下のとおり。 
- （H25）発達障害者が自ら疲労・ストレスの状態及びその原因等を適切に把
握し、疲労・ストレスの状態や個々の特性に応じて心身の緊張等を緩和す
るスキルを習得するための「リラクゼーション技能トレーニング」につい
て、具体的な実施方法及び支援ツールをわかりやすくまとめたマニュアル
を作成した。 

- （H26）就業中又は休職中の発達障害者に対する職場適応又は職場復帰のた
めの支援（以下「雇用継続支援」という。）において活用できるツールとし
て、発達障害者と事業主の双方が就業状況や課題等を点検することができ
る「在職者のための情報整理シート」を開発した。試行結果をもとに、活
用方法と留意事項、活用事例、活用効果等を取りまとめた実践報告書を作
成した。 

- （H27）発達障害者の就職活動や職場定着に効果を上げるツール「ナビゲー
ションブック」の作成と活用に係る支援の標準化を行うとともに、障害者、
事業主、支援者がそれぞれの場面や段階において有益に活用する方法を明
示した。開発成果については、支援の方法と手順、実施上の留意事項、活
用の場面と方法等を取りまとめた支援マニュアルを作成した。   

- （H28）発達障害者にとって多様化が進む職務への適応力習得・向上に効果
を上げるため、担当する業務を視覚化、構造化した手順書の作成と活用に
係る支援の標準化を行うとともに、個々の障害特性に応じたカスタマイズ
方法を明らかにして「手順書作成技能トレーニング」技法として構築した。
開発成果については、その具体的な実施方法、支援のポイント、支援事例
等で構成するわかりやすく使いやすい支援マニュアルを作成した。 

 
（ﾛ） 在職精神障害者の職場復帰に関し、障害特性に対応した効果的な支援技
法の開発 

・「ジョブデザイン・サポートプログラム」の開発を進めた。各年度の取組は以
下のとおり。 
- （H25）在職精神障害者の職場復帰支援の実施に当たって、職業リハビリテ
ーション機関と精神科医療機関のより効果的な連携モデルを検討するため
に、リワーク機能を有する医療機関と連携した職場復帰支援を試行し、連
携の内容、流れ、留意事項等について実践報告書を作成した。 

- （H26）うつ病等による休職者が職場の人間関係、職務遂行等において怒り
を抱えている場合に、自らの怒りの感情を理解し、その感情に適切に対応
するための知識の獲得、スキルの向上を図るための「アンガーコントロー
ル支援」の技法を開発した。試行結果をもとに、グループワーク方式等で
の講習の実施方法と留意事項等の紹介、講習の具体的進め方を解説するマ
ニュアルを作成した。 

- （H27）「アンガーコントロール支援」の技法開発を継続し、職場で想定さ
れるストレス体験と対処方法を実践する場面を設定したモニタリング機能
の増強及び個別相談におけるフィードバック機会の増加による習得スキル
の定着化について改良を加え完了した。４年間にわたる開発の成果につい
ては、当該技法の開発経過、改良点、事例、留意事項等を体系的に取りま
とめ、実践報告書を作成した。 

- （H28）うつ病等による休職者の早期の職場復帰や復帰後の職場適応に効果
を上げるため、実際の労働環境に近似した場面と多次元のタスクで構成し、
これまでの支援カリキュラムで習得を図ってきた「ストレス対処」「集団適
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応」「職務遂行」「環境適応」に係る復職に向けた各種スキルの定着と実用
性を高める新たな支援カリキュラム「ジョブリハーサル」を技法として構
築した。開発成果については、「ジョブリハーサル」の目的、その具体的な
実施方法、実施の留意点等で構成する見やすくわかりやすい支援マニュア
ルを作成した。 
 

（ﾊ） 高次脳機能障害者の就労支援に関し、働く上で必要とされる基本的労働
習慣の獲得に重点をおいた支援技法の開発 

・「職場復帰支援プログラム」及び「就職支援プログラム」の開発を進めた。各
年度の取組は以下のとおり。 
- （H25）心身の準備を整えるための導入プログラムの開発と試行を行い、職
業リハビリテーション研究発表会で発表した。また、これまで職業センタ
ーが実践を通じて蓄積した職場復帰支援及び就職支援に係る支援技法につ
いて、症状別に、障害特性、職業上の課題、アセスメント及び支援の実施
に当たっての留意事項等に関する支援者向けのマニュアルを作成した。 

- （H26）事前に服薬管理、睡眠リズムの調整、日中活動の遂行等心身の準備
を整えるための「職業リハビリテーション導入プログラム」を開発した。
試行結果をもとに、プログラムの概要、実施効果と事例、実施上の留意事
項等を取りまとめた実践報告書を作成した。 

- （H27）職業リハビリテーション実施上必須である医療機関との連携につい
て、これまでのプログラムにおいて集積した情報を整理・分析し、「情報の
把握・収集」「情報共有」「障害受容に関する支援」に類型化した。こうし
た連携事項のポイントや連携方法について事例を交え具体的にわかりやす
く解説した支援マニュアルを作成した。 

- （H28）広範多岐にわたる記憶障害を有する者の職場復帰あるいは就職に向
けて重要である補完手段の習得について、これまで蓄積してきた補完手段
習得支援の結果から、「記憶障害の多様性」「補完手段の内容と支援プロセ
ス」を整理し、複数の方向から実践的検証を重ね、効果のある「補完手段
習得の支援技法」を集約した。開発成果については、有効で有用性のある
支援技法について、実践事例を用いて説明・解説し、今後の展開を提案す
る実践報告書を作成した。 

 

 ウ 研究・開発
成果の積極的
な普及・活用 

 
事業主や関

係機関に対し
て、研究・開
発の成果の普
及を図るため
の場を設ける
とともに、職
業リハビリテ
ーションに関
して職業リハ
ビリテーショ
ンの関係者や
事業主にとっ
て利用しやす
いマニュアル
や教材等を作
成・公開する
こと。また、
成果を関係機
関で共有化す
るため、具体
的な活用状況
を把握し、さ
らなる活用を
図ること。 

③ 研究・開発
成果の積極的
な普及・活用 

 
研究・開発

成果の普及・
活用を図るた
め、研究発表
会の開催、学
会 等 で の 発
表、各種研修
での講義、イ
ンターネット
等を活用した
情報提供等を
行 う と と も
に、職業リハ
ビリテーショ
ンの関係者や
事業主にとっ
て利用しやす
い マ ニ ュ ア
ル、教材、ツ
ール等を第３
期中期目標期
間中に20件以
上作成する。 
研究・開発

成果を関係機

 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・職業リハビリ

テーション
研究発表会
を総合セン
ター及び地
方会場３か
所以上（平成
28 年度以降
は総合セン
ター及び地
方会場４か
所以上）で開
催すること。
【数値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用 
 
 
 
（ｲ） 職業リハビリテーション研究発表会の開催 
・近年、企業・就労支援機関等幅広い分野からの実践的な報告が増加している
ことを踏まえ、総合センターが開催する発表会については、平成 26 年度から
名称を「職業リハビリテーション研究・実践発表会」として開催している。
また、地域における職業リハビリテーション研究発表会を、近年に終了した
研究の中から、地域の開催ニーズに応じたテーマを選定して開催した。 
- 開催箇所数 
平成 25 年度 ７か所（達成度 175.0％） 
平成 26 年度 ８か所（達成度 200.0％） 
平成 27 年度 ７か所（達成度 175.0％） 

 平成 28年度 ８か所（達成度 160.0％） 
- 発表題数 
平成 25 年度 104 題 
平成 26 年度 109 題 
平成 27 年度 118 題 

 平成 28年度 118 題 
・総合センターが開催する発表会の参加者アンケート調査：「大変参考になった」

「参考になった」との回答の割合 
 平成 25年度 95.8％ 
 平成 26年度 95.0％ 
 平成 27年度 97.6％ 
 平成 28年度 99.2％ 
 

○地域における職業リハビリテーション研究発表会の開催 
・地域における職業リハビリテーション研究発表会については、発達障害者支
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 関で共有化す
るため、広域
センター、地
域センター及
び 障 害 者 就
業・生活支援
センター等に
おける研究・
開発成果の活
用状況を把握
し、研究・開
発成果の更な
る普及・活用
を図る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・地域センター

等の職員を
対象に、支援
技法普及講
習を地域セ
ンター（平成
26,27 年 度
は 16 か所以
上、平成 28
年度以降は
20 か 所 以
上）で実施す
ること。【数
値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

援センター等との共同により、地域の事業所、就労支援機関等を対象に、各
年度において異なる地域で実施した。  

 平成 25年度 
６地域（鹿児島、高知、長崎、栃木、京都、多摩） 

 平成 26年度 
７地域（岡山、奈良、静岡、岩手、鳥取、神奈川、大阪） 

 平成 27年度 
６地域（北海道、秋田、奈良、島根、広島、沖縄） 

平成 28 年度 
７地域（宮城、千葉、神奈川、三重、兵庫、岡山、徳島） 

・各地域ごとにニーズがあった研究テーマを一つ取り上げて研究の成果を発表
するとともに、上記発表会の場を活用し、テーマに関連するものを中心に研
究成果物を展示・解説することにより、参加関係機関職員等への普及に努め
た。 

・参加者アンケート調査：研究成果の今後の活用について、「大いに活用したい」
「活用したい」との回答の割合（実施した地域すべての平均値） 
平成 25 年度 90.5％ 
平成 26 年度 92.3％ 
平成 27 年度 95.7％ 
平成 28 年度 95.3％ 

 
（ﾛ） 支援技法普及講習の実施 
・平成 25年度から地域センター及び広域センターの職員等を対象に演習方式で

技法を伝える支援技法普及講習を実施した。 
・開発技法の早期の活用に向けて各地域センターに対する実施を当初の３年か
ら、２年に１回に増加するとともに、平成 28年度からは、支援現場のニーズ
に基づき複数の障害別講座を組み合わせた実施方法の工夫を行う等拡充を図
った。 
各年度の支援技法普及講習の開催か所数、障害種類、受講者数は以下のと

おり。 
 - 開催か所数及び障害種類 
 平成 25年度 15 か所 

- うち 14地域センターにおいて、発達障害者支援技法普及講習を実施。 
- うち総合センターにおいて、精神障害者支援技法普及講習を実施。 

平成 26 年度 25か所（達成度 156.3％） 
- うち 16地域センター及び中央校において、発達障害者支援技法普及講
習を実施。 

- うち８地域センターにおいて、精神障害者支援技法普及講習を実施。 
平成 27 年度 20か所（達成度 125.0％） 
- うち９地域センター及び吉備校において、発達障害者支援技法普及講
習を実施。 

- うち７地域センターにおいて、精神障害者支援技法普及講習を実施。 
- うち３地域センターにおいて、 高次脳機能障害者支援技法普及講習を
実施。 

平成 28 年度 26か所（達成度 130.0％） 
-単一の障害別講座の実施：発達障害５か所、精神障害６か所 
-複数の障害別講座の組合せによる実施：発達障害と精神障害４か所、発
達障害と高次脳機能障害８か所、精神障害と高次脳機能障害３か所 

- 受講者数 
平成 25 年度  354 人（発達障害 336 人、精神障害 18 人） 
平成 26 年度  545 人（発達障害 360 人、精神障害 185 人） 
平成 27 年度  370 人（発達障害 193 人、精神障害 114 人、高次脳機能障害
63 人） 
平成 28 年度  461 人  

・地域センター及び広域センターの職員を対象とした支援技法普及講習に加え、
外部の関係機関職員を対象とした講習を平成 27年度４か所（東京、埼玉、奈
良、島根）、平成 28 年度５か所（茨城、東京（３回）、千葉）において実施し
た。 

 - 受講者数 
  平成 27 年度  81 人 
  平成 28 年度 147 人 
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＜定量的指標＞ 
・研究成果につ

いて関係学
会等で 20 件
以上発表す
ること。【数
値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・インターネッ

ト等を活用
した情報提
供等を行っ
ているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ﾊ） 学会等での発表、各種研修での講義 
・日本職業リハビリテーション学会、日本精神障害者リハビリテーション学会
をはじめ関係学会等において、研究・開発成果を発表した。関係学会等での
研究成果の発表数は以下のとおり。 
平成 25 年度 23 件（達成度 115.0％） 
平成 26 年度 28 件（達成度 140.0％） 
平成 27 年度 28 件（達成度 140.0％） 
平成 28 年度 34 件（達成度 170.0％） 

・各種研修等において、研究員・職業センター職員が研究・開発成果について
講義した。講義を実施した各種研修等の数は以下のとおり。 
平成 25 年度 143 件 
平成 26 年度 112 件 
平成 27 年度 117 件 
平成 28 年度 130 件 

 
（ﾆ） インターネット等による研究成果の情報発信 
・研究成果物については、ＰＤＦファイル形式により研究部門ホームページに
掲載している。 

・研究部門ホームページへのアクセス件数 
平成 25 年度 1,060,713 件 

（うち研究成果物へのアクセス件数：824,098 件） 
 平成 26年度  906,689 件 
（うち研究成果物へのアクセス件数：726,098 件） 
平成 27 年度  1,005,984 件 

（うち研究成果物へのアクセス件数：795,984 件） 
 平成 28年度  1,127,595 件 
（うち研究成果物へのアクセス件数：882,012 件） 
・研究の成果を紹介するパンフレット、サマリー、調査研究報告書等を職業リ
ハビリテーション関係機関、企業に幅広く配布しているほか、研究部門ホー
ムページ等を見て要請があった機関等への個別の送付等により、ニーズに応
じた普及に努めた。 

・総合センターの調査研究に関連すると考えられる学会・大会等において、研
究成果物の展示、パンフレット、サマリーの配布等により、効果的な普及活
動を実施した。各年度において普及活動を実施した学会・大会等は以下のと
おり。  
平成 25 年度 17 件 
平成 26 年度 21 件 
平成 27 年度 21 件 
平成 28 年度 21 件 

・当機構が発行する「働く広場」に、研究成果を「研究開発レポート」として
掲載した。 
- （H27）「発達障害者の職業生活への満足度と職場の実態に関する調査研究」
や「ＳＳＴを活用した人材育成プログラムの普及に関する研究」等の研究
成果を計 8回掲載した。 

- （H28）「若年性認知症者の就労継続に関する研究Ⅲ―若年性認知症者の就
労継続支援に向けた関係者の理解共有のために―」や「精神障害者の雇用
に係る企業側の課題とその解決方策に関する研究」等の研究成果を「研究
開発レポート」として計７回掲載した。 

・研究成果の関係学会の機関誌等への掲載、マスメディア等での紹介等を行っ
た。 
- （H25）日本自閉症協会の機関誌に研究成果（発達障害関係）が掲載された
ほか、大阪府のホームページに障害理解（難病）啓発用資料として研究成
果物が紹介され、内容が引用された。 

- （H25）研究成果が、日本精神障害者リハビリテーション学会機関誌「精神
障害とリハビリテーション」等、関係誌に掲載された。 

- （H25）研究員が NHK の難病者の就労をテーマとした番組に出演し、研究成
果に基づいた提言等を行った。 

- （H26）日本障害者リハビリテーション協会の機関誌「リハビリテーション
研究」に難病関係の研究成果に基づく論文が、また、医学情報誌「ＣＮＳ
ｔｏｄａｙ」に若年性認知症に関する研究成果に基づく論文が掲載された。 
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＜定量的指標＞ 
・職業リハビリ

テーション
関係者や事
業主にとっ
て利用しや
すいマニュ
アル、教材、
ツール等を
第３期中期
目標期間中
に 20 件以上
作成するこ
と。【数値目
標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- （H26）研究成果物を「日本発達障害学会研究大会発表論文集」に掲載した。 
- （H27）機関誌「リハビリテーション連携科学」に障害のある労働者キャリ
ア発達の現状と支援課題、機関誌「職業リハビリテーション」に発達障害
者の特性を踏まえた雇用管理事例の紹介、「月刊人事労務実務」に手帳を所
持しない障害者の雇用支援に関する研究の調査結果等の記事が掲載され
た。 

- （H27）「人事実務」の特集（これからの障害者雇用）に研究員が執筆した
「今後の障害者雇用にどう向き合うべきか」の記事 が掲載されたほか、「ノ
ーマライゼーション」に「障害者職業総合センター研究部門における調査
研究」の記事が掲載された。 

・研究員が、国等の委員会に委員として参画又は研究成果の情報提供を行った。 
参画した委員会等の具体例 
- （H25）文部科学省委託事業「キャリア・エンカレッジ推進協議会」 
- （H25,26）厚生労働省「医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデル
事業に係る企画書評価委員会」、同省厚生科学審議会難病対策委員会 

- （H27）厚生労働省「小児慢性特定疾病対策等の基本方針検討会」、文部科
学省「キャリア教育・就労支援等の充実事業」 

- （H28）厚生労働省「社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援
の在り方に関する専門委員会」、認知症介護研究・研修大府センター「若年
性認知症の人の生きがいづくりや就労支援のあり方に関する調査研究事業
に関する検討委員会」 

研究成果の情報提供を行った委員会等の具体例 
- （H26,27）厚生労働省「医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、き
ゅう師及び柔道整復師分科会」において、視覚障害者に係る研究成果に基
づく鍼灸マッサージ業における視覚障害者の現状について情報提供を行っ
た。 

- （H28）厚生労働省「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」におい
て、難病者の就労支援に係る研究成果等について情報提供を行った。 

 
（ﾎ） マニュアル、教材、ツール等の作成 
・職業リハビリテーションに係る調査・研究及び職業リハビリテーション技法
の開発の成果を踏まえ、現場のニーズに即した活用しやすいものを目指し、
毎年度マニュアル、教材、ツール等を作成した。各年度の成果物の作成件数、
具体的な成果物は以下のとおり。 

 平成 25年度 ５件（達成度 125.0％） 
平成 26 年度 ６件（達成度 150.0％） 
平成 27 年度 ５件（達成度 125.0％） 
平成 28 年度 ８件（達成度 200.0％） 
４年（平成 25 年度～28 年度）合計 24 件（達成度 150.0％）で、「第３期中期

目標期間中に 20 件以上作成する」目標をすでに達成している。 
５年（平成 25 年度～29 年度）の推計値は、29件（達成度 145.0％）となる見

込みである。 
 
平成 25 年度  
- 「発達障害者のためのリラクゼーション技能トレーニング」 
- 「リワーク機能を有する医療機関と連携した復職支援」 
- 「高次脳機能障害者のための就労支援～対象者支援編～」 
- 「精神障害者の就労支援における医療と労働の連携のために」 
- 「難病患者の就労支援における医療と労働の連携のために」 

平成 26 年度 
- 「ジョブコミュニケーション・スキルアップセミナー～パートナー研修
資料集～」 

- 「発達障害者就労支援レファレンスブック（課題と対応例）」 
- 「訓練・学習の進捗等に特別な配慮が必要な学生への支援・対応ガイド
（実践編）」 

- 「気分障害等の精神疾患で休職中の方のためのアンガーコントロール支
援～講習編～」 

- 「発達障害者の雇用継続支援の取組み～在職者のための情報整理シート
の開発～」 

- 「高次脳機能障害者のための職業リハビリテーション導入プログラムの
試行実施状況について～３年間の取組をとおして～」 
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＜評価の視点＞ 
・広域センタ
ー、地域セン
ター及び障
害者就業・生
活支援セン
ター等にお
ける研究・開
発成果の活
用状況を把
握し、研究・
開発成果の
更 な る 普
及・活用を図
っているか。 

平成 27 年度 
- 「若年性認知症を発症した人の就労継続のために」 
- 「「企業からみた」精神障害者雇用のポイント」 
-  ｢気分障害等の精神疾患で休職中の方の怒りの対処に関する支援～アン
ガーコントロール支援の技法開発～」 

-  ｢発達障害者のワークシステム・サポートプログラム ナビゲーション
ブックの作成と活用」」 

- ｢高次脳機能障害者のための就労支援～医療機関との連携編～」 
平成 28 年度 
- 「障害や疾病のある人の就労支援の基礎知識～誰もが職業をとおして社
会参加できる共生社会に向けて」 

-  ｢新版 F&T 感情識別検査（ソフトウエアインストールＤＶＤ）」 
-  ｢援助付き就業ハンドブック」 
- 「就労支援と精神科医療の情報交換マニュアル」 
-  ｢難病のある人の就労支援のために（第２版）」 
- 「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム 発達障害者のた
めの手順書作成技能トレーニング」 

- 「ジョブデザイン・サポートプログラム 気分障害等の精神疾患で休職
中の方のためのジョブリハーサル」 

- 「記憶障害を有する高次脳機能障害者の補完手段習得のための支援」 
 

（ﾍ） 研究・開発成果の共有化 
○広域・地域センターにおける研究成果の活用状況の把握・分析 
・広域・地域センター27 所に対して、研究成果の活用状況を把握するためのア
ンケート調査を実施した。 

【結果】 
・調査年度中に利用したと回答のあった調査研究報告書・資料シリーズの延べ
数は、以下のとおりとなった。 
平成 25 年度 371 件 
平成 26 年度 341 件 
平成 27 年度 417 件 
平成 28 年度 412 件 

・（H25,26）利用場面（複数回答）の内訳をみると、利用率の高い順に、以下の
とおりとなった。 
 平成 25年度  
  自己研鑽 67.1％ 
  障害者支援業務 31.3％ 
  事業主支援業務 29.9％ 

関係機関支援業務 25.3％ 
平成 26 年度  

  自己研鑽 56.3％ 
関係機関支援業務 47.2％ 
事業主支援業務 34.3％ 
障害者支援業務 33.7％ 

・（H27,28）利用場面（複数回答）の内訳は、以下のとおりとなった。 
平成 27 年度  
 障害者支援業務  相談・評価 73.2％ 
事業主支援業務  情報提供等 58.7％ 
関係機関支援業務 会議・研修 62.1％ 

平成 28 年度  
障害者支援業務  相談・評価 51.9％ 
事業主支援業務  情報提供等 53.0％ 
関係機関支援業務 会議・研修 55.5％ 
 

・調査年度中に利用したと回答のあったマニュアル、教材、ツール等の延べ数
は、以下のとおりとなった。 
 平成 25年度 241 件 
 平成 26年度 269 件 
 平成 27年度 289 件 
 平成 28年度 256 件 

・（H25,26）利用場面（複数回答）は利用率の高い順に、以下のとおりとなった。 
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 平成 25年度   
自己研鑽 57.3％ 
関係機関支援業務 46.9％ 
事業主支援業務 26.1％ 

平成 26 年度  
障害者支援業務 53.2％ 
関係機関支援業務 51.3％ 
自己研鑽 41.3％ 
事業主支援業務 26.4％ 

・（H27,28）利用場面（複数回答）の内訳は、以下のとおりとなった。 
平成 27 年度  
障害者支援業務  相談・評価 74.6％ 
事業主支援業務  情報提供等 60.4％ 
関係機関支援業務 助言・援助業務 56.9％ 

平成 28 年度  
障害者支援業務  相談・評価 63.8％ 
事業主支援業務  情報提供等 53.7％ 
関係機関支援業務 助言・援助業務 57.6％ 

 
・研究成果については、「非常にわかりやすい」「わかりやすい」を合わせた回
答の割合は、以下のとおりとなった。 
平成 25 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 96.1％ 
マニュアル、教材、ツール等  94.7％ 

平成 26 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 94.8％ 
マニュアル、教材、ツール等  95.1％ 

平成 27 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 91.3％ 
マニュアル、教材、ツール等  93.8％ 

平成 28 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 98.0％ 
マニュアル、教材、ツール等  97.3％ 

 
・有用性については、「非常に有用である」「有用である」を合わせた回答の割
合は、以下のとおりとなった。 
平成 25 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 87.8％ 
マニュアル、教材、ツール等  93.4％ 

平成 26 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 96.8％ 
マニュアル、教材、ツール等  98.6％ 

平成 27 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 90.4％ 
マニュアル、教材、ツール等  95.6％ 

平成 28 年度  
調査研究報告書・資料シリーズ 98.2％ 
マニュアル、教材、ツール等  98.8％ 

 
○障害者就業・生活支援センターにおける研究成果の活用状況の把握・分析 
・障害者就業・生活支援センターに対して、研究成果の活用状況を把握するた
めのアンケート調査を実施した。アンケート対象のセンター数は以下のとお
り。 
平成 25 年度 316 所 
平成 26 年度 312 所 
平成 27 年度 313 所 
平成 28 年度 318 所 

・調査年度中に利用したと回答のあった調査研究報告書・資料シリーズ及びマ
ニュアル、教材、ツール等の延べ数は、以下のとおりとなった。 
- 調査研究報告書・資料シリーズ 
平成 25 年度 376 件  
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平成 26 年度 852 件 
平成 27 年度 930 件 
平成 28 年度 350 件 

- マニュアル、教材、ツール等 
平成 25 年度 116 件  
平成 26 年度 143 件 
平成 27 年度 249 件 
平成 28 年度 82 件 
 

・わかりやすさについては、「非常にわかりやすい」「わかりやすい」を合わせ
た回答の割合は、以下のとおりとなった。 
- 調査研究報告書・資料シリーズ 
平成 25 年度 86.0％ 
平成 26 年度 77.3％ 
平成 27 年度 63.4％ 
平成 28 年度 62.6％ 

- マニュアル、教材、ツール等 
平成 25 年度 91.5％ 
平成 26 年度 83.9％ 
平成 27 年度 72.3％ 
平成 28 年度 70.7％ 

 
・内容の充実度については、「非常に充実している」「充実している」を合わせ
た回答の割合は、以下のとおりとなった。 
- 調査研究報告書・資料シリーズ 
平成 26 年度 87.2％ 
平成 27 年度 71.0％ 
平成 28 年度 67.0％ 

- マニュアル、教材、ツール等 
平成 26 年度 92.1％ 
平成 27 年度 73.0％ 
平成 28 年度 68.8％ 

 
・読みやすさについては、「非常に読みやすい」「読みやすい」を合わせた回答
の割合は、以下のとおりとなった。 
- 調査研究報告書・資料シリーズ 
平成 26 年度 70.6％ 
平成 27 年度 56.4％ 
平成 28 年度 56.1％ 

- マニュアル、教材、ツール等 
平成 26 年度 81.1％ 
平成 27 年度 71.3％ 
平成 28 年度  62.0％ 

 
・研究成果については、「非常に有用である」「有用である」を合わせた回答の
割合は、以下のとおりとなった。 
- 調査研究報告書・資料シリーズ 
平成 25 年度 94.0％ 
平成 26 年度 72.6％ 
平成 27 年度 58.6％ 
平成 28 年度 66.8％ 

- マニュアル、教材、ツール等 
平成 25 年度 97.4％ 
平成 26 年度 83.0％ 
平成 27 年度 68.3％ 
平成 28 年度 67.9％ 

 
○研究成果の活用状況の把握・分析を踏まえた改善 
・各年度の前年度に実施したアンケート調査の結果をもとに、以下の取組を行
った。 
- （H25）アンケート結果からは、「活用していない」との回答において、「文
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字や文章が多く読みづらい」といった記述が多いため、図表等を使い研究
内容をわかりやすく紹介したパンフレットを積極的に活用した周知に努め
た。 

- （H25）研究成果物を配布するだけでなく、各種研修、セミナー、就業･生
活支援センターが参集する会議等の場を利用した積極的な周知に努めた。 

- （H25）利用者から「ホームページ上で成果物が探しにくい」という声が聞
かれたため、ホームページについて研究成果物の検索システムを 25年度に
追加し、利用者の利便性を高める工夫を行った。 

- （H27）「具体例を紹介してほしい」「わかりやすいリーフレット的なダイジ
ェスト版も追加してほしい」等の要望があったことから、「研究成果を用い
たツール等の利用案内」をとりまとめ、研究部門ホームページや当機構が
発行する「働く広場」の「研究開発レポート」に掲載し、研究成果の普及
と利用促進に努めた。 

- （H28）「活用例の紹介や普及のための研修機会を設定してほしい」「活用場
面や効果についてわかりやすく記載しているとよい」「関連する成果物を引
用して位置づけがわかるようにしてほしい」等の意見・要望があったこと
から、地域における職業リハビリテーション研究発表会において発表テー
マに関連する成果物とその利用方法を具体的に紹介したり、実際の活用事
例を研究部門ホームページ「職リハレポート」に順次掲載し、研究成果の
普及と利用促進に努めた。また、研究成果のサマリー及びパンフレットは、
活用場面や関連の研究成果がわかるようにレイアウトや図表の使用を工夫
した。 

 
・研究成果の普及に係るその他の取組として、平成 26年度に以下のとおり実施
した。 
- 職業リハビリテーション研究・実践発表会の概要や研究成果の活用に関す
るレポート等を研究部門ホームページに掲載する等し、利用の促進を図っ
た。 

- 機構ホームページから研究部門ホームページへのリンク先を見直して関係
情報にアクセスしやすいよう改善を図った。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－６  障害者職業能力開発校の運営 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その

能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 

施策目標Ⅴ－２－２ 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支

援等をすること 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第５号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

職業訓練上特別な支援を
要する障害者の定員に占
める割合（計画値） 

－ － 50％以上 50.0％以上 50.0％以上 50.0％以上  予算額（千円） － － － －  

職業訓練上特別な支援を
要する障害者の定員に占
める割合（実績値） 

－ 56.4％ 57.9％ 59.6％ 60.0％ 60.7％  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 115.8％ 119.2％ 120.0％ 121.4％  経常費用（千円） － － － －  

定員充足率（計画値） 
毎年度 95％
以上 

－ 95％以上 95％以上 95％以上 95％以上 
 
95％以上 
 

経常利益（千円） － － － －  

定員充足率（実績値） － 103.2％ 101.8％ 97.9％ 100.7％ 97.5％  
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

達成度 － － 107.2％ 103.1％ 106.0％ 102.6％  従事人員数 － － － －  

訓練修了者等の就職率
（計画値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 
 
80％以上 
 

 
   

  

訓練修了者等の就職率
（実績値） 

－ 88.1％ 87.8％ 93.9％ 87.9％ 89.6％        

達成度 － － 109.8％ 117.4％ 109.9％ 112.0％        

指導技法等の開発成果に
ついて有用であった旨の
評価（計画値） 

80％以上 － 80％以上 80％以上 － 80％以上 
 
80％以上 
 

 
   

  

指導技法等の開発成果に
ついて有用であった旨の
評価（実績値） 

－ 94.7％ 92.8％ 90.9％ － 93.1％  
 

   
  

達成度 － － 116.0％ 113.6％ － 116.4％        

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるた

め、現在検討中であることから、「－」表示とする。  



78 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(2) 障害者職業能力
開発校の運営業務
の実施に関する事
項 

 
機構が運営業務

を行う障害者職業
能力開発校に関し
ては、精神障害者
や発達障害者を含
む職業訓練上特別
な支援を要する障
害者（以下「特別
支援障害者」とい
う。）に対して、
個々の訓練生の障
害の程度、態様等
を十分考慮し、弾
力的な運営を図る
ほか、個々の訓練
生に適した訓練内
容を定めるなど、
障害者の障害の特
性に応じたよりき
め細かな配慮を加
えた先導的な職業
訓練を実施するこ
と。 
 
 
 
 
 
 

① 特別支援障害
者に対する職業

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(2) 障害者職業能力
開発校の運営業務
の実施に関する事
項 

 
機構が運営業務

を行う障害者職業
能力開発校に関し
ては、広域センタ
ーとの密接な連携
の下、精神障害者
や発達障害者を含
む職業訓練上特別
な支援を要する障
害者（以下「特別
支援障害者」とい
う。）に対して、
個々の訓練生の障
害の程度、態様等
を十分考慮し、弾
力的な運営を図る
ほか、個々の訓練
生に適した訓練内
容を定めるなど、
障害者の障害の特
性に応じたよりき
め細かな配慮を加
え、他の障害者職
業能力開発校等に
成果を提供できる
ような先導的な職
業訓練を実施す
る。 
 

ア 特別支援障害
者に対する職業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（２）障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項 
 
 
 
 
・機構本部において、中央障害者職業能力開発校（以下「中央校」という。）及
び吉備高原障害者職業能力開発校（以下「吉備校」という。）（以下、中央校
と吉備校を併せて「機構営校」という。）の毎月の業務実績の把握・分析、機
構営校からの関係機関との協力・調整を要する事項の報告により、機動的に
業務運営方策の見直しを進めている。機構本部及び機構営校（以下「三者」
という。）は、定期的に開催する特別対策本部において、機構本部が見直した
業務運営方策を基に、三者の連携及び機構営校による具体的取組を決定し、
実施した。特に、経済・雇用失業情勢に機動的に対応するため、訓練受講者
に対する訓練受講中からの就職支援、事業主団体への求人確保等の協力依頼、
公共職業安定所及び地域センターとの連携による個別企業への採用検討の働
きかけの実施等の就職促進対策の一層の強化に取り組んだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 特別支援障害者に対する職業訓練の充実 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
・募集方法の効果の検証を
行い、その結果を踏まえ、
効果的かつ積極的な募集
周知を図ったことで定員
充足率の４年間の平均は
99.5%となり、毎年度数値目
標を上回った。また、特
別支援障害者を積極的に
受け入れた結果、その定
員に占める割合の 4 年間
の平均は 59.6%で、毎年
度数値目標を上回るとと
もに過去最高を更新し
た。 

・それらの者に対し、特注
型企業連携訓練等の個々
の訓練生の状況に応じた
訓練を的確に実施すると
ともに、企業への積極的
な働きかけや、地域セン
ターとの連携による一体
的な支援を図った結果、
訓練修了者等の就職率の
4 年間の平均は 89.8%で
毎年度数値目標を上回っ
た。 

・また、指導技法等の開発・
普及については先導的職
業訓練により得られた指
導技法等を実践マニュア
ルにとりまとめるととも
に、精神障害者等向け委
託訓練カリキュラム等開
発・検証・普及事業にお
ける実施結果を委託訓練
参考マニュアルにとりま
とめ、効果的に普及を行
い、当該マニュアル等を
活用した障害者校等から
有用であった旨の評価の
4 年間の平均は 92.3%と
高い実績となり、毎年度
数値目標を上回った。 

・加えて、平成 25年度から
本格実施した専門訓練コ
ース設置・運営サポート
事業を４年間の合計で
11 校（うち一般校は５
校）に対して開始し、他
の障害者校等における特
別支援障害者等の受入れ
の促進を図った。 

 

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等
を行った場合には意見を記
載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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訓練の充実 
 

福祉、教育、
医療から雇用へ
の 流 れ を 踏 ま
え、受講者の拡
大を図る観点か
ら、関係機関と
の一層緊密な連
携を図り、特別
支援障害者を重
点的に受け入れ
ること。 

 

訓練の充実 
 

福祉、教育、
医療から雇用へ
の 流 れ を 踏 ま
え、受講者の拡
大を図る観点か
ら、関係機関と
の一層緊密な連
携を図り、特別
支援障害者を積
極 的 に 受 け 入
れ、定員充足率
が毎年度 95％以
上となるように
する。 
 

 
 
＜定量的指標＞ 
・特別支援障害

者を積極的
に受け入れ、
その定員に
占める割合
が 50％を上
回るように
する こと 。
【数値目標】 

 
＜定量的指標＞ 
・特別支援障害

者を積極的
に受け入れ、
定員充足率
が 毎 年 度
95％以上と
なるように
する こと 。
【数値目標】 

※定員 280 名 
 

 
 
○特別支援障害者の積極的な受入れ・定員充足に向けた取組 
・特別支援障害者（①視覚障害１級・２級の者、②上肢障害１級の者、③２級
以上の両上肢機能障害及び２級以上の両下肢機能障害を重複する者、④脳性
まひによる上肢機能障害１級・２級の者、⑤体幹障害１級・２級であって、
特に配慮を必要とする者、⑥精神障害者、⑦発達障害者、⑧高次脳機能障害
者、⑨重度知的障害者、⑩知的障害及び身体障害の重複障害であって、特に
配慮を必要とする者（H26～））を積極的に受け入れた。 

・定員充足に向けて、三者の密接な連携のもと、都道府県労働局に対して、機
構営校における訓練内容、募集予定、就職実績等（以下「訓練内容等」とい
う。）を周知するとともに、受講希望者の迅速な情報提供を依頼した。 

・機構営校の協力連携による公共職業安定所、福祉機関等の関係機関への訪問、
関係機関を参集するセミナーや地方公共団体が設置する障害者の支援等に関
する協議会等における募集活動、地域センターによる訓練対象者の把握及び
機構営校への情報提供を引き続き積極的に実施するとともに、通信制高校や
いわゆるサポート校等も含めた幅広い周知活動を実施した。 

・訓練の実施方法や内容等をＤＶＤに収録し、機構営校の訓練受講希望者、企
業の人事担当者、施設見学者のほか、地域センターでの職業訓練の受講希望
者との相談の際にも視聴してもらい、受講者募集に活用した。また、障害者
ワークフェアにおいても活用し、訓練内容等を周知した。 

・大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）を卒業した障害
者に未就職者が多い現状を踏まえ、大学等を個別訪問するほか、独立行政法
人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）が主催した教育機関の職員を対象とした
シンポジウムやガイダンスにおいて訓練内容等を掲載したパンフレットを配
布し周知した。 

・機構営校を訪れた訓練受講希望者に対しては、各訓練コースの訓練内容等を
担当訓練指導員が直接説明し、訓練の受講により習得できる知識・技能や訓
練修了後の就職職種等がより具体的にイメージできるような説明に努めた。 

・特別支援障害者を積極的に受け入れるため、発達障害者支援センター等の特
別支援障害者に係る施設の支援者を対象としたセミナーの機会等を活用し、
訓練内容等を周知した。 

・（H26～）職業リハビリテーションに関する学会及び事業主団体のメールマガ
ジンや機関誌等への掲載、地元のＦＭラジオ、テレビ、新聞等の媒体の活用
等により、訓練内容等を効果的かつ積極的に周知した。 

・（H27～）地域センターの協力を得て、地域センターが実施する実務的研修の
参加者である関係機関の職員に訓練内容を説明し、当該機関の利用者等の応
募促進に向けた働きかけを行った。 

・重度視覚障害者の入校促進を図るため、平成 24 年度に機構営校が共同作成し
た事例入り・音声コード付き視覚障害者用リーフレットに、事例を加筆する等
内容の充実を図り、盲学校、生活訓練施設等に配布した。また、重度視覚障害
者が在籍する生活訓練施設等を訪問し、未就職となっている就職希望者の状況
を把握するとともに、訓練内容等の周知、応募勧奨の要請を行った。これらの
取組の結果、各年度における重度視覚障害者の入校者数は以下のとおりとなっ
た。 

平成 25 年度 14 人 
平成 26 年度 18 人 
平成 27 年度 17 人 
平成 28 年度 ８人 

・（H28）次期募集までの待機期間を短縮することで入校促進を図るため、中央
校においては高次脳機能障害者及び知的障害者、吉備校においては精神障害
者、発達障害者及び高次脳機能障害者の入校機会をそれぞれ追加した。 

・中央校においては、以下の取組を行った。 
- 重度上肢障害者、重度視覚障害者の受入れの促進に向けて、肢体不自由者
及び視覚障害者等が在籍する教育機関、福祉機関を訪問し、支援事例等を
盛り込んだリーフレットを活用して重度上肢障害者、重度視覚障害者の訓
練実績を紹介することにより、受講希望者の情報提供を依頼した。 

   平成 25年度 教育機関 76 校、福祉機関 113 機関 
  平成 26 年度 教育機関 44校、福祉機関 93 機関 
  平成 27 年度 教育機関 28校、福祉機関 63 機関 

平成 28 年度 教育機関 27 校、福祉機関 59機関 

これらを踏まえ、評定を
Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・精神障害者、発達障害者
等の特別支援障害者に対
する職業訓練の需要の高
まりを踏まえ、他の障害
者校等が精神障害者・発
達障害者等を専門に受け
入れる訓練コースの設置
や運営を適切に行えるよ
う、先導的な職業訓練の
実施を通じて開発した指
導技法等の普及の一層の
推進を図る必要がある。 
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- （H26）精神障害者、発達障害者、知的障害者向けの事前説明会をそれぞれ
開催するとともに、新たに身体障害者向けの見学・説明会（8 月、12 月）
を開催した。 

- （H27,H28）障害者本人、家族、関係機関職員を対象として、中央校の訓練
内容等を説明するとともに、施設見学や、訓練体験の機会を提供するオー
プンキャンパスを開催した。 

  参加者数 
  平成 27 年度 230 人 
  平成 28 年度 243 人 
- 入校を検討している障害者本人、家族、関係機関職員を対象に、「見学説明
会」を実施し、入所手続や職業訓練の説明・見学等を実施した。また、国
立障害者リハビリテーションセンター（以下「障リハ」という。）の宿泊施
設見学も併せて行うことで遠方の入校希望者が入校後の生活を含めたイメ
ージを持ちやすくした。 

- （H28）関係機関の広報誌やホームページに募集に係る記事等の掲載を依頼
した。 

- （H28）東京、埼玉の就労支援機関との情報交換会を試行的に開催した。 
 

・吉備校においては、以下の取組を行った。 
- リハビリテーション科を有する医療機関に募集要項等を送付した。 

平成 25 年度 33 か所 
平成 26 年度 33 か所 
平成 27 年度 34 か所 
平成 28 年度 53 か所 
そのほか、理学療法士協会、作業療法士協会及び医療ソーシャルワーカー

団体等への訓練内容等の情報提供により医療従事者に周知するとともに、引
き続き回復期リハビリテーション（回復の可能性の高い時期に行われる社会
復帰に向けた専門的なリハビリテーション）を実施している医療機関に対し
て、入通院患者への職業訓練に関する情報提供を依頼した。 

- （H25～H27）休職中の障害者に対する職場復帰に向けた職業訓練に係る幅
広いニーズを掘り起こすため、職場復帰訓練の周知用リーフレットを中国
地域の経営者協会、中小企業団体中央会等に配布し、会員企業への周知と
利用勧奨を依頼した。 

- 特別支援学校進路担当者会議を開催したほか、平成 28 年度においては地域
の大学のネットワーク組織である大学コンソーシアムで訓練内容等を周知
し、高等部卒業後の進路として吉備校への入校を検討されるよう、訓練内
容等について説明するとともに、吉備校の施設や訓練を見学できる機会を
設けた。 

- （H26～）地元のＦＭラジオによる広報活動を行い、訓練内容や今後の募集
予定、就職状況等について広く周知を図った。 

- 障害者本人、家族、関係機関を対象として、吉備校の訓練内容等を説明す
るとともに、施設見学や訓練体験の機会を提供するオープンキャンパスを
開催した。 
‐参加者数 

  平成 25 年度 323 人 
平成 26 年度 275 人 
平成 27 年度 358 人 
平成 28 年度 275 人 

- （H28）難病や視覚障害者の関連団体における会議や研修会等での広報を行
った。 

・以上の取組の結果、各年度の入校者数、定員充足率に係る実績は以下のとお
りとなった。 
- 入校者数 

平成 25 年度 285 人 
平成 26 年度 274 人 
平成 27 年度 282 人 
平成 28 年度 273 人 

うち特別支援障害者数 
平成 25 年度 162 人 
平成 26 年度 167 人 
平成 27 年度 168 人 
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平成 28 年度 170 人 
うち特別支援障害者の定員に占める割合 
平成 25 年度 57.9％（達成度 115.8％） 
平成 26 年度 59.6％（達成度 119.2％） 
平成 27 年度 60.0％（達成度 120.0％） 
平成 28 年度 60.7％（達成度 121.4％） 

 
- 各年度の定員（280 人）充足率は以下のとおり。 

平成 25 年度 101.8％（達成度 107.2％） 
平成 26 年度  97.9％（達成度 103.1％） 
平成 27 年度 100.7％（達成度 106.0％） 
平成 28 年度  97.5％（達成度 102.6％） 

 
〇障害特性に配慮した訓練カリキュラム等の充実 
・特別支援障害者に対しては、それぞれの訓練科における技能訓練に加え、訓
練生の障害特性に応じた講座をカリキュラムに設定した。具体的には、精神
障害者にはロールプレイによる適切な行動の検討・練習により、場面に応じ
た対処能力を習得する講座、発達障害者にはナビゲーションブックの作成等
により、自らの障害の特徴等を把握・整理する講座、高次脳機能障害者には
作業遂行における認知機能の活性化を目的とした計算や読み書き等を行う認
知スキルトレーニング（ＣＳＴ）の講座を個々の状況に合わせてカリキュラ
ムに設定して実施した。 

 
〇障害特性、職業適性を踏まえた適切な訓練科の選択支援 
・訓練受講希望者について、実際の訓練場面を利用して障害特性、職業適性を
把握した上で、職業経験、就職希望分野、労働市場の動向等を考慮し、適切
な訓練科を選択できるように支援した。精神障害者、発達障害者及び高次脳
機能障害者は、技能訓練の環境に円滑に適応できるように、訓練開始当初に
研究部門が開発したＭＳＦＡＳ（幕張ストレス・疲労アセスメントシート）
やメモリーノート、ＭＷＳ（ワークサンプル幕張版）を活用し、個々の障害
の状況に応じたストレス・疲労のセルフマネジメントの方法の検討や補完手
段の習得を支援した。 

 

 (1) 障害者職業セン
ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 
① 職業リハビリ
テーションの総
合的・効果的な
実施 
ア  障 害 者 の
個々の特性に
応じた専門的
支援の実施 
 
・ 広域セン
ターについ
ては、全国
の広範な地
域から職業
的重度障害
者を受け入
れるという
本来の役割
を十分に果
たすよう、
地域センタ
ーと連携し
て対象者の
把握・支援

(1) 障害者職業セン
ターの設置運営業
務の実施に関する
事項 
ア 職業リハビリ
テーションの総
合的・効果的な
実施 
①  障 害 者 の
個々の特性に
応じた専門的
支援の実施 
 
・ 広域障害
者職業セン
ター(以下
「広域セン
ター」とい
う。)につい
ては、全国
の広範な地
域から職業
的重度障害
者を受け入
れるという
本来の役割
を十分に果
たすよう、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・広域センター

について、全
国の広範な
地域から職
業的重度障
害者を受け
入れること
ができるよ
う、職業安定
機関及び地
域センター
と連携して
対象者の把
握・支援等を

（1） 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施 
 
イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 

 
 
○広範な地域からの職業的重度障害者の受入れ 
・全国の広範な地域から職業的重度障害者を受け入れるため、全国の労働局・
公共職業安定所、福祉機関等を訪問し、訓練内容の周知及び応募勧奨を要請
するとともに、地域センターにおいて訓練の受講が有効と思われる対象者を
把握した際の積極的な情報提供を依頼する等の連携を図った。 

・（H26～）各年度４～５地域で開催された障害者雇用支援月間ポスター原画入
賞作品展示会において、機構営校の訓練内容等の紹介用パネルの展示、パン
フレットの配布により周知を行った。 

・中央校においては、通所が困難な身体障害者等は隣接する障リハ経由で入校
し、訓練期間中も引き続き障リハの寮を利用していることから、障リハの入
所者で職業訓練の受講希望者が円滑に訓練を受講できるよう、障リハ職員と
の間で定期的に会議を開催し、訓練科目や訓練カリキュラムについて説明し
理解を促すとともに、訓練の受講を希望する障リハ入所者の状況や希望する
訓練科目、受入れ時期等の情報交換や調整を行ったほか、障リハと共同での
募集活動により、協力関係を強化する取組を引き続き行った。 
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を行う等運
営の改善を
図ること。 

 

職業安定機
関及び地域
センターと
連携して対
象 者 の 把
握・支援等
を行い運営
の改善を図
る。 

 

適切に行っ
ているか。 

・（H28）吉備校においては、地域センターにおける公共職業安定所の専門援助
部門の担当者等を参集する会議等の機会を活用して訓練内容等を周知した
（兵庫、島根、岡山、広島、徳島、香川及び鹿児島）。また、通所が困難な者
は入寮により受け入れており、精神障害者についても医療機関との緊密な連
携を図り、平成 22年度から入寮による受入れを開始しているところである。
各年度の受け入れ人数は以下のとおり。 

平成 25 年度 ５人 
平成 26 年度 ５人 
平成 27 年度 ２人 
平成 28 年度 ３人 

・以上の取組を行った結果、各年度の入校状況は以下のとおりとなった。 
- 受講者の出身地域 

平成 25 年度 40 都道府県 
平成 26 年度 38 都道府県 
平成 27 年度 39 都道府県 
平成 28 年度 37 都道府県 

- 機構営校の設置・近隣都県（埼玉県、東京都（中央校）及び岡山県（吉備校））
外からの入校者数 
平成 25 年度 94 人 
平成 26 年度 97 人 
平成 27 年度 97 人 
平成 28 年度 86 人 

 

 (2) 障害者職業能力
開発校の運営業務
の実施に関する事
項 

 
① 特別支援障害
者に対する職業
訓練の充実 

 
また、企業ニ

ーズに的確に対
応 す る と と も
に、障害者の職
域拡大を念頭に
おいて、より就
職に結びつく職
業訓練の実施に
努めること。こ
のため、企業に
よる採用や職場
適応についての
ノウハウが確立
されていない特
別支援障害者に
ついて、雇入れ
可能性のある企
業の協力・連携
の下に、特注型
の訓練メニュー
に基づく企業内
訓練と就業継続
のための技術的
支援の一体的実
施による先導的
職業訓練に取り
組むこと。 

(2) 障害者職業能力
開発校の運営業務
の実施に関する事
項 

 
ア 特別支援障害
者に対する職業
訓練の充実 
 
企業ニーズに

的確に対応する
とともに、障害
者の職域拡大を
念頭において、
より就職に結び
つく職業訓練の
実施に努める。
このため、企業
による採用や職
場適応について
のノウハウが確
立されていない
特別支援障害者
について、雇入
れ可能性のある
企業の協力・連
携の下に、特注
型の訓練メニュ
ーに基づく企業
内訓練と就業継
続のための技術
的支援の一体的
実施による先導
的職業訓練に取
り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・企業による採

用や職場適
応について
のノウハウ
が確立され
ていない特
別支援障害
者について、
特注型の訓
練メニュー
に基づく企
業内訓練と
就業継続の
ための技術
的支援の一
体的実施に
よる先導的
職業訓練に
取り組んで
いるか。 

（２）障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項 
 
 
 
 
① 特別支援障害者に対する職業訓練の充実 
 
 
 
○企業ニーズへの対応と職域拡大に向けた訓練カリキュラムの充実等 
・企業を対象としたアンケート調査や後述する障害者採用準備講座の開催、公
共職業安定所や都道府県支部の障害者雇用納付金関係業務における企業向け
説明会等の機会を通じて企業ニーズの把握に努めた。 

・中央校における各年度の取組は以下のとおり。 
- （H25）平成 24 年度に実施した製造業・建築業を対象としたアンケート調
査により、複数のＣＡＤソフトに対応できる技能、データベース管理等の
パソコンを主体とした事務能力、電話応対や接客対応等の事務補助業務等
のスキルアップの必要性を把握したことに基づき、訓練カリキュラムを作
成し、訓練を実施した。 

- （H26）企業に訓練生のＰＣスキルをより把握されやすくすることを目的に、
従来のＣＳ検定に代えて、より実用的な日商ＰＣ検定の資格取得対策を開
始した。さらに国内外においてシェアの高い３ＤＣＡＤソフトに更新し、
より即戦力となる設計関連の訓練を実施した。 

- （H27）企業が事務職種で障害者雇用を検討する際、担当業務に帳票等の照
合作業を想定する傾向があることを踏まえ、当該業務を模した訓練教材を
作成し、それを活用した訓練を実施した。また、訓練生の採用内定企業を
招き、当該訓練生の訓練状況を見学してもらった上で、企業が更に要望す
るスキルを聴き取り、当該訓練生の採用までの訓練に反映させた。 

- （H28）現在の「組立・検査コース」に物流に係る訓練要素を組み込んだ、
身体障害者等を対象とした「組立・検査・物品管理コース」の設置に向け
た検討を行い、平成 29年度のコース開設に向けて準備をした。 

 
・吉備校における各年度の取組は以下のとおり。 
- （H25）システム設計科に視覚障害者を専門に受け入れるコース（ＩＴビジ
ネスコース）を立ち上げ、アクセス機器、アクセスソフトを活用したより
専門的なカリキュラム構築を図り、重度視覚障害者を積極的に受け入れた。  
さらに同科の管理コースにおいてアプリケーション開発に関わる訓練カ

リキュラムを、また、ＯＡ事務科（ＯＡビジネスコース）において医療事
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務に関わる訓練カリキュラムを作成し、発達障害者等を対象に試行的に訓
練を開始した。 

- （H26）発達障害者向けの、アプリケーション（iPhone、Android 端末用）
開発及び医療事務に関わる訓練を、試行を経て標準カリキュラムとして実
施した。 

- （H27）３Ｄプリンタを活用した３ＤＣＡＤシステムによる形状作成実技の
課題について、就職等を予定している企業の技能習得に係る要望に基づき、
当該企業で製造している機械部品等の成形を訓練課題とした。 

- （H28）市場のニーズ等を勘案し、電子機器科における「資材管理コース」
及び「組立・検査コース」の設置に向けた検討を行った。特に「資材管理
コース」については、従来の電子機器科のカリキュラムでは訓練実施が困
難な特別支援障害者等を対象とすることとし、平成 29年度のコース開設に
向けて試行的に訓練を実施した。 

 
○特注型企業連携訓練の推進 
・特別支援障害者のうち、障害が重く、施設内の訓練で習得した技能を実際の
職場で活用することが困難な者等の訓練生に対し、より一層円滑に就職・職
場定着が図られるよう、雇入れを検討している企業での訓練を組み合わせた
特注型企業連携訓練を実施した。 
具体的には、受講生の訓練初期段階から、当該受講生の雇入れを検討する企
業に対し、雇用された際に必要となる特別な機器・設備の配備等の助言を行
いつつ、当該訓練の実施に向けた働きかけを行った。また、企業内訓練の実
施においては、受講生が実務に円滑に対応できるよう、企業との連携の下、
作業環境の調整や作業手順の確立等の支援を行った。加えて、企業内訓練に
おいて明らかとなった受講生の課題については、その後の施設内訓練での訓
練内容に反映させ、その改善を図ることで訓練先企業での雇用可能性を高め
られるようにした。 

・特注型企業連携訓練の充実及び受入れ企業の拡大に向け、以下の取組を行っ
た。 
 

ⅰ当該訓練の受講を希望する、あるいは必要とする障害者や当該訓練への協
力企業を広く募るため、三者のホームページに、対象となる障害内容及び
訓練の内容等を分かりやすく紹介した資料を掲載した。また、商工会議所、
経営者協会、中小企業家同友会等の事業主団体への訪問や機関誌への訓練
内容等の記事の掲載等を通じた会員企業への周知を依頼した。 
また、平成 28 年度においては、（一社）障害者雇用企業支援協会（ＳＡＣ
ＥＣ）との連携による「首都圏障害者雇用連絡会」等の機会を活用して訓
練内容等の説明を実施した。これらの周知においては、訓練事例や訓練生
の声を紹介することで訓練の有効性を分かりやすく示したリーフレットの
活用等により特注型企業連携訓練の内容についての理解を形成し、協力を
得られるようにした。 

  各年度の団体訪問数は以下のとおり。 
   平成 25年度 28 団体 
   平成 26年度 30 団体 
   平成 27年度 37 団体 

平成 28 年度 36 団体 
 
ⅱ（H26～）公共職業安定所主催の雇用促進会議、就職面接会においてパンフ
レットを配布し、当該訓練への協力について企業等に対する働きかけを行
った。 

 
・以上の取組の結果、各年度における特注型企業連携訓練の実績は以下のとお
りとなった。 
- 訓練実施者 
平成 25 年度 37 人 
平成 26 年度 39 人 
平成 27 年度 43 人 
平成 28 年度 43 人 

- 訓練修了者のうち当該企業連携訓練を実施した者 
平成 25 年度  37 人   
平成 26 年度  39 人 
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平成 27 年度  42 人 
平成 28 年度  41 人 

- 訓練先企業での就職者数、就職率 
平成 25 年度 28 人、94.6％   
平成 26 年度 28 人、71.8％ 
平成 27 年度 33 人、78.6％ 
平成 28 年度 32 人、78.0％ 

- 訓練先企業以外での就職者を含めた就職者数、就職率 
平成 25 年度 36 人、97.3％   
平成 26 年度 38 人、97.4％ 
平成 27 年度 42 人、100.0％ 
平成 28 年度 40 人、97.6％ 
 

○特別支援障害者に対する支援技法の向上と支援ノウハウの共有 
・機構営校の職業訓練指導員、カウンセラーが実践で得た知見等を発表する職
業リハビリテーション業務研究会を開催し、広域センターにおける職業訓練
や事業主支援に係るノウハウを共有した。具体的なテーマは以下のとおり。 
-「広域センターにおける視覚障害者の訓練修了生への支援に係る取組」 
-「公共職業安定所が行う雇用率達成指導との連携を契機とした特注型企業
連携訓練の活用による事業主支援の取組」等 

・機構営校及び地域センターの支援ノウハウの共有を図るため、精神障害者等
の支援カリキュラム、教材、ツールを機構内ＬＡＮに掲載し共有した。機構
営校においては、地域センターの支援ノウハウを活用することにより、より
効果的な支援の実施に努めた。 

・支援の困難性が高い対象者が増加していることから、必要に応じて機構営校
医療情報助言者（医師）の専門的助言を得て個々の特性に応じた支援を実施
した。また、平成 28年度には、特別支援障害者に対する支援技法の向上を図
るため、所内研修企画委員会を設置して、訓練生の態様等に即したテーマ設
定による研修等を実施した。 

 

 また、経済・
雇用失業情勢を
踏まえつつ、職
業紹介等の業務
を担当する職業
安定機関との緊
密 な 連 携 を 図
り、第３期中期
目標期間中にお
いて修了者等の
就職率が 80％以
上となることに
資するため、利
用者ニーズや求
人ニーズ動向等
を踏まえたカリ
キュラムの見直
し等による訓練
内容の充実を図
ること。 

 

また、経済・
雇用失業情勢を
踏まえつつ、職
業紹介等の業務
を担当する職業
安定機関との緊
密 な 連 携 を 図
り、訓練修了者
等 の 就 職 率 が
80％以上となる
ことに資するた
め、利用者ニー
ズや求人ニーズ
動向等を踏まえ
た指導技法の開
発、訓練カリキ
ュラムの見直し
等によりその内
容 の 充 実 を 図
る。 

 

＜定量的指標＞ 
・第３期中期目

標期間中に
おいて修了
者等の就職
率が 80％以
上となるこ
とに資する
ため、利用者
ニーズや求
人ニーズ動
向等を踏ま
えた指導技
法の開発、訓
練カリキュ
ラムの見直
し等により、
訓練内容の
充実を図る
こと。【数値
目標】 

○経済・雇用失業情勢に対応した就職促進対策の実施 
・訓練生の就職を促進するため、職業訓練の実施に当たっては、個々の訓練生
の障害特性、能力及び適性等に応じた個別カリキュラムを設定するとともに、
就職経験のない訓練生や職種転換を希望する訓練生に対して、就労イメージ
を持ち具体的な訓練目標が設定できるよう訓練受講の早期段階に就業体験の
ための短期間の職場実習を実施した。また、平成 28 年度は、模擬面接等の就
職活動に係る知識等を付与する講習の充実を図った。 

・就職活動が長期化した場合でも、就職意欲の低下や心身の不調が生じないよ
うにするためにグループミーティングやセルフマネジメント訓練（体調管理）
を繰り返し実施するとともに、事業主に対して習得した能力を効果的に自己
アピールできるように個別支援の時間数を増やす等、職業生活指導の充実を
図った。 

・地域センターにおいて、事業主に機構営校の修了予定者及び修了未就職者に
関する情報を提供するほか、採用の可能性のある事業所情報を機構営校へ連
絡し、連携を図った。 

・機構営校から遠隔地での就職を希望する特別支援障害者等に対して、適時適
切な支援を提供できるよう、当該地域を管轄する地域センターが、特注型企
業連携訓練の実施時における訓練生及び事業主へのフォローや、訓練生から
応募希望があった企業へのジョブコーチ支援実施の働きかけ・調整等の協力
を行った。 

・公共職業安定所への訪問による、更なる求人開拓の要請を行うとともに、公
共職業安定所の担当官を招いた特別職業相談会を開催し、訓練場面の見学に
より訓練生が対応可能な職務を確認してもらった上で、具体的な求人につい
ての職業相談を実施した。 

・公共職業安定所と連携し、雇用率未達成企業等の担当者を主な対象として採
用時の留意事項や職場内の配慮事項等に係る支援事例を紹介する障害者採用
準備講座を実施した。 
- 訓練生によるプレゼンテーションソフトを使用した訓練成果の発表、訓練
生と企業の担当者との情報交換等を通じて、訓練生が企業に対して自身を
アピールする場としても活用した。 

- （H27～）企業のニーズを踏まえた講義、訓練生受入れ企業からの報告に加
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え、分科会に分かれてのグループディスカッションや個別相談、実際の訓
練場面の見学及び重度視覚障害者や上下肢機能障害者の訓練生の訓練内容
等を補足的に紹介する動画の放映等を実施した。グループディスカッショ
ンでは、新たに障害者を受け入れる部署での障害者雇用の理解を促進する
ため、課題や改善方法について意見交換を行うことによりノウハウの共有
を図った。 

・職業訓練指導員等が訓練生の採用面接に同行し、企業に対して当該訓練生の
習得能力等の情報提供や雇用管理のアドバイスを行った。 

・訓練受講から就職までの流れや指導内容、雇用事例等を分かりやすく記載し
た「障害者雇用ガイド」を労働局、公共職業安定所主催の会議や訓練生の雇
入れ相談の際に企業に提供した。 

・求職者情報をホームページに掲載し、毎月更新するとともに、就職面接会等
で企業の人事担当者へ配布し、雇入れに関する問合せのあった事業主や、採
用意向が把握された事業主に対しては直ちに採用面接に向けた働きかけを行
った。 

・企業の人事担当者が訓練生と面談しながら行う会社説明会を開催し、特別支
援障害者等の就職機会の確保に努めた。 

・訓練生に対しては、早期就職が実現できるよう、訓練期間中の早期から就職
支援を開始するとともに、公共職業安定所が開催する就職面接会への積極的
な参加を促した。 
- 参加回数 
平成 25 年度 41回 
平成 26 年度 51回 
平成 27 年度 64回 
平成 28 年度 62回 

- 参加者数 
平成 25 年度 延べ 300 人 
平成 26 年度 延べ 305 人 
平成 27 年度 延べ 284 人 
平成 28 年度 延べ 321 人 

・労働局を通じて、各公共職業安定所に定期的に求職者情報を提供し、求人開
拓等の就職促進に係る協力を依頼した。 

 
○地域センターとの連携による一体的な支援 
・特別支援障害者等の受入れ促進、就職促進等において地域センターの専門的
支援が必要な訓練生については、訓練中から訓練状況を共有し、両者が連携
して就職希望地における就職支援を一体的に実施した。 

 
・以上の取組の結果、各年度の実績は以下のとおりとなった。 
  - 訓練修了者等の就職率 

平成 25 年度 87.8％（達成度 109.8％） 
平成 26 年度 93.9％（達成度 117.4％） 
平成 27 年度 87.9％（達成度 109.9％） 
平成 28 年度 89.6％（達成度 112.0％） 

- 就職者数 
平成 25 年度 230 人 
平成 26 年度 229 人 
平成 27 年度 239 人 
平成 28 年度 216 人 

- 特別支援障害者の就職者数 
平成 26 年度 135 人 
平成 27 年度 144 人 
平成 28 年度 131 人 

  
② 障害者に対す
る訓練技法等の
開発・普及 

 
ア 障害者に対
する指導技法
等の開発によ

 
イ 障害者に対
する指導技法等
の開発・普及 

 
障害者に対す

る指導技法等の
開発による先導

 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・指導技法等の

開発成果に

 
② 障害者に対する指導技法等の開発・普及 
 
 
 
○指導技法等の開発成果に関するアンケート調査の実施 
・（H25,26）前年度に取りまとめた「職業訓練実践マニュアル」（以下「実践マ
ニュアル」という。）の有用度について、障害者校等へのアンケート調査を実
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る先導的な職
業訓練実施の
成 果 を も と
に、特別支援
障害者等に対
する職業訓練
内容、指導技
法等のマニュ
アル等を作成
し、他の障害
者職業能力開
発校や、職業
能力開発校等
に提供するこ
と 

 
 

的な職業訓練実
施の成果をもと
に、次の取組を
行 う こ と に よ
り、障害者職業
訓練全体のレベ
ルアップに貢献
する。指導技法
等の開発成果に
ついては、障害
者職業能力開発
校等へのアンケ
ート調査を実施
し、開発した指
導技法等に係る
職業訓練を実施
又は実施を検討
している障害者
職業能力開発校
等の有効回答の
うち 80％以上の
ものから有用で
あった旨の評価
が得られるよう
にする。 
 

ついては、障
害者職業能
力開発校等
へのアンケ
ート調査を
実施し、開発
した指導技
法等に係る
職業訓練を
実施又は実
施を検討し
ている障害
者職業能力
開発校等の
有効回答の
うち 80％以
上のものか
ら有用であ
った旨の評
価が得られ
るようにす
ること。【数
値目標】 

 
 

施。「有用であった」との回答が占める割合は、以下のとおり。 
平成 25 年度 92.8％（達成度 116.0％） 
平成 26 年度 90.9％（達成度 113.6％） 

・（H28）平成 27 年度に作成した「精神障害者等向け委託訓練参考マニュアル」
（以下「参考マニュアル」という。）の有用度について、障害者校等へのアン
ケート調査を実施。「有用であった」との回答が占める割合は 93.1％（達成度
116.4％）であった。 

 
 
 

  ① 特別支援障
害者等に対す
る職業訓練内
容、指導技法
等のマニュア
ル 等 を 作 成
し、他の障害
者職業能力開
発校等に提供
す る と と も
に、その訓練
指導員に対し
て指導技法等
の解説やグル
ープ別検討会
での課題に応
じた助言を実
施すること 

＜評価の視点＞ 
・特別支援障害

者等に対す
る職業訓練
内容、指導技
法等のマニ
ュアル等を
作成し、他の
障害者職業
能力開発校
等に提供す
るとともに、
その訓練指
導員に対し
て指導技法
等の解説等
を実施して
いるか。 

イ 特別支援障害者等に対する職業訓練内容、指導技法等のマニュアル等の作
成 

○精神障害者等に対する先導的職業訓練の成果の取りまとめ 
・（H25,28）他の障害者校において、専門訓練コースの設置等の試みが開始され
ているものの、その取組が未だ限定的である精神障害者及び専門訓練コース
が設置されておらず、身体障害者と同一の環境下で訓練を受講することが多
い高次脳機能障害者について、平成 25 年度と 28 年度にそれぞれ実践マニュ
アルを作成した。 
- （H25）精神障害者の雇用経験が豊富な企業の担当者や専門コース設置によ
り受入れを行っている障害者校の職員の参画を得て、中央校に実践マニュ
アルの作成委員会を設け、「職業訓練実践マニュアル精神障害者編Ⅱ～企業
との協力による職業訓練等～」を作成し、平成 26年２月に他の障害者校等
へ配布するとともに、ホームページへの掲載等により広く提供を行った。 
これらのマニュアルの作成に当たっては、当該障害者の受入実績の豊富な
職業能力開発施設から、新たに受入れを行う職業能力開発施設それぞれに
おいて、指導経験者及び指導未経験者に幅広く活用されるよう、①就職活
動支援のポイント、②職場実習での支援方法、③関係機関・家族との連携
方法、④個々の障害特性に応じた受入れ事業所との調整方法、⑤事業主へ
の支援方法を盛り込み、作成した。 

- （H28）訓練現場での高次脳機能障害者の受入れに苦慮している現状をよく
知る職業能力開発施設の職員や、高次脳機能障害に知見のある医師等の参
画を得て、吉備校に実践マニュアルの作成検討委員会を設置し、「職業訓練
実践マニュアル高次脳機能障害者編Ⅰ～施設内訓練～」を作成した。平成
29 年３月に他の障害者校等へ配布するとともに、ホームページへの掲載に
より広く普及を図った。 
実践マニュアルの作成に当たっては、高次脳機能障害者に関する指導技

法が確立されておらず、その受入れに苦慮している他の障害者校等の実状
を考慮し、特に高次脳機能障害者の指導経験がない職業訓練指導員等に幅
広く活用されるよう、①障害特性に起因する課題とその対応方法の一問一
答、②入校希望者の高次脳機能障害に関する配慮事項、③障害に配慮した
技能訓練の実施方法、④障害特性を踏まえた技能訓練周辺領域に対する訓
練の実施方法、⑤家族・関係機関との連携方法を盛り込み、作成した。 

・実践マニュアルには、他の障害者校等ですぐに活用できる、またはそれぞれ
の実践内容の実態に照らし加工して使用できるよう、教材やツール等を収録
したＣＤを添付して提供した。 
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○精神障害者等向け委託訓練カリキュラム等開発・検証・普及事業 
・厚生労働省からの要請により平成 26 年度から平成 28 年度までの３か年計画
で、委託訓練を受託する訓練実施機関において、精神障害者等の障害特性に配
慮した訓練が実施できるよう、指導技法等を開発・検証・普及する事業（以下
「開発・検証・普及事業」という。）を実施した。 
- （H26～27）平成 26 年度にモデルカリキュラム、指導技法等を開発、試行実
施し、平成 27 年度は、前年度の試行結果を踏まえた試行を再度実施した。
アンケート調査により都道府県の要望を的確に把握し、開発・試行実施した
モデルカリキュラムを基に「受講者の障害が混在している状況下での訓練方
法」や「支援ツールの解説」を含めた参考マニュアルを作成し、都道府県職
業能力開発主管課及び障害者委託訓練実施拠点校を通じて障害者委託訓練
実施機関に配布したほか、ホームページに掲載した。 

- （H28）開発・検証したモデルカリキュラム、参考マニュアルについて、後
述する「障害者能力開発指導者交流集会」のパネルディスカッション、全国
の障害者校の校長等を参集する会議、障害者委託訓練先の開拓等を行う障害
者職業訓練コーディネーター等（以下「コーディネーター等」という。）に
対する研修及びコーディネーター等を参集するブロック会議等の機会を活
用して、同マニュアルの内容やモデルカリキュラム、支援ツール、具体的な
活用事例等を紹介した。また、周知用リーフレットを作成し、ホームページ
への掲載等により効果的かつ積極的な普及を図った。 

 
・なお、厚生労働省からの要請により、平成 26 年度から平成 28 年度までの３
か年計画で、開発・検証・普及事業を実施したことにより、平成 26年度は指
導技法等の開発成果をとりまとめたマニュアルを作成していないこと（これ
により平成27年度に指導技法等の開発成果に関するアンケート調査を実施し
ていないこと）。 

 
○指導技法の開発成果等の普及 
・過年度の先導的な職業訓練の成果を取りまとめた各種マニュアル等をホーム
ページに公開し、広く普及を図るとともに、指導技法提供に係る支援内容の
リーフレットを作成、配布した。 

・実践マニュアルのＰＲリーフレットを、後述する障害者能力開発指導者交流
集会の開催通知に同封し、他の障害者校等へ送付するとともに、当機構主催
の職業リハビリテーション研究・実践発表会、職業大フォーラムにおいて配
布し、周知した。 

・当機構発行の定期刊行誌「働く広場」（毎年度９月号）への紹介記事の掲載に
より、指導技法等の提供に係る支援内容及び実践マニュアルを広く周知する
ことに努めた。 

 
○障害者能力開発指導者交流集会の開催 
・障害者の職業訓練に関する実践的・先導的な取組について情報共有、意見交
換等を行うことにより、効果的かつ円滑な障害者職業訓練の推進に資すること
を目的に、障害者校等の職業訓練指導員や障害者職業訓練の企画を担当する都
道府県職業能力開発主管課の職員等を参集し、障害者能力開発指導者交流集会
を開催した。 

・多くの障害者職業訓練に携わる人等の参加が得られるよう、平成 23年度より
厚生労働省主催の障害者職業訓練指導員経験交流会と共同開催（名称は「障害
者職業訓練推進交流プラザ」）している。 

・（H26～）プログラムの作成に当たっては、前年度のアンケート結果を踏まえ、
障害者委託訓練の実施機関である企業に、委託訓練を実施する上で工夫した
点を発表してもらうとともに、グループ別検討会にも参加していただいた。 

・各年度の開催内容は、以下のとおり。  
- （H25）障害者職業訓練の企画を担当する都道府県職業能力開発主管課によ
る事例発表をプログラムに加えるとともに、専門訓練コース設置による精神
障害者及び発達障害者の受入れについて事例共有を図った。また、障害特性
に応じた訓練カリキュラムや訓練教材、支援ツール等の展示を解説付きで行
い、訓練実施時に使用可能な教材を参加者が持ち帰れるようにしたほか、雇
用開発推進部との連携により障害者の就労支援機器等の展示・紹介・使用方
法の解説を行い、職場実習を行う際等における機構の機器貸出制度等も幅広
く周知した。 
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- （H26） 最近の他の障害者校の取組状況等を踏まえ、中央校からは平成 25
年度作成の実践マニュアルに記載した最新の精神障害者の指導技法等を解
説し、吉備校からは平成 26 年度から特別支援障害者の範囲に新たに加えら
れた重複障害のある知的障害者の事例を紹介した。 
- （H27） 中央校からは開発・検証・普及事業において、開発したモデルカ
リキュラムについて解説した。吉備校からは専門訓練コースの設置に向けた
訓練計画策定に係る助言・援助等を行うサポート事業について、実際の事例
を中心に支援の流れを紹介した。 
- （H28）「精神障害者及び発達障害者に対する委託訓練・施設内訓練」をテ
ーマに開発・検証・普及事業のプロジェクト委員会に参画した中央校、県職
業能力開発主管課、障害者委託訓練拠点校、障害者委託訓練実施機関及び事
業主のパネリストによる、参考マニュアルの内容や開発した支援ツール、具
体的な活用事例等の紹介並びに精神障害者及び発達障害者の受入れの推進
に係る討議をパネルディスカッション形式で行った。 

・（H26、27）他の障害者校から、重複障害のある知的障害者の事例、都道府県
職業能力開発主管課による、障害者委託訓練の委託先機関開拓に関する取組
の紹介等を行った。 

・グループ別検討会を、障害や訓練の種類別にテーマを設定して実施するとと
もに、参加者が抱える課題の改善策がグループでは見出せない場合に、機構
営校の職業訓練指導員が助言を行った。 

・以上の結果、参加者に対するアンケート調査で、「有用であった」との回答を
得た割合は以下のとおり。 

  平成 25 年度 97.7％ 
平成 26 年度 98.8％ 
平成 27 年度 97.6％ 
平成 28 年度 94.5％ 
また、厚生労働省と共同で報告書を作成し、都道府県職業能力開発主管課を

通じて障害者校等に配付した。 
 

 イ 障害者職業
能力開発校及
び職業能力開
発校での特別
支援障害者等
の受入れの促
進に係る取組
を強化するた
め、職業訓練
指導員を対象
とした長期の
実務演習と当
該校への訪問
等による助言
等により特別
支援障害者等
向け訓練コー
スの設置等の
支援に取り組
むこと等によ
り、障害者職
業訓練全体の
レベルアップ
に貢献するこ
と。 

② 障害者職業
能力開発校及
び職業能力開
発校での特別
支援障害者等
の受入れの促
進に係る取組
を強化するた
め、職業訓練
指導員を対象
とした長期の
実務演習と当
該校への訪問
等による助言
等により特別
支援障害者等
向け訓練コー
スの設置等の
支援に取り組
むこと 

 

＜評価の視点＞ 
・障害者職業能

力開発校等
での特別支
援障害者等
の受入れの
促進に係る
取組を強化
するため、職
業訓練指導
員を対象と
した長期の
実務演習等、
特別支援障
害者等向け
訓練コース
設置等の支
援を行って
いるか。 

ロ 障害者職業能力開発校等に対する訓練コースの設置支援 
○指導技法等体験プログラム 
・特別支援障害者等向け訓練コース設置による職業訓練の有効性について理解
を深めコース設置の検討を促すため、職業訓練指導員や障害者職業訓練の企
画を担当する都道府県職業能力開発主管課の職員等を対象に、先導的な職業
訓練の取組の紹介、訓練場面の見学、訓練体験や意見交換等による、指導技
法等体験プログラムを実施した。 

・当該プログラムは、障害者校及び一般の職業能力開発校等へ周知するととも
に、厚生労働省の協力を得て、都道府県労働局及び都道府県職業能力開発主
管課に対して周知を行った。 
- 取扱テーマ 

平成 25 年度 
中央校：精神障害者及び発達障害を伴う知的障害者に対する職業訓練等 
吉備校：高次脳機能障害者及び発達障害者に対する職業訓練等 
平成 26 年度 
中央校：精神障害者及び発達障害者に対する職業訓練等 

     吉備校：高次脳機能障害者及び知的障害を伴う発達障害者に対する職業
訓練等 

平成 27 年度 
    中央校：精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の職業訓練等 

吉備校：発達障害を伴う知的障害者、精神障害者、発達障害者及び高次
脳機能障害者の職業訓練等 

    平成 28年度 
    中央校：精神障害者及び発達障害者の職業訓練等 
    吉備校：発達障害を伴う知的障害者の職業訓練、精神障害者、発達障害

者及び高次脳機能障害者の職業訓練等 
・参加者数 
  平成 25 年度 40 人 

平成 26 年度 46 人 
平成 27 年度 36 人 
平成 28 年度 50 人 

・各年度の参加者に対するアンケート調査で、「有用であった」との回答の割合
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は以下のとおりであった。 
  平成 25 年度 100.0％ 

平成 26 年度 97.7％ 
平成 27 年度 97.1％ 
平成 28 年度 96.0％ 
 

○専門訓練コース設置・運営サポート事業 
・他の障害者校等において特別支援障害者の職業訓練機会を更に広げられるよ
う、機構営校において蓄積した訓練ノウハウを活用し、個々の障害者校等の
訓練計画や訓練環境、支援ニーズ等に応じて次の支援を行うサポート事業を
実施した。 
ⅰ個々の支援対象施設の支援ニーズ等の把握 
ⅱ専門訓練コース設置に向けた訓練計画策定に係る助言・援助 
ⅲＯＪＴ方式による専門訓練コース設置・運営に必要となる指導技法等の提
供 

ⅳ訓練開始後に生じた課題を解決するための支援 
 
・（H25）平成 24年度に実施した同事業の試行状況を踏まえ、新たな専門訓練コ
ースの開設を行った東京障害者職業能力開発校（以下「東京校」という。）及
び広島障害者職業能力開発校（以下「広島校」という。）に対しては、両校を
訪問し訓練実施状況等の確認と助言を行った。 
中央校では東京校に対して、当該校の職員に対してＯＪＴ方式や施設見学

等によるフォローアップを実施して、さらに、新たに千葉県立障害者高等技
術専門校（以下「「千葉校」という。）及び神奈川障害者職業能力開発校（以
下「神奈川校」という。）に対して、専門訓練コースの設置等に向けた支援を
開始した。 
また、吉備校では広島校に対して、障害者採用準備講座の場面を活用した

就職活動及び事業所開拓等に係るフォローアップ支援を実施した。さらに、
北海道障害者職業能力開発校（以下「北海道校」という。）及び福岡障害者職
業能力開発校（以下「福岡校」という。）に対して、専門訓練コースの設置等
に向けた支援を開始した。 

・（H26）中央校では平成 25 年度に支援を開始した千葉校に加え、新たに新潟県
立新潟テクノスクール（以下「新潟校」という。）に対して支援を実施すると
ともに、平成 25 年度に支援を行った神奈川校に対してフォローアップ支援を
実施した。吉備校では平成 25年度から支援を開始した北海道校に対して継続
して支援を実施するとともに、平成 25年度に支援を行った福岡校に対してフ
ォローアップ支援を実施した。 

・（H27）中央校では千葉校及び新潟校への支援を継続するとともに、新たに石
川障害者職業能力開発校（以下「石川校」という。）への支援を開始した。吉
備校では大阪府立芦原高等職業技術専門校（以下「芦原校」という。）及び鳥
取県立産業人材育成センター倉吉校への支援を開始した。 

・（H28）中央校では千葉校及び石川校への支援を継続するとともに、新たに宮
城障害者職業能力開発校、埼玉県立職業能力開発センターへの支援を開始し
た。吉備校では、芦原校への支援を継続するとともに、新たに京都府立福知
山高等技術専門校への支援を開始した。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－７  障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金等の支給業務 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市
場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進

を図ること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

収納率（計画値） 99％以上 － 99％以上 99％以上 99％以上 99％以上 99％以上 予算額（千円） － － － －  

収納率（実績値） － 99.94％ 99.93％ 99.96％ 99.97％ 99.82％  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 100.9％ 101.0％ 101.0％ 100.8％  経常費用（千円） － － － －  

事業主説明会開催回数
（計画値） 

毎 年 度 平 均
420 回以上 

－ 420 回以上 420 回以上 420 回以上 420 回以上 420 回以上 経常利益（千円） － － － －  

事業主説明会開催回数
（実績値） 

－ 474 回 473 回 477 回 707 回 601 回  
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

達成度 － － 112.6％ 113.6％ 168.3％ 143.1％  従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるた

め、現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
・収納率については、納付
督励等収納に向けた積極
的な取組により、各年度
において目標値を上回る
実績となった。 
平成 26 年度と平成 27

年度では、適用対象事業
主が 200 人超に拡大され
て以降最高となる実績を
２年連続で記録した。 
また、平成 28年度から

新たに申告・申請の対象

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等
を行った場合には意見を記
載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 

 
障害者の雇用に

関する事業主の社
会連帯責任の円滑
な実現を図る観点
から、障害者の雇
用に伴う事業主の
経済的負担を調整
するとともに、障
害者の雇用の促進
等を図るため設け
られた「障害者雇
用納付金制度」に
基づく、障害者雇
用納付金の徴収並
びに障害者雇用調
整金、報奨金、在
宅就業障害者特例
調整金、在宅就業
障害者特例報奨金
及び各種助成金の
支給等の機構が実
施する納付金関係
業務については、
障害者の雇用の促
進に寄与するため
に、法律の目的に
のっとり、適正か
つ効率的な運営を
図ること。 
また、障害者の

雇用に関する実践
的手法の開発、講
習の事業、啓発の
事業を効果的に実
施することによ
り、事業主の障害
者雇用の取組を支
援し、障害者の雇
用促進を図るこ
と。なお、障害者
雇用納付金申告対
象事業主等に対す
る調査や就労支援
機器の貸出しなど
の業務について
は、サービスの質
の維持や不正受給
の防止に努めつ
つ、業務を効率的
かつ効果的に実施
すること。 
 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３  障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（３）納付金関係業務等の実施に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

となった常用雇用労働者
数が 100 人超 200 人以下
の事業主対応は大きな課
題であり、下記の個別訪
問など複数年にわたり計
画的に対処した結果、当
該事業主の収納率につい
ては、計画において、「今
中期目標期間の終了時
（平成 29 年度）までに
99％以上を目指す」とし
ていたところ、初年度か
ら 、 目 標 を 上 回 る
99.86％となった。 

・平成 26 年度と平成 27 年
度には、適用拡大対象事
業主を計 34,619 件個別
訪問し、制度の説明を実
施した。 

・事業主説明会については、
各年度において目標値を
上回る回数を開催し、制
度の理解の促進に的確に
対応した。 
特に平成 27 年度は、平

成 28 年度に初めて納付
金等の申告・申請を行う
適用拡大対象事業主向け
の説明会を中心に、過去
最高の実績となる 707 回
開催し、目標値に対する
達成率は 168.3％となっ
た。 

・適用対象事業主の拡大を
踏まえ、事業主説明会に
出席できない事業主等が
制度、手続を理解できる
よう、説明音声付動画の
インターネット配信を新
たに実施した。 

・電子納付システムについ
て、事業主説明会等で利
用促進を図った結果、平
成 28 年度の利用件数が
平成 27 年度との比較で
180.3％となり、前中期目
標期間の最終年度（平成
24 年度）との比較では
278.5％となった。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・収納率について、平成 28

年度から新たに申告・申
請の対象となった常用雇
用労働者数が 100 人超
200 人以下の事業主対応
は大きな課題であり、今
後も目標である 99％以
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① 障害者雇用納
付金の徴収並び
に障害者雇用調
整金、報奨金、
在宅就業障害者
特例調整金及び
在宅就業障害者
特例報奨金の支
給に関する業務
の適切な実施 

 
ア 障害者雇用
納付金の徴収
並びに障害者
雇用調整金、
報奨金、在宅
就業障害者特
例調整金及び
在宅就業障害
者特例報奨金
の支給につい
ては、機構に
おいてより厳
正な審査及び
効率的な手続
き等を行うこ
と は も と よ
り、事業主に
対して障害者
雇用納付金制
度を十分に周
知徹底し、理
解の促進を図
るため、関係
機関との連携
を図りつつ、
事業主説明会
を幅広く実施
すること。 
また、平成

27 年４月から
障害者雇用納
付金制度の適
用対象企業が
拡大（200 人超
企業→100 人
超企業）する
こ と を 踏 ま
え、地域の経
済団体、業界
団体等に対す
る協力要請や
新たに対象と
なる中小企業
への個別訪問
等 に よ る 周
知・啓発を実
施するなどに
より、中小企
業等における
制度の理解の

ア 障害者雇用納
付金の徴収及び
障害者雇用調整
金、報奨金等の
支給 

 
 
 
 
 
 

障害者雇用納
付金制度につい
て適切な周知、
理解の促進を図
るため、関係機
関との連携を図
りつつ、事業主
説明会を第３期
中 期 目 標 期 間
中、毎年度平均
で 420 回以上開
催するほか、パ
ンフレット、記
入説明書等の配
布を行う。 
障害者の雇用

の促進等に関す
る法律（昭和 35
年法律第123号）
に基づき、障害
者雇用納付金の
的確な徴収並び
に障害者雇用調
整金、報奨金、
在宅就業障害者
特例調整金及び
在宅就業障害者
特例報奨金の適
正な支給を行う
ため、より厳正
な審査を実施す
るほか、障害者
雇用納付金申告
対象事業主等に
対して調査を的
確に実施するこ
とにより、障害
者雇用納付金に
ついては、常用
雇用労働者数が
200 人を超える
事業主について
は 99％以上の収
納率を維持する
とともに、平成
27 年４月から新
たに適用対象と
なる常用雇用労
働者数が 100 人
を超え 200 人以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・事業主説明会

を第３期中
期目標期間
中、毎年度平
均で 420 回
以上開催す
ること。【数
値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①  障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金等の支給 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ  障害者雇用納付金制度について適切な周知、理解の促進 
 
（ｲ） 事業主説明会の開催 
・開催回数 
 平成 25年度 473 回（達成度 112.6％） 
 平成 26年度 477 回（達成度 113.6％） 
 平成 27年度 707 回（達成度 168.3％） 
 平成 28年度 601 回（達成度 143.1％） 
・事業主説明会は、各年度において次年度の申告・申請が円滑・適正に行われ
るよう、初めて納付金等の申告・申請の事務を行う担当者を対象とする説明
会を加えて、第４四半期に集中的に開催した。特に平成 27 年度は、平成 28
年度に初めて納付金等の申告・申請を行う適用拡大対象事業主向けの説明会
を中心に実施した結果、開催回数は過去最高の 707 回となった。 

・各年度 11 月から 12 月の間に、全国の事業主説明会の開催日程をホームペー
ジ上に一括掲載し、事業主説明会開催の周知に努めた。また、併せて平成 27
年度からの制度改正を周知するため、平成 25～27 年度において、事業主団体
等に協力を依頼し、傘下事業主等への周知を図った。 

・各年度の事業主説明会用パワーポイント資料について、前年度に開催した事
業主説明会において実施した参加者に対するアンケートの結果を踏まえ、申
告・申請書の記入説明書の記載項目ごとに前年度までの申告・申請において
問合せや誤りの多かった事項等に重点を置いた構成とし、フローチャートや
具体的なケースの記入例を掲載するとともに、申告・申請書等の作成手順ご
とに、記入上の注意点を吹き出しで示すなど、より分かりやすいものとした。
さらに「説明時間が長い」とのアンケートにおける意見を踏まえ、スライド
ごとに標準説明時間を設定し、説明時間の均一化を図った。また、電子申告
申請を活用した申告・申請書の作成方法について、事業主が行う作業手順に
沿って申告・申請手続を分かりやすく解説したパワーポイント資料を作成し、
事業主説明会において配付・説明した。 

・事業主説明会の開催準備の段階から、各施設が必要とする情報提供や指示を、
タイミングを捉えて的確に行うとともに、パワーポイント資料の利用方法や
特に重点的に説明すべき事項、アンケート調査の実施方法等を取りまとめ、
事業主説明会開催に係る通達を各施設に通知し、事業主説明会を一層効果的
に開催することに努めた。 

・（H25）障害者の雇入れに関する事業の個別の相談事項がある場合に、その内
容を幅広く迅速に把握するための「相談票」を作成し、事業主説明会の場に
おいて配付するほか、報奨金事務説明会用アンケートについては、申請時の
添付書類の追加に係る説明への理解度を把握するための設問を加えた。 

・（H27～）事業主説明会に参加できなかった事業主や事業主説明会の内容をも
う一度聞きたいという事業主の要望を踏まえ、制度や事務手続の理解を深め、
時間を問わずにオンデマンドで活用できるよう、パワーポイント資料に説明
音声を付した動画を作成し、インターネット（YouTube）で配信した。また平
成 28年度には、配信用の動画の一部を、事業主説明会でも使用することによ
り、参加者にわかりやすく効果的な説明に努めた。 

・（H28）平成 28年度に初めて申告・申請を行った常用雇用労働者数が 100 人を
超え 200 人以下の事業主は、申告・申請の経験及び制度に対する知識がまだ
浅いことから、これらの事業主を含む初めての担当者向けの説明会を充実さ
せ、効果的な説明会の運営に努めた。 

 
（ﾛ） パンフレット、申告書の記入説明書等の作成、配付 
・制度周知用パンフレットを作成し、ホームページに掲載した。 

上になるよう、引き続き
丁寧かつ的確な指導及び
積極的な納付督励に努め
る必要がある。 
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促進に努める
こと。また、
障害者雇用納
付金徴収業務
については、
現行の収納率
目標（99％以
上）の水準を
目指すととも
に、それに向
けた適正な制
度運営を行う
こと。 

 
イ 障害者雇用
納付金につい
ては、厳正な
審査、調査の
実施により、
常用雇用労働
者数が 200 人
を超える事業
主については
99％以上の収
納率を維持す
るとともに、
平成27年４月
から新たに適
用対象となる
常用雇用労働
者数が 100 人
を超え 200 人
以下の事業主
については、
中期目標期間
終 了 時 ま で
に、同様の収
納率を目指す
こと。 

下の事業主につ
いては、第３期
中期目標期間終
了時までに、同
様の収納率を目
指 す も の と す
る。 
また、適用対

象事業主が拡大
することを踏ま
え、地域の経済
団体、業界団体
等に対する協力
要請や新たに対
象となる中小企
業への個別訪問
等による制度の
周知・啓発を実
施し、中小企業
等における障害
者雇用の促進を
図る。 
上記の納付金

関係業務を行う
に当たっては、
障害者雇用率達
成指導業務を実
施する職業安定
機関と緊密な連
携を図り、必要
な情報交換を行
う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・障害者雇用率

達成指導業
務を実施す
る職業安定
機関と緊密
な連携を図
り、必要な情
報交換を行
っているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・適用対象事業

主が拡大す
ることを踏
まえ、地域の
経済団体、業
界団体等に
対する協力
要請や新た
に対象とな
る中小企業
への個別訪
問等による
制 度 の 周
知・啓発を実
施している
か。 

 

・記入説明書作成数 
 平成 25年度 39,000 部 
 平成 26年度 39,000 部 
 平成 27年度 70,000 部 
 平成 28年度 77,000 部 
・記入説明書については、ホームページに掲載するとともに、各年度第４四半
期に実施した事業主説明会の場において配付し、参加できなかった事業主に
対しては郵送により配付した。 

・記入説明書は、事業主が円滑に申告・申請書を作成できるよう、各項目を作
成手順ごとに取りまとめるとともに、申告申請書作成支援シートや電子申告
申請のＱ＆Ａ及び申告申請時に誤りが多い箇所について、詳しく説明した具
体例等を追加し、事業主が理解しやすい構成とした。 

 
（ﾊ） 職業安定機関との連携及び担当者会議の開催 
○職業安定機関との情報交換会の開催 
・納付金徴収業務等の適切な実施において必要となる事業主情報の提供及び事
業主に対する制度の周知・指導等に当たっての連携・協力等について、都道
府県労働局に依頼した。 

・職業安定機関と日常的に情報交換を行うほか、納付金の制度の周知、未申告・
未納付事業主に対する指導等について職業安定機関と連携・協力するため、
情報交換会を開催した。 

 
○担当者会議の開催 
・申告・申請が円滑・適正に行われるためには、事業主説明会において一層効
果的に説明することが重要であることから、事業主説明会の開催に係る留意
事項及び事業主説明会用パワーポイント資料に対応した詳細な説明シナリオ
を作成し、各施設の納付金業務担当者に提供するとともに、具体的な説明手
順や説明のポイント等について指導した。また、申告・申請において問合せ
や誤りの多かった、就業規則等における所定労働時間と実態の労働時間が常
態として乖離している場合の取扱いや、納付金制度の対象となる常用雇用労
働者の具体的範囲について、事業主からの問合せに適切に対応できるよう、
納付金業務担当者への指導を徹底した。 

 
ロ  障害者雇用納付金制度の改正に係る周知、広報（H25～H27） 
・平成 27 年４月から適用対象となった常用雇用労働者数が 100人を超え 200 人

以下の中小企業事業主に対する周知・広報について、機構本部においては、
リーフレットの作成、公共職業安定所や全国主要 62 駅でのポスターの掲出及
び新聞広告掲載、ホームページや定期刊行誌への記事掲載、中央の経済団体
等への協力要請を行った。また、各施設においては、地域の経済団体、業界
団体等への傘下企業に対する周知の協力要請、職業安定機関と連携した周知
活動、各種会議等を活用した周知・広報及び中小企業事業主への個別訪問等
によるきめ細かな周知・説明を行った。 

・中央及び地域の経済団体、業界団体等に対して、傘下事業主等への改正納付
金制度の周知及び機構が実施している障害者雇用のための支援措置の活用に
関する周知・広報について協力を要請し、会合等の場における改正納付金制
度の説明、ポスターの掲出、団体等の広報誌、ホームページへの掲載等を依
頼した。 

 - 協力要請団体数 
平成 25 年度 中央 ４団体、地域 178 団体 
平成 26 年度 中央 38 団体、地域 613 団体 
平成 27 年度 中央  38 団体、地域  599 団体 

・（H25）中小企業事業主から改正納付金制度に係る説明の要望があった場合は、
個別訪問により説明を行うとともに、さらにその際、障害者の雇入れに関す
る取組について相談、要望があった場合は、公共職業安定所、地域センター
又は障害者雇用エキスパート等と連携し、事業主が抱える課題の解消に取り
組んだ。 

・（H26,27）平成 27 年４月から、新たに適用対象となった事業主に対する個別
訪問による制度の説明について、平成 26 年度から２年計画で通算 34,619 件
（平成 26年度は雇用率未達成事業主を中心に 21,010 件、平成 27年度は雇用
率達成事業主を中心に 13,599 件）実施した。 
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ハ  障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就
業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の適正な支給 

○障害者雇用納付金の徴収 
・各年度、確実な徴収を図るため、厳正な審査を実施するほか、未納付事業主
に対して電話、文書、訪問による納付督励・督促を積極的に実施した。 

・収納率については、目標値である 99％以上を達成するため、６月末から未納
付の事業主に対する納付督励・督促を機構本部と各施設が連携して次のとお
り実施した。 

・機構本部は毎月末の未納付事業主のリストを各施設に送付し、リストを受領
した各施設はおおむね２週間以内に、電話等による未納付理由の把握及び納
付督励を実施し、機構本部にその結果を報告した。報告を受けた機構本部は、
この納付督励により確認した納付予定期日を徒過した未納付の事業主に対し
て、直ちに各施設に再度の納付督励を指示した。各施設から当該未納付事業
主に対して速やかに納付するよう滞納処分等についての説明も含めた納付督
励を行い、これに応じなかった場合は、機構本部が督促状を発出し、収納率
の向上に努めた。 
特に、平成 28年度は申告納付の適用対象が拡大されてから初めての徴収であ
り、これらの事業主への丁寧な電話督励等を積極的に実施し、おおむね前年
比 200％の督励を実施した。 

・また、期限を徒過して申告した事業主に対して機構理事長名文書による早期
納付の注意喚起及び納付予定期日の確認を行った。 

・電話による督励 
 平成 25年度 722 件 
 平成 26年度 1,072 件 
 平成 27年度 1,010 件 
 平成 28年度 2,337 件 うち、100 人を超え 200 人以下の事業主 1,235 件 
・督励文書・督促状件数 
平成 25 年度 47 件 

 平成 26年度 88 件 
 平成 27年度 38 件 
 平成 28年度 95 件 うち、100 人を超え 200 人以下の事業主 42件 
・督励訪問件数 
平成 25 年度 ３件 

 平成 26年度 ５件 
 平成 27年度 ５件 
 平成 28年度 19 件 うち、100 人を超え 200 人以下の事業主 9件 
・未納付事業主が納付督励等に対して具体的な対応を行わない場合については、

納付金申告・納付の担当部署だけではなく、当該事業所の経理部等の他の関
係部署や経営幹部等に連絡をとるなどにより、企業全体としての対応を促し
た。 

・各施設を通じて、未納付事業主の状況について情報収集を行った。これらの
情報収集等に当たっては、職業安定機関と緊密な連携を図り、必要な情報交
換や企業への同行訪問等を行った。 

・厳しい経営環境にある企業については、機構本部において、信用情報誌やイ
ンターネットの閲覧により企業経営状況に係る情報を収集するとともに、各
施設においては、地域の関係機関からの情報や報道等を注視し、企業経営状
況に係る情報を機動的に収集した。これらの情報により未納付事業所の倒産
を把握した場合は、迅速に破産管財人等に交付要求をするなど的確に対応し
た。 

・上記の取組に加え、適正な申告・納付が行われるよう次の取組を実施した。 
- 各年度、納付期限前の４月１日から同月末までに、納付義務のある事業主
に対し、期限内の申告・納付をするよう勧奨するとともに、納付期限後に
申告・納付が未了の事業主に対して、改めて申告・納付を督励した。 

- 申告期限経過後においては、未申告の事業主に対して、好事例や未申告理
由別の対応のフローチャートを盛り込んだ「申告督励マニュアル」に基づ
き、未申告理由を把握した上で、電話や訪問等による申告督励を実施する
とともに、担当者が事務処理に不慣れである、あるいは理解が不十分であ
る場合等には、必要に応じて申告・納付の事務手続に係る指導・援助等を
実施した。 

・（H25）省令改正に伴う記載事項、添付書類が追加されたことを周知するため
のリーフレットを作成し、電子申告・申請に係る事業主からのＩＤ等の取得
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申請に対する返信通知に同封して送付した。 
・（H26）各施設が事業主からの問合せに適切に対応できるよう、省令改正に伴
う申告・申請の変更点について問合せの多かった内容を機構本部が「Ｑ＆Ａ
集」にまとめ、各施設に送付した。 

・申告・申請において問合せや誤りが多かった事項に係る取扱いについて整理
し、次年度の申告・申請に向けた記入説明書及び説明会用パワーポイント資
料に盛り込み、各年度１月開催の担当者会議において納付金業務担当者への
指導を徹底するとともに、ホームページに掲載し周知した。 

・（H28）未納付事業主に対する納付督励の方法について具体的に示した「未納
付事業主督励マニュアル」について、機構本部と各施設の役割分担を明確に
し、かつ施設が主体的、積極的に納付督励に取り込む内容を盛り込み２年ぶ
りに改訂した。 

 
○会計検査院からの指摘への対応 
・（H25,26）平成 23 年度の会計検査院からの処置要求に対し、要領等を改正し、

常用雇用労働者が 300 人以下の事業主に係る調整金等の支給申請において、
対象となる雇用障害者の勤務実態等が確認できる関係書類を提出させるなど
して記載内容を審査することとし、納付金の申告及び常用雇用労働者が 300 
人を超える事業主に係る調整金の支給申請の確認については、平成 26 年度以
降の事業所調査を強化した。 

 

  当該年度内に
収納に至らなか
った未収納付金
等については、
納付督励・督促
を継続的に実施
する等により、
確実な徴収を図
る。 

＜定量的指標＞ 
・障害者雇用納

付金につい
ては、厳正な
審査、調査の
実施により、
常用雇用労
働 者 数 が
200 人を超
える事業主
については
99％以上の
収納率を維
持するとと
もに、平成
27 年４月か
ら新たに適
用対象とな
った常用雇
用労働者数
が 100 人を
超え 200 人
以下の事業
主について
は、中期目標
期間終了時
までに、99％
以上の収納
率を目指す
こと。【数値
目標】 

 
＜評価の視点＞ 
・当該年度内に

収納に至ら
なかった未
収納付金等
については、
納付督励・督
促を継続的

○徴収実績等 
・障害者雇用納付金の徴収について上記の取組を行った結果、以下の収納率と
なった。そのうち平成 26 年度と平成 27 年度は、適用対象事業主が 200 人超
に拡大されて以降最高となる実績を２年連続で記録した。 

 平成 25年度 99.93％（達成度 100.9％） 
- 300 人を超える事業主 99.94％ 
- 200 人を超え 300 人以下の事業主 99.90％ 

平成 26 年度 99.96％（達成度 101.0％） 
- 300 人を超える事業主 99.98％ 
- 200 人を超え 300 人以下の事業主 99.89％ 
平成 27 年度 99.97％（達成度 101.0％） 
- 300 人を超える事業主 99.97％ 
- 200 人を超え 300 人以下の事業主 99.94％ 

平成 28 年度 99.82％（達成度 100.8％） 
- 300 人を超える事業主 99.84％ 
- 200 人を超え 300 人以下の事業主 99.76％ 
- 100 人を超え 200 人以下の事業主 99.86％ 

・納付金納付対象事業主数 
 平成 25年度 11,413 件 
 平成 26年度 13,759 件 
 平成 27年度 13,285 件 
 平成 28年度 26,551 件 
・納付確定額 
 平成 25年度 15,974 百万円 
 平成 26年度 23,759 百万円 
 平成 27年度 21,785 百万円 
 平成 28年度 30,705 百万円 
・収納済額 
 平成 25年度 15,963 百万円 
 平成 26年度 23,749 百万円 
 平成 27年度 21,779 百万円 
 平成 28年度 30,653 百万円 
・過年度未収分収納率 
平成 25 年度 
- 平成 22年度収納率  99.99％（平成 22年度末 99.80％） 
- 平成 23年度収納率 100.00％（平成 23年度末 99.87％） 
- 平成 24年度収納率  99.99％（平成 24年度末 99.94％） 

 平成 26年度 
- 平成 22年度収納率 100.00％（平成 22年度末 99.80％） 
- 平成 24年度収納率  99.99％（平成 24年度末 99.94％） 
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に実施する
等により、確
実な徴収を
図っている
か。 

- 平成 25年度収納率  99.99％（平成 25年度末 99.93％） 
 平成 27年度 

- 平成 24年度収納率  99.99％（平成 24年度末 99.94％） 
- 平成 25年度収納率  99.99％（平成 25年度末 99.93％） 
- 平成 26年度収納率  99.99％（平成 26年度末 99.96％） 
平成 28 年度 
- 平成 25年度収納率 100.00％（平成 25年度末 99.93％） 
- 平成 26年度収納率 100.00％（平成 26年度末 99.96％） 
- 平成 27年度収納率  99.99％（平成 27年度末 99.97％） 

 
○障害者雇用調整金の支給 
 平成 25年度 7,313 件 11,977 百万円 
 平成 26年度 5,522 件 8,178 百万円 
 平成 27年度 6,079 件 9,550 百万円 
 平成 28年度 12,138 件 15,503 百万円 
 
○報奨金の支給 
 平成 25年度 1,771 件 4,465 百万円 
 平成 26年度 1,740 件 4,358 百万円 
 平成 27年度 1,894 件 4,789 百万円 
 平成 28年度 1,585 件 4,012 百万円 
 
○在宅就業障害者特例調整金の支給 
 平成 25年度 11 件 4,221 千円 
 平成 26年度 12 件 5,418 千円 
 平成 27年度 11 件 5,103 千円 
 平成 28年度 10 件 6,342 千円 
 
○在宅就業障害者特例報奨金の支給 
 平成 25年度 0件 0 円 
 平成 26年度 0件 0 円 
 平成 27年度 0件 0 円 
 平成 28年度 0件 0 円 
 

  障害者雇用納
付金申告対象事
業主、調整金支
給対象事業主等
の利便性の向上
を図るため、申
告・申請手続の
簡素化及び電算
機処理システム
の改定等を実施
する。 

＜評価の視点＞ 
・事業主等の利

便性の向上
を図るため、
申告・申請手
続の簡素化
及び電算機
処理システ
ムの改定等
を実施して
いるか。 

 

ニ  雇用納付金申告対象事業主、調整金支給対象事業主等の利便性の向上 
・障害者雇用納付金電算機処理システムを活用することにより、より迅速で効
率的かつ適正な審査決定等を行うとともに、事業主からの照会等に対して、
速やかで的確な助言、指導を行った。 

・（H25）電算機処理システム及び電子申告申請システムについて、主に報告書
の様式変更を伴い、所定及び実労働時間に係る項目について機能追加等を行
ったほか、マクロ機能を活用した、従来より簡便に申告・申請を行うことが
できるダウンロードファイルについて、事業主の利便性のため、対応するＯ
Ｓ等のバージョンアップを行った。 

・（H26,27）電算機処理システム及び電子申告申請システムについて、ハードウ
ェアのリース期間が平成 27 年度に満了すること、また、平成 27 年４月から
納付金制度の適用が拡大され、平成 28 年度から申告・申請に係る事業主数が
大幅に増大することから、平成 28年度申告・申請に確実に対応できるよう、
両システムの更改を行った。 

・事業主の利便性向上と申告・申請の効率的処理に対応するための、インター
ネットを介して申告・申請を行うことができる電子申告申請システムの利用
実績は以下のとおり。 
- 利用件数  
  平成 25年度 4,039 件 
  平成 26年度 3,880 件 
  平成 27年度 4,291 件 
  平成 28年度 7,241 件 
- 利用率 
 平成 25年度 17.0％ 
 平成 26年度 16.2％ 
  平成 27年度 17.6％ 
  平成 28年度 14.5％ 

   



97 

 

・（H25～H27）従来より簡便に正確な申告・申請書が作成できるマクロ機能付き
申告申請書作成支援シート（以下「支援シート」という。）についてパソコン
推奨環境の改善等の機能の改善を行った。また、平成 28 年度においては、事
業主が申告・申請書をより円滑に作成できるよう、支援シートを前年度より
前倒しでホームページに公開した。 

・（H26～）支援シート及び電子申告申請の一層の利用促進を図るため、各年度
の申告・申請に向けた記入説明書に支援シートを活用した申告・申請書の作
成方法を掲載した。 

・事業主説明会においてパワーポイント資料を活用し、実際の入力手順や過年
度に作成したデータの再利用方法等の事務手続の簡素化を図れる機能につい
て分かりやすく説明した。 

・（H28）調整金等申請事業主（常用雇用労働者総数が 300 人以下の調整金申請
事業主及び報奨金申請事業主）が調整金等を申請する際に提出が義務付けら
れている障害者手帳等の写しについて、過年度提出時から変更がない場合は
提出を不要とし、事業主の手続の簡素化を図った。 

 
ホ  電子申告申請システム及び電子納付システムの利用促進 
・電子申告申請システム及び電子納付システムの利用を促進するため、各種手
続を窓口に出向くことなく、インターネットを利用して簡便に行うことがで
き、高いセキュリティレベルであること等の具体的なアピールポイントを、
制度周知用パンフレットや記入説明書及びホームページに掲載し、広く事業
主に周知した。また、利用方法等のポイントや留意点を視覚的に分かりやす
く解説したパワーポイント資料を活用し、事業主説明会で利用促進のための
説明を行った。さらに、利用方法や利便性等を記載したリーフレットを作成
して、納付書や事業主説明会の開催案内に同封し事業主に送付したほか、納
付金調査の際に利用勧奨を実施した。加えて、平成 28年度には、延納第２期、
第３期に納付書を送る際に、前期で電子納付を利用していない事業主に対す
る電話での勧奨も実施した。また、各施設において、事業主への個別訪問や
経済団体、業界団体等への周知・広報の協力要請を行った。なお、個別訪問
については、マクロ機能を活用したダウンロードファイルにより申告・申請
書を作成しているものの電子申告申請システムを利用していない事業主を優
先的に選定するなど、効果的な実施に努めた。 

 - 個別訪問件数 
  平成 25 年度 548 件 
  平成 26 年度 530 件 
  平成 27 年度 569 件 
  平成 28 年度 603 件 
・電子納付システムの利用件数 
 平成 25年度 3,117 件 
 平成 26年度 4,213 件 
 平成 27年度 4,468 件 
 平成 28年度 8,054 件 
・（H25）ホームページに掲載した電子納付システムの利用方法とトップページ
に最新情報として項目を表示した「納付期限のお知らせ」とリンクを貼ると
ともに、電子納付システムの普及促進団体のホームページとリンクを貼るな
どにより周知を図っているほか、電子申告・申請システムの利用促進のため
の個別訪問に併せて、利用促進を行った。 

・（H27）納付金取扱金融機関については、都市銀行、地方銀行 110 行に加え、
中小企業事業主等が利用しやすくなるよう、新たに全国の信用金庫 265 行を
加え、納付金取扱金融機関は 375 行に増加するとともに、電子納付の取扱金
融機関も大幅に増加し、更なる利便性の向上を図った。 

・電子納付取扱金融機関数  
 平成 25年度 90 行 
 平成 26年度 94 行 
 平成 27年度 354 行 
 平成 28年度 354 行 
・電子納付システムについては、一部の金融機関ではまだ取扱いができないた
め、これらの金融機関に対して、電子納付システムの取扱開始について協力
要請を行った。 

 

  障害者雇用納 ＜評価の視点＞ ヘ  調査の強化    
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付金申告対象事
業主等に対する
調査について
は、不正受給の
防止に留意する
とともに、専門
性の向上等業務
の効率的かつ効
果的な実施に努
める。 
 

・事業主等に対
する調査に
ついては、不
正受給の防
止に留意し、
専門性の向
上等業務の
効率的かつ
効果的な実
施に努めて
いるか。 

・（H26～）調査業務の強化に伴い調査対象事業主が増加することから、従前機
構本部のみで行っていた調査業務をより機動的に実施するため、全国６か所
の施設に納付金調査課を設置した。 

・更なる調査業務の質の向上を図るため、調査業務職員に対して以下の各種研
修を実施した。 
-（H26,27）「調査担当者研修」調査業務を担当する職員を対象に、機構の行
動規範、倫理規程及びコンプライアンス規程等の諸規程を遵守し、公平、
公正な納付金関係業務調査を実施することを目的に、調査業務マニュアル
等を活用した研修 

-（H28）「障害者雇用納付金関係業務調査研修」機構本部及び各施設の調査業
務に新たに採用または異動となった職員を対象とし、調査を遂行するに当
たり必要な知識及び調査技能等の習得等を目的とした研修 

-（H28）「障害者雇用納付金関係業務調査経験交流会」 
機構本部及び各施設の調査業務に 2 年以上在籍する職員を対象とし、調査
手法について、新たに配置される調査担当者に対し指導することができる
能力を習得することを目的とした研修 

-（H26～）実際の調査場面を活用した実地研修（ＯＪＴ研修）や 習得したノ
ウハウの定着、更なる知見の習得及びコンプライアンスの再認識を目的と
したフォローアップ研修 

・これらの研修と併せて機構の行動規範、倫理規程及びコンプライアンス規程
等の諸規程を遵守することを目的としたコンプライアンス研修を実施した。 

・納付金調査課の実施する調査業務において発生した疑義等について、機構本
部において担当を設定し、速やかに回答するなどして適切な調査体制を整備
することにより、納付金の徴収不足、調整金等支給金の過大支給の防止等、
調査の円滑な実施に努めた。 

・（H26～）平成 27 年４月から制度適用対象が拡大し、平成 28 年度から調査対
象事業主が大幅に拡大したことから、調査業務が適切に行われるよう必要な
調査業務体制を整備した。 

・（H27～）各年度１月に「納付金調査課長会議」を開催し、調査業務の進捗及
び次年度の実施に向けた情報提供等を行った。 

・（H27～）調査対象事業主や納付金調査課から問合せの多かった内容を「納付
金調査業務Ｑ＆Ａ集」にまとめ、情報共有し、納付金の徴収不足、調整金等
支給金の過大支給の防止等、調査の円滑な実施に努めた。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ト  調査の効率的かつ的確な実施 
・調査件数 
 平成 25年度 2,122 件 
 平成 26年度 5,833 件 
 平成 27年度 6,170 件 
 平成 28年度 6,665 件 
- うち金額変更があったもの 

  平成 25 年度 342 件 
  平成 26 年度 1,273 件 
  平成 27 年度 1,181 件 
  平成 28 年度 1,201 件 
- 調査実施件数に占める割合 

  平成 25 年度 16.1％ 
  平成 26 年度 21.8％ 
  平成 27 年度 19.1％ 
  平成 28 年度 18.0％ 
・調査に当たっては、各施設が把握している合併、倒産等の最新の事業主情報
を活用した。 

・（H25）調査対象事業主の選定に当たっては、初めて申告・申請を行った事業
主や非正規労働者の多い産業及び労働者派遣事業等に加えて、会計検査院に
よる実地検査において指摘が多かった報奨金支給事業主を重点化するなどし
て選定し、それらの申告・申請内容について、裏づけ書類等により確認調査
を実施した。また、助成金の調査対象事業主であっても納付金（報奨金）関
係の調査対象事業主として選定した事業主と条件が合う場合には、同時調査
を実施するなど、効率的な実施に努めた。 

・（H26～）調査対象事業主の選定に当たっては、省令により、裏付け書類の添
付が義務づけられていない事業主を対象に選定し、それらの申告・申請内容
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なお、制度の

適用対象事業主
の 拡 大 に 当 た
り、障害者雇用
納付金の徴収、
調整金等の支給
の業務が適切に
行われるよう体
制 整 備 に 努 め
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・制度の適用対

象事業主の
拡大に伴い、
体制を整備
し、障害者雇
用納付金の
徴収、調整金
等の支給の
業務を適切
に行ってい
るか。 

について、障害者手帳、源泉徴収票、賃金台帳等により申告・申請等が適正
に行われているか確認調査を実施した。 

・これまでの申告・申請において誤りの多かった事項に留意し、それらの正確
な把握に努めた。 

・パンフレット及び記入説明書に調査の趣旨や必要性について記載することに
より、事業主の理解を得やすくするなど、調査業務の円滑化を図った。 

・調査担当者を対象とした研修及び現場実習を実施するとともに、定例会議の
開催により指示の徹底、多様な調査事例の共有化、調査手法の検討等を通じ
た専門性の向上等を図ったほか、「調査マニュアル」、「調査チェックリスト」
に沿った効率的かつ効果的な調査を実施した。 

・担当ブロック相互の調査担当者間の機動的な応援による事業主の事情等に応
じた柔軟な調査日程の編成等により、事業主数の地域分布や季節的条件に応
じた効率的な調査業務を実施した。 

・不正受給の防止に資するため、裏づけ資料等による確認調査が必要な事業主
等に係る情報を収集する、障害者雇用納付金制度に基づく助成金担当部と不
正受給防止に係る申請内容の確認手順・手法等について事前打合せや情報交
換等を行うなどにより、機構の組織をあげた対応を図った。 

 
チ  適用拡大に対応した体制整備の検討 
・（H26）適用対象事業主の拡大に伴う、事業主への改正制度の丁寧な周知・啓
発の実施を目的とし、平成 26年４月に体制を整備した。 

・（H27,28）適用対象事業主の拡大に伴い、平成 28 年度からの申告・申請が大
幅に増加したことから、引き続き障害者雇用納付金の徴収、調整金等の支給
の業務が適切に行われるよう、体制の整備を行った。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－８ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業務 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市
場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進

を図ること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

助成金支給業務における
１件当たりの平均処理期
間（計画値） 

最 終 年 度 に
30 日程度 

－ － － － 30 日程度 30 日程度 予算額（千円） － － － －  

助成金支給業務における
１件当たりの平均処理期
間（実績値） 

－ 33.2 日 28.5 日 29.3 日 28.6 日 27.6 日  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － － － － －  経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

 
       

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるた

め、現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標
を達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・助成金支給業務における
1 件当たりの平均処理期
間について、毎年度目標
の 30日以内となり、目標
を達成した。 

・周知・広報について、説
明会を毎年 700 回以上開
催したほか、事業主説明
会における周知用資料を

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 

 
障害者の雇用に

関する事業主の社
会連帯責任の円滑
な実現を図る観点
から、障害者の雇
用に伴う事業主の
経済的負担を調整
するとともに、障
害者の雇用の促進
等を図るため設け
られた「障害者雇
用納付金制度」に
基づく、障害者雇
用納付金の徴収並
びに障害者雇用調
整金、報奨金、在
宅就業障害者特例
調整金、在宅就業
障害者特例報奨金
及び各種助成金の
支給等の機構が実
施する納付金関係
業務については、
障害者の雇用の促
進に寄与するため
に、法律の目的に
のっとり、適正か
つ効率的な運営を
図ること。 
また、障害者の

雇用に関する実践
的手法の開発、講
習の事業、啓発の
事業を効果的に実
施することによ
り、事業主の障害
者雇用の取組を支
援し、障害者の雇
用促進を図るこ
と。 
なお、障害者雇

用納付金申告対象
事業主等に対する
調査や就労支援機
器の貸出しなどの
業務については、
サービスの質の維
持や不正受給の防
止に努めつつ、業

 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
３  障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（３）納付金関係業務等の実施に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新たに作成するなど、周
知活動の一層の充実化を
図った。また、事業主が
適正な申請書類を円滑に
作成できるよう、作業施
設等の図面の標準例及び
図例入りの留意事項をホ
ームページに掲載した。 

・効率的な支給業務の実施
について、提出書類の点
検・確認の基礎をわかり
やすく解説した新規担当
者向けの助成金事務処理
研修テキストを作成し、
研修を実施した。また、
助成金支給業務手引及び
助成金支給業務Ｑ＆Ａ集
を改訂した。 

・適正な支給業務の実施に
ついて、不正受給を行っ
た事業主名等を公表する
制度を設けた。また、支
給申請事業主に対する計
画的な調査の実施によ
り、不正受給件数の減少
を図った。 

 
 これらを踏まえ、評定を
Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・周知・広報について、職
業安定機関等との連携に
より事業主説明会を開催
するほか、ホームページ
を効果的に活用する必要
がある。 

・適正な支給業務の実施に
ついて、不正受給防止の
ため、引き続き不正受給
防止マニュアルの活用に
努めるとともに、適正か
つ効果的な調査を行う必
要がある。 

 

を行った場合には意見を記
載するなど） 
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務を効率的かつ効
果的に実施するこ
と。 
 
② 障害者雇用納
付金制度に基づ
く助成金の支給
業務の適切な実
施 

 
ア 障害者雇用
に関する事業
主等への助成
金支給につい
ては、障害者
雇用に係る事
業主支援・援
助の実施を通
じて障害者の
働く場の整備
を図るため、
適正かつ効率
的に行うこと
はもとより、
助成金制度、
申請手続等を
周 知 す る こ
と、事業主等
が利用しやす
い手続とする
こと、助成金
を障害者雇用
に効果的に活
用できるよう
に事業主等に
対して助言・
援助を行うこ
と、など事業
主等に対する
サービスの向
上 を 図 る こ
と。 

 
 
 
 
イ 障害者雇用納
付金に基づく助
成金の支給 

 
 
 

① 助成金の効
果的活用の促
進に向けた周
知・広報 

 
事業主等の

利便性を図る
ため、各種助
成金の支給要
件、助成額、
申請窓口の所
在地等をホー
ムページ等で
公開するとと
もに、支給要
件等に変更が
あった場合は
当該変更が確
定した日から
速やかにホー
ムページ等で
公開する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・ホームページ

等で事業主
等の利便性
に配慮した
情報提供を
行うととも
に、支給要件
等に変更が
あった場合
は、速やかに
ホームペー
ジの内容を
更新してい
るか。 

 

 
 
 
 
②  障害者雇用納付金に基づく助成金業務の適切な実施 
 
 
 
 
 
イ  助成金の効果的活用の促進に向けた周知・広報 
 
 
 
 
（ｲ） ホームページを活用した周知 
・（H25）助成金認定の厳格化について、事業主の理解を深めるため、助成対象
となる措置の要件等について具体例による解説を掲載した。 

・（H27）助成金の制度変更の内容について、ホームページの活用や関係機関と
の連携により年度当初から速やかな周知広報を実施した。 

・企画競争型認定申請に係る認定申請書等の受理期間の開始をホームページで
告知するとともに、対象となる助成金ごとに申請に係る留意事項を掲載し、
事業主等への周知を行った。 

・企画競争型認定結果（申請件数、認定件数及び認定事例等）を、ホームペー
ジに掲載し、事業主等に対する情報提供を積極的に実施した。 

・助成金請求手続の留意事項のホームページへの掲載等については、以下のと
おり必要な見直しを実施した。 
- （H25）支給繰延助成金の事務手続及び支給請求書の記載例の掲載 
- （H26～）企画競争型認定の受理期間等についてホームページ及び働く広場
に掲載 

- （H26,27）助成金ごとのホームページ掲載方法の統一、分かりやすいレイ
アウトへの変更 

- （H26,27）助成金認定申請及び支給請求時の提出書類の整理カードの見直
し、記入に当たっての留意事項へのわかりやすい解説コメント、図面の標
準例等の掲載 

- （H28）視覚障害者のアクセシビリティ向上のための音声読み上げソフトに
対応するテキストファイルの掲載数の充実 

 

 助成金の効
果的活用を促
進するため、
職 業 安 定 機
関、地域セン
ター等との連
携 を 図 り 、
様々な機会を
通じて事業主
等に対する周
知・広報を行
う。 
 

＜評価の視点＞ 
・事業主等に対

する周知・広
報を行うた
め、職業安定
機関、地域セ
ンター等と
の連携を図
っているか。 

（ﾛ） 助成金の効果的活用を促進するための職業安定機関等との連携による周
知 

・各施設において、職業安定機関等が開催するセミナー等の場で事業主等に対
する障害者助成金の説明会を開催した。 

 - 説明会開催回数 
   平成 25 年度 721 回 
   平成 26 年度 712 回 
   平成 27 年度 703 回 
   平成 28 年度 750 回 
・（H28）障害者助成金説明会において使用する周知用パワーポイント資料を作
成し、事業主の理解促進に努めた。 

・各施設と職業安定機関等との間で助成金制度の周知及び情報交換等を目的と
した連絡会議を開催し、関係機関の担当者への助成金制度の理解向上に努め
るとともに、事業主等への周知について協力を要請した。 

 - 連絡会議開催回数 
平成 25 年度 533 回 
平成 26 年度 495 回 
平成 27 年度 522 回 
平成 28 年度 554 回 

 

   

  事業主にと
って分かりや
すい各種助成

＜評価の視点＞ 
・事業主にとっ

て分かりや

（ﾊ） 事業主等にとって分かりやすい資料の作成配布による周知・広報 
・助成金周知用リーフレットを作成・改訂し、各施設において事業主等に配布
した。また平成 27 年度は、企画競争型認定実施に係るリーフレットも併せて
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金のパンフレ
ットや支給申
請の手引等を
作 成 し 、 高
齢・障害者雇
用支援センタ
ー及び職業安
定機関等にお
いて事業主等
に配布する。 
 

すい各種助
成金のパン
フレット等
を作成し、事
業主等に配
布している
か。 

改訂した。 
・高年齢者雇用と障害者雇用の双方の事業主支援ニーズに同時に応えられるよ
う、給付金・助成金双方の制度について、具体的に分かりやすく説明したリ
ーフレットを作成し、各施設において事業主等に配布した。 

・（～H27）各年度ごとに必要に応じて助成金の内容、申請手続についてより詳
細に解説した「障害者雇用助成金のごあんない」パンフレット（３種）を改
訂した。 

・（H28）各助成金の対象となる措置の具体的な事例を定期刊行誌「働く広場」
に紹介し、また同事例をリーフレットと併せて配布することで、助成金の活
用促進を図った。 

 

  ② 効率的な助
成金支給業務
の実施 

 
円滑かつ迅

速な支給、支
給に係るトラ
ブル防止等の
ため、事業主
等に対して、
支給申請書等
の記入方法等
の教示など事
前相談を行う
とともに、申
請から支給決
定までの期間
等について十
分な説明を行
い、円滑な申
請に資する。 
適正支給に

配慮しつつ、
進捗状況の管
理を行うこと
により、現地
調査等による
確認を必要と
する助成金を
除く１件当た
りの平均処理
期間を、第３
期中期目標の
最終年度には
30 日程度とす
ることを目標
とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜定量的指標＞ 
・現地調査等に

よる確認を
必要とする
助成金を除
く１件当た
りの平均処
理期間を、第
３期中期目
標の最終年
度 に は 30 
日程度とす
ること。【数
値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・事業主等に対

して、申請手
続及び申請
から支給ま
での期間等
について十
分な説明を
行っている

ロ  効率的な助成金支給業務の実施 
・助成金を予算の範囲内で有効活用するため、障害者のための施設・設備の整
備等に対する助成金について、企画競争型認定を継続して実施し、外部有識
者で構成する審査委員会において評価基準に基づき厳格に審査した。 

・助成金の限られた予算の範囲内で支給できるよう、各月ごとの支出状況等を
的確に管理し、部内で情報を共有した。 

・現地調査等による確認を必要とする助成金を除く１件当たりの平均処理期間
の短縮を達成するための取組を行った。 
- 平均処理期間  
 平成 25年度 28.5 日 
 平成 26年度 29.3 日 
 平成 27年度 28.6 日 
 平成 28年度 27.6 日 
- 支給件数 
平成 25 年度 15,553 件 
平成 26 年度 23,849 件 
平成 27 年度 14,031 件 
平成 28 年度   9,100 件 

・（H26）平成 25年度分の助成金を繰延措置により支給した影響から、支給件数
の増加が想定されたため、更なる支給時期の遅延を来さないよう審査体制及
び審査における優先順位等の見直しを行い審査の効率化を進めるとともに、
提出書類の必要性の精査を経て改訂した整理カードを活用しての添付書類の
適正化により、迅速かつ適正な事務処理を実施した。 

 
（ｲ） 障害者雇用助成金システムの活用 
・障害者雇用助成金システムは、審査担当者が進捗状況を常に把握できる機能
に加え、同一の障害者の複数事業主等での重複雇用の有無の点検、同一の介
助者の遠距離の複数事業所における配置・委嘱の有無の点検等の不正受給防
止のための機能を有するものである。 

・障害者雇用助成金システムの活用により、申請書等の受理、審査、認定・支
給決定等の状況をリアルタイムで把握することにより審査状況の進捗を管理
した。また、平成 28年度にはリプレイスを行い、システムの安定稼働とセキ
ュリティの強化を図るとともに、処理速度の向上による業務の効率化を行っ
た。 

・（H26～）事業主等から質問の多い項目について助成金支給業務Ｑ＆Ａ集を必
要に応じて改訂し、各施設に配付し、疑義照会に対する各施設の回答の迅速
化を図った。さらに、平成 26年度には障害者介助等助成金（業務遂行援助者
の配置助成金）の支給請求時のポイントをとりまとめたリーフレットを作成
し、各施設に配付することで、疑義照会に対する各施設の回答の迅速化を図
った。 

 
（ﾛ） 各施設による事前説明及び点検確認 
・（H25）助成金の申請等に係るトラブル防止のため、次の取組を実施した。 
- 助成金の厳格な認定に係る要件等について、より具体的な解説及び「障害
者助成金厳格化周知チェックリスト」を加えて通達を発出し、事業主に対
する説明漏れの防止を各施設に指示した。 

- これまで発生したトラブル事例を基に、各施設が事業主等に説明する事項
等に係る留意点を指示した。 

・（H26～）分かりやすい表記に改めた整理カード等を活用し、適正かつ効率的
な点検確認を行った。 
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助成金業務

担当者会議の
開 催 等 に よ
り、窓口担当
者の能力向上
等の取組を行
う。 
 

か。また、迅
速かつ適正
な支給を行
うための審
査方法の見
直しを行っ
たか。 

 
 
＜評価の視点＞ 
・助成金業務新

規担当者研
修等の実施
により、窓口
担当者に必
要な能力を
習得させて
いるか。 

・（H26）繰延となった助成金に係る平成 26年度の支給請求書の提出時期につい
て、リーフレットにより周知した。 

・事業主等へ十分な説明を行うとともに、適正かつ効率的な点検確認を行うた
め、助成金支給業務手引を平成 25年度に作成し、平成 27 年度及び平成 28年
度に改訂した。 

・（H27,28）新たに助成金業務を担当する職員向けに助成金事務処理研修テキス
トを作成するとともに、必要に応じて内容を改訂し、各施設における点検業
務の円滑実施及び効率化を図った。 

 
（ﾊ） 助成金業務担当者会議等の開催 
・各年度、助成金業務担当者会議を開催し、書類の点検確認手順及び窓口業務
の留意事項等について説明するとともに、平成 26 年度と 27 年度は、分科会
形式により業務改善のための意見交換を行い、窓口サービスの向上や関係機
関との効果的な連携について議論することにより、各施設の担当者の能力向
上を図った。 

・（H26）分科会における議論を踏まえ、各施設の窓口業務の課題を把握するた
め事業主等との相談内容を統一的に電子媒体として記録する相談記録票の様
式を新たに定め、また、「不正受給確認チェックリスト」等の見直しを行った。 

・（H26,27）助成金業務担当者会議における質問及び要望事項の回答をとりまと
め、各施設に情報提供し、担当者の窓口対応の迅速化等を図った。また、当
該会議の分科会等の議論を踏まえ、助成金支給業務Ｑ＆Ａ集を改訂し、各施
設に配付した。 

・（H28）助成金業務新規担当者を対象とした研修を実施し、助成金ごとの提出
書類の点検・確認手順について実践を交えながら詳しく解説することにより、
助成金の点検確認に必要な基本的な知識と能力の習得を一層促した。 

 
（ﾆ） アンケート調査の実施 
・業務改善のポイントや事業主等の満足度を把握するため、各年度、助成金支
給事業主等に対するアンケート調査を実施した。 
- 各施設の説明に対する「大変満足している」「満足している」が占める割合 
 平成 25年度 84.6％ 
 平成 26年度 85.9％ 
 平成 27年度 87.6％ 
 平成 28年度 84.1％ 
- 各施設の窓口対応（接遇）に対する「大変満足している」「満足している」
が占める割合 

 平成 25年度 86.6％ 
 平成 26年度 85.2％ 
 平成 27年度 89.2％ 
 平成 28年度 87.5％ 

・ホームページの利用状況については、ホームページを活用した周知を積極的
に行った結果、以下のとおりであった。 
- ホームページの利用割合 
 平成 25年度 83.7％ 
 平成 26年度 84.4％ 
 平成 27年度 82.2％ 
 平成 28年度 85.3％ 
- 利用者のうち「様式をダウンロードして活用」した者の割合 
 平成 25年度 88.6％ 
 平成 26年度 91.7％ 
 平成 27年度 93.4％ 
 平成 28年度 96.0％ 

・アンケート結果については、業務改善に役立てるため、各施設に周知し、情
報の共有を行った。 

 

 イ 助成金につ
いては、職業
安定機関との
連携、適切な
情報提供等に
より、適正な

③ 適正な支給
業務の実施 

 
適正な審査

と支給申請事
業所に対する

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・不正受給防止

を図るため、

ハ  適正な支給業務の実施 
 
 
（ｲ） 厳正な調査の実施 
・各年度、助成金の認定額が大きい案件及び審査時に疑義が生じた案件につい
て支給前調査を、支給が継続している助成金について調査計画に基づく支給
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支給業務の実
施 を 図 る こ
と。 
また、適正

な審査、調査
の 実 施 に よ
り、不正受給
を防止すると
ともに、不正
受給が発生し
た場合は、的
確に対応する
こと。 

 
 

計画的な調査
を行い、疑義
のあるものに
ついては追加
資料の提出、
実地での確認
等を行うこと
のほか、助成
金支給前調査
の対象事業所
の見直し等の
取組を強化す
る こ と に よ
り、更なる不
正受給の防止
に努める。 

適正な審査
と支給申請
事業所に対
する計画的
な調査を行
っているか。 

後調査を行った。 
- 支給前調査実施件数 
 平成 25年度 31 件 
 平成 26年度 17 件 
 平成 27年度 ５件 
 平成 28年度 ４件 
- 支給後調査実施件数 
 平成 25年度 264 件 
 平成 26年度 204 件 
 平成 27年度 234 件 
 平成 28年度 251 件 

・支給後調査については、報奨金が支給された事業主には助成金も支給されて
いるケースが多いことに着目し、報奨金調査の対象とする事業主に対しては、
助成金調査も併せて実施することとし、さらに、過去に不正受給が発生した
業種を中心に調査対象事業所を絞り込んで選定することにより、効率的な実
施を図った。 

・不正受給件数 
 平成 25年度 17 件 
 平成 26年度 ３件 
 平成 27年度 ４件 
 平成 28年度 ０件 
・平成 24 年度に開設した不正受給通報メールアドレスを引き続き運用し、不正
受給に関する情報収集を行った。なお、不正受給の判明につながる情報はな
かった。 
- 受信件数 
 平成 25年度 ９件 
 平成 26年度 11 件 
 平成 27年度 ８件 
 平成 28年度 ９件 

・判明した不正受給事例について、各施設へ文書により情報提供し、情報共有
を図るとともに、各施設においては、不正受給防止マニュアルに基づき、申
請時に疑義が生じる事案について確認作業を行うほか、申請書又は請求書の
受理に当たっては不正受給防止確認チェックリストを活用して厳正な受理点
検を行った。 

・（H25）助成金関係調査業務担当者研修会において、就業規則や出勤状況が確
認できる書類の取扱いのポイント等を盛り込んだ「障害者雇用納付金関係業
務調査要領による調査の留意事項」を配付・説明したほか、随時調査担当者
からの質疑応答を行い、厳正な調査が実施できるよう職員の資質向上を図っ
た。 

・（H28）適正かつ効果的に調査を実施するため、調査マニュアルを新たに作成
した。 

 

  不正受給が
発生した場合
は、再発防止
の観点からそ
の原因を究明
し、関係機関
に対して適切
な情報提供を
行 う と と も
に、必要な対
策を講ずる。 

 
 

＜評価の視点＞ 
・不正受給が発

生した場合
は、原因を究
明し、必要に
応じて関係
機関に情報
提供を行う
とともに、必
要な対策や
悪質な事案
への厳正な
対処を行っ
ているか。 

（ﾛ） 不正受給防止対策の強化 
・不正受給についての情報交換及び不正受給防止対策を講ずるため、高齢者助
成部と連携会議を開催した。 

・不正受給を行った事業主名等を公表する措置を平成 25 年４月から実施した。 
 - 公表事業主数 
  平成 25 年度 ０事業主 
  平成 26 年度 １事業主 
  平成 27 年度 ０事業主 
  平成 28 年度 ０事業主 
・（H26）当該年度に発見した不正受給事案について、該当都道府県の労働局等
に情報提供し、連携して内容確認を行った。 

・不正受給防止マニュアル等を活用した取組を、各年度において以下のとおり
実施した。 
-（H25）不正受給防止対策の強化、不正受給摘発対策の強化を図るなど、マ
ニュアルの内容を見直して運用 

-（H26）支給要件確認申立書を新たに様式化、マニュアルの改訂及びチェッ
クリストの見直し 

-（H27～）支給要件確認申立書及びチェックリストを活用した事業主への注
意喚起と確認 
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  適正な支給
業務を実施す
るため、助成
金業務担当者
会 議 を 開 催
し、支給業務
に関する問題
点等について
情報交換を行
う。 
 

 （ﾊ） 不正受給防止のための会議の開催 
・各年度、助成金業務担当者会議等を開催し、過去の不正受給事例について説
明の上、不正受給防止マニュアルの活用の徹底を図るとともに、平成 27年度
には分科会において各施設における不正受給に関する職業安定機関との情報
交換の実施状況について情報共有を行った。 

   

  厚生労働省
又は都道府県
労働局等その
他関係機関と
の 間 に お い
て、支給業務
の問題点等に
対する情報交
換等を定期的
に行い、適切
な支給業務の
実施を図る。 

 

＜評価の視点＞ 
・厚生労働省又

は都道府県
労働局等と
の間におい
て、不正受給
事案、支給業
務の問題点
等に対する
情報交換等
を定期的に
行っている
か。 

（ﾆ）関係機関との密接な連携 
・各施設と都道府県労働局等との情報交換 
 平成 25年度 533 回 
 平成 26年度 495 回 
 平成 27年度 522 回 
 平成 28年度 554 回 
・（H26～）情報交換においては、不正受給の未然防止や再発防止等につなげる
ため、機構から情報提供した不正受給事案について関係機関へ周知し、情報
共有を図った。 

 
 
 

   

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－９  障害者雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手法の開発、啓発等 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市
場において労働者の職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－３－１ 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進

を図ること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

就労支援機器利用率（計
画値） 

60％以上 － 60％以上 60％以上 60％以上 60％以上 60％以上 予算額（千円） － － － －  

就労支援機器利用率（実
績値） 

－ 67.9％ 72.5％ 69.0％ 68.8％ 67.0％  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 120.8％ 115.0％ 114.7％ 111.7％  経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

 
       

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるた

め、現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・就労支援機器の普及・啓
発について、利用率は毎
年度目標を上回る実績を
上げるとともに、東京以
外の地域への普及を目的
とした地方説明会を新た
に開催し、一層の普及・
啓発に取り組んだ。 

・障害者職業生活相談員資

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴取等

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 

 
障害者の雇用に

関する事業主の社
会連帯責任の円滑
な実現を図る観点
から、障害者の雇
用に伴う事業主の
経済的負担を調整
するとともに、障
害者の雇用の促進
等を図るため設け
られた「障害者雇
用納付金制度」に
基づく、障害者雇
用納付金の徴収並
びに障害者雇用調
整金、報奨金、在
宅就業障害者特例
調整金、在宅就業
障害者特例報奨金
及び各種助成金の
支給等の機構が実
施する納付金関係
業務については、
障害者の雇用の促
進に寄与するため
に、法律の目的に
のっとり、適正か
つ効率的な運営を
図ること。 
また、障害者の

雇用に関する実践
的手法の開発、講
習の事業、啓発の
事業を効果的に実
施することによ
り、事業主の障害
者雇用の取組を支
援し、障害者の雇
用促進を図るこ
と。 
なお、障害者雇

用納付金申告対象
事業主等に対する
調査や就労支援機
器の貸出しなどの
業務については、
サービスの質の維
持や不正受給の防
止に努めつつ、業

 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（３）納付金関係業務等の実施に関する事項  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

格認定講習について、受
講者数が毎年度過去最高
を更新するとともに、新
たに講習の科目ごとに留
意事項を整理し、各科目
の質を向上させる等の取
組を行った結果、有用度
が平均で 97.6％と高い
評価を得た。 

・障害者雇用エキスパート
は、特例子会社の設立、
就労支援機器の活用等、
特に困難で個別の課題に
関する相談・援助を効果
的に実施した。 

・実践的手法の開発成果と
して、毎年度、職場改善
好事例集を作成するとと
もに、事業主が雇用の具
体的なイメージを持つこ
とができるように、新た
に精神障害者及び発達障
害者の雇用ノウハウに関
する動画や高次脳機能障
害者の障害者雇用コミッ
ク版マニュアルを作成
し、ホームページ等を通
じて事業主に情報提供し
た。 

・障害者雇用事例リファレ
ンスサービスについて、
新たに合理的配慮事例の
収集・掲載を行うととも
に、厚生労働省からの要
請に基づき、労働局と連
携し、難病患者事例の収
集・掲載を重点的に行い、
事業主のニーズを踏まえ
た内容の充実を図った。 

 
 これらを踏まえ、評定を
Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・就労支援機器の利用率や
有用度の維持・向上を図
るため、効果的な活用に
係る相談を行うととも
に、全国的な活用促進を
図る必要がある。 

・事業主が抱える課題に対
応できるよう、事業主の
ニーズを踏まえた講習の
実施や障害者雇用事例の
情報収集・提供等に取り
組む必要がある。 

 

を行った場合には意見を記
載するなど） 
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務を効率的かつ効
果的に実施するこ
と。 
 

③ 障害者の雇用
に関する各種講
習、相談・援助、
実践的手法の開
発、啓発等の事
業の効果的な実
施 

 
ア 各種講習、
相談・援助等
の実施 

 
障害者を５

人以上雇用す
る事業所に選
任が義務づけ
られている障
害者の職業生
活全般にわた
る相談・指導
を行う障害者
職業生活相談
員の資格認定
講習を実施す
ること。 

 
 
 
 
ウ 障害者の雇用
に関する各種講
習、相談･援助、
実践的手法の開
発、啓発等の実
施 

 
 

① 各種講習、
相談・援助等
の実施 

 
(ｱ) 障害者職
業生活相談
員資格認定
講習を着実
に実施し、
障害者の職
業生活全般
にわたる相
談・指導等
に必要な専
門知識を付
与する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・障害者の職業

生活全般に
わ た る 相
談・指導等に
必要な専門
知識を付与
するため、障
害者職業生
活相談員資
格認定講習
を着実に実
施している
か。 

 
 
 
 
③ 障害者の雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手法の開発、啓発等の
実施 
 
 
 
 
 
 

イ 各種講習、相談・援助等の実施 
 
 
 
（ｲ） 障害者職業生活相談員資格認定講習の実施 
○障害者職業生活相談員資格認定講習実施状況 
・実施回数  
 平成 25年度 74 回 
 平成 26年度 75 回 
 平成 27年度 77 回 
 平成 28年度 77 回   
・受講者数 
平成 25 年度 4,843 人 
平成 26 年度 5,026 人 
平成 27 年度 5,229 人 
平成 28 年度 5,643 人 
 

○受講者ニーズを踏まえた講習内容の充実 
・アンケート結果を踏まえ、受講者にとってより効果的な障害者職業生活相談
員資格認定講習とするため、講義内容が講師間で重複しないよう工夫すると
ともに、講習の科目ごとに進め方のポイント、視聴覚教材の使用例等の留意
事項を整理して各施設に示した。また、障害者職業生活相談員である企業担
当者から実際に活動する中で困ったことや課題解決の方法を意見交換会やパ
ネルディスカッション等を通して情報提供するなど、講習内容の充実を図っ
た。 

・講習内容は、法令、関係機関の機能やその役割について体系的に学ぶことが
でき、障害者職業生活相談員の業務に活かせる知識が得られ、さらに、実際
の現場で障害者職業生活相談員が活動している場面をイメージできるものと
した。 

・受講終了時に受講者に対してアンケートを実施した。 
-「大変有用だった」「有用だった」との回答の割合 
平成 25 年度 97.3％ 
平成 26 年度 97.7％ 
平成 27 年度 98.5％ 
平成 28 年度 96.9％ 

 
○受講者への利便性の配慮 
・原則として事業所が所在する都道府県で受講することとしているが、可能な
範囲で他県の受講者も受け入れるとともに、会場を県庁所在地にする、年度内
に複数回開催する施設においては、原則として異なる四半期での開催する等、
受講者の利便性への配慮を行った。 
○障害を有する受講者が受講しやすい配慮 
・受講者の必要に応じて下記の対応を行った。 
- 聴覚障害：手話通訳者の配置 
- 視覚障害：読み上げソフトを使用できるよう講習テキストをテキストデー
タで配付、資料を拡大コピーして配付、スクリーンに近い座席への配置 

- 下肢障害・内部障害：移動しやすい座席の確保、机の高さの調節 
 
○テキストの改訂 
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・毎年度最新の制度改正の動向や統計資料の数値を更新することに加え、各年
度において以下の取組を行った。 

・（H25）障害者能力開発や精神障害者の職域拡大の進展等を踏まえ、「障害者の
職業能力開発」、「障害別にみた特徴と雇用上の配慮（精神障害）」について新
たな執筆者に依頼し、内容を全面的に見直した。 

・（H26）障害者雇用に係る制度改正や必要な技術の付与のため、新たに執筆し
た「使用者による障害者の虐待防止」「障害者へのカウンセリング（相談）」
を掲載し、内容の拡充を図った。 

・（H27）障害者雇用に係る制度改正や必要な技術の付与のため、新たに執筆し
た「障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務」を掲載し、内容の
拡充を図った。 

・（H28）講習用ＤＶＤ教材「一人ひとりが輝く職場づくり～障害者職業生活相
談員の役割～」について、企業で活動する障害者職業生活相談員の活動内容
や障害者との実際のやり取り、具体的な職場改善の取組を動画により実例的
に紹介する形で制作（10年ぶりに全面改訂）した。 
テキストについては、各障害の最新の知見、障害特性に応じた支援技術や職
場環境の整備等を盛り込む形で、内容の拡充を図った。 
 

 障害者の能
力と適性に応
じた雇用の促
進と職場定着
を図るため、
障害者雇用に
関する専門的
な知識と経験
を有する者を
活用して、特
に困難な課題
を抱える事業
主に対する障
害者の職域拡
大や雇用管理
等に関する相
談･援助を効
果的に実施す
ること。 

 
 

(ｲ) 障害者の
能力と適性
に応じた雇
用の促進と
職場定着を
図るため、
障害者雇用
に関する専
門的な知識
と経験を有
する障害者
雇用エキス
パートが、
法定雇用率
の引上げに
伴う課題を
有するなど
特に困難な
課題を抱え
る事業主に
対して、障
害者の職域
拡大や雇用
管理等に関
する相談・
援助を効果
的に実施す
る。 

 

＜評価の視点＞ 
・障害者雇用エ

キスパート
が、法定雇用
率の引上げ
に伴う課題
を有するな
ど特に困難
な課題を抱
える事業主
に対して、障
害者の職域
拡大や雇用
管理等に関
する相談・援
助を効果的
に実施して
いるか。 

（ﾛ） 障害者雇用エキスパートによる相談・援助 
○障害者雇用エキスパートの配置 
・特例子会社の経営等の経験や就労支援機器に関する資格を有する障害者雇用
エキスパートを４人配置した。 
 

○事業主等に対する個別相談の実施 
・地域センター・各施設の高障業務担当課が事業主等に対して基礎的な情報提
供を行い、障害者雇用に関する方針・戦略、障害者の処遇・労働条件、障害
特性を踏まえた支援体制や職場環境整備、特例子会社の設立・運営、就労支
援機器の活用等といった個別性が高く、困難な課題に関する相談・援助を障
害者雇用エキスパートが実施した 
平成 25 年度 1,544 件 
平成 26 年度 1,648 件 
平成 27 年度 1,844 件 
平成 28 年度 1,739 件 

・相談・援助については、リーフレット等で事業主に周知を図り、機構本部へ
の直接の訪問・電話等による相談のほか、地域センターや各施設の高障業務
担当課に寄せられた相談のうち企業経営等に関する相談を引き継いで行っ
た。また、必要に応じて地域センターの事業主支援業務担当カウンセラーと
共に事業所を訪問し、病気や障害の進行によりこれまでどおりの業務や出勤
が難しくなった従業員に対する業務の切り出し方、在宅勤務による雇用継続
の助言、特例子会社設立のための相談等を事業経営の視点で行った。 

・（H25）これまで実施した相談内容例等を示した通達を新たに発出し、地域セ
ンターや施設の高障業務担当課で行う事業主援助業務の効果的な実施に役立
てられるようにした。 

・（H27）障害者の職域拡大や雇用管理に関する相談等を実施するとともに、地
域センターと連携し、障害特性に関する社内研修、雇用前実習の設定を行っ
た。 

 
○集団方式による援助の実施 
・効率的な支援として集団方式での援助を実施し、地域センターや各施設の高
障業務担当課、公共職業安定所、都道府県、事業主団体等が開催する障害者
雇用に関するセミナー等において、障害者の職域の拡大や採用の際に配慮す
べき事項や事例の紹介、採用後の雇用管理等について説明を行った。また、
セミナー等を通じて更なる支援ニーズを把握した場合には、個別の相談につ
なげた。 

・障害者雇用の拡大について課題を有する企業からの相談ニーズを受け、各年
度において以下のように取り組んだ。 
- （H25）精神障害者の雇用継続に関するセミナーを開催した。 
 また、グループ関連会社の人事担当者を対象とした精神障害者の雇用促進に
関するセミナーを開催した。 

- （H26）在宅就労や重度障害者の雇用の可能性をテーマとした、障害者の雇
用拡大に関するセミナーを開催した。 
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- （H27,28）障害者雇用を取り巻く現状や障害者差別禁止及び合理的配慮提供
義務をテーマとした、障害者の雇用拡大、雇用管理に関する勉強会等の講師
を担当した。 

・各種講習・セミナー等における講師 
 -  担当回数 

平成 25 年度 74 回 
平成 26 年度 77 回 
平成 27 年度 78 回 
平成 28 年度  74 回 

- 受講者数 
平成 25 年度 3,231 人 
平成 26 年度 4,482 人 
平成 27 年度 3,305 人 
平成 28 年度  3,958 人 

 

 イ 実践的手法
の開発・提供 

 
障害者の雇

用・就業分野
の拡大、雇用
の促進及び継
続 を 図 る た
め、職域拡大、
キャリアアッ
プ、職務再設
計及び職場環
境の改善の雇
用管理に関す
る実践的手法
を開発し、事
業主が利用し
や す い 報 告
書、マニュア
ル等の成果物
を提供するこ
と。 
 

② 実践的手法
の開発・提供 

 
企業におけ

る障害者の雇
用に係る問題
の解決、雇用
管理の改善及
び障害者の雇
用機会の拡大
に 資 す る た
め、事業主の
ニーズ、障害
の種類及び企
業規模に配慮
しつつ、障害
者の職域拡大
及び雇用管理
に係る実践的
手 法 を 開 発
し、障害者雇
用エキスパー
ト等が行う相
談・援助への
活用を図ると
ともに、開発
成果をホーム
ぺージ等を通
じて提供する
ことにより、
事業主等の自
主的な取組を
支援する。 

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・事業主のニー

ズ、障害の種
類及び企業
規模に配慮
しつつ、障害
者の職域拡
大及び雇用
管理に係る
実践的手法
を開発し、障
害者雇用エ
キスパート
等が行う相
談・援助への
活用を図っ
ているか。 

ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実施 
 
 
○事業主のニーズ、国の施策動向を踏まえた実践的手法の開発 
・事業主のニーズ（「精神障害や発達障害の特性と職場での具体的な対応方法を
わかりやすく解説してある資料が欲しい」「精神障害者等の新規雇用や職場定
着に向けた取組事例を把握したい」等）、国の施策動向（精神障害者の雇用対
策の推進等）を踏まえ、障害者雇用に取り組む事業主に対し課題解決に向け
た具体的なノウハウ等を提供するため、各年度において下記のマニュアル等
を作成した。 

 平成 25年度 
・「中小企業における精神障害者の新規採用後の雇用継続に係る課題と対応に
関する調査」 

・「精神障害者のための職域拡大及び職場定着に関する職場改善好事例集」 
・「障害者雇用マニュアルコミック版６ 高次脳機能障害者と働く｣ 
平成 26 年度 
・「支援機関の活用や企業内における専門人材の育成等による精神障害者の職
場改善好事例集」 

・「障害者雇用マニュアルコミック版４ 精神障害者と働く｣ 
平成 27 年度 
・「就職困難性の高い障害者のための職場改善好事例集－平成 27年度職場改善

好事例募集の入賞事例から－」 
・「精神障害者の雇用ノウハウに関する動画」 
平成 28 年度  
・「中小企業等における精神障害者や発達障害者の職場改善好事例集－平成 28

年度職場改善好事例募集の入賞事例から－」 
・「発達障害者の雇用ノウハウに関する動画」 

 
○わかりやすくかつ実践的な好事例集・動画の作成 
・「わかりやすい」「使いやすい」「見やすい」ものとするため、マニュアル・好
事例集等は、事業主等が手軽に利用しやすい体裁、内容、写真・イラストの
活用、色づかいとし、動画は、理解しやすい内容構成とし、要点を絞りコン
パクトに編集するなど工夫した。 

・これらの成果物は、障害者の職域拡大や雇用管理に関して実際に行われてい
る取組や障害種別による雇用上の留意点について、企業が障害者雇用を進め
る上で、活用するとともに、障害者雇用エキスパート、各施設等の支援機関
における相談や事業主を集めたセミナー等の実践場面においても活用されて
いる。 

 
○関係団体・企業のセミナーでの展示・発表等による効果的な情報提供 
・（H25,26）障害者ワークフェア（11 月）で当機構の実践的手法の開発・提供の

展示コーナーを設け、精神障害者のための職務創出、職域拡大及び職場定着
に関する職場改善好事例の受賞事業所ごとに、障害特性に応じた配慮事項等
を分かりやすくパネルにとりまとめて展示し、来場者への周知を図った。 

・（H25,26）視覚障害者支援機関が主催する「視覚障害者雇用・就労支援連続講
座」に参加した企業等を対象に、「障害者雇用マニュアルコミック版１ 視覚
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障害者と働く」（平成 24 年度作成）、さらに平成 26 年度には「視覚障害者の
雇用事例集」（平成 22年度作成）「視覚障害者の職場定着推進マニュアル」（平
成 21年度作成）も加えて紹介し、職場等での活用を促した。 

・（H26）第 9 回視覚障害者向け総合イベント「サイトワールド」においても上
記マニュアル等を紹介し、職場等での活用を促した。 

・（H25,26）当機構が開催する職業リハビリテーション研究・実践発表会におい
て、平成 25年度は「精神障害者のための職域拡大及び職場定着に関する職場
改善好事例集」の掲載企業のうちの３企業が、平成 26年度は「支援機関の活
用や企業内における専門人材の育成等による精神障害者の職場改善好事例
集」に掲載し最優秀賞を受賞した企業が、取組状況を紹介した。 

 

  上記による
実践的手法の
開発により得
られた成果に
ついては、事
業主等の利用
しやすい報告
書、マニュア
ル等に取りま
とめ、事業主
等に配布する
ほか、当該開
発成果に係る
情報を事業主
等が有効に活
用できるよう
分かりやすく
ホームページ
で公開する。 

＜評価の視点＞ 
・実践的手法の

開発により
得られた成
果について、
事業主等の
利用しやす
い報告書、マ
ニュアル等
の作成・配
布、ホームペ
ージ等を通
じたわかり
やすい情報
提供を行っ
ているか。 

○事業主、支援機関等への配布・情報提供 
・作成した好事例集・動画、改訂を行った成果物については、事業主や事業主
団体に直接配付し、情報提供するとともに、労働局、公共職業安定所、障害
者就業・生活支援センター等の支援機関に幅広く配付し、事業主への情報提
供、事業主との相談場面での有効活用を依頼している。 

・（H25,26）マニュアル等の目的・内容に応じて、特例子会社、高次脳機能障害
支援拠点機関、精神保健福祉センター等の関係機関に重点的に配布し、有効
活用を図った。 

・（H27～）精神障害者の雇用ノウハウに関する動画は、ＤＶＤを制作し障害者
雇用エキスパートや地域センターを通じて事業主等へ貸出しを行うととも
に、事例ごとにホームページに公開した。 

・マニュアル・好事例集等の成果物一覧とその活用事例をとりまとめた「障害
者雇用のためのマニュアル・好事例集等のごあんない」を作成し、地域セン
ター等を通じて事業主に配布するとともに、厚生労働省を通じて各労働局及
び公共職業安定所から事業主に周知した。 

・事業主や支援機関等からの求めに応じて、随時成果物を送付したほか、各施
設等が行っている事業主等に対する講習会等の機会に、事業主等の抱える課
題の解決につながる適切な成果物の提供、解説を行った。 

  各年度における送付数は以下のとおりとなった。 
- 事業主 
平成 25 年度 221 件 
平成 26 年度 186 件 
平成 27 年度 140 件 
平成 28 年度 158 件 

- 支援機関 
平成 25 年度 176 件 
平成 26 年度 298 件 
平成 27 年度 217 件 
平成 28 年度 395 件 

・（H27～）機構が開催した職業リハビリテーション研究・実践発表会や「働く
広場」公開座談会のほか、都道府県労働局が開催したセミナー等において、
マニュアル・好事例集等の配布・情報提供を行った。 

 
○ホームページ等を通じた普及 
・ホームページ上に、すべての報告書を掲載し、年度別及び障害別に検索でき
るようにするとともに、それぞれに「サマリー（要旨）」を掲載するなど事業
主等が情報を容易かつ有効に利用できるよう工夫して公開した。また、ホー
ムページに成果物一覧を掲載するとともに、電子ファイル（おおよそ平成 16
年以降の成果物）で見ることができるようにし、刊行時には紹介記事を公表
することで事業主等が有効に活用できるように努めた。 

・（H27～）新規に作成した好事例集・動画、改訂を行った成果物については速
やかにホームページに公開するとともに、それぞれに「サマリー（要旨）」を
掲載した。さらに、フォントサイズ、色づかい、行間等の工夫により画面表
示を見やすくし、事業主等が情報を容易かつ有効に利用できるようにして公
開した。 

・定期刊行誌やメールマガジンを活用し、成果物の周知を積極的に行った。 
 
○各種成果物の活用状況 
・マニュアル・好事例集等各種成果物の具体的な活用状況については、利用者
に資料を送付する際に意見・要望等を求めるアンケート用紙を同封し把握す
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るよう努めている。 
- 各年度における障害者雇用に取り組む上で「役立った」とする回答の割合 
平成 25 年度 
回答数 912 件のうち、869 件、95.3％ 

平成 26 年度 
回答数 765 件のうち、725 件、94.8％ 

平成 27 年度 
回答数 424 件のうち、399 件、94.1％ 
平成 28 年度 
回答数 314 件のうち、282 件、89.8％ 

・支援機関が作成するガイドブックへの引用や、企業内研修用イントラネット
への掲載等の様々な方法により活用されている。 

 

 中小企業に
おける障害者
雇用や精神障
害者雇用等事
業主のニーズ
を踏まえた障
害者雇用事例
等の情報収集
と事業主等へ
の効果的な提
供を実施する
こと。 

また、事業
主等に対して
障害者雇用事
例等を提供す
る「障害者雇
用事例リファ
レンスサービ
ス」の充実を
図り、中小企
業における障
害者雇用や精
神障害者等雇
用事業主のニ
ーズを踏まえ
て、効果的な
情報提供を行
う。 

 
 

 

＜評価の視点＞ 
・中小企業にお

ける障害者
雇用や精神
障害者等雇
用事業主の
ニーズを踏
まえて、「障
害者雇用事
例リファレ
ンスサービ
ス」の充実を
図っている
か。また、平
成 28 年 4 月
に義務化さ
れた合理的
配慮に関す
る事例につ
いても掲載
しているか。 

○障害者雇用事例リファレンスサービスによる事例等の提供 
・事業主等に対して、障害者の雇用、雇用継続又は職場復帰に当たって直面す
る課題の解決方法として参考となる事例をホームページで提供している。 
- 掲載事例総数 
平成 25 年度末時点 1,960 件 
平成 26 年度末時点 2,140 件 
平成 27 年度末時点 2,640 件 
平成 28 年度末時点 2,879 件 

・事例の収集に当たっては、事業主ニーズや国の障害者雇用施策を踏まえ、各
年度において以下のように取り組んだ。 
- （H25,H26）従業員 50 人以上規模の中小企業や除外率設定業種を中心に収集

したほか、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者の雇用事例を収集
した。 

-（H27）合理的配慮事例に特化し収集を行った。 
-（H28）合理的配慮事例に加え、厚生労働省からの要請に基づき、労働局と連

携し難病患者の雇用事例の収集を重点的に行った。 
・各年度におけるホームページに追加掲載した事例数と、そのうち中小企業及
び除外率設定業種、合理的配慮事例の数は以下のとおりとなった。 

 平成 25年度 追加掲載 179 事例  
うち中小企業 124 件 

平成 26 年度 追加掲載 180 事例  
うち中小企業 129 件、除外率設定業種 24 件 

 平成 27年度 追加掲載 501 事例 
うち合理的配慮 408 件、中小企業 330 件、除外率設定業種 73 件 

 平成 28年度 追加掲載 251 事例 
うち合理的配慮 173 件、中小企業 182 件、除外率設定業種 27 件 

・事例収集の段階から取材時に聞き取る項目やテーマ設定の方法、使用する用
語、写真のサイズ・内容（作業風景・作業手順等）について具体的基準を設
定することにより、各事例の内容の充実及び掲載事例の検索精度を高めると
ともに、内容の見やすさ、わかりやすさの向上を図った。 

・各年度においては、雇用事例を検索しやすくするために、ホームページ検索
画面を改修した。 
- （H25）発達障害者、高次脳機能障害者、難病等の雇用事例を検索しやすく

するために、障害種別の分類について、より詳細に設定した。 
- （H26）除外率設定業種の雇用事例を検索しやすくするために、業種の分類

について、より詳細に設定した。 
- （H27）合理的配慮事例の検索をしやすくするために、検索方法等の補足説

明を追加すること等の工夫をした。 
- （H28）合理的配慮事例や難病患者事例の検索をしやすくするために、ホー

ムページ検索画面に検索方法等の補足説明を追加するとともに、障害種別
の検索条件に「難病」の項目を新たに設ける等の工夫をした。 

・各施設が開催する講習会等において周知用リーフレットを配布、説明し、周
知・活用促進を図るほか、都道府県労働局、自治体等のホームページやリー
フレットで、各企業の実情に合った障害者雇用のヒントを見つけるための有
効なツールとして紹介を行った結果、公共職業安定所及び就労支援機関が実
施する事業主の相談場面において、同業他社の雇用事例紹介等に活用された。 

 

   

 ウ 就労支援機 ③ 就労支援機  ハ 就労支援機器の普及・啓発    



114 

 

器の普及・啓
発 

 
障害者の雇

用促進に役立
つ就労支援機
器の貸出しを
行い、それら
の就労支援機
器の普及・啓
発 を 図 る こ
と。 

 

器の普及・啓
発 

 
就労支援機

器を広く事業
主に普及・啓
発するため、
ホームページ
等を通じた情
報提供、就労
支援機器の効
果的な活用に
係る相談等を
実施し、事業
所に就労支援
機器の貸出し
を行う。 

 

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・就労支援機器

を広く事業
主に普及・啓
発するため、
ホームペー
ジ等を通じ
た情報提供、
就労支援機
器の効果的
な活用に係
る相談等を
実施してい
るか。 

 
 
 
○最新情報のホームページへの掲載等 
・支援機器製造メーカー、支援機器販売メーカーからの情報収集により、各年
度において以下のように新規掲載機種を選定した。 
- （H25）拡大読書器、磁気ループシステム、キーボード・マウス補助具、作

業スケジュール管理支援機器、画面読み上げソフトから 25 機種を選定し平
成 26 年１月及び３月にホームページに追加掲載するとともに、販売を終了
した 15 機種の掲載を終了した。 

- （H26）拡大読書器、磁気ループシステム、点字ディスプレイ、音声点字Ｐ
ＤＡ、筆談コミュニケーションボード、活字音訳・拡大読書ソフト、文書音
声化ソフトから 13 機種を選定し、平成 26 年９月及び平成 27 年３月に就労
支援機器等普及啓発ホームページに追加掲載するとともに、販売を終了した
17 機種の掲載を終了した。 

- （H27～）拡大読書器、音声拡聴器・集音器、視覚障害者向けワープロソフ
ト、視覚障害者向けブラウザソフト、視覚障害者向けインターネットニュー
ス検索ソフト、電話関連機器、環境調整用具から機種を選定し、各年度９月
及び３月に就労支援機器等普及啓発ホームページに追加掲載するとともに、
販売を終了した機種の掲載を終了した。 

【選定した機種】 
平成 27 年度 17 機種 
平成 28 年度 ７機種 

・事業主の利便性を図るため、就労支援機器等普及啓発ホームページにおいて
個々の就労支援機器の貸出状況を表示し、貸出状況を即時に更新することに
より、最新情報を掲載した。 

 
○各施設等を通じた貸出制度の周知 
・事業主が貸出制度の情報を入手できる機会を確保するため、各施設が周知を
行うこととし、事業主を対象としたセミナー等を活用し周知した。機構本部
においては、ＰＤＣＡサイクルのもと各施設における周知状況の確認を行う
とともに、次の取組を行った。 
- 労働局、公共職業安定所が主催する人事・採用担当者、労務担当者を対象
とした講習会やセミナー等に障害者雇用エキスパートを派遣し、リーフレ
ットの配布、機器の説明及び貸出制度の利用勧奨等を実施 

- 障害者団体等が開催したイベントにおける講師協力、リーフレットの配布 
- （H25）各施設や自治体主催のフォーラムなどでの移動展示会の開催 
- （H26～）各施設が行う地方アビリンピック等のイベントにおいて機器移動
展示会を実施するとともに、地方での貸出件数の増加を目的とした地方説
明会を実施 

- 機器展示コーナーを活用した就労支援機器説明会の実施（月に２回） 
- 就労支援機器の利用が見込まれる障害者職業能力開発校や就労支援機関等
に対する訓練施設で利用している機器の確認及び就職実績の情報収集、貸
出制度の周知、貸出実績及び雇用事例等についての情報提供 

 
○貸出事業所に対する相談・フォローアップの実施 
・福祉情報技術コーディネーターの資格を有する障害者雇用エキスパートを配
置し、機器の選定や活用に関する総合的な相談・援助等のほか、貸出中の事
業所を訪問し、個別具体的なニーズに応じた支援を行った。 

 - 相談等実施件数 
平成 25 年度 804 件 
平成 26 年度 920 件 
平成 27 年度 1,312 件 
平成 28 年度 1,202 件 
また、貸出３か月時点の電話・郵送によるアンケートの実施等により、使

用状況を確認し、新製品の情報提供や機器変更に係る助言を行い、ミスマッ
チを防ぐためのフォローアップを実施した。 

・貸出中の事業主に対し、機器の購入に際して活用が考えられる障害者雇用納
付金制度に基づく助成金について周知し、問合せに対応した。 

 

    ○貸出終了事業主に対するアンケート調査の実施    
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適宜アンケ

ート調査を実
施し、事業主
のニーズを把
握するととも
に、効率的な
業務を行うた
め、就労支援
機器の利用率
（全機器の貸
出累計月数／
延べ保有台月
数）を常態に
おいて 60％以
上にする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・就労支援機器

の利用率（全
機器の貸出
累計月数／
延べ保有台
月数）を常態
に お い て
60％以上に
する こと 。
【数値目標】 

・貸出終了後に、事業主及び機器を利用する障害者に対してアンケート調査を
実施した。 
- 事業主アンケートの結果、貸出機器が障害者の雇用の促進等に「大変役に
立った」「役に立った」との回答の割合  
平成 25 年度 86.3％ 
平成 26 年度 90.0％ 
平成 27 年度 89.7％ 
平成 28 年度 87.4％ 

・当該アンケートと併せて行う利用者アンケートの回答によると、貸出期間中
うまく使いこなせていなかったケースがあった。一部の機器については使用
に当たっての説明・助言が必要と考えられるため、障害者雇用エキスパート
から貸出中の事業主に対して、貸出期間中のできるだけ早い時期に電話・メ
ールなどで使用状況を確認するなど、綿密なフォローアップを行うこととし
た。 

・就労支援機器の整備については、貸出ニーズの傾向、就労支援機器製造メー
カー・販売メーカーからの情報収集、障害者職業能力開発施設における就労
支援機器整備状況を踏まえ、事業主ニーズの高い機器等を整備した。 

 
○貸出利用率及び貸出事業所数の状況 
・利用率  
 平成 25年度 72.5％（達成度 120.8％） 
 平成 26年度 69.0％（達成度 115.0％） 
 平成 27年度 68.8％（達成度 114.7％） 
 平成 28年度 67.0％（達成度 111.7％） 
・貸出事業所数 
 平成 25年度 169 事業所 
 平成 26年度 187 事業所 
 平成 27年度 209 事業所 
 平成 28年度 206 事業所 
 

 エ 啓発事業の
実施 

 
事業主や国

民一般に対し
て障害者雇用
の機運を醸成
するため雇用
支援月間を設
け、また障害
者の職業的自
立を支援する
ため、障害者
雇用に関する
様々な啓発活
動を展開する
こと。 

 
 

④ 啓発事業の
実施 

 
事業主や国

民一般に対し
て、障害者に
対する認識を
高め、その雇
用の促進と職
業の安定を図
るため、障害
者雇用を支援
する月間を設
け、全国レベ
ルで障害者雇
用優良事業所
等の表彰を実
施するほか、
各都道府県に
おいて障害者
雇用優良事業
所等の表彰等
による啓発事
業 を 実 施 す
る。 
障害者の雇

用に係る諸情

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・障害者雇用を

支援する月
間を設け、障
害者雇用優
良事業所等
の表彰を実
施するほか、
定期刊行誌
の発行、ホー
ムページを
活用した情
報提供、マス
メディア等
の活用等に
よる啓発広
報活動を実
施している
か。 

ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施 
 
 
○障害者雇用優良事業所等全国表彰式 
・被表彰者数 
 - 障害者雇用優良事業所表彰 

平成 25 年度 58 件 
平成 26 年度 69 件 
平成 27 年度 57 件 
平成 28 年度 53 件 

- 優秀勤労障害者表彰 
平成 25 年度 62 件 
平成 26 年度 43 件 
平成 27 年度 57 件 
平成 28 年度 45 件 

- 障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した団体又は個人表彰  
平成 25 年度 ３件 
平成 26 年度 ０件 
平成 27 年度 １件 
平成 28 年度 １件 

- 障害者雇用支援月間ポスター原画入賞 
平成 25 年度 80 件 
平成 26 年度 80 件 
平成 27 年度 80 件 
平成 28 年度 80 件 

- 障害者雇用職場改善好事例入賞 
平成 25 年度 11 件 
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報を総合的に
掲載した定期
刊行誌を毎月
発行する。 
また、ホー

ムページを活
用した情報提
供、マスメデ
ィア等の活用
等による啓発
広報活動を実
施する。 

 
 

平成 26 年度 ７件 
平成 27 年度 10 件 
平成 28 年度 11 件 

 
○障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作品展示会 
・障害者雇用の重要性について、広く国民に理解していただくため、ポスター
の原画を障害者等から募集し、各年度９月の障害者雇用支援月間を中心に入
賞作品展示会を全国で開催した。 
- 開催会場 

平成 25 年度 ５会場（札幌、東京、大阪、福岡、千葉） 
平成 26 年度 ５会場（札幌、東京、大阪、福岡、愛知） 
平成 27 年度 ４会場（札幌、東京、大阪、福岡） 
平成 28 年度 ５会場（札幌、東京、大阪、福岡、山形） 

- 応募点数 
平成 25 年度 2,692 点 
平成 26 年度 2,417 点 
平成 27 年度 2,279 点 
平成 28 年度 2,151 点 

- 来場者数 
平成 25 年度 10,133 人 
平成 26 年度 19,776 人 
平成 27 年度 9,912 人 
平成 28 年度 8,189 人 

 
○定期刊行誌「働く広場」の発行・配布 
・事業主等に障害者の雇用についてのノウハウ、情報等を提供することを目的
に毎月発行し、企業の人事・労務担当者及び就労支援機関等に対して、配布
した。 

・読者アンケートにおける、「非常に参考になる」「参考になる」との回答の割
合 
平成 25 年度 92.1％ 
平成 26 年度 88.1％ 
平成 27 年度 92.2％ 
平成 28 年度 92.1％ 

・読者層の拡大のため、ホームページに電子ブックを掲載するとともに、バッ
クナンバーを掲載した。また、一般書店やオンライン書店で販売を行ったほ
か、イベント等で周知活動を行った。 

 
○読者アンケートにより把握した読者ニーズ、編集委員会の助言・指摘等を踏
まえた誌面の充実 

・読者への訴求力を高めるような企画を打ち出した誌面構成とした。 
・（H25～27）法定雇用率の引き上げにより納付金対象事業所が拡大したことを
踏まえ、初めて障害者雇用に取り組む企業の参考になるよう 3 年続けて「障
害者雇用入門」特集を掲載した。 

・（H25）精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を内容とした改正
障害者雇用促進法が成立したことに対応して、精神障害者雇用について重点
的に取り上げるため、特集を企画したほか、｢はじめての精神障害者雇用｣を
テーマに全８回で連載を実施した。 

・（H26～）読者から掲載希望の高い｢精神障害者｣｢発達障害者｣について、毎年
度、特集を企画し多くの事例を紹介した。また、平成 28 年度 7～10 月号にお
いて｢発達障害者とともに働くための就業対応マニュアル｣を連載した。 

・（H27,28）編集委員会での助言を受けて、平成 27年度に｢聴覚障害者の職場コ
ミュニケーション支援｣として、手話通訳をはじめとする聴覚障害者支援状況
について紹介した。また、平成 28 年度には｢ピアによる支援｣をテーマに、ピ
アサポートについての基礎知識や事例などを交えた取組を連載した。  

 
○公開座談会の開催 
・内閣府主催の障害者週間連続セミナーの一環として、精神障害者または発達
障害者の雇用をテーマとして各年度で開催した。 

・参加者アンケートにおける「大変参考になった」「参考になった」との回答の
割合 



117 

 

平成 25 年度 93.6％ 
平成 26 年度 100.0％ 
平成 27 年度 99.0％ 
平成 28 年度 93.9％ 

 
○マスメディア等による広報・啓発活動 
・障害者雇用支援月間に関する記事広告として、経済専門雑誌「日経ビジネス」
に障害者雇用の先進企業の取組事例、学識者による障害者雇用を促進するた
めの解説等を、見開き２頁、フルカラーで掲載した。また、「日経ビジネス」
のＷｅｂ版である「日経ビジネスオンライン Special」に、文字数制限等によ
り紙面に掲載できなかった詳細な内容や写真等を１か月にわたり掲載したほ
か、同サイトから機構ホームページ及びメールマガジン登録募集ページへの
誘導を図った。 

・職業リハビリテーションに関する支援や調査・研究等の成果、啓発活動につ
いてマスコミへ積極的な情報提供を行い、障害者雇用についての理解を促進
した。 

・障害のある児童・生徒から募集した原画をもとにポスターを作成し、全国の
自治体や公共職業安定所等に掲示することにより、事業主をはじめ広く国民
に障害者雇用についての理解が深まるよう努めた。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１０  障害者技能競技大会（アビリンピック）の開催 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その

能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 

施策目標Ⅴ－２－２ 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支

援等をすること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第６号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標期

間最終年度値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

障害者の職業能力及び雇
用に対する理解が深まっ
た旨の評価（計画値） 

90％以上 － 90％以上 90％以上 － 90％以上 90％以上 予算額（千円） － － － －  

障害者の職業能力及び雇
用に対する理解が深まっ
た旨の評価（実績値） 

－ 96.1％ 98.5％ 96.6％ － 98.7％  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 109.4％ 107.3％ － 109.7％  経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

 
       

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるた

め、現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評価：Ｂ 
・全国アビリンピックにつ
いて、知的障害者が主に
参加する競技種目の定員
の増加や、地方アビリン
ピックで数多くの選手が
参加している種目を追加
するなど、障害者の能力
開発及び雇用・就業動向

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後の業
務・組織全体の見直しに反映
すべき事項等を記載） 
 
＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離があ
る場合には重点的に理由を
記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出されな
かった課題、新中期目標の変
更が必要になる事項等あれ
ば記載） 
＜その他事項＞ 
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スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 

 
障害者の雇用に

関する事業主の社
会連帯責任の円滑
な実現を図る観点
から、障害者の雇
用に伴う事業主の
経済的負担を調整
するとともに、障
害者の雇用の促進
等を図るため設け
られた「障害者雇
用納付金制度」に
基づく、障害者雇
用納付金の徴収並
びに障害者雇用調
整金、報奨金、在
宅就業障害者特例
調整金、在宅就業
障害者特例報奨金
及び各種助成金の
支給等の機構が実
施する納付金関係
業務については、
障害者の雇用の促
進に寄与するため
に、法律の目的に
のっとり、適正か
つ効率的な運営を
図ること。 
また、障害者の

雇用に関する実践
的手法の開発、講
習の事業、啓発の
事業を効果的に実
施することによ
り、事業主の障害
者雇用の取組を支
援し、障害者の雇
用促進を図るこ
と。 
なお、障害者雇

用納付金申告対象
事業主等に対する
調査や就労支援機
器の貸出しなどの
業務については、
サービスの質の維
持や不正受給の防

 
 
 
 
 
３ 障害者に係る雇用
関係業務に関する事
項 

 
(3) 納付金関係業務
等の実施に関する
事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
３  障害者に係る雇用関係業務に関する事項 
 
 
 
（３）納付金関係業務等の実施に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等を踏まえて、競技種目
の重点化を行った。また、
競技を間近で見られる会
場レイアウトや作業画面
の見学用モニターの設置
など効率的かつ効果的な
大会運営を行った。 

・障害者の職業能力及び雇
用に関する来場者の理解
度は、いずれの年度も
96％以上と目標を大きく
上回り、平成 28 年度は過
去最高の 98.7％であっ
た。 

・国際アビリンピックへの
選手派遣に向けて、派遣
対象競技種目で過去 2 大
会の金賞受賞者を招聘し
て競技を実施したほか、
一部の競技種目の課題の
難易度を引き上げるなど
国内大会の効果的な運営
に努めた。 

・第９回国際アビリンピッ
クにおいては、参加した
１７種目のうち、９種目
において金賞２人を含む
延べ 11 人の選手が入賞
した。また、派遣選手が
持てる力を発揮できるよ
う、専門家による強化・
指導計画の作成、競技課
題の対策の助言及び指導
を実施するとともに、介
助者等の同行と円滑な移
動のための対策を実施し
た。 

・地方アビリンピックにつ
いては、実施競技種目数
及び来場者数が毎年増加
し、平成 28 年度に過去最
高となったほか、参加選
手数が平成 26 年度以降
毎年 3,200 人を超えた。
また、テレビ・新聞など
マスコミに取り上げられ
た件数は、平成 26年度以
降毎年 200 件を超えた。
さらに、職業能力開発施
設や障害者関係施設が実
施するイベントとの合同
開催や「地方アビリンピ
ック実施手引」の作成等
により、効率的かつ効果
的に開催・運営を行った。 

 
 これらを踏まえ、評定を
Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・障害者の職業能力及び雇

（有識者からの意見聴取等
を行った場合には意見を記
載するなど） 
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止に努めつつ、業
務を効率的かつ効
果的に実施するこ
と。 
 

④ 障害者の技能
に関する競技大
会の開催に関す
る事項 

 
産業、職業及

び技術等の変化
や 障 害 者 の 雇
用・就業の動向
等を踏まえた競
技種目の重点化
及び先駆的又は
雇用拡大が期待
される職種によ
る技能デモンス
トレーション、
障害者の職業能
力及び雇用に関
わる展示の実施
等一層効率的か
つ効果的な大会
運営を行うこと
により、障害者
の職業能力の向
上を図るととも
に、企業や社会
一般の人々が障
害者に対する理
解 と 認 識 を 深
め、その雇用の
促 進 を 図 る こ
と。 

 
 
 
 
 

エ 障害者の技
能に関する競
技大会の開催 

 
 

障害者が日ご
ろ培った技能を
互いに競い合う
ことにより、そ
の職業能力の向
上を図るととも
に、企業や社会
一般の人々が障
害者に対する理
解 と 認 識 を 深
め、その雇用の
促 進 を 図 る た
め、全国障害者
技 能 競 技 大 会
（アビリンピッ
ク）を開催し、
成績優秀者を顕
彰する。 

 

 
 
 
 
 
④  障害者の技能に関する競技大会の開催 
 

 
 
 
イ 全国障害者技能競技大会の開催 
○国際アビリンピック開催年度であった平成 27年度を除いて、全国障害者技能
競技大会（アビリンピック）を毎年度開催した。各年度の開催状況は以下の
とおり。 

・平成 25年度 
- 第 34 回アビリンピックの開催 
- 開催日：平成 25年 11 月 22 日（金）～11月 24 日（日） 
- 開催地：千葉県千葉市（幕張メッセ） 
- 参加選手数：技能競技 318 人、技能デモンストレーション ９人 
- 来場者数：39,700 人（第 51 回技能五輪全国大会幕張メッセ会場への 11 月
23 日の来場者を含む） 

- 技能競技の実施：24 種目 
・平成 26年度 
- 第 35 回アビリンピックの開催 
- 開催日：平成 26年 11 月 21 日（金）～11月 23 日（日） 
- 開催地：愛知県名古屋市（ポートメッセなごや） 
- 参加選手数：技能競技 332 人、技能デモンストレーション 12 人 
- 来場者数：約 69,000 人（同会場で開催された併催イベントへの来場者を含
む） 

- 技能競技の実施：24 種目 
・平成 28年度 
- 第 36 回アビリンピックの開催 
- 開催日：平成 28年 10 月 28 日～10 月 30 日 
- 開催地：山形県山形市及び天童市 
- 参加選手数：技能競技 370 人、技能デモンストレーション 15人 
- 来場者数：約 26,000 人 
- 技能競技の実施種目数：22種目 

 

用に対する理解が深まる
ような大会となるよう共
催県との連携を図りつ
つ、引き続き更なるアビ
リンピックの周知広報の
強化を検討する必要があ
る。 

 

  産業、職業及
び技術等の変化
や 障 害 者 の 雇
用・就業の動向
等を踏まえた競
技種目の重点化
を 図 る と と も
に、先駆的又は
雇用拡大が期待
される職種によ
る技能デモンス
トレーション、
障害者の職業能
力及び雇用に関
わる展示の実施
等一層効率的か
つ効果的な大会
運営を行う。 

＜評価の視点＞ 
・産業、職業及

び技術等の
変化や障害
者の雇用・就
業の動向等
を踏まえた
競技種目の
重点化を図
っているか。 

 
＜評価の視点＞ 
・先駆的又は雇

用拡大が期
待される障
害 者 の 雇
用・就業職種
を、技能デモ
ンストレー
ションとし
て実施した
り、障害者の
職業能力及

【大会のポイント】 
○多様な競技種目の実施と競技定員の見直し 
・従来より、「機械ＣＡＤ」「喫茶サービス」「木工」等 20 種目を超える多様な
種目を実施するとともに、産業、職業及び技能等の変化や障害者の雇用・就
業の動向等を踏まえ、競技種目を見直した。 
また、主に知的障害者が参加する競技種目は参加選手が多く見込まれることか
ら、年々定員を増加させているところである。 
ビルクリーニング（平成 24 年度 30人→平成 25 年度 38人→平成 26 年度 40人
→平成 28年度 47 人） 
オフィスアシスタント（平成 24 年度９人→平成 25 年度 17 人→平成 26 年度
23 人→平成 28年度 33人） 
製品パッキング（平成 24 年度７人→平成 25 年度 13 人→平成 26 年度 14 人→
平成 28 年度 22人） 
 

○（H28）国際アビリンピックへの選手派遣に向けての取組 
・国際アビリンピックを見据えた競技種目を設定するとともに、「洋裁」「機械
ＣＡＤ」等については、課題の難易度を引き上げるなどの見直しを行った。 
 

○技能デモンストレーションの実施 
・各年度において、以下のデモンストレーションを実施した。 
- （H25）「ＩＴ」及び「クリーニング」 
- （H26）「クリーニング」及び「フォークリフト操作」 
- （H28）「クリーニング」及び「ケーキデコレーション」 
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び雇用に関
わる展示を
効果的に実
施したりす
るなど、効率
的かつ効果
的な大会運
営を行って
いるか。 

なお「クリーニング」については、この職種におけるこれまでとは異な
る技能も周知するという観点から、新たに「アイロン掛け」及び「しみ抜
き」作業を課題とした。 

 
○障害者ワークフェアの実施 
・（H25,26,28）障害者の雇用、能力開発に関する理解と認識を深めるために、
障害者職業能力開発施設、障害者雇用に係る先進的企業、就労支援団体、障
害者職業能力開発校、特別支援学校等の企業・団体が出展し、障害のある社
員による作業の実演、盲導犬等のデモンストレーション、福祉車両の展示等
を実施した。 

  参加企業・団体数は以下のとおりとなった。 
平成 25 年度  77 
平成 26 年度 149 
平成 28 年度 98 

 
○共催県等との協力・連携等による大会準備・運営 
・各年度において、以下のように取り組んだ。 
- （H25）青年技能者の技能レベルを競う「第 51 回技能五輪全国大会」と同
時開催し、ポスター・チラシで相互に周知、大会会場でも相互に案内を表
示 

- （H26）共催県等の協力を得て、職業技能に関するイベントや障害者雇用に
関するセミナーを同時開催し、障害者雇用に関するセミナーは、参加した
企業の経営者や人事担当者が競技等を見学 

 また共催県の発案により、女性選手が最も活躍した選手団を表彰 
- （H26,28）共催県において公式キャラクター・ロゴマーク等を設定、県内
各地での様々な事前周知、共催県からの各競技の専門委員（審査員）等の
推薦、県職員等による競技補助等の協力・連携 

- （H28）東北６県による合同練習会の実施、山形のおもてなし 2016「東北の
観光物産展」の併催 

 
○県、労働局、教育委員会等と連携した積極的な周知広報 
・各年度において、以下のように取り組んだ。 
- ポスター、チラシを作成し、開催地域を中心とした小・中・高校、特別支
援学校、就労支援施設、関係機関、経済団体等に配布 

- （H25）アビリンピック専用サイトを開設し、約 15,000 件のアクセス数 
- 広報誌・機関誌への掲載の拡充、数多くのイベント情報サイトに大会情報
を掲載 

- 大会当日ボランティアを配置し、最寄り駅周辺で来場を勧奨 
- 開催県近隣県の労働局に積極的な広報を依頼し、会場近隣の公共職業安定
所でチラシを配布 

 
○マスメディア等による紹介 
・（H25,26,28）ニュース等で大会について報道されるとともに、平成 25 年度は
全国 24 道府県、平成 26年度は 28県、平成 28年度は 34 県の地元新聞紙面等
において、大会開催や結果に係る各種記事が掲載されるなど、全国規模で大
会が紹介され、障害者雇用について広く社会の理解と関心を深めることがで
きた。 

・（H28）会場に足を運べない人のためにＷＥＢ中継によるライブ放映を行った。 
 
○開催における工夫 
・（H25）大会会場と選手団の宿泊施設をすべて幕張新都心地区に集約し、選手
団及び来場者の円滑な移動を可能するとともに、輸送に係る経費の縮減を図
った。 

・（H26,28）各技能競技種目の内容を考慮し、静音性が求められるパソコン系競
技種目と、作業音等が発生するサービス系、製造系競技種目との配置を工夫
することにより、同一会場内での実施であっても選手が競技に集中できる環
境を整え、選手から好評を得た。 

・（H28）パソコン系競技において、各選手作業画面の見学用モニターを設置す
ることで、選手が行っている作業内容がよく見えるような工夫をした。 

・（H26,28）競技の効率的実施と来場者にできるだけ多くの技能競技を見てもら
うため、一部競技種目の開始時間及びレイアウトを見直した。これにより終
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日を通じて、来場者に様々な競技を見学してもらうことができた。 
・（H26,28）会場が開催都市中心部から離れていたこと等から、できるだけ多く
の来場者に見学してもらうため、主要駅と競技等会場に停車する無料シャト
ルバスを運行した。また、選手団専用バスの運行に当たっては、選手の宿泊
場所と会場間の運行スケジュール表を大会開催前に各都道府県の選手引率担
当者に送付し、各選手が会場へ円滑かつ確実に移動できるよう取り組んだ。 

・（H28）アビリンピックにより関心を高めてもらうために平成 28 年 3 月に参加
した第９回国際アビリンピック（ボルドー大会）への選手派遣記録ＤＶＤを
会場において、逐次、上映した。 

 
○大会の反響等 
・入賞者を輩出した都道府県においては、知事への表敬訪問や能力開発に係る
イベントでの表彰などが行われ、その様子が報道された。 

・入賞した参加選手を中心に、選手の訓練の様子や活躍の模様等がテレビ、新
聞等で報道された。 

 

 このため、大
会来場者にアン
ケート調査を実
施し、障害者の
職業能力及び雇
用に対する理解
が深まった旨の
評価を 90％以上
の来場者から得
られるようにす
ること。 

 

大会来場者に
対してアンケー
ト 調 査 を 実 施
し、有効回答の
うち 90％以上の
大会来場者から
障害者の職業能
力及び雇用に対
する理解が深ま
った旨の評価を
得られるように
する。 

 

＜定量的指標＞ 
・大会来場者に

対してアン
ケート調査
を実施し、有
効回答のう
ち 90％以上
の大会来場
者から障害
者の職業能
力及び雇用
に対する理
解が深まっ
た旨の評価
を得られる
ようにする
こと。【数値
目標】 

○来場者アンケート調査 
・アンケート回答数 
平成 25 年度 1,177 人 
平成 26 年度 1,026 人 
平成 28 年度  581 人 

・障害者の職業能力（技能）及び雇用に対する理解度 
「理解が深まった」との回答の割合 
 平成 25年度 
  98.5％（達成度 109.4％） 
 平成 26年度 
  96.6％（達成度 107.3％） 
平成 28 年度  
98.7％（達成度 109.7％） 

・（H25,26,28）同一会場において、多様な技能競技と技能デモンストレーショ
ンを実施したことや競技を間近で見られるレイアウトの工夫等により選手の
真剣に取り組む姿勢やその能力の高さを実感できたことに加え、ワークフェ
アにおいて企業や団体が実施している様々な取組の情報提供などを一度に行
うことで、目標値を上回る結果となった。また平成 26年度は併催イベントも
同一会場で実施した。 

・（H25,26,28）理解が深まった内容では「意欲やひたむきな姿勢を感じること
ができた」（平成 25年度 59.6％、平成 26年度 59.9％、平成 28 年度 69.9％）、
「能力の高さや多彩さを実感できた」（平成 25 年度 49.1％、平成 26 年度
49.4％、平成 28 年度 56.2％）などの割合が高かった。 

 

   

  
また、国際大

会への選手の派
遣も考慮して、
国内大会の効果
的な運営に努め
ること。 

 

 
第９回国際ア

ビリンピックへ
の選手の派遣に
向け、国内大会
の効果的運営に
努める。 

 

 
＜評価の視点＞ 
・国際アビリン

ピックへの
選手の派遣
に向けて、国
内大会の効
果的な運営
に努めたか。 

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・国際アビリン

ピック派遣
選手に対し
て、各競技種
目の専門家
及び派遣選

ロ  第９回国際アビリンピックへの選手派遣等 
○第９回国際アビリンピック派遣選手選考会としての開催 
・平成 26年度に開催した第 35回アビリンピックにおいて、派遣対象種目（17 種

目）に過去２大会の金賞受賞者を招聘した。また、開会式にて在京都フラン
ス総領事から選手に向け激励のメッセージをいただいた。 

 
○国際アビリンピックの開催に向けた国際会議への出席等 
・（H25,H26）第９回国際大会への選手派遣に向け、平成 25 年９月、平成 26 年

10 月に開催された国際アビリンピック連合理事会等に出席するなど、第９回
国際大会の開催地に関する情報収集等に努めた。 

・（H28）第 10 回国際大会への選手派遣に向け、平成 28年 10 月に開催された国
際アビリンピック連合理事会等に出席し、第 10回国際大会の開催等に関する
情報収集等に努めた。 

 
○第９回国際アビリンピックの概要 
・開催日：平成 28年３月 23日～３月 26 日 
・開催地：フランス共和国ボルドー市（ボルドー国際会議・展示場） 
・競技参加国・地域数：31 か国・地域 
・選手数：458 人 
・職業技能競技種目数：48 種目 
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手が所属す
る企業等と
連携して強
化指導を実
施し、選手が
持てる力を
発揮できる
ように支援
したか。 

○第９回国際アビリンピックへの日本選手の派遣 
・派遣競技：競技内容がアビリンピックと概ね共通する職業技能競技である 17 
種目 

・派遣選手数：第９回国際アビリンピックに派遣する選手の選考会を兼ねた大
会として平成 26 年度に実施した愛知大会の成績優秀者 31 人 

・日本選手の入賞状況 
金 賞２人：義肢製作、歯科技工 
銀 賞３人：電子機器組立・テスト、英文ワープロ、データベース（応用） 
銅 賞５人：英文ＤＴＰ、電子機器組立・テスト、コンピュータ組立、フラワ
ーアレンジメント、データベース（基礎） 

特別賞１人：データベース（基礎）銅賞受賞者 
※特別賞は、各国・地域に１人ずつ授与される賞で、その国・地域における
参加者の最高得点を獲得した者に授与される。 

 
○選手への強化指導の実施 
・各競技の専門家を専門委員として委嘱し、派遣選手ごとに強化指導計画を策
定した。 

・策定された強化指導計画に基づく強化指導を以下のとおり実施した。 
ⅰ事前に公表される課題概要の翻訳、課題概要を踏まえた対策の策定と助言 
ⅱ課題概要に即した参考図書・教材の配付 
ⅲ大会同様の英語環境パソコン機器等の貸与及びＣＡＤソフトの協賛企業の
確保 

ⅳ専門委員等による各種指導 
- 模擬課題を作成し、訪問研修・集合研修等による反復練習を実施 
- 各選手の取組状況の進捗を確認し、必要に応じてメール・電話による指
導を実施 

- 参加種目に関係する企業等に所属する選手については当該企業等に協力
要請を行い、専門委員が当該企業の上司・指導者と連携し、効率的・効
果的な指導を実施 

 
○選手への様々な支援等 
・選手が持てる力を最大限に発揮できるよう、大会期間中の安全確保及びバリ
アフリーに係る取組として、以下の様々な支援を行った。 
- 競技会場、宿泊施設、移動経路等の事前調査の実施 
- 選手団全員が内容を理解しスムーズに行動できるよう、詳細なマニュアル
等を作成するとともに、オリエンテーションを実施 

- 介助者・手話通訳者等の配置 
- 健康管理のための医師・看護師の同行 
- 各種障害者用補助具（スロープ、筆談ボード）等の持込み 
- 現地での移動が円滑かつ安全に行えるよう日本選手団専用車いすリフト付
きバス等の手配 

- 在仏日本大使館等からのテロ等に関する現地情報の収集と同大使館に対す
る便宜供与依頼 

・大会に向けての意識高揚を促進し、それにより良い成績に結び付けられるよ
う皇太子殿下のご接見、厚生労働大臣・仏駐在日本大使への表敬訪問等を行
った。 

 
○大会後の反響等 
・金賞受賞者には内閣総理大臣から障害者技能表彰が直接授与され、その様子
は政府インターネットテレビで報道されるとともに、全国紙に記事が掲載さ
れた。 

・参加選手の地元を中心に、派遣前には強化指導の状況や選手の訓練の様子や
意欲が、派遣後には選手の活躍の模様等がテレビ、新聞等で報道された。 

・本大会での選手の活躍等を広く周知するためＤＶＤを作成し、ＤＶＤ映像を
ホームページで公開するほか、全国アビリンピックや地方アビリンピックで
上映した。また、各都道府県等にも配付し、障害者の職業能力開発や障害者
雇用に関する各種イベント等でも上映した。 

 

  各都道府県に
おける障害者の
技 能 競 技 大 会

＜評価の視点＞ 
・各都道府県に

おける障害

ハ  各都道府県における障害者技能競技大会の開催 
○地方アビリンピックの開催 
・併催イベントに関する好事例等を併せて記載した「地方アビリンピック実施
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（地方アビリン
ピック）を毎年
効率的かつ効果
的に開催・運営
する。 

 

者の技能競
技大会（地方
アビリンピ
ック）を毎年
効率的かつ
効果的に開
催・運営して
いるか。 

手引」を前年度末に地方アビリンピック開催を担当する施設に配付し、年度
当初から効果的な地方アビリンピックの開催に向けて取り組み、すべての都
道府県で開催した。地方アビリンピックでは多くの参加者や見学者から大会
を評価する声を得た。 

 
○開催状況 
・競技参加選手数 
 平成 25年度 2,967 人 
 平成 26年度 3,267 人 
 平成 27年度 3,251 人 
 平成 28年度 3,250 人 
・競技実施種目数 
平成 25 年度 延べ 371 種目 
平成 26 年度 延べ 388 種目 
平成 27 年度 延べ 392 種目 
平成 28 年度 延べ 408 種目 

・全国アビリンピック実施種目数及び全種目に占める割合 
平成 25 年度 延べ 356 種目 96.0％ 
平成 26 年度 延べ 364 種目 93.8％ 
平成 27 年度 延べ 374 種目 95.4％ 
平成 28 年度 延べ 384 種目 94.1％ 

・全国アビリンピック実施種目外 
平成 25 年度 延べ 15 種目 
平成 26 年度 延べ 24 種目 
平成 27 年度 延べ 18 種目 
平成 28 年度 延べ 24 種目 

・（H26,28）平成 26年度に競技参加選手数、28年度に競技実施種目数において、
過去最高を更新した。・来場者数 
平成 25 年度 12,531 人 
平成 26 年度 13,558 人 
平成 27 年度 15,603 人 
平成 28 年度 16,047 人 

・マスコミによる報道 
平成 25 年度 190 件 
平成 26 年度 221 件 
平成 27 年度 237 件 
平成 28 年度 215 件 
 

○都道府県、特別支援学校、障害者団体、企業との連携強化 
・都道府県、特別支援学校、障害者団体及び企業に対し、地方アビリンピック
への協力について、文書を送付するとともに、会議において協力要請するほ
か、必要に応じて個別に協力要請することにより、連携の強化を図った。 
 

○組織間連携によるシナジー効果の発揮 
・他のイベントとの同時開催等により来場者の増加を図るため、一部の施設に
おいて職業能力開発促進センター等が実施するイベントとの合同開催とした
り、相互展示等を行った。 
平成 25 年度 25 施設 
平成 26 年度 25 施設 
平成 27 年度 28 施設 
平成 28 年度 29 施設 
また、一部の施設において職業能力開発促進センター等の施設を会場として開
催した。 
平成 25 年度 22 施設 
平成 26 年度 22 施設 
平成 27 年度 25 施設 
平成 28 年度 26 施設 
 

・競技種目に応じて職業能力開発促進センター等の職業訓練指導員を可能な限
り専門委員に委嘱し、事前の競技課題作成や当日の競技進行管理・審査にお
いて協力を得た。また、その他の運営においても、職業能力開発促進センタ
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ー等の職員の協力を得た。 
 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１１ 離職者訓練  

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その

能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

就職率（計画値） 
各年度 80％

以上 
－ 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 予算額（千円） － － － －  

就職率（実績値） － 84.8％ 86.3％ 86.3％ 87.1％ 87.9％  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 107.9％ 107.9％ 108.9％ 109.9％  経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

        
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

  
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
・離職者訓練の就職率は、
目標値 80％に対して、平
成 25 年度 86.3％、平成
26 年度 86.3％、平成 27
年度 87.1％、平成 28 年
度 87.9％と目標値を上
回った。また、就職者の
うち常用労働者の割合
は、平成 25 年度 76.0％、
平成 26 年度 78.8％、平
成 27 年度 81.0％、平成
28 年度 81.6％となり、そ
れぞれすべての年度にお

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
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４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
（１）職業能力開発
促進センター等及
び職業能力開発総
合大学校の設置及
び運営の実施等に
関する事項 

 
② 離職者を対象
とする職業訓練
の実施について 

 
雇用のセーフ

ティネットとし
ての役割を果た
すため、雇用失
業 情 勢 に 応 じ
て、離職者に対
し、適切かつ効
果的な職業訓練
を実施し、再就
職に結び付ける
も の と す る こ
と。 

 
 
 
 
 

ア 訓練開始時
から積極的に
就職支援を行
うこととし、
訓練修了者の
就職率を各年
度とも 80％以
上とするとと
もに、就職者
のうち常用労
働者として就
職した者の割
合の向上に取
り組むこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
（１）職業能力開発
促進センター等及
び職業能力開発総
合大学校の設置及
び運営の実施等に
関する事項 

 
イ 離職者を対象
とする職業訓練
の実施について 

 
雇用のセーフ

ティネットとし
ての役割を果た
すため、雇用失
業 情 勢 に 応 じ
て、離職者に対
し、適切かつ効
果的な職業訓練
を実施し、再就
職に結び付ける
ため、次により
職業訓練を実施
する。 

 
 
 
 

① 訓練開始時
か ら 、 ジ ョ
ブ・カードを
活用したキャ
リアコンサル
ティング、求
人情報の提供
や就職支援ツ
ールの活用な
どにより、訓
練受講者に対
して積極的か
つきめ細かな
就職支援を行
う こ と に よ
り、訓練修了
者の訓練終了
後３ヶ月時点
の就職率を各
年度とも 80％
以上とすると
ともに、就職
者のうち常用
労働者として
就職した者の
割合の向上に
取り組む。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 職業能力開発業務に関する事項 
 
 
（１）職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運

営の実施等に関する事項 
 
 
 
 
 
② 離職者を対象とする職業訓練の実施について 
 
 

 
・離職者を対象とする職業訓練の実施に当たっては、雇用のセーフティネット
としての役割を果たすため、離職者が早期再就職に必要な技能・技術、関連
知識を習得できるよう、国の定める職業訓練実施計画を踏まえ、職業能力開
発促進センター等において、企業での生産現場の実態に即したものづくり分
野に特化して、以下のとおり訓練期間標準６か月の職業訓練等を実施した。 
- 施設内訓練のコース数 
平成 25 年度 1,726 コース 
平成 26 年度 1,673 コース 
平成 27 年度 1,619 コース 
平成 28 年度 1,595 コース 
 

- 施設内訓練の入所者数 
 平成 25年度 23,576 人 
 平成 26年度 23,588 人 
 平成 27年度 22,626 人 
平成 28 年度 21,906 人 

 
イ 就職支援 
・施設内訓練においては、当機構の有する入所から修了後までの就職支援のノ
ウハウを形式知化し、具体的な就職支援事例を網羅した就職支援ツールであ
る「就職支援マップ」を活用し、施設ごとに就職促進活動計画を作成するこ
とにより、訓練生及び訓練修了時の未就職者に対して、訓練受講の段階に応
じて次の取組を重点的に行った。 
- ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施 
- 就職講話による職業意識の啓発・自発的就職活動の喚起 
- 就職ガイダンスでの面接指導・応募書類の作成指導 
- 事業主との橋渡しのため、訓練生の採用面接や企業訪問への職業訓練指導
員の同行 

- 訓練修了時の未就職者に対する求人企業情報の提供等のフォローアップの
実施 

・（H28）早期再就職に資するよう、「就職支援マップ」に訓練初期からジョブ・
カードの作成支援に取り組むためのシートを追加するなど、現状の取組や制
度改正等を踏まえた就職支援ツールの見直しを実施した。 

・就職活動に取り組みやすい環境の構築や企業等への働きかけを以下のとおり
行った。 
- 公共職業安定所との連携等による最新の求人情報の提供 
- 公共職業安定所との訓練生の就職状況の共有 
- 企業の潜在的な採用意欲の喚起や求人企業の開拓 
- 独自に作成した詳細な訓練生求職情報を事業主に提供し、求人企業からの
問合せを訓練生に取り次ぎ、就職希望がある訓練生を紹介 

・就職支援に当たっては、各施設に設置している就職対策委員会において「就
職促進活動計画」の策定（Plan）、個別相談や就職講話等の各就職支援メニュ
ーの実施（Do）、就職支援実施結果の評価（Check）、就職支援の改善・見直し
（Act）といった、ＰＤＣＡサイクルにより、就職支援内容の質の向上に努め、
訓練生の早期再就職に資する支援となるよう適宜改善を行った。 

・高い就職率を達成した職業訓練指導員の就職支援ノウハウを集約し、職業訓
練指導員が抱える就職支援の課題を明らかにした上で、訓練生個人に対する

いて過去最高の実績を更
新した。 

・就職支援のノウハウをま
とめた就職支援ツールの
見直し、活用により、き
め細かな就職支援に努め
た。 

・就業経験が乏しく直ちに
訓練を受講することがで
きない者に対する「橋渡
し訓練」、安定就労に必要
な能力の基盤が弱い等の
若年求職者に対する「日
本版デュアルシステム
（短期課程活用型）」を実
施し、高い就職率（平成
25 年度 91.1％、平成 26
年度 91.1％、平成 27 年
度 91.7％、平成 28 年度
93.0％）を確保した。 

・人材ニーズの変化を的確
に把握するため、毎年度、
事業主団体や企業等への
ヒアリング等を実施し、
把握した人材ニーズを踏
まえた訓練科の新設、廃
止及び訓練カリキュラム
の見直しを継続して実施
した。このうち、成長分
野、建設分野、女性の就
業促進を図るための訓練
コースの開発・普及につ
いては、平成 28 年度に
は、成長分野 15 施設、建
設分野８施設、女性の就
業促進 11 施設まで実施
施設を拡充した。 

・第３期中期目標期間にお
いては、公共職業安定所
との連携や、周知・広報
活動の強化を図ることに
より定員充足率の向上に
取り組み、平成 25 年度
77.7％、平成 26 年度
82.7％、平成 27 年度
83.8％、平成 28 年度
84.3％と着実に実績が向
上した。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・今後も高い就職率を確保
していくためには、人材
ニーズの変化を的確に捉
え、変化に合わせて訓練
コースを見直していくと
ともに、引き続ききめ細
かな就職支援に努める必
要がある。 
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イ 主にものづ
くり分野であ
って、当該地
域において民
間では実施で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 主にものづ
くり分野であ
って、当該地
域において民
間では実施で

 
 
 
＜定量的指標＞ 
・訓練修了者の

訓練終了後
３ヶ月時点
の就職率を
各年度とも
80％以上と
する こと 。
【数値目標】 

 
＜評価の視点＞ 
・就職者のうち

常用労働者
として就職
した者の割
合の向上に
取り組んだ
か。 

※常用労働者 
雇用契約に
おいて期間
の定めのな
い者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・当該地域にお

いて民間で
は実施でき
ないものの

就職支援の行動を例示した就職支援ツールである「就職支援行動ガイド」も
活用し、更なる就職実績の向上に向けて、就職支援を行った。 

 
ロ 訓練修了者の就職率 （添付資料①） 
・事業主団体や関係行政機関等から聴取した人材ニーズを反映した的確な訓練
内容と、上記イの就職支援の取組等により、訓練終了後３か月時点の就職率、
そのうち常用労働者としての就職者の割合は次のとおりとなった。 
なお、都道府県立公共職業能力開発施設や委託訓練の平均値を大幅に上回る
就職率を達成した。 
- 施設内訓練 
平成 25 年度 
86.3％（達成度 107.9％）（就職者のうち常用労働者の割合 76.0％） 

平成 26 年度 
86.3％（達成度 107.9％）（就職者のうち常用労働者の割合 78.8％） 

平成 27 年度 
87.1％（達成度 108.9％）（就職者のうち常用労働者の割合 81.0％） 

平成 28 年度 
 87.9％（達成度 109.9％）（就職者のうち常用労働者の割合 81.6％） 
※各年度の就職率は、各年度の４月から１月末までに終了した訓練コース
の３か月後の実績 

 
（参考） 
- 都道府県立公共職業能力開発施設の就職率 
平成 25 年度 69.3％ 
平成 26 年度 70.5％ 
平成 27 年度 78.3％ 
平成 28 年度 79.6％ 

- 委託訓練の就職率 
平成 25 年度 69.7％ 
平成 26 年度 71.5％ 
平成 27 年度 73.1％ 
平成 28 年度 73.1％ 
※都道府県立公共職業能力開発施設の就職率は、平成 25～27 年度は各
年度の４月から 12 月末まで、平成 28年度は平成 28 年４月から平成
29 年１月末までに終了した訓練コースの３か月後の実績。 
委託訓練の就職率は、平成 25～27 年度は各年度４月から 11 月末ま
で、平成 28 年度は平成 28 年４月から 12 月末までに終了した訓練コ
ースの３か月後の実績。 

 
・常用労働者としての就職促進の取組を以下のとおり行った。 
- 訓練生への就職ガイダンスや個別型・集団型によるジョブ・カードを活用
したキャリアコンサルティングを実施する中で、自己理解や仕事理解につ
いて支援することによる、就職後のミスマッチの解消 

- 訓練生が職業訓練で習得した能力の、更なる向上に向けた相談の実施 
- 公共職業安定所等と連携し、求人中の企業や過去に求人を行った企業、訓
練修了者が就職した企業、在職者訓練を受講した企業等への積極的な訪問
による訓練修了者の職業能力に応じた就職先企業の開拓 

 
【訓練修了者の活躍事例】 
訓練説明会での溶接体験をきっかけに受講した金属加工科を修了後、金属
加工の企業に正社員就職し、現在はクリーンエネルギー関連や医療関連製
品の精密溶接を担当している。平成 28 年 10 月には、「働き方改革に関する
総理と現場との意見交換会」に参加し、職業訓練を経て、営業職からもの
づくり職へ転職したことや、女性がものづくりの現場で働くことについて
語った。（金属加工科修了生） 

 
ハ 人材ニーズの把握と訓練コースの設定等 
・離職者訓練の訓練コースの設定に当たっては、雇用失業情勢等に配慮しつつ、
主にものづくり分野であって、その地域において民間では実施できないもの
であり、かつ地域の人材ニーズ等も踏まえた訓練コースを設定する必要があ
る。 
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きないものに
限定して実施
すること。そ
の際、各職種
における求人
と求職のミス
マッチの状況
も踏まえ、訓
練コースを精
査した上で実
施すること。
また、ＰＤＣ
Ａサイクルに
よる効果的な
訓練の実施と
訓練コース及
び訓練定員の
見直しを行う
とともに、公
共職業安定所
との連携を図
り、定員充足
率の向上に取
り組むこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

きないものの
みに限定して
実施する。 
なお、訓練

コースの設定
に 当 た っ て
は、当該地域
ごとに、事業
主団体や関係
行政機関等か
ら意見を聴く
ことなどによ
り人材ニーズ
を把握した上
で、各職種に
おける求人と
求職のミスマ
ッチの状況も
踏まえつつ、
真に必要とさ
れている訓練
コースを設定
す る と と も
に、ＰＤＣＡ
サイクルによ
る効果的な訓
練の実施と訓
練コース及び
訓練定員の見
直しを行う。
また、各地域
において、地
方運営協議会
の専門部会と
して外部委員
で構成する検
討 の 場 を 設
け、訓練コー
スについて、
意 見 を 聴 取
し、審査する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みに限定し
て実施した
か。 

 
＜評価の視点＞ 
・地域ごとに、
事業主団体
等から意見
を聴くこと
などにより
人材ニーズ
を把握した
上で、真に必
要とされて
いる訓練コ
ースを設定
したか。ま
た、ＰＤＣＡ
サイクルに
よる効果的
な訓練の実
施と訓練コ
ース及び訓
練定員の見
直しを行っ
たか。 

 
＜評価の視点＞ 
・地域の人材ニ

ーズ等を踏
まえ、人材不
足が指摘さ
れている建
設分野や女
性の就業促
進への対応
を図るため
に訓練コー
スの開発・普
及を行った
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このため、各施設では、訓練コースの設定に当たって、人材不足の分野の人
材ニーズや、訓練内容の問題点等を把握するために実施する事業主団体や企
業へのヒアリングの結果、民間教育訓練機関における訓練コースの設定状況
等を踏まえ、当該年度の訓練計画案を作成した。 

・各地域の職業能力開発促進センターに設置した、専門的・実務的立場から審
査できる委員（民間教育訓練機関、事業主団体、行政機関等の有識者）によ
り構成される訓練計画専門部会（地方運営協議会の専門部会）において、作
成した計画案についての妥当性（人材ニーズに基づく訓練コース設定となっ
ているか、各施設から半径 40km 圏内における民間教育訓練機関等が設定する
訓練コースとの競合の有無等）を訓練科ごとに確認・意見聴取・審査した上
で、訓練コースを設定した。この結果、各年度の訓練コースの当初計画数及
びものづくり分野の割合は以下のとおりとなった。 
平成 25 年度 1,486 コース、97.6％ 
平成 26 年度 1,457 コース、97.7％ 
平成 27 年度 1,409 コース、97.9％ 
平成 28 年度 1,393 コース、98.0％ 

 
【地域のニーズを踏まえた訓練コースの設定事例（H27）】 
ニーズ調査により、当該地域の通信工事のみの事業は縮小傾向にあること、
シーケンス制御やＰＬＣ制御等の電気設備関連の人材ニーズが高いことを
把握したため、通信工事の技能等の習得を主に行う「電気・通信施工技術
科」を見直し、電気設備工事の技術等の習得を中心とした「電気設備技術
科」を設定した。 

 
・設定した訓練コースを効果的に実施するため、受講者の習得状況に応じた指
導や課題設定等を行った。 

・通常の訓練コースに加え、平成 25 年度以降に開発した成長が見込まれる分野
（ＩＴ、エネルギー等）、人材不足が指摘される建設分野、女性のものづくり
分野への就業促進を図るための訓練コースの普及を図り、次のとおり実施し
た。 

【成長分野等に対応した主な訓練コース】 
・スマート生産サポート科（成長分野）（H26～） 
工場内における生産支援システムの開発及び保全等の技術者としての就職
を目指し、ＩＣＴ技術等を活用した生産設備の開発、運用及び保全ができ
る技能を習得する。 
- 成長分野に係る訓練コースの実施施設数 

平成 26 年度 6施設 
平成 27 年度 10施設 
平成 28 年度 15施設 

・建設施工技術科（建設分野）（H26～） 
建設業における建築施工、型枠等の技能者としての就職を目指し、建築施
工、型枠工事及び荷役機械運転ができる技能を習得する。 
- 建設分野に係る訓練コースの実施施設数 

平成 26 年度 2施設 
平成 27 年度 5施設 
平成 28 年度 8施設 

・ＣＡＤものづくりサポート科（女性の就業促進）（H26～） 
製造業におけるＣＡＤ製図、生産管理等の技能者としての就職を目指し、
製造現場での作業内容や製造工程を理解した上で、ＣＡＤ製図及び生産管
理等ができる技能を習得する。 
- 女性の就業促進に係る訓練コースの実施施設数 

平成 26 年度 1施設 
平成 27 年度 4施設 
平成 28 年度 11施設 

 
・各年度とも、翌年度の訓練科の設定に当たっては、事業主団体や企業等への
ヒアリング等を実施し、人材ニーズや訓練内容に関する問題点等を把握・分
析した上で、訓練コースの見直しや訓練科の新設・廃止等を行った。 
【カリキュラム等の見直しを行った訓練コース数】 
平成 25 年度 
- 内容変更コース数 660 コース 
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- 廃止訓練コース数 43 コース 
- 新規設定コース数 39 コース 
 
平成 26 年度 
- 内容変更コース数 391 コース 
- 廃止訓練コース数 147 コース 
- 新規設定コース数 122 コース 
 

 平成 27年度 
- 内容変更コース数 324 コース 
- 廃止訓練コース数 112 コース 
- 新規設定コース数 85 コース 
 

 平成 28年度 
- 内容変更コース数 419 コース 
- 廃止訓練コース数 107 コース 
- 新規設定コース数 89 コース 

 
また、各施設の定員充足率等を踏まえ、訓練定員の見直しを行った。 
【訓練定員の見直しを行った施設数】 

  平成 25 年度 
  - 訓練定員を増やした施設数 12 施設 
  - 訓練定員を減らした施設数 37 施設 
 
  平成 26 年度 
  - 訓練定員を増やした施設数  ８施設 
  - 訓練定員を減らした施設数 49 施設 
 
 平成 27年度 

  - 訓練定員を増やした施設数 ９施設 
  - 訓練定員を減らした施設数 41 施設 
 

平成 28 年度 
  - 訓練定員を増やした施設数 15 施設 
  - 訓練定員を減らした施設数 23 施設 
 
【主な訓練コースの内容】 
・テクニカルオペレーション科 
各種部品製造業等におけるＣＡＤ製図や工作機械加工の技能者としての
就職を目指し、ＣＡＤによる機械部品の図面作成、汎用機やＮＣ機によ
る金属切削加工ができる技能を習得する。 

・金属加工科 
各種部品製造業等における機械板金や溶接の技能者としての就職を目指
し、鉄鋼材料の加工やガス溶接、切断、曲げ等の機械板金、鉄鋼材料の
プレス加工ができる技能を習得する。 

・電気設備科（～H26）、 
電気設備技術科（H27～） 
電気設備の施工や保全の技能者としての就職を目指し、電気設備工事、
制御盤及び消防設備等の施工ができる技能を習得する。 

・電気・通信施工技術科 
電気通信設備や電気設備工事の技能者としての就職を目指し、建物に付
随する電気設備や光ファイバなどの通信設備工事の施工、情報通信ネッ
トワーク構築及びＣＡＤを習得することで電気工事や通信工事における
設計及び保守・管理ができる技能を習得する。 

・ビル設備サービス科（～H26） 
ビル管理技術科（H27～） 
ビル等の電気設備・給排水設備の保守管理の技能者としての就職を目指
し、ビル等の建築物の電気設備や空調設備・給排水衛生設備のメンテナ
ンスができる技能を習得する。 

・住環境計画科 
住環境の提案や、内装施工等の技能者としての就職を目指し、住宅の設
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ウ 非正規労働
者の特性に応
じた実践的な
職業訓練等へ
の「橋渡し」
となる訓練や
日本版デュア
ルシステムを
実 施 す る こ
と。 

 

 
 
 
 
さらに、公

共職業安定所
との連携を図
り、求職者に
対して職業訓
練コースの多
様な説明機会
を 設 け る こ
と、説明会、
施設見学会を
通じて職業訓
練コースの内
容を分かりや
すく丁寧に説
明 す る こ と
や、訓練効果
や成果を積極
的に周知する
など周知・広
報活動の強化
を図ることに
より、定員充
足率の向上に
取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 非正規労働
者の特性に応
じた実践的な
職業訓練等へ
の「橋渡し」
となる訓練や
日本版デュア
ルシステムを
実施する。 

 

 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・公共職業安定

所との連携
や、周知・広
報活動の強
化を図るこ
とにより、定
員充足率の
向上に取り
組んだか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・非正規労働者

の特性に応
じた実践的
な職業訓練
等への「橋渡
し」となる訓
練や日本版
デュアルシ
ステムを実
施したか。 

計者や施工者と連携をとりながらクライアントに最適な住環境計画の提
案、住宅の省エネルギー化とバリアフリーに対応したインテリア施工が
できる技能を習得する。 

 
ニ 定員充足率向上の取組 
・離職者訓練の定員充足率の向上のため、すべての職業能力開発促進センター
において、公共職業安定所との連携や求職者に対する周知・広報活動の強化
等を図るための具体的な行動計画であるアクションプランを策定し、着実に
実施するため、公共職業安定所との連携により、次の取組を行った。 
ⅰ公共職業安定所との連携等による求職者への周知・広報活動 
- 雇用保険受給者を対象とした雇用保険受給者初回説明会において、機構
職員が各訓練コースの内容や就職実績等の成果を説明するとともに、個
別相談の機会を設けること等により、求職者へのきめ細かな周知に努め
た。 

- 求職者に対する施設見学会・訓練体験会を積極的に開催し、各訓練コー
スの見学等を通じて訓練内容やその成果・効果を丁寧に説明することに
より、訓練の受講勧奨に努めた。 

- 職業訓練の周知のため、公共職業安定所内で訓練成果物の展示・訓練紹
介動画の放映・求人情報提供端末の画面での募集案内の掲示を行った。 

- 訓練の特徴や就職実績等を詳細に示したパンフレットの作成等を行い、
求職者のものづくり訓練への興味の喚起に努めた。 

- より多くの求職者に訓練情報を提供できるよう、ニュースリリースによ
る新聞への記事掲載、地域の情報誌や地元市町村の広報誌等の活用、ホ
ームページの見直し等により、広報活動を実施した。 

 
ⅱ公共職業安定所職員の訓練理解促進 
 次の取組により、公共職業安定所職員の訓練に対する理解促進を図った。 
- 公共職業安定所職員の、訓練に対する理解を促進するため、訓練説明マ
ニュアルを作成・提供することにより、受講あっせんに係る連携を図っ
た。 

- 受講をあっせんする公共職業安定所の職員を対象とした施設見学会や研
修会等を開催し、訓練コースの説明やものづくり訓練体験等を実施した。 

 
・（H27～）定員充足率向上のための効果的取組に係る施設職員向けの研修を実
施した。 

 
- 定員充足率 （添付資料①） 
平成 25 年度 77.7％ 
平成 26 年度 82.7％ 
平成 27 年度 83.8％ 
平成 28 年度 84.3％ 

 
ホ 橋渡し訓練及び日本版デュアルシステム（短期課程活用型）の実施 
・就業経験が乏しい等職業能力形成機会に恵まれなかった者で、直ちに実践的
な職業訓練等を受講することが困難な者に対して、働き方のキャリアビジョ
ンや訓練志望動機を再確認しながら、コミュニケーション能力やビジネスマ
ナー等の基礎的能力を習得することで職業意識を向上し、実践的な職業訓練
の受講を円滑にするための橋渡し訓練を実施した。 
- コース数  
平成 25 年度 242 コース 
平成 26 年度 216 コース 
平成 27 年度 210 コース 
平成 28 年度 203 コース 

- 入所者数 
平成 25 年度 2,246 人 
平成 26 年度 2,297 人 
平成 27 年度 2,241 人 
平成 28 年度 2,224 人 

 
・不安定就労を繰り返しているため安定就労に必要な能力基盤が弱い等の若年
求職者（概ね 40 歳未満の者）を対象に、現場の技能・技術等を身に付けた人
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材を育成するため、職業能力開発促進センターでの訓練と企業での職場実習
を組み合わせた日本版デュアルシステム（短期課程活用型）を実施した。 
- コース数 
平成 25 年度 200 コース 
平成 26 年度 190 コース 
平成 27 年度 189 コース 
平成 28 年度 190 コース 

- 入所者数 
平成 25 年度 2,074 人 
平成 26 年度 2,083 人 
平成 27 年度 2,052 人 
平成 28 年度 2,067 人 

- 就職率  
平成 25 年度 91.1％ 
平成 26 年度 91.1％ 
平成 27 年度 91.7％ 
平成 28 年度 93.0％ 

※各年度の就職率は、当該年度の４月から１月末までに終了した訓練コース
の３か月後の実績 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１２  高度技能者養成訓練 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その

能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

就職率（計画値） 
各年度 95％
以上 

－ 95％以上 95％以上 95％以上 95％以上 95％以上 予算額（千円） － － － －  

就職率（実績値） － 97.7％ 99.2％ 99.4％ 99.2％ 99.5％  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 104.4％ 104.6％ 104.4％ 104.7％  経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

        
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

  
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ａ 
・就職率について、中期目
標において厚生労働大臣
から示された国の戦略目
標である 90%を上回る目
標値 95％に対して、平成
25 年度 99.2％、平成 26
年度 99.4％、平成 27 年
度 99.2％、平成 28 年度
において過去最高の
99.5％と、全ての年度に
おいて目標値を大きく上
回る実績を上げた。また、
中期目標期間中の平均値

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
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４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
(1) 職業能力開発促
進センター等及び
職業能力開発総合
大学校の設置及び
運営の実施等に関
する事項 

 
③ 高度技能者の
養成のための職
業訓練について 

 
産業の基盤を

支える人材を育
成するために、
職業能力開発大
学校等の専門課
程においては、
技術革新に対応
できる高度な知
識と技能・技術
を兼ね備えた実
践技能者を養成
し、また、応用
課 程 に お い て
は、生産技術・
生産管理部門の
リーダーとなる
人材を養成する
も の と す る こ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ア 専門課程及
び応用課程の
修 了 者 の う
ち、就職希望
者の就職率を
各 年 度 と も
95％以上とす
ること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
(1) 職業能力開発促
進センター等及び
職業能力開発総合
大学校の設置及び
運営の実施等に関
する事項 

 
ウ 高度技能者の
養成のための職
業訓練について 

 
産業の基盤を

支える人材を育
成するために、
職業能力開発大
学校等の専門課
程においては、
技術革新に対応
できる高度な知
識と技能・技術
を兼ね備えた実
践技能者を養成
し、また、応用
課 程 に お い て
は、生産技術・
生産管理部門の
リーダーとなる
人材を養成する
よう、次により
職業訓練を実施
する。 

 
 
 
 
 
 
 

① ものづくり
産業における
人材ニーズに
的確に対応し
た訓練内容と
することや、
就職ガイダン
スや学生用ジ
ョブ・カード
等を活用した
キャリアコン
サルティング
の実施など的
確な就職支援
を徹底して行
う こ と に よ
り、引き続き
高い就職実績
を確保し、専
門課程及び応

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・専門課程及び

応用課程の
修了者のう
ち就職希望
者の就職率
を各年度と
も 95％以上
とすること。
【数値目標】 

 
＜評価の視点＞ 
・就職者のうち

常用労働者
として就職
した者の割
合について、
高い水準を
維持するこ
とに努めた

４ 職業能力開発業務に関する事項 
 
 
（１）職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運
営の実施等に関する事項 

 
 
 
 
 
③ 高度技能者の養成のための職業訓練について 
 
 
 
・我が国の産業の基盤となる高度なものづくりを支える人材を育成するため、
技術革新の進展や産業構造の変化に応じた理論と技能・技術を有機的に結び
付けた実学融合の教育訓練システムにより、ものづくりの基本を習得し、最
新の技能・技術に対応できる高度実践技能者を養成する職業訓練を、職業能
力開発大学校・短期大学校等において実施するとともに、就職支援、産業界
や他大学等との連携に取り組んだ。 
- 専門課程 
高校卒業者等を対象に、技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を
兼ね備えた実践技能者（テクニシャン・エンジニア）を育成するための訓
練（訓練期間２年間）。 
在校生数 
平成 25 年度 3,871 人 
平成 26 年度 3,839 人 
平成 27 年度 3,754 人 
平成 28 年度 3,699 人 

 
- 応用課程 
専門課程修了者等を対象に、産業界や地域のニーズに応じて、新製品の開
発、生産工程の構築等に対応できる生産技術・生産管理部門のリーダーと
なる人材を育成するための訓練（訓練期間２年間）。 
在校生数 
平成 25 年度 1,694 人 
平成 26 年度 1,692 人 
平成 27 年度 1,708 人 
平成 28 年度 1,703 人 

※それぞれの課程の各年度の在校生数は、各年度４月時点の実績 
 
イ 就職支援 
・地域の人材ニーズ等に的確に対応した訓練内容とすることや、的確な就職支
援を徹底して行うことにより、引き続き高い就職実績を確保するため、以下
のとおり取り組んだ。 
- 企業の即戦力となるよう実学融合の授業カリキュラム（年間の訓練時間
1,404 時間のうち約 65％が実技・実習）を設定。 

- キャリアコンサルティングのきめ細かい実施 
- 企業実習（インターンシップ）による生産現場の体験 
- 発達障害を想起させる学生に対して適切な就職支援等を行うため、「訓練・
学習の進捗等に特別な配慮が必要な学生への支援・対応ガイド（実践編）」
を活用 

- 職業能力開発大学校・短期大学校において、ものづくり産業における技術
動向や企業等から聴取した地域の人材ニーズ等に対応した訓練カリキュラ
ムの見直しに取り組んだ。 

 
就職率 
・平成 25年度   99.2％（達成度 104.4％） 

うち専門課程 99.5％ 
     応用課程 98.9％ 
 

についても、前中期目標
期間の 97.3％に対して、
今 中 期 目 標 期 間 は
99.3％と２％実績が向上
した。 

・就職者のうち、常用労働
者の割合は、平成 25 年度
99.3％、平成 26 年度
99.6％、平成 27 年度
99.5％、平成 28 年度
99.6％とほぼ 100％の実
績となった。 

・年間の授業時間のうち、
65％を実技・実習に充て
るとともに、ものづくり
産業における技術動向や
企業から聴取した地域の
人材ニーズ等に対応した
訓練カリキュラムの見直
しを随時行い、企業にお
いて即戦力となるよう実
学融合の訓練を実施する
ことにより、地域産業か
ら求められる人材を育成
し、採用した企業からも
高い評価をいただいてい
る。 

・産業構造の変化や技術革
新等を踏まえ、自然エネ
ルギーの利用技術などの
電気に関する新技術等に
対応できる人材を育成す
る生産電気システム技術
科等の新規訓練科の設置
やカリキュラムの見直し
を行った。 

・発達障害を想起させる学
生に対して適切な就職支
援を行うため、「訓練・学
習の進捗等に特別な配慮
が必要な学生への支援・
対応ガイド（実践編）」を
活用し、地域障害者職業
センターや外部支援機
関、家族等と連携した支
援を実施した。 

・定員充足率を向上させる
ため、労働局、地方公共
団体や地域産業界との連
携を強化した。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ａとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・今後も高い就職率を維持
するためには、ICT の活
用や製造業のグローバル
化に対応した訓練カリキ
ュラム等の開発・実施に
取り組む必要がある。 
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イ 職業能力開
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ついて、産業
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とともに、共
同研究等を通
じた産学連携
や他大学等関
係機関との連
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等、広くより
地域に開かれ
たものとする
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用課程の修了
者のうち、就
職希望者の就
職率を各年度
とも 95％以上
とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 職業能力開
発大学校等に
ついて、産業
構造の変化や
技術革新等に
対応した訓練
コースの見直
しを進め、効
果的な人材養
成に取り組む
とともに、共
同研究等を通
じた産学連携
や他大学等関
係機関との連
携強化を図る
等、広くより
地域に開かれ
た施設運営に
努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か。 
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おいて期間
の定めのな
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＜評価の視点＞ 
・産業構造の変

化や技術革
新等に対応
した訓練コ
ースの見直
しを進め、効
果的な人材
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れた施設運
営に努めた
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・平成 26年度  99.4％（達成度 104.6％） 
うち専門課程 99.4％ 

応用課程 99.4％ 
 
・平成 27年度  99.2％（達成度 104.4％） 

うち専門課程 98.9％ 
応用課程 99.6％ 

   総合課程 100.0％ 
 
・平成 28年度    99.5％（達成度 104.7％） 

   うち専門課程 99.3％ 
応用課程 99.7％ 
総合課程 100.0％ 

 （参考） 
 常用就職率 
・平成 25年度 99.3％ 

  ・平成 26年度 99.6％ 
  ・平成 27年度 99.5％ 
  ・平成 28年度 99.6％ 
（添付資料②） 
※各年度の就職率及び常用就職率は、当該年度の翌年４月末時点の実績 

 
ロ 効果的な人材養成及び他大学等関係機関との連携 
○訓練コースの見直し 
・（H25,26）日本産業再興プラン等を踏まえて総合エネルギー効率の向上や情報
通信を活用したイノベーション技能・技術に対応できる人材育成を可能とす
る新たな訓練科の準備及び設置を行った。 

 【設置訓練科の概要】 
- 生産電気システム技術科 
自然エネルギーの利用技術など電気に関する新技術を用いて、省エネル
ギー化、環境を考慮したシステム及び製品の企画・開発から生産工程の
改良・改善・運用・管理等に対応できる人材を育成。 

- 生産電子情報システム技術科 
情報通信技術と電子技術を融合した技術、特に通信機能を有する組込み 
技術を駆使し、あらゆるモノがネットワーク端末として機能する高度情
報社会の発展に向けた高付加価値製品の生産に対応できる人材を育成。 

・全国の職業能力開発大学校・短期大学校の職業訓練指導員で構成する委員会
を開催し、産業構造の変化や技術革新等に対応したカリキュラムの見直しを
行ったほか、指導レベルの高度化を図るため、訓練支援計画書（シラバス）
の見直しを行った。 

・（H27）指導レベルの高度化を図るため、指導要領の見直しを行った。 
・（H25,27）各職業能力開発大学校・短期大学校が独自に工夫している実習課題
情報を収集・精査し、好事例をすべての職業能力開発大学校・短期大学校で
共有し、訓練の質を向上させる取組を行った。 

・地域の課題解決に繋がるよう、地域ニーズを捉えた施設独自のカリキュラム、
訓練支援計画書（シラバス）、実習課題等を設定した。 

 
○産業界及び他大学等関係機関との連携 
・職業能力開発大学校・短期大学校において、地域の中小企業等が抱える技術
力強化等の課題解決のため、共同研究・受託研究や施設の貸与及び工業高校
や高等専門学校、大学等との連携等を次のとおり取り組んだ。 
なお、地域の産業界との連携により得られた実践的なノウハウや技能・技術
等を高度技能者養成訓練の実技・実習の授業の内容や修了制作のテーマ等と
して有効に活用するとともに、応用課程では訓練科の垣根を越えて、複数の
専門分野（機械・電気・電子情報）から構成されるグループを編成し、修了
制作実習を実施した。また、職業訓練指導員の新たな実践的なノウハウ等の
蓄積につなげた。 
 
ⅰ共同・受託研究 
・共同研究実施件数 

   平成 25年度 101 件 

・引き続き高い就職率を維
持する取組を行っていく
とともに、若者のものづ
くり離れや 18 歳人口の
減少等が進む中、地域や
産業の人材ニーズに応え
ることができるよう、応
募者の増加を図りつつ、
産業の基盤を支える人材
を育成していく必要があ
る。 
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   平成 26年度  93 件 
   平成 27年度  90 件 
   平成 28年度  94 件 
   

・受託研究実施件数 
   平成 25年度 ８件 
   平成 26年度 ７件 
   平成 27年度 ４件 
   平成 28年度 ４件 
 
ⅱ他大学等関係機関との連携 
若年者に対する実践的な技術教育を充実させるため工業高校や高等専門学
校、大学等と連携し、次の取組を行った。 

   
実施件数 

  ○平成 25年度 266 件 
【内訳】 
・教育訓練等の実施          53 件 
・研究発表会等での情報提供      16 件 
・工業高校等の教員に対する研修等   22 件 
・大学校等の施設・設備、機器等の活用 20 件 
・職業訓練指導員の派遣        135 件 
・カリキュラム作成等の支援      １件 
・その他               19 件 

 
○平成 26年 245 件 
【内訳】 
・教育訓練等の実施          61 件 
・研究発表会等での情報提供      22 件 
・工業高校等の教員に対する研修等   24 件 
・大学校等の施設・設備、機器等の活用 13 件 
・職業訓練指導員の派遣        108 件 
・カリキュラム作成等の支援       1 件 
・その他               16 件 
 

  ○平成 27年度 259 件 
【内訳】 
・教育訓練等の実施           98 件 
・研究発表会等での情報提供       10 件 
・工業高校等の教員に対する研修等    24 件 
・大学校等の施設・設備、機器等の活用  11 件 
・職業訓練指導員の派遣         87 件 
・カリキュラム作成等の支援        1 件 

   ・その他                28 件 
 

○平成 28年度 246 件 
【内訳】 
・教育訓練等の実施          64 件 
・研究発表会等での情報提供      12 件 
・工業高校等の教員に対する研修等   17 件 
・大学校等の施設・設備、機器等の活用 ９件 
・職業訓練指導員の派遣        104 件 
・その他               40 件 
 

ⅲ地域社会との連携 
  地域の中小企業等に対して、職業能力開発大学校・短期大学校が有するも

のづくりのノウハウ等を活用して、人材育成への協力や技術支援を実施し
た。 

 
ⅳポリテックビジョンの開催 
職業訓練の成果物の展示や研究発表、ものづくり体験コーナー、ロボット
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③ 地方公共団
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＜評価の視点＞ 
・地方公共団体

との役割分
担を一層明
確化し、民業
補完に徹す
る観点から、
主として若
年者を対象
とした高度
職業訓練に
特化・重点化
したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製作・競技会等のイベントを通じて、ものづくりに関する高度で実践的な
職業訓練や研究開発の現状・水準等について、地域の企業や高校等に公開
する「ポリテックビジョン」を、各年度とも全国 24 会場において開催した。 
・参加者数 
平成 25 年度 12,233 人 
平成 26 年度 13,751 人  
平成 27 年度 12,907 人 
平成 28 年度 11,844 人 

 
ⅴものづくりに関する啓発 
地域における「ものづくり」に関する啓発を図るため、地域の関係機関、
産業界、地域住民等と連携し、「ものづくり体験教室」を開催した。 
・実施回数 
平成 25 年度 323 回  
平成 26 年度 355 回 
平成 27 年度 354 回 
平成 28 年度 308 回 

 
・参加者数 
平成 25 年度 35,146 人 
平成 26 年度 47,894 人 
平成 27 年度 48,550 人 
平成 28 年度 47,888 人 

 
ハ 高度職業訓練への特化・重点化 
・地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹する観点から、都
道府県、都道府県労働局、事業主や労働者の代表、教育機関等で構成する地
方運営協議会等において、設置訓練科に係る訓練ニーズを確認し、主として
若年者を対象とした高度職業訓練に特化・重点化し、専門課程、応用課程、
日本版デュアルシステム（専門課程活用型）の職業訓練を職業能力開発大学
校・短期大学校において次のとおり実施した。 
また、職業能力開発総合大学校においては、総合課程の職業訓練を次のとおり
実施した。 
なお、職業能力開発大学校・短期大学校等における授業料等については、「国
立大学等の授業料その他費用に関する省令」（平成 16 年３月 31 日文部科学省
令第 16 号）に準拠した金額を設定している。 
 
ⅰ専門課程 
高校卒業者等を対象に、技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を
兼ね備えた実践技能者（テクニシャン・エンジニア）を育成するため、訓
練期間２年間の専門課程を実施。 
・就職率 
平成 25 年度 99.5％ 
平成 26 年度 99.4％ 
平成 27 年度 98.9％ 
平成 28 年度 99.3％ 
※各年度の就職率は当該年度の翌年４月末の実績 
 
【主な設置訓練科】 
- 生産技術科 

各種金属部品等の設計、製図ができ、汎用工作機械の活用に必要な
基本的な加工技術を習得した上で、形状がより複雑化した精密機械
部品等を最新のＣＡＤ／ＣＡＭシステムや高機能なＮＣ工作機械を
活用して製作するとともに、生産工程の管理や改善の提案ができる
技能・技術を兼ね備えた人材を育成。 

- 電気エネルギー制御科 
ものづくりの現場である工場や事業所等における計測・制御技術、
電気設備の保守管理等の技能・技術に加え、環境・エネルギー有効
利用技術を習得し、環境や省エネルギー化を考慮したシステムの運
用・保守・改良及び自動機械の設計・製作ができる人材を育成。 

- 電子情報技術科 
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り、定員充足
率の向上に取
り組む。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報通信ネットワークやＩＴ社会を形成するエレクトロニクス技
術、コンピュータ技術、通信・ネットワーク技術に関するものづく
りへの適応技術を習得し、その上で自動計測・制御技術やマイクロ
コンピュータを用いた組込技術といったハードウェアとソフトウェ
アの融合分野を担うことができる人材を育成。 

- 建築科 
建築空間の基礎分野、先端的分野及び建築生産システム全体の理解
とともに、建築の専門分野である計画・構造・材料・施工・環境等
を有機的に結合した知識及び技能・技術を習得し、計画・生産分野
での管理・運営等に携わることができる人材を育成。 

- 住居環境科 
生活空間と人間、社会、自然との関わりを理解し、生活空間の環境
創出、生産システムや自然現象に対する安全性等に関する知識及び
技能・技術を習得し、居住空間や生活空間環境の創造及び生産分野
での管理・運用等に携わることができる人材を育成。 

 
・入校者数 

   平成 25年度 
定員 1,920 人，入校者数 2,005 人 

   平成 26年度 
    定員 1,890 人，入校者数 1,909 人 
   平成 27年度 

  定員 1,890 人，入校者数 1,902 人 
平成 28 年度 

  定員 1,865 人，入校者数 1,860 人 
  

ⅱ応用課程 
専門課程修了者等を対象に、産業界や地域のニーズに応じて、新製品の開
発、生産工程の構築等に対応できる生産技術・生産管理部門のリーダーと
なる人材を育成するため、訓練期間２年間の応用課程を実施。 
・就職率 
平成 25 年度 98.9％ 
平成 26 年度 99.4％ 
平成 27 年度 99.6％ 
平成 28 年度 99.7％ 
※各年度の就職率は当該年度の翌年４月末の実績 

 
【設置訓練科】 
- 生産機械システム技術科 
機械加工や機械制御の専門的技術・技能のもとに、それらを応用し複
合化した領域で活躍できる人材の育成並びに製品の企画・開発及び生
産工程の構築・改善・運用・管理等に対応できる人材を育成。 

- 生産電子システム技術科（H25,26） 
電子回路の設計・製作を基本にして、コンピュータシステムに関わる
ハードウェア・ソフトウェア活用技術、パワーエレクトロニクス活用
技術、或いは制御技術等の電子技術の応用に対応する能力を養い、製
品の企画・開発から生産工程の改良・改善・運用・管理等に対応でき
る人材を育成。 

- 生産電気システム技術科（H27～） 
自然エネルギーの利用技術等の電気に関する新技術を用いて、省エネ
ルギー化、環境を考慮したシステム及び製品の企画・開発から生産工
程の改良・改善・運用・管理等に対応できる人材を育成。 

- 生産情報システム技術科（H25,26） 
    情報処理・通信・制御等の技術を活用して、ものづくり現場での加工・

組立・検査等のシステム及び生産管理システム並びにこれらのインフ
ラとなる通信ネットワーク等の計画・企画・分析設計・開発・評価に
関わる分野を担当できる人材を育成。 

- 生産電子情報システム技術科（H27～） 
情報通信技術と電子技術を融合した技術、特に通信機能を有する組込
み技術を駆使し、あらゆるモノがネットワーク端末として機能する高
度情報社会の発展に向けた高付加価値製品の生産に対応できる人材を
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＜評価の視点＞ 
・効果的な広報

の実施等に
より入校生
の確保を図
り、定員充足
率の向上に
取り組んだ
か。 

育成。 
- 建築施工システム技術科 
木質構造、鋼構造、鉄筋コンクリート構造等の代表的な建築施工に関
する技術・技能や施工管理能力を養い、建築技術及び施工計画・施工
管理等の能力を建築生産分野で発揮できる人材を育成。 

 
・入校者数 
平成 25 年度 
定員 820 人，入校者数 847 人 

平成 26 年度 
定員 770 人，入校者数 788 人 

平成 27 年度 
定員 765 人，入校者数 778 人 

平成 28 年度 
定員 755 人，入校者数 777 人 

  
○定員充足率の向上のための取組 
専門課程及び応用課程の定員充足率の向上を図るため、職業能力開発大学
校・短期大学校等の魅力等を積極的かつ効果的に周知・広報するとともに、
地域の高等学校との連携強化や地域社会（自治体、企業等）との関係強化
に以下のとおり取り組んだ。 
・高等学校や企業への訪問、オープンキャンパス等の具体的な取組内容や
スケジュールを施設ごとに明確にした「学生募集に係る行動計画」（アク
ションプラン）を策定し、確実に実施した。 

・（H26～）社会人の入校を促進するため、事業主推薦制度を実際に活用し
ている事業主の声を掲載したリーフレットを、事業所訪問や在職者訓練
パンフレットの送付時の同封等により配布し、周知広報に努めた。 

・地域のマスメディア等による効果的な広報を行うため、技能五輪や各種
ものづくり競技大会への挑戦等の学生の活躍状況のほか、各種イベント
等に関して、積極的にプレスリリースや記事投稿等を実施し、各種メデ
ィアに取り上げられることで、職業能力開発大学校・短期大学校等の魅
力等を周知した。 

・幅広い対象者に的確かつ最新の情報を提供するため、以下の取組を行っ
た。 
- 一層の充実を図った学校案内パンフレット等により周知・広報を実施。 
- 施設ごとに設定しているホームページに常に最新の情報掲載。 
- （H26）施設ごとに設定しているホームページのスマートフォンへの対
応を推進。 

- （H26～）女子学生の入校を促進するため、機構のホームページに、社
会で活躍している女子修了生を紹介した動画「目指せ！能開大女子」
を公開。 
（H27～）また、職業能力開発大学校・短期大学校に通う女子学生や女
子修了生（通称 能開大女子（ポリジョ））のコメント等を拡充すると
ともに、新たに能開大女子の１日の大学校生活を紹介。 

・地域（自治体、企業等）が行う各種イベントやプロジェクト等に積極的
に参画し、職業能力開発大学校・短期大学校等が有する「ものづくり力」
等をアピールしつつ、地域への貢献を行うことにより、地域社会との結
び付きの強化を図った。 

・（H28）高校訪問の実施手順やその分析方法、高校訪問の成果を高めるた
めに、各施設が行っている取組を集めた手引きを作成した。 

・（H28）女子学生の入校促進のため、各施設が創意工夫している取組を集
めた事例集を作成した。 

・（H28）共同研究・受託研究等を通じた産学連携や他大学等関係機関との
積極的な連携強化等について検討を行い、手引を作成した。 

 
・定員充足率 
平成 25 年度 104.1％ 
平成 26 年度 101.4％ 
平成 27 年度 100.9％ 
平成 28 年度 100.6％ 
※各年度の定員充足率は、当該年度４月現在の実績 
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（添付資料②） 
 
ⅲ日本版デュアルシステム（専門課程活用型） 
職業能力開発大学校等の専門課程に相当するカリキュラムと、実際に企業
で業務に従事しながら技能・技術を習得できる企業実習を組み合わせて、
実学融合による効果的実践的な職業訓練を実施（訓練期間は専門課程と同
様に２年間）。 
・就職率  

   平成 25年度 95.7％ 
平成 26 年度 93.0％ 
平成 27 年度 95.9％ 
平成 28 年度 94.0％ 
※各年度の就職率は、訓練修了後３か月時点の実績 

 
【主な設置訓練科】 
- デュアルシステム型生産技術科 
機械工業における生産分野においては、最新のコンピュータ支援シス
テムと高機能なＮＣ工作機械の活用が不可欠となっている一方、高付
加価値材料の特殊加工技術や精密加工技術の必要性が高まっており、
これらの人材ニーズに対応するため、ものづくりの原点である基本的
な加工技術に加え、最新の加工システム技術にも柔軟に対応でき、生
産現場で活かせる技能と技術を兼ね備えた人材を育成。 

- メカトロニクス技術科 
基礎的な機械加工・ＣＡＤ・メカトロニクス・シーケンス制御技術を
習得し、簡易的な生産システムの構築ができるように職業訓練を行い、
さらに企業活用型訓練において、産業界の現場に密着し、即戦力とな
る実践的な技能・技術を習得し、生産システムの設計・製作から保守・
点検までを行うことができる人材を育成。 

 
・入校者数 

平成 25 年度 
    定員 90 人，入校者数 48人 

平成 26 年度 
定員 105 人，入校者数 55人 

平成 27 年度 
定員 105 人，入校者数 54人 

平成 28 年度 
定員 93 人，入校者数 49人 

 
・日本版デュアルシステム（専門課程活用型）の入校状況を踏まえ、以下
の取組により入校者の確保を図った。 
- 入校者確保に向けた対策会議の開催。 
- （H26）新卒応援ハローワーク・わかものハローワーク等における入校
生の確保に係る協力依頼を行い、対象者への情報提供や説明会の実施
等の連携を強化。 
（H27）また、広報用動画の放映等の協力を依頼。 

- （H26）本部において、働くことに悩みを抱えるニート・フリーターな
どの若者が、当該訓練を受講し就職するまでの過程を描いたドラマを
作成。 

- （H27～）Google や Yahoo!JAPAN といった検索エンジンでフリーター
等のキーワードを検索した際に日本版デュアルシステム（専門課程活
用型）の広告を表示させるリスティング広告等を実施。 

 
ⅳ総合課程 
高校卒業者等を対象に、生産現場全体を見渡せるマネジメント能力を有す
る生産技術・生産管理部門のリーダーとなり得る人材を育成するとともに、
将来的に質の高い職業訓練指導員となり得る人材を育成するため、特定専
門課程及び特定応用課程を体系的に実施する訓練期間４年間の総合課程
（機械専攻、電気専攻、電子情報専攻、建築専攻）を実施。 
・就職率 

平成 27 年度 100％ 
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平成 28 年度 100％ 
※各年度の就職率は、当該年度の翌年４月末の実績 

・入校者数（定員 80 人） 
平成 25 年度 96 人 

   平成 26年度 84 人 
   平成 27年度 108 人 
   平成 28年度 87 人 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１３  在職者訓練、事業主等との連携・支援 

関連する政策・施策 

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その

能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第１号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

受講者アンケートにおける
職業能力の向上に役立った
旨の評価（計画値） 

各年度 90％
以上 

－ 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 予算額（千円） － － － －  

受講者アンケートにおける
職業能力の向上に役立った
旨の評価（実績値） 

－ 98.8％ 98.7％ 99.0％ 98.9％ 98.9％  決算額（千円） － － － －  

達成度 － － 109.7％ 110.0％ 109.9％ 109.9％  経常費用（千円） － － － －  

事業主アンケートにおける
職業能力の向上が見られた
旨の評価（計画値） 

各年度 90％
以上 

－ 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 経常利益（千円） － － － －  

事業主アンケートにおける
職業能力の向上が見られた
旨の評価（実績値） 

－ 97.9％ 97.8％ 97.8％ 97.9％ 97.9％  
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

達成度 － － 108.7％ 108.7％ 108.8％ 108.8％  従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

  
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・在職者訓練についてのア
ンケート調査において役
立った旨の評価は、毎年
度、受講者に対するアン
ケートでは回答者の
99％前後、事業主に対す
るアンケートでは回答者

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
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して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
(1) 職業能力開発促
進センター等及び
職業能力開発総合
大学校の設置及び
運営の実施等に関
する事項 

 
④ 在職者を対象
とする職業訓練
の実施について 

 
産業の基盤を

支える高度な職
業能力を有する
人材を育成する
ため、在職者に
対し、事業主の
ニーズ等に基づ
き、適切かつ効
果的な職業訓練
を 実 施 す る こ
と。 

 
 
 
 
 

ア 受講者に対
してアンケー
ト調査を実施
し、90％以上
の者から職業
能力の向上に
役立った旨の
評価が得られ
るようにする
こと。また、
事業主の指示
により職業訓
練を受講した
場合について
は、当該事業
主についても
アンケート調
査を実施し、
90％以上の者
から受講者に
職業能力の向
上が見られた
旨の評価が得
られるように
すること。 

 
 
 
 
 
 
４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
(1) 職業能力開発促
進センター等及び
職業能力開発総合
大学校の設置及び
運営の実施等に関
する事項 

 
エ 在職者を対象
とする職業訓練
の実施について 

 
産業の基盤を

支える高度な職
業能力を有する
人材を育成する
ため、在職者に
対し、事業主の
ニーズ等に基づ
き、適切かつ効
果的な職業訓練
を 実 施 す る よ
う、次により職
業訓練を実施す
る。 

 
 
 

① 受講者に対
してアンケー
ト調査を実施
し、90％以上
の者から職業
能力の向上に
役立った旨の
評価が得られ
る よ う に す
る。また、事
業主の指示に
より職業訓練
を受講した場
合 に つ い て
は、当該事業
主についても
アンケート調
査を実施し、
90％以上の者
から受講者に
職業能力の向
上が見られた
旨の評価が得
られるように
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・受講者に対し

てアンケー
ト調査を実
施し、90％
以上の者か
ら職業能力
の向上に役
立った旨の
評価が得ら
れるように
する こと 。
【数値目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
４ 職業能力開発業務に関する事項 
 
 
（１）職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運
営の実施等に関する事項 

 
 
 
 
 
④ 在職者を対象とする職業訓練の実施について 
 
 
 
・我が国の産業の基盤を支える高度な職業能力を有する人材を育成するため、

中小企業等で働く在職者を主な対象として、事業主のニーズ等に基づき、
概ね２日から５日の期間で、仕事を遂行する上で必要な専門的知識及び技
能・技術の向上を図る職業訓練を、以下のとおり実施した。 
- 訓練コース数 

平成 25 年度 6,686 コース 
    平成 26 年度 6,979 コース 
    平成 27 年度 7,312 コース 

平成 28 年度 7,638 コース 
 

- 受講者数 
平成 25 年度 50,124 人 
平成 26 年度 51,750 人 

  平成 27 年度 56,873 人 
  平成 28 年度 61,005 人 

 
イ アンケート結果の把握・分析、業務の質の向上への取組 
在職者訓練の業務の質の向上を図るため、訓練コースの受講者や受講を指示し
た事業主に対して、職業能力の向上に役立ったか（受講者が学んできた専門的
知識及び技能・技術は、職場で役立っているか）を内容とするアンケート調査
等を実施した。 

 
○受講者に対するアンケート調査の実施 
・訓練コースの受講者を対象とするアンケート調査において、「大変役に立っ
た」「役に立った」との評価を得た割合は、以下のとおりとなった。 
平成 25 年度  
98.7％（達成度 109.7％） 
「大変役に立った」49.3％ 
「役に立った」49.4％ 

平成 26 年度 
99.0％（達成度 110.0％） 

    「大変役に立った」51.0％ 
    「役に立った」48.0％ 

平成 27 年度 
98.9％（達成度 109.9％） 

    「大変役に立った」50.7％ 
    「役に立った」48.2％ 

平成 28 年度  
98.9％（達成度 109.9％） 

    「大変役に立った」51.0％ 
    「役に立った」47.9％ 

の 98％弱の実績となっ
ている。中期目標の数値
目標は、厚生労働大臣か
ら示された国の戦略目標
である 80％を上回る
90％であるが、在職者訓
練受講者数が平成 24 年
度の 49,555 人に対し、平
成 28 年度には過去最高
の 61,005 人と 11,450 人
増（23.1％増）となる中、
いずれも数値目標を大き
く上回る実績となった。 

・事業主等へのヒアリング
調査により、人材育成ニ
ーズを把握し、ニーズに
沿った訓練コースを開
発・設定・実施した。ま
た、事業主団体等と共同
で訓練コースを開発する
取組も行った。 

・アンケート結果の可視
化・分析、習得能力の職
場での適用状況の確認・
評価により訓練コースの
改善に取り組んだ。 

・在職者訓練地域サービス
向上プロジェクトにおい
て、施設間連携を推進し、
多様な訓練コースを提供
することにより、各地域
の幅広い人材育成ニーズ
に対応した。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・中小企業等の生産性向上
に向けて、事業主等の多
様な人材育成ニーズに幅
広く応えるとともに、も
のづくり分野における
IT 技術を活用した在職
者訓練など、技術進歩に
対応した訓練の展開を図
る必要がある。 

・引き続き質の高い訓練を
提供できるよう、訓練を
通じて習得した能力の職
場での適用状況やアンケ
ートの分析結果等を踏ま
え、ＰＤＣＡサイクルに
よる継続的な改善に取り
組む必要がある。 

 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

載） 
＜その他事項＞ 
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なお、アン
ケート調査の
実施に当たっ
ては、当該調
査で得られた
意見をより的
確に把握でき
るようにする
とともに、当
該調査結果を
分析して業務
の質の向上に
反映できるよ
う に す る こ
と。 

 
 
 
 
 

イ 在職者訓練
の効果を客観
的に把握する
観点から、受
講者が習得し
た能力につい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、アン

ケート調査の
実施に当たっ
ては、当該調
査で得られた
意見をより的
確に把握でき
るようにする
とともに、当
該調査結果を
分析して事業
主のニーズ等
により的確に
対応した訓練
コースに改善
するなど業務
の質の向上に
反映できるよ
うにする。 

 
② 在職者訓練
の効果を客観
的に把握する
観点から、受
講者が習得し
た能力につい

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・事業主に対し

てアンケー
ト調査を実
施し、90％以
上の者から
受講者に職
業能力の向
上が見られ
た旨の評価
が得られる
ようにする
こと。【数値
目標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・アンケート調

査で得られ
た意見を的
確に把握す
るとともに、
調査結果を
分析して業
務の質の向
上に反映で
きるよう取
り組んだか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・受講者が習得

した能力に
ついて職場
での適用状
況 等 の 確

 
・受講者数（再掲） 
平成 25 年度 50,124 人 
平成 26 年度 51,750 人 
平成 27 年度 56,873 人 
平成 28 年度 61,005 人 

 
・有効回答者数 
平成 25 年度 40,831 人 
平成 26 年度 45,492 人 
平成 27 年度 51,276 人 
平成 28 年度 55,563 人 

 
○事業主に対するアンケート調査の実施 
・受講者を派遣した事業主を対象とするアンケート調査において、「大変役立
っている」「役立っている」との評価を得た割合は、以下のとおりとなった。 
- 平成 25年度 97.8％（達成度 108.7％） 
「大変役立っている」 23.0％ 
「役立っている」   74.8％ 

- 平成 26年度 97.8％（達成度 108.7％） 
「大変役立っている」 20.7％ 

   「役立っている」   77.1％ 
- 平成 27年度 97.9％（達成度 108.8％） 
「大変役立っている」 21.7％ 
「役立っている」   76.2％ 

- 平成 28年度 97.9％（達成度 108.8％） 
「大変役立っている」 20.9％ 
「役立っている」   76.9％ 

 
・有効回答事業所数 
平成 25 年度 8,154 事業所 
平成 26 年度 9,152 事業所 
平成 27 年度 9,723 事業所 
平成 28 年度 11,239 事業所 

 
○業務の質の向上への取組 
・在職者訓練の品質保証を図るため、アンケート結果等を訓練カルテ（コース
別ＰＰＭチャート（※）及びアンケート結果レーダーチャート（※）等によ
り構成。）で可視化・分析し、訓練コースの評価・改善等を行った。 
※ＰＰＭチャートとは、訓練コースごとの市場価値と品質を評価するため、
縦軸に「応募率」、横軸に受講者アンケートの結果を点数化した「コース総
合評価スコア」をとり、時系列的な訓練コース評価を行うもの。 

※レーダーチャートとは、訓練コースごとのアンケート結果を確認するため、
役立ち度、教材、希望一致度等のスコアを比較するもの。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○職場での適用状況の確認・評価 
・訓練コースの受講を通じて受講者が習得した能力について、職場での適用状
況等を次のとおり確認・評価した。 
①調査の準備 
調査対象訓練コースのカリキュラムの細目等を基に、当該訓練コースの習
得を通じて習得されるべき能力（専門的技能・知識）を３～５項目程度設
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て職場での適
用 状 況 の 確
認・評価を実
施すること。 

 
 
 
 

ウ 地方公共団
体との役割分
担の一層の明
確化を図ると
ともに、民業
補完に徹する
観点から、民
間教育訓練機
関等の多種多
様な訓練の実
施の状況や昨
今の地方公共
団体における
職業訓練の取
組状況を踏ま
え、中小企業
等を主な対象
として、もの
づくり分野を
中心に真に高
度なものに限
定して実施す
ること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て職場での適
用状況等の確
認・評価を実
施する。 

 
 
 
 

③ 地方公共団
体との役割分
担の一層の明
確化を図ると
ともに、民業
補完に徹する
観点から、民
間教育訓練機
関等の多種多
様な訓練の実
施の状況や昨
今の地方公共
団体における
職業訓練の取
組状況を踏ま
え、中小企業
等を主な対象
として、もの
づくり分野を
中心に真に高
度なものに限
定して実施す
る。 
また、訓練

コースは、当
該地域ごとの
事業主団体や
関係行政機関
等から意見を
聴くことなど
により人材育
成ニーズを把
握した上で設
定するものと
し、各地域に
おいて地方運
営協議会の専
門部会として
外部委員で構
成する検討の
場を設け、訓
練コースにつ
いて、意見を
聴取し、審査
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

認・評価を実
施したか。 

 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・中小企業等を

主な対象と
して、ものづ
くり分野を
中心に真に
高度なもの
に限定して
実施したか。 

 
＜評価の視点＞ 
・地域ごとに、
事業主団体
等から意見
を聴くこと
などにより
人材育成ニ
ーズを把握
した上で、訓
練コースを
設定したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定。 
②調査の実施 
訓練コースの受講者及び受講者の所属企業に対し、ヒアリング等により、
当該能力の職場での適用状況調査を実施。 

③調査結果の分析・対応 
習得能力の適用状況を踏まえ、より効果的な訓練コースを開発・設定。習
得能力の活用が十分でない場合は、原因を分析し、訓練コース設定に反映。 

 
ロ 訓練コースの設定、人材育成ニーズの把握 
ものづくり分野の中小企業等を主な対象として、事業主のニーズ等に基づく
真に高度な訓練を設定・実施した。 
 

○ものづくり分野の中小企業等を対象に、人材育成ニーズを踏まえた真に高度
な訓練コースを実施 
・技能・技術や人材育成の分野の専門家による専門委員会において点検を受
けた「設定基準」に基づき、在職者訓練コースを設定。 
設定基準の概要は、次のとおりである。 
- 人材育成ニーズを踏まえた訓練 
- ものづくり分野の中小企業等を主な対象とし、生産性や技術力の維持・
向上に資する能力を付与する真に高度な訓練 

- 民間教育訓練機関や地方公共団体で実施していない訓練 
また、設定しようとする訓練コースは、各地域の職業能力開発促進セン
ターに設置した、専門的・実務的立場から審査できる委員（民間教育訓
練機関、事業主団体、行政機関等の有識者）により構成される訓練計画
専門部会（地方運営協議会の専門部会）において、設定基準に基づき意
見を聴取し、設定の適否について審査を受けた。 

 
・訓練コース数（再掲） 
平成 25 年度 6,686 コース 

  平成 26 年度 6,979 コース 
平成 27 年度 7,312 コース 
平成 28 年度 7,638 コース 
 

・在職者訓練受講者のうち、中小企業に勤めているものの人数及び受講者に
占める割合 

  平成 25 年度 31,210 人（62.3％） 
  平成 26 年度 32,292 人（62.4％） 
  平成 27 年度 33,920 人（59.6％） 
  平成 28 年度 35,446 人（58.1％） 
 
○中小企業等への多様な訓練コースの提供 
・（H27～）施設間連携による地域格差の是正や職業訓練指導員個々の専門性
を発揮する機会の拡大による在職者訓練の更なる向上・充実を目的として、
平成 27 年度から東北及び九州・沖縄ブロック、平成 28 年度から中国及び
四国ブロックにおいて在職者訓練地域サービス向上プロジェクトを実施し
た。 
当該地域において、幅広い人材育成ニーズにより一層対応するため、指導
員の活動範囲を拡大し、施設の枠を超え、指導員の有する専門性を活用し
た訓練コースの設定や、施設合同パンフレットの作成により、施設間連携
を強化した。 

 
○事業主団体等のニーズに対応した在職者訓練コースの開発等 
・（H25,26）事業主等へのヒアリングを通じて把握した人材育成ニーズに迅速

かつ機動的に対応するため、オーダーメイドによる訓練を積極的に実施し
た。 

・毎年度異なる事業主団体等と共同で、産業界や地域の人材育成ニーズを一
層的確に把握し、より効果的な人材育成支援を展開した。 
- 産業界や地域の人材育成ニーズを踏まえ、仕事・作業に求められる職業
能力を体系的に整備 

- 在職者訓練コースの開発・実施 
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また、中小
企業等を主な
対象としてい
ることに配慮
しつつ、適切
な費用負担を
求めること。 

 
 

⑤ 事業主等との
連携・支援につ
いて 

 
事業主等との

連携による訓練
カリキュラムの
開発や訓練の実
施、その求めに
応じた職業訓練
指導員の派遣、
訓 練 設 備 の 貸
与、訓練ノウハ
ウ・情報の提供
等を行うなど、
事業主等が効果
的に職業訓練を
実 施 で き る よ
う、連携・支援
を行うこと。そ
の際、適切な費
用負担を求める
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、成長が

見込まれる分野
（環境・エネル
ギー分野等）で
事業展開を進め
る事業主等に対
し、人材育成に
関する支援を実
施すること。 

 

なお、中小
企業等を主な
対象としてい
ることに配慮
しつつ、適切
な費用負担を
求める。 

 
 

オ 事業主等との
連携・支援につ
いて 

 
事業主等との

連携による訓練
カリキュラムの
開発や訓練の実
施、その求めに
応じた職業訓練
指導員の派遣、
訓 練 設 備 の 貸
与、訓練に関す
るノウハウ・民
間教育訓練機関
等に関する情報
の提供等を行う
など、事業主等
が効果的に職業
訓練を実施でき
るよう、連携・
支援を行う。そ
の際、適切な費
用 負 担 を 求 め
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、成長が

見込まれる分野
（環境・エネル
ギー分野等）で
事業展開を進め
る事業主等に対
し、人材育成に
関する支援を実
施する。 

 

＜評価の視点＞ 
・中小企業等を

主な対象と
しているこ
とに配慮し
つつ、適切な
費用負担を
求めたか。 

 
＜評価の視点＞ 
・事業主等が効

果的に職業
訓練を実施
できるよう、
連携・支援を
行ったか。そ
の際、適切な
費用負担を
求めたか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・成長が見込ま

れる分野（環
境・エネルギ
ー分野等）で
事業展開を
進める事業
主等に対し、
人材育成に
関する支援
を実施した
か。 

 

ハ 在職者訓練における受講料については、受講者を派遣した事業主の多くが
中小企業であることを踏まえ、費用負担は教材費・光熱水料等実費相当額と
している。 

 
 
 
 
 
 
⑤ 事業主等との連携・支援について 
・事業主等が従業員に行う職業訓練が効果的に実施されるよう、職業訓練指導
員の派遣や施設設備の貸与等を実施するとともに、事業主等からの相談にお
いて、訓練に関するノウハウについての要望があった場合や民間教育訓練機
関等が行う教育訓練コースの受講の要望があった場合には、必要な情報の提
供等により、連携・支援を行った。 
その際、職業訓練指導員の派遣や施設設備の貸与に係る電気代等の実費相当額
の費用負担を求めた。 
- 訓練延べ人員 
平成 25 年度 314,535 人 
平成 26 年度 313,871 人 
平成 27 年度 324,387 人 
平成 28 年度 326,445 人 

 
うち指導員派遣による訓練延べ人員 
平成 25 年度 103,113 人 
平成 26 年度 97,204 人 
平成 27 年度 85,735 人 
平成 28 年度 84,341 人 

 
指導員の派遣数 
平成 25 年度 4,687 人 
平成 26 年度 4,808 人 
平成 27 年度 4,413 人 
平成 28 年度 4,545 人 
 

うち施設設備貸与による訓練延べ人員 
平成 25 年度 211,422 人 
平成 26 年度 216,667 人 
平成 27 年度 238,652 人 
平成 28 年度 242,104 人 

 
 施設設備の貸与件数 

平成 25 年度 10,983 件 
平成 26 年度 11,022 件 
平成 27 年度 11,803 件 
平成 28 年度 12,260 件 

 
・成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分野等）で事業展開を進める事業
主等に対し、在職者訓練を実施するとともに、事業主等が従業員に職業訓練
を実施するために必要となる職業訓練指導員の派遣、施設設備の貸与等の人
材育成に関する支援を行った。 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１４  指導員の養成、訓練コースの開発等、国際連携・協力の推進 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その

能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） － － － －  

        決算額（千円） － － － －  

        経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

        
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

  
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
４ 職業能力開発業務

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 職業能力開発業務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 職業能力開発業務に関する事項 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・職業訓練指導員の養成に
ついて、職業訓練指導員
として、即戦力で活躍す
るために必要な能力を付
加するため、訓練コーデ
ィネート、キャリアコン
サルティング、就職支援
等の能力を付与するハイ
レベル訓練を平成 26 年
度に創設し、平成 26 年度
79 人、平成 27 年度 140
人、平成 28 年度 134 人に
実施した。 

・職業訓練指導員の技能等

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
 



149 

 

に関する事項 
 
(1) 職業能力開発促
進センター等及び
職業能力開発総合
大学校の設置及び
運営の実施等に関
する事項 

 
⑥ 職業訓練指導
員の養成につい
て 

 
職業訓練指導

員については、
職業能力開発に
関するニーズに
的確に対応する
ため、技能習得
の指導ができる
だけでなく、訓
練のコーディネ
ー ト 、 キ ャ リ
ア・コンサルテ
ィング、就職支
援など、公共だ
けではなく民間
においても対応
できる幅広い能
力を有する人材
を 養 成 す る こ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に関する事項 
 
(1) 職業能力開発促
進センター等及び
職業能力開発総合
大学校の設置及び
運営の実施等に関
する事項 

 
カ 職業訓練指導
員の養成につい
て 

 
職業訓練指導

員については、
職業能力開発に
関するニーズに
的確に対応する
ため、技能習得
の指導ができる
だけでなく、訓
練のコーディネ
ー ト 、 キ ャ リ
ア・コンサルテ
ィング、就職支
援など、公共だ
けではなく民間
においても対応
できる幅広い能
力を有する人材
を養成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・訓練コーディ

ネート、キャ
リア・コンサ
ルティング、
就職支援な
ど、幅広い能
力を有する
人材を養成
したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・ハイレベル訓

練において、
即戦力とし
て活躍する
ために必要
な能力を付
加するため
の訓練を行
ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（１）職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運
営の実施等に関する事項 

 
 
 
 
 
⑥ 職業訓練指導員の養成について 
  
 
 
技能習得の指導だけでなく、訓練のコーディネート、キャリアコンサルティ
ング、就職支援等に対応できる幅広い能力を有する職業訓練指導員を養成す
るため、以下のとおり取り組んだ。 

 
○長期課程（H25,26） 
新規高卒者等を対象に職業訓練指導員として必要な技能・技術、知識及び
訓練指導力などの付与を目的とした長期課程（訓練期間４年間）の訓練を
実施した。 
・職業指導や職業相談に必要なキャリアコンサルティング技法、産業・経
済の動向や能力開発ニーズの把握の手法及びニーズを踏まえた能力開発
体系の形成・カリキュラム設定の方法等を習得するため、訓練コーディ
ネート及びキャリアコンサルティング関連科目を実施した。また、３年
次に実務実習を行い、職業訓練指導員としての就職への意欲の醸成・強
化を図るとともに、４年次に職業訓練指導員としての就職希望者に対し、
職業能力開発施設でのインターンシップを実施し、より実践的な指導力
等の強化に努めた。 
ⅰ就職率 
平成 25 年度 100.0％ 
平成 26 年度 99.0％ 

ⅱⅰのうち指導員への就職割合 
平成 25 年度 62.9％ 
平成 26 年度 46.2％ 

 
○ハイレベル訓練（H26～） 
従前の新規高卒者等を対象とする４年制訓練（長期課程）に代え、平成 26
年度から、機構、都道府県、企業等に職業訓練指導員候補として採用され
た者等を対象に、訓練指導の現場で即戦力として活躍するために必要な能
力を付加するため、ハイレベル訓練を創設し、訓練を実施した。 
・（H25）カリキュラムの整備、シラバス（授業計画）の作成及び入学資格
審査の基準策定並びに教員による資格審査体制等の整備、学生募集等を
実施。 

・長期養成課程、短期養成課程、職種転換課程、高度養成課程の４課程を
開講。 

・（H27～）職業能力開発施設等での実務訓練時や、企業等で働きながら在
職者が受講する場合に、職業能力開発総合大学校のキャンパス以外の遠
隔地でも訓練を受講できるよう、インターネットを活用した受講環境を
整備した。 

・学生募集に当たり、都道府県や関係機関等へのパンフレット及び募集要
項等の送付のほか、都道府県や国公私立大学への直接訪問による広報、
ホームページや機構のメールマガジン、ダイレクトメール等を活用した
広報活動の実施。 

 
ⅰ長期養成課程 
・一般工科系大学の卒業者や職業能力開発大学校の応用課程の修了者等
で職業訓練指導員候補として採用された者等を対象に、最長 2 年間
（3,600 時間）の訓練を実施した。なお、修了者には、職業訓練指導員
免許取得資格が付与される。 
- 入校者数 

の向上を目的とするスキ
ルアップ訓練について、
訓練ニーズに細やかに対
応したコースを平成 25
年度 3,595 人、平成 26
年度 5,571 人、平成 27
年度 5,226 人、平成 28
年度 5,650 人に実施し
た。 

・地域の訓練資源の活用及
び地域ニーズに応じた訓
練コースの開発・普及の
取組として、全都道府県
において産学官によるコ
ンソーシアムを構築し、
離職者訓練 94 コースの
開発・検証を行うととも
に、平成 27 年度までに事
業を開始した 25 都道府
県においては、機械加
工・住宅施工等のものづ
くり分野の 25 団体と機
械・電気・建設等の分野
の在職者訓練コースの開
発を実施した。 

・国、国際協力機構（ＪＩ
ＣＡ）等からの委託等を
受けて、開発途上国から
の研修生の受入れや、職
業訓練指導員の海外への
派遣等を積極的・効率
的・効果的に実施した。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・職業能力開発に関するニ
ーズに的確に対応するた
め、職業訓練指導員は、
職業訓練の実施のみなら
ず、訓練のコーディネー
ト、キャリアコンサルテ
ィング、就職支援など幅
広い分野にわたる能力が
必要であることに加え、
日進月歩の技術革新に的
確に対応していくことが
不可欠であることから、
ハイレベル訓練やスキル
アップ訓練の見直しを行
っていく必要がある。 
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平成 26 年度 14 人 
うち１年課程 7 人※ 

２年課程 7 人    
平成 27 年度 28 人 
うち１年課程 17 人※ 

２年課程 11 人  
平成 28 年度 45 人 
うち１年課程 26 人※ 

２年課程 19 人 
※訓練期間は受講者の履修状況に応じて最大１年の短縮が可能 

- （H26～）職業訓練指導員として、実践力を養い、職業訓練指導員免
許取得後に、職業訓練の現場において即戦力として活躍することが
できるよう、２年間で 1,400 時間（約７か月）の職業能力開発施設
における実務訓練期間を設定した。実務訓練期間中も訓練コーディ
ネート、キャリアコンサルティング、就職支援などに係る課題をＷ
ｅｂを活用して実施した。 

- （H28）研究的思考を持って職業訓練指導技法等を開発できる人材育
成分野のリーダーを養成するため、長期養成課程に、修士を取得で
きる職業能力開発研究学域を設置した。 
入校者数 12 人（長期養成課程の内数） 

 
ⅱ短期養成課程 
・技能検定合格者や企業での実務経験を有する者等、一定の技能・技術を
有する者を対象に、１か月以上１年未満の訓練を実施した。なお、修了
者のうち、長期養成課程修了者と同等の能力を有する者（能力審査合格
者）には指導員免許取得資格が付与される。 
- 入校者数 
平成 26 年度 20 人 
平成 27 年度 71 人 
平成 28 年度 60 人 

・（H28）Ｗｅｂ訓練システムによる訓練を実施した。 
入校者数 53 人（短期養成課程の内数） 

 
ⅲ職種転換課程 ※平成 25 年度は専門課程として実施 
・現職の職業訓練指導員が新たな専門分野の訓練等を担当するため、６か
月又は１年間の訓練を実施した。 
- 入校者数 
平成 25 年度 18 人 
（６か月コース 18人（溶接科、メカトロニクス科、電気科、電気工事
科、情報処理科、配管科、木工科）） 

平成 26 年度 17 人 
（６か月コース 17人（溶接科、機械科、情報処理科）） 
平成 27 年度６人 
（６か月コース６人（溶接科、情報処理科）） 
平成 28 年度６人 
（６か月コース５人（電気科、溶接科、電気工事科、メカトロニクス
科）、１年コース１人（メカトロニクス科）） 

 
ⅳ高度養成課程 ※平成 25 年度は応用研究課程として実施 
・専門課程の高度職業訓練における職業訓練指導員として従事している者
に対し、応用課程の職業訓練指導員に必要な高度で専門的かつ応用的な
技能及び知識等を習得するための１年間の訓練を実施した。 

 
・入校者数 
平成 25 年度 ７人（応用研究科（高度実践技術指導者専攻） 
平成 26 年度 28 人（応用研究科（高度実践技術指導者専攻）） 
平成 27 年度 35 人（応用研究科（高度実践技術指導者専攻）） 
平成 28 年度 23 人（応用研究科（高度実践技術指導者専攻）） 
 

・（H27～）受講者数増加に向け、各都道府県の職業能力開発主管課、民間
教育訓練機関及び一般工科系大学等を訪問し受講勧奨した。 
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また、職業訓

練指導員の養成
については、ハ
イ レ ベ ル 訓 練
（仮称）の創設
（平成26年度）、
及び現職の職業
訓練指導員を対
象としたスキル
アップ訓練の段
階的な拡充を行
うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、職業訓

練指導員の養成
については、ハ
イ レ ベ ル 訓 練
（仮称）の創設
（平成 26年度）
及び現職の職業
訓練指導員を対
象としたスキル
アップ訓練の段
階的な拡充を行
う。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜評価の視点＞ 
・現職の職業訓

練指導員を
対象とした
スキルアッ
プ訓練の段
階的な拡充
を行ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○スキルアップ訓練 
現職の職業訓練指導員等を対象に、職業訓練指導員の技能・技術、専門的知
識及び訓練指導力等の向上を目的とした研修課程（スキルアップ訓練、訓練
期間 12 時間以上）を実施した。 
・都道府県、民間企業及び機構等において現に職業訓練指導員として従事し
ている者に対し、専門性の拡大・レベルアップや新たな職種を担当する技
能を習得するため、訓練指導技法等に係る以下の訓練を実施した。 
 
ⅰ実施コース数 
平成 25 年度 302 コース 

   平成 26年度 499 コース 
   平成 27年度 566 コース 

平成 28 年度 525 コース 
 

ⅱ受講者数 
平成 25 年度 3,595 人 
（内訳） 
都道府県 1,497 人 
民間企業  215 人 
機構   1,883 人 

 
平成 26 年度 5,571 人 
（内訳） 
都道府県 1,472 人 
民間企業 1,989 人 
機構   2,110 人 

 
   平成 27年度 5,226 人 
    （内訳） 

都道府県 1,663 人 
民間企業 1,052 人 
機構   2,511 人 

     
平成 28 年度 5,650 人 

   （内訳） 
都道府県 1,915 人 
民間企業 1,511 人 
機構    2,224 人 

 
ⅲ主な研修の種類と実施コース例 
・訓練技法開発研修 
訓練コース・コーディネート、指導技法等を習得 

・技能・技術実践研修 
新規の訓練コース、カリキュラムの充実に対応するためのスキルを習
得 

・（H25）テーマ別研修 
専門分野に係る知識及び技能、技術の更なる習得または専門領域の拡
大 

・一般研修 
キャリアコンサルティング、安全衛生等の能力を習得 
 

・訓練終了時のアンケート調査において、研修結果を活用できる、との
回答の割合は以下のとおりとなった。 
平成 25 年度 93.1％ 
平成 26 年度 95.9％ 
平成 27 年度 96.0％ 
平成 28 年度 95.5％ 

  
ⅳ受講者数の増加を図るための取組 
・利用者の受講しやすい環境を整備し、受講者数の増加を図るため、全



152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

⑦ 訓練コースの
開発、民間教育
訓練機関の教育
訓練サービスの
質の向上等につ
いて 

 
政策的必要性

の高い分野を中
心に、非正規労
働者の特性、産
業構造の変化や
技術革新等に対
応した訓練コー
スの開発、人材
ニーズの把握、
キャリア形成の
過程の把握、職
業訓練技法の開
発等効果的・効
率的な職業訓練
の実施に資する
調査・研究を実
施 す る と と も
に、その成果を
民間教育訓練機
関、地方公共団
体等に提供する
等、普及の強化
に 取 り 組 む こ
と。 
さらに、訓練

コースの開発に
際しては、企業
や教育機関等と
も連携したコン
ソーシアム方式
を 活 用 す る な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キ 訓練コースの
開発、民間教育
訓練機関の教育
訓練サービスの
質の向上等につ
いて 

 
政策的必要性

の高い分野を中
心に、非正規労
働者の特性、産
業構造の変化や
技術革新等に対
応した訓練コー
スの開発、人材
ニーズの把握、
キャリア形成の
過程の把握、職
業訓練技法の開
発等効果的・効
率的な職業訓練
の実施に資する
調査・研究を実
施 す る と と も
に、その成果を
民間教育訓練機
関、地方公共団
体等に提供する
等、普及の強化
に取り組む。 
さらに、訓練

コースの開発に
際しては、企業
や教育機関等と
も連携したコン
ソーシアム方式
を 活 用 す る な
ど、地域の訓練

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・効果的・効率

的な職業訓
練の実施に
資 す る 調
査・研究を実
施するとと
もに、その成
果の普及の
強化に取り
組んだか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国の公共職業能力開発施設等を研修実施場所とする出前型研修を各年
度以下のとおり実施した。 
- 実施コース数 
平成 25 年度 
36 都道府県 計 166 コース 

平成 26 年度 
47 都道府県 計 293 コース 

平成 27 年度 
47 都道府県 計 333 コース 

     平成 28年度 
      46 都道府県 計 259 コース 

‐受講者数 
平成 25 年度 2,461 人 
平成 26 年度 3,993 人 
平成 27 年度 3,492 人 
平成 28 年度 3,744 人 

・（H27）訓練の過程ごとに必要な研修コースを体系的に整理した職業訓
練指導員研修マップを作成し、職業訓練指導員がどのような研修を受
講すべきか分かりやすく示すことにより、受講者数の増加を図った。 

・（H28）地方の職業訓練指導員にとってスキルアップ訓練を受講しやす
い環境を整備するために、一般研修、訓練技法開発研修において、一
部通信を活用した訓練を試行実施した。 

 
⑦ 訓練コースの開発、民間教育訓練機関の教育訓練サービスの質の向上等に
ついて 

 
 
 
 
 
効果的・効率的な職業訓練を実施するため、調査・研究・開発の実施に以下
のとおり取り組んだ。 
 
○職業訓練の実施に資する調査・研究・開発 
・政策上の見地から必要とされるものや職業能力開発に係る業務上必要な
ものに関し、厚生労働省と機構との協議により決定したテーマについて
学識経験者及び産業界等の外部有識者を含めた委員会を設けて職業訓練
の実施に資する調査・研究・開発を実施した。 

  テーマ数 
    平成 25 年度 14 テーマ 
    平成 26 年度 13 テーマ 
    平成 27 年度 13 テーマ 
    平成 28 年度 14 テーマ 

 
○成果の普及・活用 
ⅰホームページへの公開及び研究報告書等の配付 
・成果については、職業能力開発総合大学校基盤整備センターの運営す
るホームページにおいて職業能力開発に関する各種情報を提供すると
ともに、研究報告書等を民間教育訓練機関、地方公共団体、全国の職
業能力開発施設等へ配付した。 

・（H27）職業能力開発総合大学校基盤整備センターのホームページは、
コンテンツの充実やユーザーの利便性の向上のための改修を行った。 
- ホームページアクセス件数 

平成 25 年度 978,091 件 
平成 26 年度 936,973 件 
平成 27 年度 1,189,904 件 
平成 28 年度 1,243,240 件 

- ダウンロード件数 
     平成 25年度 56,055 件 
     平成 26年度 61,559 件 
     平成 27年度 72,658 件 
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ど、地域の訓練
資源の活用、地
域ニーズに応じ
た訓練コースの
開発・普及に取
り組むこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、民間教

育訓練機関にお
ける人材のスキ
ルアップのため
の取組等を検討
し、民間教育訓
練機関の教育訓
練サービスの質
を維持・向上さ

資源の活用、地
域ニーズに応じ
た訓練コースの
開発・普及に取
り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、民間教

育訓練機関にお
ける人材のスキ
ルアップのため
の取組等を検討
し、民間教育訓
練機関の教育訓
練サービスの質
を維持・向上さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・コンソーシア

ム方式を活
用するなど
地域の訓練
資源の活用、
地域ニーズ
に応じた訓
練コースの
開発・普及に
取り組んだ
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・民間教育訓練

機関の教育
訓練サービ
スの質を維
持・向上させ
るための支
援を実施し
たか。 

     平成 28年度 92,368 件 
- 配付件数 

平成 25 年度 延べ 2,212 機関、3,346 部 
平成 26 年度 延べ 2,392 機関、3,085 部 
平成 27 年度 延べ 3,582 機関、4,959 部 
平成 28 年度 延べ 2,260 機関、3,378 部 

 
ⅱ研究報告書等の活用事例 
・分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究（普通課程） 
本テーマで得られた成果（カリキュラムモデル等の基礎資料）に基づ
き、厚生労働省において訓練基準等（訓練科､教科､評価基準等）の見
直しに活用されている。また、都道府県立職業能力開発校において、
訓練分野の選定やカリキュラムの見直し等に活用されている。 

 
○地域に応じた訓練資源の活用及び訓練コースの開発・普及 
・（H25）これまでの訓練コース開発に関するノウハウ等を踏まえ、地域レ
ベルで産官学の構成による地域コンソーシアムを構築し、２年間のモデ
ル事業として、離職者訓練（委託訓練）コース及び在職者訓練コースの
開発・検証を行うための準備を実施した。 

・（H26）離職者訓練（委託訓練）コースの開発・検証を 10 都道府県の職業
訓練支援センターにおいて２年間のモデル事業として実施した。 

・（H27）新たに 15 府県を加え、計 25 都道府県で離職者訓練コースの開発・
検証を実施し、開発・検証したコースは委託訓練を実施する都道府県へ
普及した。 
また、平成 26 年度から実施している先行 10 都道府県においては、新た
に平成 27 年度からものづくり分野の 10 の事業主団体等と共同で在職者
訓練コースの開発を実施した。 

・（H28）新たに 22 府県を加え、計 37 府県で離職者訓練コースの開発・検
証を実施し、開発・検証したコースは委託訓練を実施する都道府県へ普
及した。 
また、平成 27 年度から実施している先行 15 府県においては、新たに平
成 28 年度からものづくり分野の 15 の事業主団体等と共同で在職者訓練
コースの開発を実施した。 
※開発した在職者訓練コースは平成 29年度以降実施予定。 

 
・離職者訓練（委託訓練）開発コース数 

平成 26 年度 20 コース 
平成 27 年度 30 コース 
平成 28 年度 44 コース 

合計  94 コース 
 
・離職者訓練（委託訓練）開発コース定員 

平成 26 年度 400 人 
平成 27 年度 600 人 
平成 28 年度 880 人 
     合計  1,880 人 

 
・在職者訓練の主な開発コース 
機械分野 
電気分野 
建設分野 

 
○民間教育訓練機関に対する教育訓練サービスの質向上 
・（H25）厚生労働省策定の「民間教育訓練機関における職業訓練サービス
ガイドライン」を活用し、各地域において求職者支援訓練を実施する民
間教育訓練機関へ助言・提案及び指導を行えるよう、機構の職業訓練指
導員に対して、必要な知識の習得やスキル向上のための研修を実施した。 

・（H26～）委託訓練及び求職者支援訓練の担い手である民間教育訓練機関
が実施する職業訓練サービスの質の保証及び向上を図るため、民間教育
訓練機関の職員等に対して、「民間教育訓練機関における職業訓練サービ
スガイドライン」に基づくＰＤＣＡサイクルを活用した職業訓練の運営



154 

 

せるための支援
を 実 施 す る こ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 職業能力開発
分 野 の 国 際 連
携・協力の推進
について 

 
国、国際協力

機構（ＪＩＣＡ）
等の委託又は依
頼を受けて、開
発途上国におけ
る人材養成や国
内における研修
生の受入れ等を
積 極 的 ・ 効 率
的・効果的に推
進すること。 

 

せるための支援
を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク 職業能力開発
分 野 の 国 際 連
携・協力の推進
について 

 
国、国際協力

機構（ＪＩＣＡ）
等の委託又は依
頼を受けて、開
発途上国からの
研修生の受入れ
や、職業訓練指
導員の海外への
派 遣 等 を 積 極
的・効率的・効
果 的 に 推 進 す
る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・開発途上国か

らの研修生
の受入れや、
職業訓練指
導員の海外
への派遣等
を効率的・効
果的に推進
したか。 

のために必要な知識及び技能を習得するための研修を実施した。 
- 研修実施回数 
平成 26 年度 120 回 
平成 27 年度 122 回 
平成 28 年度  69 回 

- 受講者数 
平成 26 年度 1,703 人 
平成 27 年度 936 人 
平成 28 年度 635 人 

- 民間教育訓練機関数  
平成 26 年度 1,258 機関 
平成 27 年度 719 機関 
平成 28 年度 494 機関 

・求職者支援訓練を実施する民間教育訓練機関に対して、訓練の質向上を
目的とした求職者支援訓練サポート講習を実施した。 
- 講習実施回数 
平成 25 年度 40 回（※） 
平成 26 年度 66 回 
平成 27 年度 64 回 
平成 28 年度 67 回 

 ※全国８箇所で実施。平成 26 年度から全国実施 
 

- 受講者数 
平成 25 年度 884 人 
平成 26 年度 866 人 
平成 27 年度 723 人 
平成 28 年度 809 人 

 
⑧職業能力開発分野の国際連携・協力の推進について 
 
 
 
 
○政府間技術協力事業への支援 
・国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）からの要請を受け、我が国の行う政府間技術
協力事業に対し、当機構のノウハウを活かした支援を行った。 

 
ⅰ海外からの研修員の受入れ 
・開発途上国の職業能力開発分野の中核を担う人材である行政官や職業訓練
指導員等を研修員として受け入れ、機構のノウハウを活用し、開発途上国
の問題解決に生かす研修を実施した。 
- 技術研修の受入れ 
海外の職業訓練指導員を当機構の職業能力開発施設に研修員として受け
入れ、研修員が自国で行う職業訓練の質を高めるために、職業専門技術
や職業訓練の運営管理（例：訓練カリキュラムの開発）に関する研修を
実施した。 

   ・受入実績 
平成 25 年度 ３件（９人の研修員を延べ３施設で受入れ） 
平成 26 年度 ５件（14人の研修員を延べ８施設で受入れ） 
平成 27 年度 １件（４人の研修員を延べ２施設で受入れ） 
平成 28 年度 ３件（11人の研修員を延べ３施設で受入れ） 

- 視察型研修の受入れ 
海外の職業訓練施設の管理者や行政官を当機構の職業能力開発施設に受
け入れ、職業訓練の運営管理（例：コース設定、訓練計画作成）に関す
る説明及び施設見学を実施した。 
・受入実績 
平成 25 年度 25 件（延べ 56 の国と地域の 289 人の研修員を延べ 35 施

設で受入れ） 
平成 26 年度 13 件（延べ 40 の国の 116 人の研修員を延べ 25施設で受

入れ） 
平成 27 年度 16 件（延べ 37 の国と機関の 136 人の研修員を延べ 25 施



155 

 

設で受入れ） 
平成 28 年度 20 件（延べ 60 の国と機関の 222 人の研修員を延べ 33 施

設で受入れ） 
 
ⅱ研修講師として当機構職員を派遣 
・国際協力機構（ＪＩＣＡ）が開発途上国の職業能力開発分野の中核を担う
人材を日本に招聘し、実施する研修事業に対して、国、国際協力機構（Ｊ
ＩＣＡ）からの要請を受け、当機構職員を講師として派遣し、当機構の有
するノウハウを活用した講義を実施した。 

・派遣実績 
平成 25 年度 ７件（延べ 10人の職員を派遣し、延べ 14 の国の 135 人に

講義を実施） 
平成 26 年度 ４件（延べ４人の職員を派遣し、延べ 16の国の 40人に講

義を実施） 
平成 27 年度 ４件（延べ６人の職員を派遣し、延べ 16の国の 28人に講

義を実施） 
平成 28 年度 ４件（延べ５人の職員を派遣し、延べ 19の国の 41人に講

義を実施） 
 
ⅲ国費留学生の受入れ 
・（H25,26）職業能力開発総合大学校において開発途上国における職業能力開
発分野の人材を養成するため、国費留学生の受入れを実施した。 

・在校者数 
平成 25 年度 長期課程 26 人 
平成 26 年度 長期課程 12 人 

 
ⅳ在職職業訓練指導員の受入れ 
・（H26～）職業能力開発総合大学校において、国からの要請を受け、国が実
施する「開発途上国における在職職業訓練指導員の能力向上事業」に係る
開発途上国の職業訓練指導員を受け入れ、職業訓練の運営管理に係る能力
を習得するためのハイレベル訓練（短期養成課程）を実施した。 

 ・受入人数 
平成 26 年度 ４人 
平成 27 年度 ２人 
平成 28 年度 ３人 

 
ⅴ当機構職員を開発途上国へ派遣 
・当機構の職業訓練指導員等の職員を技術協力専門家として開発途上国へ派
遣し、現地の行政官や職業訓練指導員と共に、現地の実情に即した技術移
転や制度整備･普及に向けた支援を実施した。 

・派遣実績 
平成 25 年度  ９件（延べ９の国に９人の職員を派遣） 
平成 26 年度 10 件（延べ 11の国に 13人の職員を派遣） 
平成 27 年度  ７件（延べ５の国に９人の職員を派遣） 
平成 28 年度  ８件（延べ８の国に 10人の職員を派遣） 
 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１５  効果的な職業訓練の実施、公共職業能力開発施設等 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅴ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その

能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 

施策目標Ⅴ－１－１ 多様な職業能力開発の機会を確保すること 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第７号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） － － － －  

        決算額（千円） － － － －  

        経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

        
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
４ 職業能力開発業務

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 職業能力開発業務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 職業能力開発業務に関する事項 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・運営委員会及び地方運営
協議会の開催により、労
使や地域における関係者
の職業訓練に対するニー
ズを踏まえた効果的・効
率的な職業訓練を実施す
るための関係機関等との
一層の連携強化を図っ
た。 

・「地域連携人材育成強化支
援事業」が実施された３
年間において、当該事業
を受託した８道府県に対
して、訓練カリキュラム

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
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に関する事項 
 
（１）職業能力開発
促進センター等及
び職業能力開発総
合大学校の設置及
び運営の実施等に
関する事項 

 
① 効果的な職業
訓練の実施につ
いて 

 
ア 職業能力開
発の実施に当
たっては、労
使や地域にお
ける関係者の
職業訓練に対
するニーズを
踏まえた、効
果的・効率的
な職業訓練の
実施が可能と
なるよう、機
構本部に設置
した労使等の
参画による運
営委員会や都
道府県ごとに
設置した都道
府県、都道府
県労働局、事
業主や労働者
の代表、教育
機関等の参画
による地域の
協議会を開催
し、関係機関
等と十分に連
携 を 図 る こ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に関する事項 
 
（１）職業能力開発
促進センター等及
び職業能力開発総
合大学校の設置及
び運営の実施等に
関する事項 

 
ア 効果的な職業
訓練の実施につ
いて 

 
① 本部に設置
した労働者を
代表する者、
事業主を代表
する者及び職
業能力開発業
務の適正な運
営に必要な学
識経験を有す
る者から構成
する運営委員
会を開催し、
職業能力開発
業務の円滑な
運営を図る。 

 
② 労使や地域
における関係
者の職業訓練
に対するニー
ズを踏まえた
効果的・効率
的な職業訓練
の実施が可能
となるよう、
都道府県ごと
に設置した都
道府県、都道
府県労働局、
事業主や労働
者の代表、教
育機関等が参
画する地方運
営協議会を開
催し、関係機
関等と十分に
連携を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・労使や地域に

おける関係
者の職業訓
練に対する
ニーズを踏
まえた、効果
的・効率的な
職業訓練の
実施が可能
となるよう、
関係機関等
と十分に連
携を図った
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（１）職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運
営の実施等に関する事項 

 
 
 
 
 
① 効果的な職業訓練の実施について 
 
 
 
イ 運営委員会の開催 
・各年度１回、運営委員会（公益代表委員、労働者代表委員、使用者代表委員
で構成）を開催し、機構の年度計画のうち、職業能力開発業務について審議
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 労働局、都道府県、事業主、事業主団体、教育機関等との連携 
 
○地方運営協議会の開催 
・各都道府県の職業能力開発促進センター（東京都においては東京支部）にお
いて、各年度２回ずつ地方運営協議会（公益代表委員、労働者代表委員、使
用者代表委員等で構成）を開催し、それぞれの地域における職業能力開発業
務のニーズを把握し、訓練計画の策定及び実施等について協議するとともに、
訓練生募集の周知・広報や就職先の開拓等について連携・協力を依頼した。 

 
○関係機関との連携 
 
ⅰ産官学との連携 
・地域コンソーシアム事業（H26～） 
 これまでの当機構における訓練コース開発に関するノウハウ等を踏ま
え、地域レベルで産官学が連携した地域コンソーシアムを構築し、地域
ニーズに応じた就職可能性を高めるための離職者訓練（委託訓練）コー
ス及び在職者訓練コースの開発・検証を実施した。 
- （H26）10 都道府県の職業訓練支援センターにおいて、２年間のモデル
事業として離職者訓練（委託訓練）の開発・検証を実施した。 

  【離職者訓練（委託訓練）】 
開発コース数  20 コース 
開発コース定員 400 人 

- （H27）新たに 15 府県を加え、計 25 都道府県で離職者訓練コースの開
発・検証を実施し、開発・検証したコースは委託訓練を実施する都道
府県へ普及した。 
また、平成 26 年度から実施している先行 10 都道府県においては、新
たに平成 27 年度から事業主団体等と共同で 10 分野の在職者訓練コー
スの開発を実施した。 
 【離職者訓練（委託訓練）】 
   開発コース数  30 コース 
   開発コース定員 600 人 

- （H28）新たに 22 県を加え、計 37 府県で離職者訓練コースの開発・検

の共同開発、在職者訓練
実施のための指導員派遣
等、ポリテクセンター等
のノウハウや資源を活用
した支援を積極的に行っ
た。 

・訓練の品質の維持・向上
を図るため、「機構版職業
訓練ガイドライン」に基
づくＰＤＣＡサイクルに
より、毎年約 3,500 事業
所へのヒアリング調査等
から収集した地域の人材
ニーズや訓練内容に関す
る問題点等の分析結果を
踏まえ、カリキュラム等
の見直しを適切に行っ
た。 

・平成 25年度以降、成長が
見込まれる分野として、
ＩＣＴ、環境・エネルギ
ー等に関連する訓練コー
スを新たに開発した。ま
た、女性の就業促進を図
るため、女性の就業ニー
ズ等に対応した訓練コー
スの開発・普及を図り、
平成 29 年度の訓練計画
では 16 施設まで実施施
設を拡充するとともに、
平成 27 年度から新たに
訓練受講中に託児所を無
料で利用できるサービス
を提供した。 

・定員充足率については、
ポリテクセンター等にお
いて、より一層、公共職
業安定所と連携して周
知・広報活動の強化を図
ること等により、平成 25
年度 77.7％、平成 26 年
度 82.7％、平成 27 年度
83.8％、平成 28 年度
84.3 ％と着実に実績が
向上した。また、高度技
能者養成訓練の定員充足
率については、すべての
年度で 100％を上回っ
た。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・全員参加の社会の実現に
向けて、女性の活躍推進
のための訓練コース等の
充実を図るとともに、託
児サービスの提供等受講
しやすい環境の整備を推
進する必要がある。  
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証を実施し、開発・検証したコースは委託訓練を実施する都道府県へ
普及した。 
また、平成 27 年度から実施している 15 府県においては、新たに平成
28年度からものづくり分野の15の事業主団体等と共同で在職者訓練コ
ースの開発を実施した。 
 【離職者訓練（委託訓練）】 
   開発コース数  44 コース 
   開発コース定員 880 人 
  

・（H28）地域における職業訓練の質の検証・改善事業への参画 
   地域コンソーシアム事業が終了した 10 都道府県において、労働局が開催

する会議に参加し、地域における訓練ニーズを踏まえたより効果的な職
業訓練となるよう、ノウハウを提供した。 

   ノウハウの提供に当たっては、地域コンソーシアム事業で培ったノウハ
ウや連携体制に基づき、定員充足率及び就職率の低調な地域の離職者訓
練（委託訓練）の訓練カリキュラム内容等を検証した。 

 
ⅱ都道府県との連携 
・（H26～）地域連携人材育成強化支援事業 
都道府県と機構との間で連携協定を締結し、都道府県が主体的に地域の
産業特性に応じた職業訓練の充実・強化を図る取組が可能となるよう、
職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校（以下
「ポリテクセンター等」という。）のノウハウや資源を活用した支援を実
施した。 
厚生労働省が企画競争により選定し、委託事業として契約を締結した道
府県において、各道府県が作成した実施計画に基づき、職業訓練指導員
の派遣、施設設備の貸与、カリキュラムの作成等の支援を実施した。 
- 平成 26年度 

北海道、埼玉県及び京都府において実施 
- 平成 27年度 

北海道、山形県、茨城県、山梨県及び静岡県において実施 
- 平成 28年度 

山形県、静岡県及び大阪府において実施 
・（H27～）地域創生人材育成事業 
都道府県が実施する、地域創生人材育成事業（地域の人手不足分野にお
ける人材育成の事業）において、都道府県からの要請に基づき、自治体、
労働局、労使団体、民間教育訓練機関等で構成される地域人材育成協議
会へ参画した。 

・離職者訓練に係る就職支援ノウハウの提供 
地方運営協議会等において、都道府県に対し、就職支援ノウハウをまと
めた就職支援ツールの提供等を実施した。 

 
ⅲ産業界との連携 
・（H26）我が国のものづくり産業の人材育成の強化につなげるため、平成 26
年８月 25日に、一般社団法人日本機械工業連合会（以下「日機連」という。）
と「人材育成等の分野における連携協定」を締結し、会員団体の教育訓練
の体系の整備や団体内の人材育成に係るカリキュラムの開発等について相
互に協力をして進めた。 

・（H27）協定に基づき、日機連会員団体と連携し、以下の取組を実施した。 
- 日機連会員の３団体からの推薦委員が参画した有識者会議等を開催し、
所属企業への見学等により、人材育成ニーズ等を的確に把握した上で、
各業種に必要な職業能力を分析し、段階的かつ体系的に整理した「職業
能力の体系」を整備。 

- 日機連主催の「中小製造業向け機械安全教育カリキュラム等の開発部会」
に機構職員が職業訓練の専門家として参画し、体系的な教育・研修等の
プログラムの検討においてノウハウ等の助言を実施。 

・（H28）日機連会員団体と連携し、以下の取組を実施した。 
- 平成 27年度に整備した「職業能力の体系」に基づき、回路設計に係る在
職者訓練、指導員派遣の実施、ＪＩＳ検査に係る講習会の開催、在職者
訓練の実施に向けたニーズ調査の実施 

- 全国の会員企業を対象とした機械安全教育に係るセミナーのカリキュラ

・地域における職業訓練の
質の検証・改善を進める
ため、都道府県や地域の
企業・業界団体・民間教
育訓練機関等と引き続き
連携し、訓練のノウハウ
等を積極的に提供する必
要がある 。 
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イ 企業等のニ
ーズに応えた
訓練コースの
設 定 か ら 実
施、評価、改
善に至るＰＤ
ＣＡサイクル
による効果的
な訓練を実施
する。また、
就職率等の訓
練成果の客観
的な評価・分
析を踏まえた
訓練コースの
見 直 し を 行
い、訓練の質
や効果的な訓
練の実施を担
保するととも
に、機構の実
施する訓練の
有効性を企業
や求職者等に
広く周知する
こと。 

 
ウ 地域ニーズ
も踏まえ、成
長が見込まれ
る 分 野 （ 環
境・エネルギ
ー分野等）に
関連したもの
づくり分野の
訓練コースの
開発に取り組
むこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 職業訓練の
品質の維持・
向上を図るた
めのガイドラ
イ ン に 基 づ
き、企業等の
ニーズに応え
た訓練コース
の設定から実
施、評価、改
善に至るＰＤ
ＣＡサイクル
による効果的
な訓練を実施
し、また、就
職率等の訓練
成果の客観的
な評価・分析
を踏まえた訓
練コースの見
直しを行い、
訓練の質や効
果的な訓練の
実施を担保す
る。 

 
 

④ 訓練コース
の見直しに当
たっては、地
域ニーズも踏
まえ、成長が
見込まれる分
野（環境・エ
ネルギー分野
等）に関連し
たものづくり
分野の訓練コ
ースの開発に
取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・企業等のニー

ズに応えた
訓練コース
の設定から
実施、評価、
改善に至る
ＰＤＣＡサ
イクルによ
る効果的な
職業訓練を
実施したか。
また、就職率
等の訓練成
果の客観的
な評価・分析
を踏まえた
訓練コース
の見直しを
行ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・地域ニーズも

踏まえ、成長
が見込まれ
る分野（環
境・エネルギ
ー分野等）に
関連したも
のづくり分
野の訓練コ
ースの開発
に取り組ん
だか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ム・テキスト等の作成支援 
  
 ⅳその他 
 ・若年者を対象とした訓練カリキュラムの開発 

（H25）労働局・都道府県・民間教育訓練機関・有識者等と連携し、即戦力
となる実践的スキルや、コミュニケーション能力等の社会人基礎力を訓練
の全期間を通じて習得するための、若年層向けの長期（９か月）の委託訓
練カリキュラム（２分野３コース）を開発した。 
 

 
ハ 効果的な訓練の実施 
・訓練の品質の維持・向上を図るための指針である「機構版職業訓練ガイドラ
イン」に基づき、訓練コースの設定から実施、評価、改善に至るＰＤＣＡサ
イクルによる見直しにより、効果的・効率的な訓練を実施した。 
具体的には、毎年度約 3,500 事業所へのヒアリング等による人材ニーズの調
査結果を踏まえた訓練コースの設定（Plan）、カリキュラムの要点を押さえ受
講者の習得状況に応じた訓練の実施（Do）、訓練受講者の就職率、習得度、満
足度等の効果測定や訓練コースの設定から実施に至る業務プロセスの点検等
による問題点の把握（Check）、訓練コースや指導方法等の改善（Act）という
一連の流れに沿って、継続的な見直しを行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ 成長が見込まれる分野における訓練コースの開発 
【離職者訓練】 
・（H25）機構の訓練カリキュラムを活用して、成長分野の企業が求める、新
たな技術要素に対応できるものづくり人材の育成を可能とするために、以
下の訓練コースを開発した。 
- スマートエコシステム科 
木造住宅や電気設備に関する知識、電気工事に関する技能を有し、創エ
ネ、省エネ設備の施工等の技能・技術を習得する。 

- スマート生産サポート科 
生産現場においてＩＣＴを利用した制御システムの保守・管理の技能・
技術を習得する。 

- 福祉環境サポート科 
福祉用具の活用や住環境の改善提案ができ、福祉・介護に関連した住宅
改修の施工等の技能・技術を習得する。 

- 新素材・複合機械加工技術科 
難削材料加工技術や複合的な加工技術を習得する。 

・（H26）平成 25 年度に開発した成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分
野等）の訓練コース（スマートエコシステム科、スマート生産サポート科）
の普及に加え、建設業界において技能労働者不足が顕在化しつつあること、
及び国土交通省と厚生労働省の間で取りまとめた「国内人材確保の施策パ
ッケージ」の中で、建設分野の訓練コース（型枠等）の拡充を実施するこ
ととされたことを踏まえ、以下の訓練コースを開発した。 
- ＲＣ造施工技術科 
鉄筋コンクリート造の躯体工事における施工管理や、鉄筋・型枠作業が



160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 実施する職
業訓練の有効
性を企業や求
職者等に広く
周知する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・実施する職業

訓練の有効
性を企業や
求職者等に
広く周知し
たか。 

 
 
 
 
 
 
 

できる人材を育成する。 
- 構造物溶接科 
溶接構造物（鉄骨造の建物や橋梁等）等の鉄工作業や溶接施工ができる
人材を育成する。 

- 建築設備施工科 
建築物の給排水衛生設備や空調設備の施工ができる人材を育成する。 

・（H27）太陽光発電、自動車、家電製品等、様々な分野に適用されているパ
ワーエレクトロニクスは、適用する機器等の高性能化や省エネルギー化に
大きく貢献する技術として、更なる適用用途の拡大や普及が見込まれてい
ることを踏まえ、以下の訓練コースを開発した。 
- パワーエレクトロニクス技術科 
パワーエレクトロニクス分野における電子回路及び電力変換回路の設
計・開発・製作・試作・改善ができる人材を育成する訓練コース。 

・（H28）これまでに開発した成長が見込まれる分野（ＩＴ、エネルギー等）
の訓練コースを 15 施設で実施した。また、平成 29 年度の訓練計画の策定
に当たっては、当該訓練コースの普及を図るため、施設数を１施設、訓練
定員を 274 名増加した。 

 
【在職者訓練】 
・（H25）床・内装工事業等の４業種の生涯職業能力開発体系を見直し、施設
において成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分野等）に係るコース
開発を行う環境を整備した。 

・（H26）施設において成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分野等）に
係るコース開発を行うことができるようにするため、床・内装工事業等の
４業種の職業能力開発体系を見直した。 

・（H27）安全で付加価値が高い農産物を計画的に栽培できる植物工場への関
心が高まっており、製造業が培ってきた技術を活用できるため、様々な企
業が植物工場に参入していることを踏まえ、以下の訓練コースを開発した。 

 - 「植物工場のための環境測定・制御技術」 
  植物工場の施設設計、施工及び運用において必要となる光・温度・湿度・

ＣＯ２濃度等の環境状態を測定し、それらを制御する技術と測定データ
を活用し、熱の貫流、換気回数の演算手法等を習得する訓練コース。 

・（H28） 製造業において、業務の効率化等のために、ＩｏＴ・ＡＩ・ビッグ
データ等を活用していく必要があることを踏まえ、製造業のデジタル化・
ネットワーク化に対応できるものづくり分野における人材の育成を目的と
した、以下の訓練コースを開発した。 
- 「スマートデバイスによるＰＬＣ制御技術」 
ＦＡシステム（工場における生産工程の自動化を図るシステム）の保守・
管理の効率化を目指し、スマートデバイス（タブレット等）からネット
ワーク経由でＰＬＣを制御する技術を習得する訓練コース。 

 
【高度技能者養成訓練】 
・（H26）情報通信技術と電子技術を融合した技術、特に通信機能を有する組
込技術を駆使し、あらゆるモノがネットワーク端末として機能する高度情
報社会の発展に向けた高付加価値製品の生産に対応できる人材を育成する
ため、生産電子情報システム技術科を開発した。 

 
ホ 職業訓練の有効性の周知 
・企業や求職者等に対して、実施する職業訓練の有効性を以下のとおり周知す
るとともに、地方運営協議会において、それぞれの地域における業務実績の
報告、委員に対する施設見学の開催、訓練実施の周知広報に当たっての連携・
協力の要請等、積極的な情報発信に努めた。 
-「機構版職業訓練ガイドライン」に基づき、企業や求職者等に対して的確に
職業能力開発関連情報の提供を行うために、全国共通のテンプレートや掲
載項目により作成した各施設のホームページにおいて、訓練内容、訓練の
成果、訓練修了生・企業からの声について、画像を織り交ぜながら掲載す
ることにより、ホームページに掲載する情報の一層の充実を図った。 

- 職業能力開発促進センターについては、就職率の実績、離職者訓練で身に
つけた技能等により再就職した修了生や修了生を採用した事業主からの声
を各施設のホームページ、受講者募集パンフレット等に掲載し、企業や求
職者等に対し、職業訓練の効果をアピールした。 
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⑨ 公共職業能力
開発施設につい
て 

 
独立行政法人

雇用・能力開発
機構法を廃止す
る法律（平成 23
年法律第 26 号）
を踏まえ、厚生
労働省の方針の
もと、以下の取
組を適切に行う
こと。 

 
ア 職業能力開
発促進センタ
ー及び職業能
力 開 発 大 学
校・短期大学
校（以下「ポ
リテクセンタ
ー 等 」 と い
う。）について
は、受入条件
が整う都道府
県へ移管する
こととされて
いることを重
く受け止め、
現行の譲渡条
件の期限（平
成 26 年３月
31 日）までの
間、都道府県
との移管協議
を主体的かつ
積極的に進め
ること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 都道府県と
の移管協議を
進めるに当た
っては、これ

 
 
 
 
 
 
 
 

ケ 公共職業能力
開発施設等につ
いて 

 
独立行政法人

雇用・能力開発
機構法を廃止す
る法律（平成 23
年法律第 26 号）
を踏まえ、厚生
労働省の方針の
もと、以下の取
組 を 適 切 に 行
う。 

 
① 職業能力開
発促進センタ
ー及び職業能
力 開 発 大 学
校・短期大学
校（以下「ポ
リテクセンタ
ー 等 」 と い
う。）について
は、受入条件
が整う都道府
県へ移管する
こととされて
いることを重
く受け止め、
現行の譲渡条
件の期限（平
成 26 年３月
31 日）までの
間、厚生労働
省と密接に連
携して、ポリ
テクセンター
等が設置され
ている全都道
府県にポリテ
クセンター等
が直接訪問し
て移管協議を
進めるなど移
管協議を主体
的かつ積極的
に進める。 

 
② 都道府県と
の移管協議を
進めるに当た
っては、これ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・職業能力開発

促進センタ
ー及び職業
能力開発大
学校・短期大
学校の都道
府県への移
管について、
譲渡条件の
期限（平成
26 年３月 31
日）までの
間、厚生労働
省と密接に
連携して、移
管協議を主
体的かつ積
極的に進め
たか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・これまで移管

に至らなか
った原因を

- 職業能力開発大学校・短期大学校については、スマートフォンの普及に伴
い、より幅広い対象者等に情報を発信するため、スマートフォンに対応し
たホームページの内容を充実させるとともに、職業能力開発大学校・短期
大学校における各種競技大会等への参加状況等を掲載し、その職業訓練の
質の高さについて、広く周知を図った。 

・（H28）各都道府県労働局等と連携し、公的職業訓練の愛称・キャッチフレー
ズ「ハロートレーニング～急がば学べ～」を用いた広報を実施した。 

 
⑨ 公共職業能力開発施設等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校の都道府
県への移管（～H25） 
・各職業能力開発促進センター所長等が４月下旬から５月上旬にかけて道
府県を訪問し緩和された移管条件を説明した。機構本部は、道府県への
訪問結果を集約して厚生労働省に報告をした。 

・機構本部において道府県への移管の可能性を検討するために、道府県の
産業集積状況、職業能力開発施設の設置状況等のデータをとりまとめ、
６月下旬に移管の可能性に係る分析結果を厚生労働省に提出した。さら
に、８月から９月には、移管の可能性に係る分析結果等を踏まえ厚生労
働省職業能力開発局幹部とともに職業能力開発促進センター所長等が 12
府県へ訪問した。 
上記取組を行ったところ、移管期限である平成 25年度末までに移管を希
望する道府県はなく、また移管期限の延長を希望する道府県もなかった。 

 
（政府の動き） 
・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25年 12 月 24 日閣議
決定）において、「ポリテクセンター・ポリテクカレッジは、都道府県へ
の譲渡が現実的に進まないことから、本法人が引き続き運営する。ただ
し、個々のポリテクセンター・ポリテクカレッジの在り方については、
利用状況等を踏まえ、不断の見直しを行う」とされた。 

・12 月 27 日開催の労働政策審議会職業能力開発分科会において、「平成 26
年３月までの移管期限については、延長の措置をとらず、ポリテクセン
ター・ポリテクカレッジの運営主体は、引き続き機構が担うことについ
て、了承された。これを踏まえ、平成 26 年２月 21 日付け厚生労働省職
業能力開発局長通達「ポリテクセンター・ポリテクカレッジの今後の在
り方について」において、「平成 26 年３月までの移管期限については延
長の措置をとらず、ポリテクセンター・ポリテクカレッジの運営主体は、
引き続き、機構が担うこととする。」とされた。 
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まで移管に至
らなかった原
因を十分に把
握・分析し、
都道府県内に
おける産業の
集積状況や職
業能力開発施
設 の 設 置 状
況、受講者の
居住地の実態
等を勘案して
移管の可能性
の高いものか
ら優先的に協
議を進めるこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まで移管に至
らなかった原
因を厚生労働
省と連携して
十分に把握・
分析し、その
結果を踏まえ
て都道府県へ
の働きかけを
平成25年度上
半期を中心に
集中的かつ積
極的に取り組
む。その際、
都道府県内に
おける産業の
集積状況や職
業能力開発施
設 の 設 置 状
況、受講者の
居住地の実態
等を勘案して
移管の可能性
の高いものか
ら優先的に協
議を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省
と連携して
十 分 に 把
握・分析し、
その結果を
踏まえて都
道府県への
働きかけを
平成 25 年度
上半期を中
心に集中的
かつ積極的
に取り組ん
だか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・訓練コース・

訓練定員の
見直しによ
り、効果的な
訓練・効率的
な施設運営
に努め、その
結果を踏ま
えた見直し
を図ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 訓練コース及び訓練定員の見直し並びに企業等のニーズに応えた効果的な
職業訓練の実施（H26～） 
○訓練コース・訓練定員の見直し 
・年間訓練計画の策定に当たっては、毎年度、地域の企業、事業主団体、関
係行政機関等へのヒアリング調査等を実施し、収集した人材ニーズや実施
している訓練内容に関する問題点、民間教育訓練機関等との競合状況等の
分析結果を踏まえ、訓練コースの見直しを行うとともに、各施設の定員充
足率等を踏まえた訓練定員の見直しを行った。 
各年度の訓練計画の策定における見直し実績は以下のとおり。 
【離職者訓練】 
カリキュラム等の見直しを行った訓練コース数 
平成 25 年度 
・内容変更コース数 660 コース 
・廃止訓練コース数 43 コース 
・新規設定コース数 39 コース 
平成 26 年度 
・内容変更コース数 391 コース 
・廃止訓練コース数 147 コース 
・新規設定コース数 122 コース 
平成 27 年度 
・内容変更コース数 324 コース 
・廃止訓練コース数 112 コース 
・新規設定コース数 85 コース 
平成 28 年度 
・内容変更コース数 419 コース 
・廃止訓練コース数 107 コース 
・新規設定コース数 89 コース 

 
訓練定員の見直しを行った施設数 

    平成 25 年度 
・訓練定員を増やした施設数 12 施設 
・訓練定員を減らした施設数 37 施設 

    平成 26 年度 
・訓練定員を増やした施設数 8 施設 
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＜評価の視点＞ 
・地域連携人材

育成強化支
援事業を行
う都道府県
への協力を
着実に行う
など、都道府
県とより緊

・訓練定員を減らした施設数 49 施設 
   平成 27年度 

・訓練定員を増やした施設数 9 施設 
・訓練定員を減らした施設数 41 施設 
平成 28 年度 
・訓練定員を増やした施設数 15 施設 
・訓練定員を減らした施設数 23 施設  

 
【在職者訓練】 

カリキュラム等の見直しを行った訓練コース数 
平成 25 年度 
・内容変更コース数 24 コース 
・廃止訓練コース数 1,161 コース 
・新規設定コース数 1,436 コース 

平成 26 年度 
・内容変更コース数 41 コース 
・廃止訓練コース数 1,062 コース 
・新規設定コース数 1,141 コース 

平成 27 年度 
・内容変更コース数 20 コース 
・廃止訓練コース数 1,096 コース 
・新規設定コース数 1,007 コース 

平成 28 年度 
・内容変更コース数 78 コース 
・廃止訓練コース数 993 コース 
・新規設定コース数 1,029 コース 

 
○女性の就業促進を図るための取組（H26～） 
・女性向け訓練コースの設定 
女性のものづくり分野への就業促進を図るため開発した女性向け訓練コー
スを実施した。 
- 実施施設数 

平成 26 年度 １施設 
平成 27 年度 ４施設 
平成 28 年度 11 施設 

 
平成 29 年度の訓練計画の策定に当たっては、16施設で「デジタルものづく
り技術科」等の女性向けの訓練コースを設定した。 

 
・環境整備 
パウダールームの新設やトイレの改修等の環境整備を行った。 

・（H27～）子育てをしながら訓練を受講できるよう、訓練受講中に託児所を
利用できるサービスを提供した。 

・（H26～）周知・広報の改善 
女性職員を中心としたプロジェクトを組織し、広報ツールの見直し等を以
下のとおり実施した。 
- 女性の関心を引くようデザイン構成を工夫したリーフレット様式等の作
成 

- 機構ホームページにおいて、女性修了生へのインタビュー記事、女性視
点からのＱ＆Ａ、女性受講者の一日等を掲載した女性求職者向けサイト
を公開 

 
ロ 地域連携人材育成強化支援事業を行う都道府県との連携（再掲）（H26～） 
都道府県と機構との間で連携協定を締結し、都道府県が主体的に地域の産業特
性に応じた職業訓練の充実・強化を図る取組が可能となるよう、職業能力開発
促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校（以下「ポリテクセンター
等」という。）のノウハウや資源を活用した支援を実施した。 
厚生労働省が企画競争により選定し、委託事業として契約を締結した道府県に
おいて、各道府県が作成した実施計画に基づき指導員派遣、施設設備の貸与、
カリキュラムの作成等の支援を実施した。 
【契約を締結した道府県】 
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ウ ポリテクセ
ンター等につ
いては、現状
において、同
一都道府県内
に複数存在す
るものなど経
年的に定員充
足率が低調な
ものについて
は、訓練定員
の見直し等を
行っても改善
に至らない場
合は、統廃合
を含めて検討
すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ ポリテクセ
ンター等につ
いては、厳し
い雇用失業情
勢に配慮しつ
つ、都道府県
と も 連 携 し
て、地域にお
いて必要な訓
練の質と量を

 
 
 
 
 
 
 

③ ポリテクセ
ンター等につ
いては、現状
において、同
一都道府県内
に複数存在す
るものなど経
年的に定員充
足率が低調な
ものについて
は、より一層、
公共職業安定
所との連携を
図り、求職者
に対して職業
訓練コースの
多様な説明機
会を設けるこ
と、説明会、
施設見学会を
通じて職業訓
練コースの内
容を分かりや
すく丁寧に説
明 す る こ と
や、訓練効果
や成果を積極
的に周知する
など周知・広
報活動の強化
等を図り、こ
れらを行って
も改善に至ら
ない場合は、
第３期中期目
標期間の最終
事業年度まで
に統廃合を含
めて検討し、
その結論を得
る。 

 
 
 
④ ポリテクセ
ンター等につ
いては、厳し
い雇用失業情
勢に配慮しつ
つ、都道府県
と も 連 携 し
て、地域にお
いて必要な訓
練の質と量を

密に連携し
たか。 

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・定員充足率が

低調なポリ
テクセンタ
ー等につい
ては、より一
層、公共職業
安定所と連
携 し て 周
知・広報活動
の強化等を
図り、改善に
取り組んだ
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・ポリテクセン

ター等につ
いては、都道
府県とも連
携して、地域
において必
要な訓練の
質と量を確
保するため

- 平成 26年度 
北海道、埼玉県、京都府 

- 平成 27年度 
北海道、山形県、茨城県、山梨県、静岡県 

- 平成 28年度 
山形県、静岡県、大阪府 

 
ハ 定員充足率の向上に向けた取組 
ⅰ離職者訓練における取組 
・離職者訓練の定員充足率の向上のため、すべての職業能力開発促進センタ
ーにおいて、公共職業安定所との連携や求職者に対する周知・広報活動の
強化等を図るための具体的な行動計画であるアクションプランを策定し、
着実に実施するため、公共職業安定所との連携により、次の取組を行った。 
- 雇用保険受給者を対象とした雇用保険受給者初回説明会において、機構
職員が各訓練コースの内容や就職実績等の成果を説明するとともに、個
別相談の機会を設けること等により、求職者へのきめ細かな周知に努め
た。 

- 求職者に対する施設見学会・訓練体験会を積極的に開催し、各訓練コー
スの見学等を通じて訓練内容やその成果・効果を丁寧に説明することに
より、訓練の受講勧奨に努めた。 

- 職業訓練の周知のため、公共職業安定所内で訓練成果物の展示・訓練紹
介動画の放映・求人情報提供端末の画面での募集案内の掲示を行った。 

- 訓練の特徴や就職実績等を詳細に示したパンフレットの作成等を行い、
求職者のものづくり訓練への興味の喚起に努めた。 

- 受講をあっせんする公共職業安定所の職員を対象とした施設見学会や研
修会等を開催し、訓練コースの説明やものづくり訓練体験等を実施する
ことにより離職者訓練の理解の促進を図った。 
また、受講相談の支援の強化を図るため公共職業安定所の職員が窓口で
より一層求職者に分かりやすく説明できるよう工夫した資料を作成・配
布すること等により、受講あっせんに係る連携を図った。 

・各施設で実施している周知・広報の事例を集約し、他施設においても参考
となる取組や成果物等について、全施設で情報共有を図った。 

 ・（H26～）定員充足率向上のため、労働局・公共職業安定所へ協力を要請す
るなど、連携を強化した。 

・（H27～）定員充足率向上のための効果的取組に係る施設職員向けの研修を
実施した。 

・公共職業安定所を通じた周知・広報活動のほか、ニュースリリースによる
新聞への記事掲載、地域の情報誌や地元市町村の広報誌等を活用した幅広
い広報に取り組むとともに、ホームページ画像の動画への変更等、より分
かりやすい形への見直しにより、より多くの求職者に訓練に関する情報が
周知できるよう広報活動の強化を図った。 

 
ⅱ高度技能者養成訓練における取組 
・定員充足率の向上のため、具体的な行動計画としてアクションプランを策
定・実施し、高校や地域との連携強化、周知・広報の好事例の全施設での
共有等を実施した。 

・定員充足率向上のため、本部と施設が一体となった緊急プロジェクトの実
施や、労働局、都道府県の関係者や産業界等との連携を強化し、職業能力
開発大学校・短期大学校の魅力や付加価値の向上、地域社会との関係強化
を図った。 

 
ニ 都道府県との連携による地域における訓練の質と量の確保 
ポリテクセンター等については、雇用情勢に配慮しつつ、次のとおり都道府
県との連携等により、地域において必要な訓練の質と量の確保を図った。 
・人材ニーズの把握や訓練科の設定分野、内容、実施時期、地域等について、
都道府県と十分な役割分担や連携・調整を行い、訓練計画案を作成した上
で、専門的・実務的立場から審査できる委員（民間教育訓練機関、事業主
団体、行政機関等の有識者）により構成される訓練計画専門部会（地方運
営協議会の専門部会）を各都道府県で開催し、人材ニーズ等に基づく訓練
コースが設定されているか、民間教育訓練機関が実施する訓練との競合が
ないか等について意見聴取、審査を行い、地域において必要であり、競合
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確 保 す る こ
と。 

 
 

オ 上記各施設
の在り方等の
見直しに当た
っては、施設
ごとのセグメ
ント情報や業
務実績を十分
に踏まえ、具
体的な業務運
営の達成目標
を 定 め た 上
で、その業務
量に応じた適
切な人員やコ
ストとなって
いるかを検討
し、必要な措
置を講ずるこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 

カ 上記各施設
の運営の在り
方 に つ い て
は、厚生労働
省とも連携を
して検討を行
うこと。 

 

確保する。 
 
 
 

⑤ 上記各施設
の在り方等の
見直しに当た
っては、第３
期中期目標に
掲げる目標を
達 成 す る た
め、機構本部
はポリテクセ
ンター等の施
設ごとの業務
実績（就職率
や定員充足率
等）の進捗管
理を行い、そ
の業務実績や
施設ごとのセ
グメント情報
を十分に踏ま
え、その業務
量に応じた適
切な人員やコ
ストとなって
いるかを検討
し、必要な措
置を講ずる。 

 
⑥ 上記各施設
の運営のあり
方 に つ い て
は、厚生労働
省とも連携を
して検討を行
う。 

 

の取組を行
ったか。 

 
 
＜評価の視点＞ 
・ポリテクセン

ター等の在
り方等の見
直しに当た
っては、施設
ごとの業務
実績（就職率
や定員充足
率等）の進捗
管理を行い、
その業務実
績や施設ご
とのセグメ
ント情報を
十分に踏ま
え、その業務
量に応じた
適切な人員
やコストと
なっている
かを検討し、
必要な措置
を講じたか。 

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・ポリテクセン

ター等の運
営のあり方
については、
厚生労働省
とも連携を
して検討を
行ったか。 

がないと認められた訓練コースに限定して、訓練を実施した。 
また、各都道府県が策定する地方職業能力開発実施計画の取りまとめに関
し、必要な協力を行った。 

 
ホ 定例の報告等により施設ごとの業務実績を把握し、適切な進捗管理を行っ
た。また、施設ごとに訓練の種類（離職者訓練、在職者訓練、高度技能者養
成訓練、指導員養成訓練及び指導員再訓練）等をセグメントの単位として、
決算報告書の支出額のほか各施設の業務実績等を用いて、訓練等に要した経
費や訓練生一人当たりの経費を算出し、今後の業務運営に反映できるよう、
組織的に情報の共有を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ ポリテクセンター等の定員充足率向上に向けた取組等について、厚生労働
省とも連携をして取り組んだ。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１６  求職者支援制度に係る職業訓練認定業務等 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標Ⅳ 意欲のあるすべての人が働くことができるよう、労働市

場において労働者職業の安定を図ること 

施策目標Ⅳ－５－１ 求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金

の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援する

こと 

当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文など） 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第１４条第１項第８号 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） － － － －  

        決算額（千円） － － － －  

        経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

        
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・機構が有する職業能力開
発のノウハウを活かし、
これまでに介護・情報・
建設分野などの 20 分野
46 訓練科の訓練カリキ
ュラム及び成果シートを
開発し、「カリキュラム作
成ナビ」としてホームペ
ージ上で公開するととも
に、認定申請に係る相談
等を通じて訓練実施機関

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
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る。 
 
４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
(2) 求職者支援制度
に係る職業訓練の
認定業務等に関す
る事項 

 
職業訓練の実施

等による特定求職
者の就職の支援に
関する法律（平成
23 年法律第 47号）
に基づく職業訓練
の認定を的確に実
施すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４ 職業能力開発業務
に関する事項 

 
(2) 求職者支援制度
に係る職業訓練の
認定業務等に関す
る事項 

 
職業訓練の実施

等による特定求職
者の就職の支援に
関する法律（平成
23 年法律第 47号）
に基づく職業訓練
の認定業務の実施
に当たっては、技
能の向上が図ら
れ、就職に資する
ものとなっている
かを踏まえた審査
を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・職業訓練の認

定業務の実
施に当たっ
ては、技能の
向上が図ら
れ、就職に資
するものと
なっている
かを踏まえ
た審査を行
ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４ 職業能力開発業務に関する事項 
 
 
（２）求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 
 
 
 
 
○求職者支援制度における当機構の役割 
・「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」（平成 23 
年法律第 47 号）に基づき、当機構は、職業訓練を実施する民間教育訓練機
関に対して制度の周知広報、訓練計画の策定に関する相談援助、職業訓練
の審査・認定、訓練実施に関する指導・助言を実施した。 

 - 制度の周知、広報に関する説明会 
平成 25 年度 422 回実施 参加者数：9,511 人 
平成 26 年度 385 回実施 参加者数：6,598 人 
平成 27 年度 333 回実施 参加者数：4,471 人 
平成 28 年度 328 回実施 参加者数：4,132 人 

- 訓練計画の策定等に関する相談援助件数 
平成 25 年度 13,248 件 
平成 26 年度 11,150 件 
平成 27 年度 11,116 件 
平成 28 年度 10,199 件 

 
○求職者支援訓練の認定申請書の審査 
・厚生労働省が定めた認定基準に基づき、特定求職者を早期に安定した雇用
に結びつけるよう、職業能力の開発及び向上を図るために効果的な訓練内
容となっているか等を踏まえ、以下のとおり認定申請書の審査を実施した。 
【訓練コースの種類】 
- 基礎コース 
社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を付与する
訓練 

- 実践コース 
就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を付与する訓
練 

・審査・認定状況 
【審査件数】 

   - コース数 
平成 25 年度 10,439 コース 
平成 26 年度 8,105 コース 
平成 27 年度 6,492 コース 
平成 28 年度 5,183 コース 

- 定員 
   平成 25年度 206,350 人 
   平成 26年度 152,226 人 

平成 27 年度 112,369 人 
平成 28 年度 86,601 人 

 
【うち認定件数】 

   - コース数 
平成 25 年度 8,042 コース 
平成 26 年度 5,815 コース 
平成 27 年度 4,733 コース 

    平成 28 年度 4,384 コース 
- 定員 
平成 25 年度 156,094 人（199,000 人） 

    平成 26 年度 104,974 人（118,500 人） 
    平成 27 年度 79,394 人（83,080 人） 
    平成 28 年度 72,427 人（82,220 人） 

に提供することで、訓練
実施機関の訓練カリキュ
ラム作成等の支援を行っ
た。 

・求職者支援訓練の質を確
保するため、すべての訓
練実施機関に対し、定期
的（コース毎に原則とし
て月１回）に訓練及び就
職支援の実施状況等を確
認するとともに、受講者
に対するアンケートを実
施し、アンケート結果を
踏まえ、訓練実施機関に
対する指導・助言を実施
した。 

・訓練実施機関が抱える訓
練運営上の課題の改善の
ため、機構が有する職業
能力開発及び就職支援の
ノウハウを基に「求職者
支援訓練サポート講習」
を全国の都道府県支部
で、平成 25 年度 40 回、
平成 26 年度 66 回、平成
27 年度 64回、平成 28年
度 67回実施した。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・雇用情勢の変化に対応し
た訓練コースが設定され
るよう、訓練カリキュラ
ムの見直し等について引
き続き実施していく必要
がある。 

 

意見を記載するなど） 
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※（）は全国職業訓練実施計画で定められた認定上限値 
 

【認定コース定員の内訳】 
平成 25 年度 
- 基礎コース 46,955 人 
- 介護系 28,915 人 
- 医療事務系 10,485 人 
- 情報系 10,001 人 
- その他の分野 59,738 人 

平成 26 年度 
- 基礎コース 31,068 人 
- 介護系 20,138 人 
- 医療事務系 7,857 人 
- 情報系 5,858 人 
- その他の分野 40,053 人 

平成 27 年度 
- 基礎コース 21,597 人 
- 介護系 15,251 人 
- 医療事務系 5,982 人 
- 情報系 4,144 人 
- その他の分野 32,420 人 

平成 28 年度 
- 基礎コース 24,150 人 
- 介護系 11,508 人 
- 医療事務系 4,752 人 
- 情報系 4,346 人 
- その他の分野 27,671 人 
※その他の分野は、営業販売事務分野、デザイン分野等である。 

 
【うち不認定件数】 
- コース数 
平成 25 年度 2,397 コース 
平成 26 年度 2,290 コース 
平成 27 年度 1,759 コース 
平成 28 年度 799 コース 

- 定員 
平成 25 年度 50,256 人 
平成 26 年度 47,252 人 
平成 27 年度 32,975 人 
平成 28 年度 14,174 人 

 
＜主な不認定理由＞ 
- 全国職業訓練実施計画、地域職業訓練実施計画において定められた認定上
限値を超える申請があった 

- 訓練実施機関から認定申請の取り下げの申し出があった等 
 
・機構の有する職業能力開発のノウハウを活かし、これまでに介護・情報・建
設分野などの 20 分野 46 訓練科の訓練カリキュラム及び成果シートを開発し
た。また、当該訓練カリキュラム及び成果シートを盛り込んだ訓練カリキュ
ラム作成等の参考となる「カリキュラム作成ナビ」をホームページ上で公開
するとともに、認定申請に係る相談等の機会を通じて訓練実施機関に提供す
ることで、認定基準に適合し、特定求職者の就職に資する訓練カリキュラム
等の円滑な作成を支援した。 
- （H26）「カリキュラム作成ナビ」の内容について、全国的に人手不足とい
われる建設分野の訓練として、型枠工、鉄筋工、建設機械運転の技能職種
における訓練カリキュラムを追加した。 

- （H27）非正規での離転職を繰り返している者等の安定した雇用への就職に
資する社会人スキル科目の内容を充実させた訓練カリキュラム及び成果シ
ートを開発した。 

- （H28）求職者支援訓練の制度見直しに伴い平成 28 年 10 月から基礎コース
において建設人材育成コースの設定が可能になったことから、当該訓練に
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また、認定職業
訓練が円滑かつ効
果的に行われるよ
う、（職業訓練実施
計画も踏まえて）
機構が有する職業
訓練ノウハウを活
用し、必要な指導
及び助言を行うこ
と。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、認定職業

訓練の円滑かつ効
果的な実施に資す
るよう、職業訓練
実施計画も踏まえ
て、訓練コース設
定の指導や機構が
有する職業能力開
発及び就職支援の
ノウハウの提供な
ど、必要な指導及
び助言を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・認定職業訓練

の円滑かつ
効果的な実
施に資する
よう、訓練コ
ース設定の
指導や職業
能力開発及
び就職支援
のノウハウ
の提供など、
必要な指導
及び助言を
行ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・平成 28 年度
以降、訓練の
質向上を目
的とした講
習を 55 回以
上行うこと。
【数値目標】 

係る訓練カリキュラム及び成果シートを開発した。 
 
○求職者支援訓練における不正防止の取組 
・的確な実施状況確認を行うとともに、不正通報メールアドレスの設置や、不
適切な訓練の情報共有等を目的とした「求職者支援訓練ケース会議」を設置
し、毎月開催する等、不正防止の徹底に努めた。 
- 実施状況確認件数 
平成 25 年度 26,735 件 
平成 26 年度 19,984 件 
平成 27 年度 16,181 件 
平成 28 年度 14,009 件 

 
○訓練実施施設に対する指導・助言 
・求職者支援訓練の質を確保するため、すべての訓練実施施設に対し、定期的
（コースごとに原則として月１回）に訓練及び就職支援の実施状況等を確認
するとともに、実施状況の確認時に、コースごとに原則１回以上、受講者に
対するアンケートを実施し、アンケート結果を踏まえ、訓練実施施設に対す
る指導・助言を実施した。 
【「実施状況確認」の実施状況】 
訓練実施施設に対する実施状況確認件数（再掲） 
平成 25 年度 26,735 件 
平成 26 年度 19,984 件 
平成 27 年度 16,181 件 
平成 28 年度 14,009 件 

 
（参考）開講コース数 
平成 25 年度 6,380 コース 
平成 26 年度 4,828 コース 
平成 27 年度 3,877 コース 
平成 28 年度 3,391 コース 

 
［実施状況確認のポイント］ 
・受講者の選考は適切に行われているか。 
・認定内容に基づき、適切に訓練が実施されているか。 
・受講者に対するアンケート結果に対し、適切に対応しているか。 
・就職支援の実施体制が整備され、適切な就職支援が実施されているか。 
・訓練実施施設が抱える課題はないか。   等 

 
・訓練の質向上を目的とした講習の実施 
実施状況確認や訓練実施施設に対するアンケート等で把握した訓練実施施設
が抱える訓練運営上の課題に対して毎年度新規テーマを設定し、職業能力開
発及び就職支援のノウハウを基に、訓練実施施設の運営責任者等を対象とす
る訓練の質向上を目的とした講習（求職者支援訓練サポート講習。以下「サ
ポート講習」という。）を機構による創意工夫の取組として実施した。 
- サポート講習開催回数 

平成 25 年度 40 回（※）（達成度 －） 
平成 26 年度 66 回（達成度 －） 
平成 27 年度 64 回（達成度 －） 
平成 28 年度 67 回（達成度 121.8％） 

※平成 25年度は全国８箇所で実施。平成 26年度からは全都道府県で実施。 
  
- サポート講習受講者数 

平成 25 年度 884 名 
平成 26 年度 866 名 
平成 27 年度 723 名 
平成 28 年度 809 名 

 
○民間教育訓練機関に対する周知・広報 
・民間教育訓練機関にとって求職者支援訓練の認定申請や訓練運営に当たり、
重要な情報として厚生労働省と協議して定めた「求職者支援訓練の認定申請
書を提出するに当たっての留意事項」、「求職者支援訓練の選定方法」、「求職



170 

 

者支援訓練に係るカリキュラム作成に当たっての留意事項」及び「求職者支
援訓練を実施するに当たっての留意事項」について、改訂の都度、速やかに
機構ホームページに公開し、民間教育訓練機関に対して周知・広報を行った。 

・機構が開発した訓練カリキュラム及び成果シート（20 分野 46訓練科）を盛り
込んだ訓練カリキュラム作成等の参考となる「カリキュラム作成ナビ」をホ
ームページ上で公開し、民間教育訓練機関の認定申請の利便性向上に取り組
んだ（再掲）。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

 

１－１７ 

 

関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及び公表、内部統制の充実・強化、事業主等とのネットワークの構築、連携強化、法人統合による業務
運営におけるシナジーの一層の発揮に向けた取組、情報提供及び広報の実施、東日本大震災に係る対策の実施、情報セキュリティ対策の推進、既
往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組の実施 

業務に関連する政策・施

策 
－ 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 
－ 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） － － － －  

        決算額（千円） － － － －  

        経常費用（千円） － － － －  

        経常利益（千円） － － － －  

        
行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － －  

        従事人員数 － － － －  

注）独立行政法人会計基準の改正等を踏まえ、事業単位とそれに係るインプット情報を整合させるため、

現在検討中であることから、「－」表示とする。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第３ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る事項 

 
 

通則法第29条第２
項第３号の国民に対
して提供するサービ
スその他の業務の質
の向上に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 

 
第２ 国民に対して提供
するサービスその他の
業務の質の向上に関す
る目標を達成するため
とるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標
を達成するためとるべき措置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・シナジーの一層の発揮に
向けた取組については、
職業能力開発部門と障害
者雇用支援部門が共同し
「特別な配慮が必要な学
生への支援・対応ガイド
（実践編）」をとりまと
め、機構内施設で活用す
ることに加え、都道府県
や民間教育訓練機関等の
職業訓練指導員も対象と
するスキルアップ訓練と
して専門的研修を実施し

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
 



172 

 

１ 各業務共通事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 共通的事項 
 

(1) 関係者のニーズ
等の把握 

 
機構に対する関

係者のニーズ等に
ついて、以下の取
組により幅広く把
握し、ニーズ等に
即した業務運営を
行うため、必要な
措置を迅速に実施
する。 
事業主団体、障

害者団体等と情報
交換を行うととも
に、機構の業務に
対する意見等を障
害者、事業主、学
識経験者等から聞
く場を設定する。 
 
利用者に対する

アンケートによる
終了時の調査及び
必要に応じ追跡調
査を積極的に実施
し、その結果から
業務改善につなげ
るべき点を分析
し、現場にフィー
ドバックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 業績評価の実施
及び公表 

 
適正な業務の推

進に資するため、
外部の学識経験
者、リハビリテー
ションの専門家、
職業能力開発の専
門家等による業績
評価を行い、その
結果を業務運営に
反映させ、機構に

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・関係者のニー

ズ等を事業
主団体、障害
者団体等と
の情報交換
等により幅
広く把握し、
当該ニーズ
等に即した
業務運営を
行っている
か。 

 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・各種事業の効

果や関係者
のニーズを
具体的に把
握するため
のアンケー
ト調査等を
積極的に実
施し、その結
果を分析し、
現場にフィ
ードバック
しているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・機構が実施す

る業務に対
して自己評
価を行い、そ
の結果を業
務運営に反
映させたか。
また、設定し
た目標の達

１ 共通的事項 
 
（１）関係者のニーズ等の把握 
 
 
○評議員会の開催 
・使用者代表、労働者代表、障害者代表及び学識経験者からなる評議員会を各
年度１回開催し、関係者のニーズ等を把握した。 

 - 内容 
前年度の業務実績等及び当該年度の年度計画に基づく業務運営を説明した
上で、意見交換を行い機構の業務に対する要望等を把握した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○各種調査の実施 
・各種サービス終了時における有用度に関する調査やサービス実施後一定期間
経過後における具体的な課題改善効果に関する追跡調査等を積極的に実施
し、各種事業の効果や関係者のニーズの把握に努めた。 
- 高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の利用事業主等に対する追跡
調査 

- 地域障害者職業センターの支援を受けた障害者に対するアンケート調査 
- 事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対する追跡調査 
- 職業リハビリテーションに関する助言・援助を受けた関係機関に対するア
ンケート調査 

- マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属長に対
するアンケート調査 

- 職業リハビリテーションの専門的、技術的研修受講者に対するアンケート
調査 

- 職業リハビリテーションの専門的、技術的研修受講者及び受講者の所属長
に対する追跡調査 

- （H25,26,28）指導技法等の開発成果についての障害者職業能力開発校等に
対するアンケート調査 

- （H25,26,28）アビリンピック来場者に対するアンケート調査 
- 在職者を対象とする職業訓練の受講者に対するアンケート調査 
- 在職者を対象とする職業訓練の受講者を派遣した事業主に対するアンケー
ト調査 

・これらの調査結果を自由記述欄の内容を含め分析し、現場レベルでの業務改
善を促すため各施設にフィードバックした。 

 
（２）業績評価の実施及び公表 
 
 
○業績評価の実施 
評価制度変更以前（平成 26 年度以前） 
・（H25,26）機構本部部長で構成する内部評価委員会や、外部の学識経験者、
リハビリテーションの専門家、職業能力開発の専門家等で構成する外部評
価委員会（職業リハビリテーション専門部会及び職業能力開発専門部会を
含む。）において、厚生労働省が行う独立行政法人評価と同様の評価方法・
基準により、当機構の評価を実施した。 

・（H25,26）当機構自らが行った業績評価の結果等をとりまとめた業績評価総
括書（以下「総括書」という。）を作成し、総括書等を機構内ＬＡＮにより
全職員に周知することにより、それぞれの職場・職務で評価結果を業務運

た。また、地方施設にお
ける好事例をフィードバ
ックし、施設間の連携に
よる取組の促進を図っ
た。 

・内部統制については、毎
年度、コンプライアンス
推進計画を策定した。同
計画に基づき、各部及び
施設等におけるコンプラ
イアンス研修、コンプラ
イアンス認識度調査等の
実施、内部監査の機会を
活用したモニタリングの
実施、外部通報窓口の設
置準備（平成 29 年 6 月運
用開始）等に取り組み、
内部統制の充実・強化を
図った。 

・情報提供・広報について
は、地方組織の一元化に
合わせて、都道府県支部
を単位としたホームペー
ジを開設した。また、都
道府県支部広報委員会を
設置し、高齢・障害・求
職者支援の三分野の業務
をコンパクトにまとめた
支部リーフレットを作成
するなど、一体的かつ効
果的な広報の実施に努め
た。 

・メールマガジンについて
は、平成２５年６月から
原則月１回の発行を開始
し、機構の最新情報を事
業主及び事業主団体等へ
タイムリーに提供した。 

・政府の方針を踏まえ、情
報セキュリティにおける
組織的対策・人的対策・
技術的対策を総合的に実
施した。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・内部統制については、「行

動規範」の浸透による統
制環境の確保、コンプラ
イアンス意識の浸透とそ
の状況の確認、リスク管
理委員会を中心としたリ
スクの評価と対応、内部
監査室によるモニタリン
グの充実等の取組を引き
続き実施し、内部統制の
更なる充実・強化を図る
必要がある。 

・標的型メール攻撃や Web
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おけるＰＤＣＡサ
イクルの徹底を図
る。 
さらに、業務内

容の透明性を高
め、業務内容の充
実を図る観点か
ら、設定した目標
の達成状況、業績
評価の結果や機構
の業務の内容につ
いて、ホームペー
ジ等において、積
極的かつ分かりや
すく公表する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) 内部統制の充
実・強化 

 
機構のミッショ

ンを有効かつ効率
的に達成するた
め、総務省の「独
立行政法人におけ
る内部統制と評価
に関する研究会」
が平成22年３月に
公表した報告書
（「独立行政法人
における内部統制
と評価について」）
及び総務省政策評
価・独立行政法人
評価委員会から独
立行政法人等の業
務実績に関する評
価の結果等の意見
として厚生労働省
独立行政法人評価
委員会等に通知し
た事項を参考に更
に充実・強化を図
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成状況等を
分かりやす
く公表して
いるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・内部統制の充

実・強化を図
っているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

営に反映させるよう指示し、機構におけるＰＤＣＡサイクルの徹底を図っ
た。また、総括書については、機構ホームページにおいて公表した。 

・（H26）厚生労働省独立行政法人評価委員会の評価結果において指摘された
事項を進捗管理重点テーマとして設定した。設定した当該重点テーマに関
する進捗状況を内部評価委員会において点検することにより、業務の改善
等を図った。 

 
 評価制度変更後（平成 27 年度以降） 
・（H27～）外部の学識経験者、リハビリテーションの専門家、職業能力開発
の専門家等で構成する外部評価委員会（各専門部会を含む。）を開催し、前
年度の業務実績及び自己評価について意見を聴取した。 

・（H27～）外部評価委員会（各専門部会を含む。）における意見を踏まえ、業
務実績及び自己評価をとりまとめた業務実績等報告書を作成し、各年度６
月末日までに機構ホームページにおいて公表するとともに、厚生労働大臣
に提出した。また、自己評価を含む業務実績等報告書及び厚生労働大臣の
評価結果については、機構内ＬＡＮにより全職員に周知することにより、
それぞれの職場・職務で評価結果を業務運営に反映させるよう指示し、機
構におけるＰＤＣＡサイクルの徹底を図った。 

・（H27～）前年度の業務実績評価書中の指摘事項、業務運営上の課題及び改
善方策並びに独立行政法人評価に関する有識者会議及び外部評価委員会に
おける意見のうち、改善等の検討を要するものを進捗管理重点テーマとし、
当該重点テーマが業務運営･事業計画に反映されるよう努めた。 

 
（３）内部統制の充実・強化 
 
 
○内部統制の更なる向上を図るため、以下の取組を行った。 
・「コンプライアンスの推進に関する規程」に基づき、各年度コンプライアンス
推進計画を策定した。同計画に基づき、以下の取組を実施した。 
- 行動規範の解説用資料等を活用した、各部等及び施設の長自らによる研修
を実施する等の取組を通じて、役職員への「行動規範」の更なる浸透を図
った。 

- 平成 25 年度に新たに｢コンプライアンスマニュアル｣を策定し、平成 26 年
度、平成 27 年度に改訂を行った。当該マニュアルを活用し、毎年度各部・
施設等において、嘱託職員を含む全職員に対し、職員の身分（みなし公務
員規定）や守秘義務、倫理規程に重点を置いたコンプライアンス研修等を
実施した。 

- 各階層別研修において、ケーススタディを取り入れたコンプライアンス研
修を実施し、コンプライアンス意識の浸透を図った。 
【実施回数及び受講者数】 
平成 25 年度  ６回、449 人 
平成 26 年度  ６回、535 人 
平成 27 年度  ６回、472 人 
平成 28 年度  ７回、630 人 

- 毎年度、全役職員（嘱託職員を含む。）を対象としたコンプライアンス認識
度調査を実施し、コンプライアンス意識の浸透状況や取組状況の検証を行
った。 

- 公益通報制度及び通報相談窓口（ＪＥＥＤホットライン）について、引き
続き、周知用ポスター等を活用して制度とその意義を周知する取組を行う
ともに、外部通報窓口の設置準備を行った。（平成 29年 6月運用開始）。 

 
各部等及び施設の長に対して、これらの取組の推進状況を点検し、コンプラ
イアンス推進委員会において検証を行った。 

 
・個人情報漏えい及びハラスメントについて、「個人情報の漏えいリスクへの対
応に係る基本方針」、 「ハラスメントリスクへの対応に係る基本方針」等に
基づき、リスク管理を徹底し、リスク管理委員会においてその推進状況の点
検を行った。 

 
○内部統制システムの整備 
・理事長の指示の下、コンプライアンスを中心とするリスク管理を担当する総

経由のマルウェア感染等
については、日々巧妙化
しているなか、技術的対
策だけでは防ぐことはで
きないため、組織的対策
や人的対策を充実させる
ことなど引き続き機構全
体として情報セキュリテ
ィ対策に取り組む必要が
ある。 
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(1) 事業主等とのネ
ットワークの構
築、連携強化 

 
各地域の事業主

及び事業主団体等
の関係機関とのネ
ットワークを構築
するとともに、
個々の事業所訪問
等に際しては、高
齢者雇用支援業
務、障害者雇用支
援業務及び職業訓
練業務の各業務に
関する情報も併せ
て提供するなどの
取組を通じて、各
地域における事業
主及び事業主団体
との連携強化に努
めること。 

 
 

(2) 法人統合による
業務運営における
シナジーの一層の
発揮に向けた取組 

 
旧高齢・障害者

雇用支援機構及び
旧雇用・能力開発
機構がこれまで培
ってきたノウハウ
等を共有・結集し、
各支援対象者に共
通する支援技法の
検討や、これまで
の研究・開発成果
を踏まえた新たな
活用方法について
の検討など、業務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 事業主等とのネ
ットワークの構
築、連携強化 

 
各地域の事業主

及び事業主団体等
の関係機関とのネ
ットワークを構築
するとともに、
個々の事業所訪問
等に際しては、高
齢者雇用支援業
務、障害者雇用支
援業務及び職業訓
練業務の各業務に
関する情報も併せ
て提供するなどの
取組を通じて、各
地域における事業
主及び事業主団体
との連携強化に努
める。 

 
 

(5) 法人統合による
業務運営における
シナジーの一層の
発揮に向けた取組 

 
旧高齢・障害者

雇用支援機構及び
旧雇用・能力開発
機構がこれまで培
ってきたノウハウ
等を共有・結集し、
各支援対象者に共
通する支援技法の
検討や、これまで
の研究・開発成果
を踏まえた新たな
活用方法について
の検討など、業務

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・各地域におけ

る事業主等
とのネット
ワークの構
築、連携強化
に努めたか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・法人統合によ

る業務運営
面の連携を
深め、組織全
体の一体化、
活性化を図
っているか。 

 
 
 
 
 

務部と、厳正な監査をする内部監査室による２元構造の体制の内部統制シス
テムを整備している。 

・毎年度、本部及び施設を対象として内部監査を実施した。 
 【施設監査の実施数】 

平成 25 年度 46 か所 
平成 26 年度 43 か所 
平成 27 年度 43 か所 
平成 28 年度 49 か所 

・内部監査の結果は直ちに理事長に報告し、理事長は必要な改善措置を命じ、
その結果を報告させている。 
 

○内部統制に関する情報の公表 
・ホームページの内部統制に関する情報のページに、行動規範、コンプライア
ンス推進規程、公益通報規程、リスク管理規程、反社会的勢力への対応に関
する規程、コンプライアンス基本方針を掲載している。 
また、毎年度、当該年度のコンプライアンス推進計画並びにコンプライアン
ス推進委員会及びリスク管理委員会議事概要を掲載し、内部統制に関する情
報を更新した。 

 
（４）事業主等とのネットワークの構築、連携強化 
 
 
 
○事業主等とのネットワークの構築に向けた取組 
・（H25,26）事業所情報の共有化に向けた取組 
同一府県内に所在する職業訓練支援センター、地域センター及び高障センタ
ーにおいて、機構内ＬＡＮを活用した施設間での事業所訪問日程の予定把握、
履歴の確認を行う取組について、山梨県内及び京都府内の施設において試行
を実施した。当該試行等を踏まえ、職業能力開発業務部門が有する事業所情
報を、高齢・障害者業務部門にも共有することとした。 

・メールマガジンによる情報発信 
機構本部及び各都道府県施設等の最新情報をタイムリーに提供することで、
事業主及び事業主団体等の関係機関とのネットワークを構築し、連携強化を
図るため、原則として月１回メールマガジンを発行している。平成 25年６月
28 日の創刊準備号から通巻 50号（特別号含む）発行し、8,294 件の配信登録
（平成 29 年３月末現在）があった。 

・事業主等との連携強化に向けた取組 
都道府県支部内の定期的な連絡会議の開催等を通じて事業所情報の共有を行
うとともに、高齢者雇用支援、障害者雇用支援及び職業能力開発の各業務に
関する情報を併せて事業主等に提供するため、各施設間で業務研修を実施し
ているほか、広報資料の相互設置、相談内容に応じて各施設の担当者が事業
主等へ同行して業務説明、相談支援を行う等の取組を実施している。 

 
（５）法人統合による業務運営におけるシナジーの一層の発揮に向けた取組 
 
 
 
 
○業務運営面での一体化・活性化 
・（H25,26）職業能力開発大学校･短期大学校において、発達障害を想起させ
る等の特別な配慮が必要な学生が存在していることから、モデル校（４校）
の事例に基づき、職業能力開発部門と障害者雇用支援部門が共同で調査研
究を実施し「訓練・学習の進捗等に特別な配慮が必要な学生への支援・対
応ガイド（実践編）」をとりまとめた。 
【支援･対応ガイドの主な内容】 
- 学生の行動特性に関する｢気づき｣のきっかけと、考えられる原因 
- 校内での情報共有･検討、適切な支援を行うための実態把握（例:本人･
家族との面談の際の注意点等） 

- 職業訓練の様々な場面での行動特性に応じた工夫の事例 
 
・（H27,28）ガイドが現場の支援に十分活かされるよう、機構の職業訓練指導
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運営面の連携を深
め、組織全体の一
体化、活性化を図
ること。 
 

 
 
 

運営面の連携を深
め、組織全体の一
体化、活性化を図
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 情報提供及び広
報の実施 

 
高年齢者等及び

障害者の雇用に関
する知識の普及を
図るとともに事業
主等による当該雇
用の安定等に向け
た自主的な取組を
支援するため、高
年齢者等や障害者
の雇用に関する情

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・機構が収集・

整備した高
年齢者等や
障害者の雇
用に関する
情報をホー
ムページ等
を通じて提
供するとと

員等に対し研修を実施した。 
【実施した研修】 

１．「支援・対応ガイド（実践編）」を活用した業務対応導入研修 
職業能力開発大学校等の訓練担当課長及び職業訓練指導員を対象

に、ガイドの活用方法や事例による支援方法の検討演習等をカリキュ
ラムに盛り込んで実施し、受講した職員は、所属施設職員に対して伝
達研修を実施した。 
【受講人数】 
平成 27 年度  198 人 
平成 28 年度  172 人 

２.職業訓練指導員研修（スキルアップ訓練「精神・発達障害に配慮した
支援と対応」コース） 
機構職員のほか、都道府県の公共職業能力開発施設、民間教育訓練機

関等の職業訓練指導員等を対象に、ガイドを活用し、「理解と接し方編」、
「訓練の支援と支援体制編」及び「就職活動の支援編」で構成する研修
（訓練）を職業能力開発総合大学校が開発・実施した。また、実施にあ
たっては、全国の公共職業能力開発施設を実施場所とする出前型研修も
行い、幅広い普及を図った。 

    【受講人数】 
     平成 28年度 機構職員 83 人 
            機構以外の職業訓練指導員 263 人 
 

○特別な配慮が必要な訓練生への対応研修 
特別な配慮が必要な訓練生への対応及び支援を実践し、課題等の提言や全国
の職業能力開発施設への普及活動を先導することのできる指導員を育成する
ため、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校におい
て研修を実施した。 
【修了者数】 

平成 25 年度 ６人 
平成 26 年度 ７人 
平成 27 年度 ５人 
平成 28 年度 ４人 

 
○（H27,28）障害特性を理解した訓練生支援力向上研修 
支援ノウハウをより多くの職業訓練指導員に普及するため、「特別な配慮が必
要な訓練生への対応研修」を修了した者の事例発表を含めた研修を実施した。 
【受講人数】 
 平成 27年度 21 人 
 平成 28年度 15 人 

 
○（H28）中高年層の早期再就職に向けた中高年再就職支援訓練プログラムの開
発及び検証事業において、能力開発担当部が行う検討委員会に高齢者雇用支
援担当部の職員が参画し、担当業務の知見も活用しながら、３分野３コース
の検証訓練カリキュラムを決定した。 

 
○地方施設における施設間連携の取組をとりまとめ、好事例を各施設にフィー
ドバックした。 

 
（６）情報提供及び広報の実施 
 
 
○機構が収集・整備した高年齢者等や障害者の雇用に関する情報の提供 
・「エルダー」、「働く広場」をホームページ上で参照できるよう、電子ブックを
掲載した。 

・「70 歳いきいき企業 100 選」、「エルダー活躍先進事例集」（H27～）、コンテス
ト事例集「高年齢者を戦力に」、「調査研究報告書」等の高年齢者の雇用に関
する資料や「就業支援ハンドブック」、「障害者雇用マニュアル」、「はじめか
らわかる障害者雇用」、職場改善好事例集等の障害者の雇用に関する資料をホ
ームページに掲載した。 

・（H28）発達障害者の雇用ノウハウに関する動画や、地域障害者職業センター
の支援を紹介した動画「ともに生きる社会を目指して」をホームページに掲
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報を収集・整備し、
これらの情報を容
易に利用できるよ
う、ホームページ
等を通じて提供す
る。 
また、高年齢者

等及び障害者の雇
用支援に係る業務
の内容、相談窓口
の紹介、各種セミ
ナー・講習会・研
修等の開催案内、
求職者や在職者等
に対する職業訓練
コースの実施時
期・期間・募集定
員等の情報につい
て、ホームページ
等を通じて積極的
に広報を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

もに、高年齢
者等及び障
害者の雇用
支援に係る
業務の内容
等や、求職者
や在職者等
に対する職
業訓練コー
ス等の情報
について、ホ
ームページ
等を通じて
積極的に広
報を行って
いるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

載した。 
 
○機構業務の積極的な広報 
・（H26～）戦略的かつ計画的な広報活動を行うとともに、広報に関する本部内
の連携を深めるために設置した広報戦略会議により、毎年度、本部・都道府
県支部を網羅した広報活動方針を策定した。 

・（H26～）機構本部において広報実施計画を策定するとともに、都道府県支部
単位（平成 26 年度は同一都道府県内に所在する施設単位）としての一体的か
つ効果的な広報を実施するために設置した都道府県支部広報委員会（平成 26
年度は都道府県合同広報委員会）により、地域の実情に応じた都道府県支部
広報実施計画を策定した。 

・本部及び各施設でニュースリリース等の積極的な広報活動に取り組んだ。 
 【新聞・雑誌等への機構業務の掲載件数（全国）】 
 平成 25年度  1,318 件 
 平成 26年度  2,220 件 
 平成 27年度  2,388 件 
 平成 28年度  2,371 件 

・広報活動のノウハウを共有し、効果的な取組を推進するため、各施設から広
報活動実績の報告を収集し、積極的なニュースリリースによるマスメディア
を通じた広報や、施設ホームページの活用、地域の事業主団体や市町村と連
携した取組等の好事例を各施設へと情報提供した。 

・機構が実施する事業の最新情報をタイムリーに提供するため、原則として月
１回メールマガジンを発行している。平成 25 年６月 28 日の創刊準備号から
通巻 50 号（特別号含む）発行し、8,294 件の配信登録（平成 29 年３月末現
在）があった。（再掲） 

・（H26～）同一都道府県（支部）内の各施設で実施している業務を紹介するリ
ーフレットを全都道府県（支部）で作成し、都道府県（支部）単位での一体
的な広報活動に努めた。 

 
○ホームページの掲載情報の充実等 
機構が実施する業務の内容、相談窓口の紹介、各種セミナー・講習会・研修
等の開催案内、職業訓練コースの受講案内等について、ホームページ及びパ
ンフレット等を通じて積極的に広報を行った。 
【高年齢者の雇用支援業務】 
高年齢者の雇用に関する資料、高年齢者雇用安定助成金の内容と申請に
関する取扱い、都道府県支部（平成 26 年度までは高障センター）の相談
窓口の案内等を掲載した。 

 
【障害者の雇用支援業務】 
障害者の雇用に関する資料、障害者雇用納付金制度の内容と申告申請に
必要な手続、障害者雇用納付金に基づく助成金の内容と申請に関する取
扱い、地域センターや都道府県支部（平成 26 年度までは高障センター。
以下同じ。）等の相談窓口の案内等を掲載した。また、地域センターにお
いて実施するリワーク支援説明会、職業リハビリテーション関係のセミ
ナー及び研修の申込等の案内や、利用者向けのリーフレット、Ｑ＆Ａ集
を掲載するとともに、都道府県支部が開催する地方アビリンピックや障
害者職業生活相談員資格認定講習等の案内を掲載した。 

 
【職業能力開発の支援業務】 
各職業能力開発施設で実施する離職者訓練、学卒者訓練、在職者訓練に
係る訓練コースについて、訓練概要、受講条件、就職後の仕事例、過去
の就職実績、賃金情報、利用者の声等について、画像を織り交ぜながら
わかりやすく掲載した。また、求職者支援制度による職業訓練の実施を
検討している民間教育訓練機関向けに、申請の手続や認定基準等につい
ての情報を掲載するとともに、認定された訓練コースについて都道府県
名、訓練開始月、訓練期間、訓練分野等で検索できる求職者支援訓練認
定コース情報検索システムにより情報提供を行った。 

 
また、障害者雇用納付金制度の申告対象事業主の範囲の拡大や高年齢者雇用
安定助成金の一部改正等の制度改正、平成 28 年熊本地震に伴う各種特例措置
について、ホームページへの掲載等により迅速に周知した。 
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○ホームページのリニューアル 
・（H25）旧高齢・障害者雇用支援機構と旧雇用・能力開発機構のホームページ
を完全に統合し、利用者にとっての使いやすさの改善を図った。 

・（H25）ホームページのリニューアルの実施に当たっては、日本工業規格（JIS
規格）「高齢者・障害者等配慮設計指針─情報通信における機器、ソフトウェ
ア及びサービス─第 3部：ウェブコンテンツ」（JISX 8341-3:2010）に基づい
て設計し、高齢者や障害者など心身に制約がある方の閲覧や、利用者のパソ
コンやタブレット等の端末の種類、ＯＳやインターネット閲覧ソフトの種類
やバージョン、通信環境などの利用者の環境に関わらず、誰もが機構ホーム
ページへアクセスしやすいよう改善を図った。 

 
○都道府県支部ホームページの整備 
・（H26）平成 27 年４月１日の地方組織の一元化に合わせ、都道府県内の施設で

実施している利用者向けのサービス等の情報を横断的に発信するため、各都
道府県支部を単位としたホームページを開設した。 

 
（７）東日本大震災に係る対策の実施 
○地域センター特別相談窓口の実施状況 
・被災７県（青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉）の地域センターに
特別相談窓口を設置し、被災の影響により再就職に支援を必要とする障害者
に対する相談業務を実施した。 

  【相談数】 
 平成 25年度 事業主９社、障害者 18人 
 平成 26年度 事業主７社、障害者 11人 
 平成 27年度 障害者３人 
 平成 28年度 障害者２人 

・具体的な支援事例については、障害者の再就職に係る支援として、就職活動
に係る相談、職業評価、ジョブコーチ支援等、被災地の障害者のニーズに応
じた支援を実施した。 

・なお、震災被害が甚大であり、障害者の職場復帰や再就職に係る相談の増加
が見込まれるため、平成 24 年２月に、岩手、宮城、福島センターにジョブコ
ーチを各１人増配置し、支援体制を強化し、被災地における高いジョブコー
チ支援ニーズに引き続き対応している。 

 【３センターにおける支援実績】 
 平成 25年度 213 件 
 平成 26年度 222 件 
 平成 27年度 206 件 
 平成 28年度 214 件 

 
○職業訓練等関係 
・震災復興訓練の実施 
被災地域において不足している建設人材の育成を目的に、東日本大震災の被
災地等において、被災離職者等を対象とした震災復興訓練を設定・実施した。 
なお、青森、岩手、宮城（～H27）、茨城（～H27）においては、被災離職者等
の交通の利便性も考慮して、地域の協力の下、空き工場等を仮設実習場として
借り受け、訓練を実施したほか、全国から職業訓練指導員を応援派遣した。 

 【訓練実施数】 
平成 25 年度 26 訓練科、848 人 
平成 26 年度 20 訓練科、814 人 
平成 27 年度 28 訓練科、790 人 
平成 28 年度 16 訓練科、599 人 

・被災地域の訓練生等に対して、学卒者訓練等の授業料等を免除した。 
【授業料免除者数】 

   平成 25年度 135 人 
   平成 26年度 122 人 
   平成 27年度 117 人 
   平成 28年度 119 人 
・求職者支援訓練における車両系建設機械運転技能講習等を行う「震災対策特
別訓練コース」の認定申請書の審査を実施した。 
【審査（認定）コース数】 
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(7) 情報セキュリテ
ィ対策の推進 

 
政府の方針を踏

まえ、適切な情報
セキュリティ対策
を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・政府の方針を

踏まえ、適切
な情報セキ
ュリティ対
策を推進し
ているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  平成 25 年度 67 コース、定員 759 人 
  平成 26 年度 34 コース、定員 368 人 
  平成 27 年度 31 コース、定員 308 人 
  平成 28 年度 32 コース、定員 318 人 

 
○雇用促進住宅関係 
・東日本大震災により住宅を喪失した被災者（福島第一原子力発電所事故によ
る自主避難者を含む。）に対して一時的に提供している。岩手県、宮城県及び
福島県の被災者並びに宮城県、福島県（各県が定める避難元市町村に限る。）
からの自主避難者については、平成 30 年３月末まで更新可能とした。その他
の被災者については、平成 29年３月末をもって無償提供期間を終了した。（入
居戸数 510 戸（平成 29年３月末現在）） 
［参考］入居決定戸数：8,262 戸（累計） 

・上記に加え個別の対応として、各地方公共団体からの要請を受け、次のよう
な取組を行った。 
ⅰ釜石市…被災者の一時入居先として全棟空戸住宅を市に貸与。 

（H25～H27）復興関連事業（水産加工業、介護・医療、小売業等）
に従事するため、同市に転居した者に貸与。 

ⅱ南相馬市（H26～）…原発避難者の一時帰宅先として住宅の一部を市に貸与。 
ⅲいわき市（H25～H27）…震災により住居の建て替えを要する者に対し、一

定期間貸与。 
・（H26）８月豪雨非常災害（広島市及び丹波市）及び長野県北部地震による被
災者に対する支援として住宅を活用した。 

・（H27）平成 27年 9月関東・東北豪雨の被災者に対する支援として住宅を活用
した。 

・（H28）平成 28 年熊本地震の被災者に対する支援として住宅を活用した。 
 
（８）情報セキュリティ対策の推進 
 
 
○組織的対策 
・内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）や厚生労働省からの指示に
基づき、情報セキュリティ対策を講じた。また、ＮＩＳＣや厚生労働省から
のインシデント発生事例等の情報提供を踏まえ、ソフトウェアの脆弱性に対
する修正プログラムの適用やウイルス付きメールの送信元からのメールを受
信できない設定等の必要な対策を講じた。 

・基幹ネットワークシステムの運用委託業者からの運用日報、定例会議（毎月
１回）等を通し、障害発生状況報告及びこれに対する改善策の提案を受け、
対策を講じた。 

・（H25）情報セキュリティ水準の向上を図る観点から、業務において取り扱う
電磁的情報の持ち出しルールを策定・整備した。 

・（H26～）「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を踏まえ、平
成 27年３月末に情報セキュリティポリシーの見直しを行い、周知徹底した。 

 また、同基準の平成 28年８月の改定に対応するため、情報セキュリティ関係
通達について所要の改正を行った。 

・（H27～）情報セキュリティインシデントの発生に備え情報セキュリティイン
シデント対処手順書を整備した。 

・（H27～）情報セキュリティインシデントの発生に備え緊急連絡体制を構築し
た。 

・（H27～）情報セキュリティ対策を総合的に推進するための計画（３か年計画）
を策定し、以下の取組を実施した。 
-（H27～）情報セキュリティ対策の実効性を担保するため、情報セキュリテ
ィ監査を計画的に実施した。 

- 本部職員（H25～）及び施設職員（H26～）を対象に、外部専門家である情
報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官による情報セキュリティ講習を実施した。 

- （H27～）情報セキュリティ意識の醸成を図るため、全職員が情報セキュリ
ティに関する自己点検を実施した。 

・（H26～）システム運用・保守の業務を外部委託している各個別情報システム
について、情報セキュリティ対策に係る実施体制や安全管理措置等を確認し
た。 

・（H28）厚生労働省による情報セキュリティ監査を受検した。 
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(8) 既往の閣議決定
等に示された政府
方針に基づく取組
の実施 
 
既往の閣議決定

等に示された政府
方針に基づく取組
について、着実に
実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・既往の閣議決

定等に示さ
れた政府方
針に基づく
取組につい
て、着実に実
施している
か。 

・（H28）「平成 28 年度情報セキュリティ対策に係る教育実施計画」を策定し、
情報セキュリティ講習のほか、以下の取組を新たに実施した。 
- 標的型メール攻撃に対する模擬訓練を実施した。 
- 全職員を対象に情報セキュリティに係る確認テストを年２回実施した。 
- 全職員に対し、情報セキュリティに関するメールマガジンを配信した。 

 
○人的対策 
・情報セキュリティ等に関する最新の情報を基に、各個別情報システムの担当
者へＣＩＯ補佐官から助言等を随時実施した。 

・本部職員（H25～）及び施設職員（H26～）を対象にＣＩＯ補佐官による情報
セキュリティ講習を実施した。（再掲） 

・（H27～）情報セキュリティ意識の醸成を図るため、全職員が情報セキュリテ
ィに関する自己点検を実施した。（再掲） 

・（H28）情報セキュリティに係る確認テスト及び標的型メール攻撃に対する模
擬訓練を実施した。また、専門用語が苦手な職員でも理解できるよう工夫し
た情報セキュリティに関するメールマガジンを配信した。（再掲） 

・（H27～）各個別情報システムの管理担当者を対象に情報セキュリティポリシ
ーに基づくシステム運用業務の管理や、調達に関する説明会を実施した。 

 
○技術的対策 
・（H28）基幹ネットワーク上にある個人情報等の機微情報について、インター
ネット経由で漏出しないよう技術的対策を講じた。 

・（H25）ファイアウォール・不正侵入防御装置を設置し、外部からの基幹ネッ
トワークへの攻撃対策を行った。 

・（H26）標的型メール攻撃対策として、標的型攻撃対策装置を設置した。 
・（H25）ウイルスや無差別かつ大量に送信されるスパムメールから保護する対
策装置を設置した。 

・（H28）24 時間通信を監視するＳＯＣ（セキュリティオペレーションセンター）
サービスを導入し、万一、不正通信が確認された場合には、通信を強制的に
遮断する仕組みとした。 

・（H25）インターネット対策として、Ｗｅｂウイルス対策機器を導入している。
またフィルタリングソフトによりインターネットの接続先を制限し、既知の
危険なサイトや万一の際に情報流出先となるサイトへ接続できないように設
定した。 

・（H27～）事務用端末の対策として、全施設においてウイルス対策ソフトを統
一し、本部において一元的に管理した。また、本部において管理者権限を有
し、施設において許可なくソフトウェアをインストールできないようにし、
ウイルスを含む可能性のある実行形式ファイルについても自動的に起動でき
ないよう制限した。なお、基幹ネットワークにおいては未許可の端末及びＵ
ＳＢメモリ等を接続できないようにし部外者のネットワーク侵入を防止し
た。 

・（H27～）標的型メール攻撃対策として、すべてのメールを対象に添付された
実行形式ファイルの自動削除の設定をした。 

・（H28）自動ファイル暗号化ツールを導入し、万一、暗号化したファイルが流
出した場合でも、読み取りができないよう措置した。 

 
（９）既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組の実施 
 
 
 
 
・独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22 年 12 月７日閣議決
定）において国庫納付することとされた富士見職員宿舎については、隣接す
る旧雇用・能力開発機構職員宿舎を含め、平成 27 年 11 月に譲渡収入を国庫
納付した。 

 また、廃止することとされた木造（戸建て）宿舎等については、平成 28年度
までに 23施設廃止した。 

・平成 27 年４月１日に、地方組織の管理事務処理体制を各都道府県単位で一元
化することにより、高齢、障害、求職者等への専門的な支援機能は維持しつ
つも、地方組織の間接部門の人員を 20名削減し、合理化を図った。 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

 

２－１ 

 

効果的･効率的な業務運営体制の確立、業務運営の効率化に伴う経費節減等、事業の費用対効果、障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の 

事業規模の配慮 

当該項目の重要度、難易

度 

（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

（政策評価表若しくは事前分析表又は行政事業レビューのレビューシートの

番号を記載） 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

本部の管理部門の職員
数の削減（計画値） 

旧雇用・能力開発機
構との統合後３年
以内に 19 名以上削
減 

－ ▲2名 ▲11 名 － － － 平成 24 年度 ▲6名  

本部の管理部門の職員
数の削減（実績値） 

－ ▲6名 ▲2名 ▲11 名 － － － 平成 26 年度までに 19 名削減済み 

達成度 － － 100.0％ 100.0％ － － －  

一般管理費の節減（計画
値）（百万円） 

最終事業年度まで
に平成 24 年度予算
と比べて 15％以上
節減 

2,932 － － － － 15％以上節減  

一般管理費の節減（実績
値）（百万円） 

－ － 
▲18.2％ 
（2,398） 

▲18.2％ 
（2,398） 

▲18.2％ 
（2,398） 

▲18.2％ 
（2,398） 

  

達成度 － － （121.3％） （121.3％） （121.3％) （121.3％）   

業務経費の節減（計画
値）（百万円） 

最終事業年度まで
に平成 24 年度予算
と比べて 5％以上節
減 

38,204 － － － － 5％以上節減  

業務経費の節減（実績
値）（百万円） 

－ － 
▲3.6％ 

（36,836） 
▲3.9％ 

（36,697） 
▲4.3％ 

（36,561） 
▲4.7％ 

（36,427） 
  

達成度 － － （72.0％） （78.0％） （86.0％） （94.0％）   

注）一般管理費は、人件費、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。 

注）業務経費は、事業主等に支給する障害者雇用調整金等、宿舎等業務、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第２ 業務運営の効率化
に関する事項 
 
 

通則法第29条第２
項第２号の業務運営
の効率化に関する事
項は、次のとおりと

 
第１ 業務運営の効率化
に関する目標を達成す
るためとるべき措置 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 
 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・本部の管理部門について
は、業務の実施体制の集
約化等により、統合後３
年以内に 19 名の削減に
取り組んだ。 

・平成 27年 4月 1日に、地
方組織の管理事務処理体

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
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する。 
 
１ 機構の組織体制に
ついては、業務の効
率的かつ効果的実施
等の観点から以下の
ように見直すほか、
適宜弾力的に見直す
こと。 

 
 
 

① 本部の管理部門
については、旧雇
用・能力開発機構
との組織の統合時
（平成23年 10月）
のスリム化（▲20
名）に加え、更に
統合後３年以内に
▲19 名以上のスリ
ム化に取り組むこ
と。 

 
 
 
② 本部の業務部門
については、雇用
促進住宅及び職業
能力開発促進セン
ター等の地方公共
団体への譲渡等が
進むことや高年齢
者等の雇用の安定
等に関する法律の
一部を改正する法
律（平成 24 年法律
第 78号）附則第３
項に規定する経過
措置期間の経過と
ともに段階的に業
務量の減少が見込
まれる部門も見ら
れることから、こ
れらの部門を含め
業務量の変化に見
合った効率的な実
施体制となるよう
点検を行うととも
に、統合によるシ
ナジー効果を一層
発揮できるよう業
務運営体制を再構
築すること。 

 
 
 
 
 

③ 地方組織につい
ては、管理系シス

 
 
１ 効果的・効率的な
業務運営体制の確立 
機構の組織体制に

ついては、業務の効
果的・効率的実施等
の観点から、以下の
とおり見直すほか、
適宜弾力的に見直
す。 

 
① 本部の管理部門
については、旧雇
用・能力開発機構
との組織の統合時
（平成23年 10月）
のスリム化（▲20
名）に加え、更に
統合後３年以内に
▲19 名以上のスリ
ム化に取り組む。 

 
 
 
 
② 本部の業務部門
については、雇用
促進住宅及び職業
能力開発促進セン
ター等の地方公共
団体への譲渡等が
進むことや高年齢
者等の雇用の安定
等に関する法律の
一部を改正する法
律（平成 24年法律
第 78号）附則第３
項に規定する経過
措置期間の経過と
ともに段階的に業
務量の減少が見込
まれる部門も見ら
れることから、こ
れらの部門を含め
各部門が緊密な連
携を取りながら毎
年度業務の質及び
量について点検を
行うことにより業
務量の変化に見合
った効率的な実施
体制とするととも
に、統合によるシ
ナジー効果を一層
発揮できるよう業
務運営体制を再構
築する。 

 
③ 地方組織につい
ては、管理系シス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・本部の管理部

門について
は、旧雇用・
能力開発機
構との組織
の統合後３
年以内に▲
19 名以上の
スリム化に
取り組むこ
と。【数値目
標】 

 
＜評価の視点＞ 
・本部の業務部

門について
は、業務量の
変化に見合
った効率的
な実施体制
となるよう
点検を行う
とともに、統
合によるシ
ナジー効果
を一層発揮
できるよう
業務運営体
制の再構築
を進めてい
るか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・地方組織につ

 
 
１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① （～H26）本部の管理部門については、業務の実施体制の集約化等により、
統合後３年以内に▲19 名をスリム化した。（H23.10（統合時）189 名→H26.4 
170 名）（達成度 100％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 本部の業務部門については、各部門が緊密な連携をとりながら毎年度下半
期に業務の質及び量の点検を行い、その結果を次年度以降の業務運営体制に
反映させることにより、業務量の変化に見合った効率的な業務運営体制とな
るよう再構築を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ （H25～H27）地方組織については、「独立行政法人改革等に関する基本的な
方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）、「独立行政法人改革に基づく地方組

制を各都道府県単位で一
元化し、地方組織の間接
部門を合理化した。また、
地方施設（拠点）につい
ては、平成 29年 3月末ま
でに 35 施設を削減した。 

・一般管理費については、
平成 24 年度予算と比べ
て 15％以上の節減を達
成するとともに、業務経
費については、平成 28
年度において平成 24 年
度予算と比べて 4.7％節
減した。なお、業務経費
の削減については、平成
29 年度において、平成 24
年度予算と比べて５％以
上の額を節減する目標を
達成する見込である。 

・一者応札・応募の改善の
ための取組を実施した。
また、平成 27 年度から
は、調達等合理化計画に
目標（一者応札・応募件
数割合 19.0％以下)を定
め、平成 27 年度及び平成
28 年度のいずれにおい
ても達成した。  

・基幹ネットワークシステ
ムに係る保守・運用管理
の委託業務について、公
共サービス改革基本方針
（平成 24 年７月 20 日閣
議決定）に基づき、公共
サービス改革法に規定す
る民間競争入札を実施
し、委託業務経費を年額
で 22.2％削減した。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・調達等合理化計画に基づ
き、引き続き一者応札・
応募の改善等の取組を着
実に行う必要がある。 

 

 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

載） 
＜その他事項＞ 
 



183 

 

テムの統合等に併
せて、高齢・障害
者雇用支援センタ
ー、職業訓練支援
センター等の管理
事務処理体制の一
元化を図ること。 

 
 
 
 

④ 地方施設（職業
能力開発促進セン
ター並びに職業能
力開発大学校及び
職業能力開発短期
大学校を除く。）に
ついては、効率
的・効果的な業務
運営体制を構築す
るため、利用者の
ニーズや利便性、
コスト、業務量等
を勘案しつつ幅広
く検討し、第３期
中期目標期間中
に、同一都道府県
内又は同一市町村
内に複数の施設が
設置されている状
況を可能な限り解
消すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 一般管理費（人件
費、新規に追加され
る業務、拡充業務分
等を除く。）について
は効率的な利用に努
め、第３期中期目標
期間の最終事業年度
において、平成 24年
度予算と比べて 15％

テムの統合等に併
せて、高齢・障害
者雇用支援センタ
ー、職業訓練支援
センター等の管理
事務処理体制の一
元化を図る。 

 
 
 
 

④ 地方施設（職業
能力開発促進セン
ター並びに職業能
力開発大学校及び
職業能力開発短期
大学校を除く。）に
ついては、効率
的・効果的な業務
運営体制を構築す
るため、利用者の
ニーズや利便性、
コスト、業務量等
を勘案しつつ幅広
く検討し、第３期
中期目標期間中
に、同一都道府県
内又は同一市町村
内に複数の施設が
設置されている状
況を可能な限り解
消することとす
る。このため、平
成25年度中を目途
に施設の立地条
件、現況、集約等
のコスト等を把
握・検証し、その
検証結果を踏ま
え、平成 26年度以
降の年度計画にお
いて集約等の目標
を掲げ、順次集約
等に取り組むこと
とする。施設の集
約等に当たって
は、予算の効率化
の観点から、借上
げ施設の解消を中
心に取り組むこと
とする。 

 
２ 業務運営の効率化
に伴う経費節減等 

 
(1) 一般管理費及び
業務経費の効率化
目標 

 
一般管理費（人

件費、新規に追加

いては、高
齢・障害者雇
用支援セン
ター、職業訓
練支援セン
ター等の管
理事務処理
体制の一元
化を図った
か。 

 
＜評価の視点＞ 
・地方施設（職

業能力開発
促進センタ
ー並びに職
業能力開発
大学校及び
職業能力開
発短期大学
校を除く。）
については、
第３期中期
目標期間中
に、同一都道
府県内又は
同一市町村
内に複数の
施設が設置
されている
状況を可能
な限り解消
したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜定量的指標＞ 
・一般管理費
（人件費、新
規に追加さ
れる業務、拡
充業務分等

織の一元化に向けた取組について」（平成 25年 12 月 25 日付け職発 1225 第１
号及び能発 1225 第１号）等に基づき、平成 26 年２月４日に「地方組織の一
元化に係る基本方針」を策定し、同方針に基づき、一元化することにより生
じる管理事務処理に係る課題の検討を行い、一元化に伴い集約して実施する
べき管理事務を整理し、当該事務の実施方法を整備した上で、平成 27 年 4 月
1 日に、地方組織の管理事務処理体制を各都道府県単位で一元化することに
より、高齢者雇用、障害者雇用及び職業能力開発の支援に係る専門的な機能
は維持しつつ、地方組織の間接部門の人員を 20 名削減し、合理化を図った。 

 
 
 
④ 地方施設（拠点）については、施設の立地条件、利用者のニーズや利便性、
コスト等を把握・検証し、予算の効率化の観点から、借上げ施設の解消を中
心に移設・集約することにより、平成 29年３月末までに 35施設を削減した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 
 
 
（１）一般管理費及び業務経費の効率化 
・厚生労働省からの「独立行政法人、認可法人、特別民間法人の冗費の節減に
ついて（要請）」に基づき、すべての事務・事業について、無駄削減・業務効
率化に向けた職員の意識改革及び効率化等に関する取組を行った。 
一般管理費 
- 一般管理費については、本部移転に伴う借料の見直し等により、予算にお
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以上の額を節減する
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、業務経費（事
業主等に支給する障
害者雇用調整金等、
宿舎等業務、新規に
追加される業務、拡
充業務分等を除く。）
については、第３期
中期目標期間の最終
事業年度において、
平成24年度予算と比
べて５％以上の額を
節減すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
なお、上記目標の

実現に当たっては、
不要な支出の削減を
図るため、無駄削
減・業務効率化に関
する取組の人事評価
への反映など自律的
な取組のための体制
整備を行うととも
に、徹底した冗費の
削減を行うこと。 

 
 
３ 人件費（退職手当
及び福利厚生費（法
定福利費及び法定外
福利費）並びに人事
院勧告を踏まえた給
与改定部分を除く。）
については、政府に
おける総人件費削減
の取組を踏まえ、厳
しく見直すものとす

される業務、拡充
業務分等を除く。）
については効率的
な利用に努め、第
３期中期目標期間
の最終事業年度に
おいて、平成 24年
度予算と比べて
15％以上の額を節
減する。 
 
 
 
 
 
業務経費（事業

主等に支給する障
害者雇用調整金
等、宿舎等業務、
新規に追加される
業務、拡充業務分
等を除く。）につい
ては、第３期中期
目標期間の最終事
業年度において、
平成24年度予算と
比べて５％以上の
額を節減する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、上記目標

の実現に当たって
は、不要な支出の
削減を図るため、
無駄削減・業務効
率化に関する取組
の人事評価への反
映など自律的な取
組のための体制整
備を行うととも
に、徹底した冗費
の削減を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を除く。）に
ついては、効
率的な利用
に努め、第３
期中期目標
期間の最終
事業年度に
おいて、平成
24 年度予算
と 比 べ て
15％以上の
額を節減す
ること。【数
値目標】 

 
＜定量的指標＞ 
・業務経費（事

業主等に支
給する障害
者雇用調整
金等、宿舎等
業務、新規に
追加される
業務、拡充業
務分等を除
く。）につい
ては、第３期
中期目標期
間の最終事
業年度にお
いて、平成
24 年度予算
と 比 べ て
５％以上の
額を節減す
ること。【数
値目標】 

 
＜評価の視点＞ 
・事業費におけ

る冗費を点
検し、その削
減を図って
いるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いて、平成 24 年度の 2,932 百万円に対し、平成 28 年度は 2,398 百万円と
なり、18.2％の節減を図った。（達成度 121％） 

- さらに、執行における節減等の取組として、役職員に対して省資源・省エ
ネルギーに関する意識の徹底を図るため、「コスト意識・ムダ排除」の観点
を人事評価の際の着眼点に盛り込んでいるとともに、創意工夫により、光
熱水料や平成 25 年度及び平成 26 年度においては通信運搬費の節減を図っ
た。また、「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」に基づき、
平成 26 年度から入居期間の制限を設けたことにより、職員宿舎の借料の節
減を図った。 

 
 
 
 
 
 
業務経費 
- 業務経費については、高年齢者等雇用相談援助経費の見直し等により、予
算において、平成 24 年度の 38,204 百万円に対し、平成 28 年度は 36,427
百万円となり、4.7％の節減を図った。 

- さらに、執行における節減等の取組として、訓練機器に係る借上げ方式の
見直し、平成 25 年度及び平成 26 年度においては職業能力開発施設に係る
土地借料の見直し等を実施した。 

- 平成 29 年３月末までに 35 箇所の地方施設（拠点）を削減し、業務実施体
制を見直したことにより、建物借料等に係る節減を図った。 
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ること。 
また、機構の給与

水準について、国家
公務員の給与水準も
十分考慮し、国民の
理解と納得が得られ
るよう厳しく検証を
行い、これを維持す
る合理的な理由がな
い場合には必要な措
置を講ずることによ
り、給与水準の適正
化に速やかに取り組
むとともに、その検
証結果や取組状況に
ついては公表するも
のとすること。 

 
４ 契約の適正化 

 
契約については、

原則として一般競争
入札等によるものと
し、以下の取組によ
り、契約の適正化を
推進すること。 

 
① 公正かつ透明な
調達手続による適
切で、迅速かつ効
果的な調達を実現
する観点から、機
構が策定した「調
達等合理化計画」
に基づく取組を着
実に実施するこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 一般競争入札等
により契約を行う
場合であっても、
特に企画競争や公

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 契約の適正化 
 

契 約 に つ い て
は、原則として一
般競争入札等によ
るものとし、以下
の取組により、契
約の適正化を推進
する。 

 
① 公正かつ透明
な調達手続によ
る適切で、迅速
かつ効果的な調
達を実現する観
点から、機構が
策定した「調達
等合理化計画」
に基づく取組を
着 実 に 実 施 す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 一般競争入札
等により契約を
行う場合であっ
ても、特に企画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・「調達等合理
化計画」に基
づく取組を
着実に実施
するととも
に、契約監視
委員会にお
いて、同計画
の策定や入
札、契約につ
いて点検し
ているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・契約方式等、
契約に係る
規程類につ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）契約の適正化 
契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組に
より、随意契約の適正化を推進し、業務運営の一層の効率化を図るとともに
予算の適正な執行に努めた。 
・（H25,26）平成 22 年４月に公表した「随意契約等見直し計画」及び平成 21
年７月に公表した「『１者応札・１者応募』に係る改善方策」に基づき、競
争性のある契約への移行及び一者応札・一者応募（以下「一者応札等」と
いう。）の改善に努めた。 

・（H27～）独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について（平成
27 年 5 月 25 日総務大臣決定）に基づき、各年度において調達等合理化計画
を公表するとともに、厚生労働大臣に報告した。 
ⅰ 一者応札・応募（以下「一者応札等」という。）の改善のため、一者応
札等となった要因の把握・分析を行い、改善措置を策定し、次回調達に
おいて改善方針を着実に実行するＰＤＣＡサイクルを活用した取組を行
った。平成 28 年度においては、２か年連続一者応札等となったもののう
ち、改善の余地があると認められるものについて、重点的に取り組んだ。 

ⅱ 随意契約に関する内部統制の確立のため、随意契約によるものについて
は、調達手続を開始する前に、本部内に設置された「随意契約検証チー
ム」において、本部及び施設の調達を要求する部署から提出された随意
契約協議書（随意契約によらざるを得ない理由等を記載したもの）の内
容が適切であるか厳正なチェックを行った。 

ⅲ 不適切な調達を防止するため、各施設における調達予定案件の中から一
部の案件を抽出し、契約事務担当者向けに作成した「自主点検マニュア
ル」に定められた事項を実施しているか本部において確認した。 

・各年度における競争性のない随意契約の件数、金額及び一者応札等となっ
た契約の件数割合は、以下のとおり。 

   【競争性のない随意契約の件数、金額】 
   平成 25年度 440 件、40.6 億円 
   平成 26年度 395 件、39.8 億円 
   平成 27年度 419 件、39.2 億円 

    平成 28 年度 376 件、37.9 億円 
   【一者応札等となった契約の件数割合】 
    平成 25 年度 18.6％ 
    平成 26 年度 15.0％ 
    平成 27 年度 17.7％ 
    平成 28 年度 18.8％ 

- （H27～）各年度において調達等合理化計画における一者応札・応募件
数割合に関する目標値（19.0％）を下回った。 

 
・（H27～）「独立行政法人における調達等合理化計画の取組の推進について」
等を踏まえ、監事及び外部有識者で構成する「独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構契約監視委員会」を開催し、各年度の「独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構調達等合理化計画」の策定に係る点検、
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募を行う場合に
は、競争性、透明
性が十分確保され
る方法により実施
すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 監事及び会計監
査人による監査に
おいて、入札・契
約の適正な実施に
ついて徹底的なチ
ェックを受けるこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競争や公募を行
う場合には、競
争性、透明性が
十分確保される
方法により実施
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 監事及び会計
監査人による監
査において、入
札・契約の適正
な実施について
徹底的なチェッ
クを受ける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いて、整備内
容や運用は
適切である
か。 

 
＜評価の視点＞ 
・契約の締結に

当たって、透
明性・競争性
等が確保さ
れているか。 

 
＜評価の視点＞ 
・関連公益法人

との関係に
ついて、透明
性確保に向
けた見直し
を図ってい
るか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・監事及び会計

監査人によ
る監査にお
いて、入札・
契約の適正
な実施につ
いて徹底的
なチェック
を受けてい
るか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競争性のない随意契約の見直し、前年度の一般競争入札等において真に競
争性が確保されているかの点検・見直しが行われ、すべての案件について
「機構の取組は適切であると認められる」との評価を得た。 

・契約に係る規程類については、会計規程、「契約事務の実施に関する件」の
達等を適切に運用した。また、契約方式の選定方法等を定めたガイドライ
ン及び具体的な契約手続きについて取りまとめたマニュアルに基づき、契
約の適正化を図った。なお、「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」
（平成 20年 11 月 14 日総務省行政管理局事務連絡）において講ずることと
されている措置については、すべて実施済みである。 

・調達を行う際の契約事務手続の実施に当たっては、契約担当役（本部にあ
っては経理担当理事、施設にあっては施設長）の決裁を得た上で、契約方
式、契約スケジュール、競争参加資格、仕様書等を入札・契約手続運営委
員会に諮り、契約事務担当課において開札等の契約事務を実施した。 

・入札及び契約に係る審査機関として入札・契約手続運営委員会を設置し、
当委員会において主に次に掲げる事項について調査審議し、契約の適正化
を図った。 
ⅰ 最低価格落札方式による一般競争入札以外の契約方法による場合の
理由 

ⅱ 一般競争入札、企画競争等の手続を実施する場合の公告期間、参加資
格、仕様書の内容、評価基準等 

ⅲ 随意契約（競争性のない随意契約であって随意契約限度額を超えるも
の）によろうとする場合の相手方 

ⅳ 競争参加希望者の参加資格の有無 
ⅴ 競争入札に付しても入札者がなかった場合の取扱い、一者応札等にな

った場合の改善策、再委託が予定されている場合の内容、理由、再
委託先 

・調達手続を開始する前に、実質的な競争性の確保及び一者応札等の改善に
関する項目等を取りまとめた「点検シート」により、自主点検を行い、さ
らに、入札・契約手続運営委員会による審議を経て調達を実施することに
より競争性及び透明性の確保に努めた。 

・総合評価落札方式又は企画競争若しくは公募を行う場合は、次の措置を講
じることにより競争性及び透明性を確保した。 
- 総合評価落札方式による一般競争入札及び企画競争によろうとする場合
には、仕様内容等について応札希望者の理解を深めるために入札説明会
をできる限り実施。 

- 公告から入札書又は企画書提出日までの十分な日程を確保。 
- 入札説明書、企画競争説明書に、評価項目、評価基準、配点等を明記。 
- 総合評価落札方式による一般競争入札及び企画競争においては、「総合評
価専門部会」、「企画提案書評価委員会」を設置し、仕様の検討、評価基
準の策定、提案書の評価を実施。 

・「独立行政法人における随意契約の適正化の推進について」（平成 19 年 11
月 15 日各府省官房長あて、行政管理局長、行政評価局長発事務連絡）を踏
まえ、入札・契約の適正な実施については、監事及び会計監査人による厳
正な監査を受けた。監事監査では、競争性のない随意契約の見直し、一般
競争入札等についても真に競争性が確保されているかの点検・見直しが行
われ、「機構の取組は適切であると認められる」との評価を得た。 

・（H25,26）「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年
11 月 17 日閣議決定）等を踏まえ、監事及び外部有識者で構成する契約監視
委員会を各年度２回開催し、各年度に締結した競争性のない随意契約、一
者応札等となった契約等について点検・見直しを行い、すべての案件につ
いて「機構の取組は適切であると認められる」との評価を得た。 
なお、点検・見直しに当たっては、当該委員会において民間企業における
購買・調達部門経験者の意見を活用した。 

・関連公益法人との関係については、財務諸表附属明細書により情報を開示
している。 
- 労働関係法人厚生年金基金 
厚生年金保険法に基づき設立された法人であって、同法に基づき加入員
及び加入員であった者に対して年金給付に係る業務を実施しているもの
である（掛金の事業主負担分を負担している。）。 

- 雇用支援機構健康保険組合 
健康保険法に基づき設立された法人であって、同法に基づき、組合員で
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５ 保有資産の見直し 

 
機構が保有する資

産については、その
必要性を検証し、不
要資産については処
分すること。 

 
① 職業能力開発総
合大学校（相模原
校）の敷地につい
ては、平成 25年度
以降に売却し国庫
納付すること。 

 
② 職員宿舎につい
ては、「独立行政法
人の職員宿舎の見
直しに関する実施
計画」（平成 24 年
12 月 14 日行政改
革担当大臣決定）
に基づき、入居者
の円滑な退去等に
配慮しつつ、今後
５年を目途に廃止
等の措置を講じる
とともに、国庫納
付が可能な場合に
は、売却等の手続
きを行い国庫納付
すること。 

 
６ 公共サービス改革
法に基づく民間競争
入札の導入 

 
機構の基幹ネット

ワークシステムに係
る保守・運用の委託
業務については、公
共サービス改革法
（競争の導入による
公共サービスの改革
に関する法律（平成
18 年法律第 51 号））
に基づく民間競争入
札を実施し、経費の
節減に努めること。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) システムの効率
化等 

 
 

① 公共サービス
改 革 基 本 方 針
（平成24年７月
20 日閣議決定）
に基づき、公共
サービス改革法
（競争の導入に
よる公共サービ
スの改革に関す
る法律（平成 18
年法律第51号））
に規定する民間
競争入札の実施
により、平成 29
年度から基幹ネ
ットワークシス
テ ム に 係 る 保
守・運用管理の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・基幹ネットワ

ークシステ
ムに係る保
守・運用管理
の委託業務
について、委
託業務経費
の削減を図
っているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ある被保険者に対して健康保険に係る業務を実施しているものである。
（健康保険料の事業主負担分を負担している。） 

- 一般財団法人ＳＫ総合住宅サービス協会 
一般競争入札により実施している雇用促進住宅の管理運営に係る委託業
務の一部を受託しているものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）システムの効率化等 
 
 
 
・基幹ネットワークに係る取組 
- （H27）旧高齢・障害者雇用支援機構と旧雇用・能力開発機構のそれぞれ
において構築されていた基幹ネットワークシステムについて統合した。
統合作業の中で、検疫機能（許可されていない端末の接続を制限する機
能）、ユーザ管理機能（ログインユーザの管理や一斉端末作業の実施機
能）、資産管理機能（ソフトウェア管理、遠隔操作機能）、ＵＳＢ接続機
器管理機能などを導入し、情報セキュリティを確保した。 

- （H27～）事務用端末について、機器及び設定内容の統一などセキュリテ
ィ対策に留意しつつ、本部一括調達にすることにより、業務の効率化を
図った。 

- （H27～） 保守・運用管理業務においては、ユーザ管理機能（ログイン
ユーザの管理や一斉端末作業の実施機能）や資産管理機能（ソフトウェ
ア管理、遠隔操作機能）を利用することにより、効率化を図っている。 

- （H28）平成 29年度からの保守・運用管理の委託事業について、「競争の
導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成 18年法律第 51 号）
に規定する民間競争入札の手続きを行った。その結果、委託業務経費に
ついて、年額で 22.2％（26 百万円）削減した。 
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７ 事業の費用対効果 

事業の実施に要し
た費用及び事業によ
って得られた効果を
把握・分析し、その
結果を事業実施内容
の見直しや新たな事
業展開につなげるこ
と。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 講習及び啓発事業
の事業規模について
の配慮 

 
 

機構が行う障害者
の雇用に関する講習
の事業及び障害者の
雇用について事業主
その他国民一般の理
解を高めるための啓
発の事業について
は、障害者雇用調整
金、報奨金、在宅就
業障害者特例調整金
及び在宅就業障害者
特例報奨金並びに障
害者雇用納付金制度
に基づく各種助成金
の支給に支障をきた
さないように、その

委託業務につい
て、経費の削減
を図る。 

 
② 業務処理の効
率化・合理化を
図るため、旧高
齢・障害者雇用
支援機構と旧雇
用・能力開発機
構のシステムが
併存している管
理系のシステム
について、平成
26 年度までに統
合を行う。 

 
３ 事業の費用対効果 

事業の実施に要し
た費用及び事業によ
って得られた効果を
把握・分析し、その
結果を事業実施内容
の見直しや新たな事
業展開につなげる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 障害者雇用納付金
を財源に行う講習及
び啓発の事業規模の
配慮 

 
障害者雇用納付金

を財源に行う講習及
び啓発の事業につい
ては、障害者雇用調
整金、報奨金、在宅
就業障害者特例調整
金及び在宅就業障害
者特例報奨金並びに
障害者雇用納付金制
度に基づく各種助成
金の支給に支障が生
じないよう、その事
業規模について配慮
する。 

 
 

 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・管理系のシス

テムについ
て、平成 26
年度までに
統合を行っ
たか。 

 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・業務改善の取

組を適切に
講じている
か。 

 
＜評価の視点＞ 
・国民のニーズ

とずれてい
る事務・事業
や、費用に対
する効果が
小さく継続
する必要性
の乏しい事
務・事業がな
いか等の検
証を行い、そ
の結果に基
づき、見直し
を図ってい
るか。 

 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・障害者雇用納

付金を財源
に行う講習
及び啓発の
事業につい
て、財源を踏
まえた適切
な事業規模
となってい
るか。 

 
 
 
 
・管理系システムの統合に係る取組 
- （H25）旧高齢・障害者雇用支援機構と旧雇用・能力開発機構のシステム
が併存している管理系のシステムの統合に係る調達仕様書を決定し、一
般競争入札によりシステム設計開発業者を選定した。また、統合を適切
かつ円滑に実施していくため、工程管理支援事業者を選定した。 

- （H26）新システムを構築し、統合を行うとともに、統合した新管理系シ
ステムが円滑に運用できるよう、担当者向けにシステム操作研修を実施
した。 

- （H27～）新管理系システムについて、安定稼働を図るため、システム保
守・運用を外部委託し、委託業者からの運用日報や会議等を通し、障害
発生状況及びこれに対する改善策の提案を受け、都度対策を講じた。ま
た、問い合わせ窓口を設置することにより円滑な運用に努めた。 

 
３ 事業の費用対効果 
・障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業務において、助成金を予算の範囲
内で有効活用するため、障害者のための施設・設備の整備等に対する助成金
について、企画競争型認定を実施した。 
また、助成金の限られた予算の範囲内で支給できるよう、各月ごとの支出状
況等の管理を行い、担当部内で情報を共有した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の事業規模の配慮 
 
 
 
 
・障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の事業の執行については、障害
者雇用調整金、報奨金及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金等の支給状
況を把握しつつ、これらの支給に支障が生じないよう実施した。 
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事業規模について配
慮すること。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

 

３－１ 

 
財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
第４ 財務内容の改善に
関する事項 

 
通則法第29条第２

項第４号の財務内容
の改善に関する事項
は、次のとおりとす
る。 

 
１ 管理業務の節減を
行うとともに、効率
的な施設運営を行う
こと等により、固定
的経費の節減を図る
こと。 

 
２ 運営費交付金を充
当して行う事業につ
いては、「第２ 業務
運営の効率化に関す
る事項」で定めた事
項に配慮した中期計
画の予算を作成し、
当該予算による運営
を行うこと。 

 
 

 
第３ 予算、収支計画及
び資金計画 
 
 
 
 
 
 
 
１ 予算 別紙－１の
とおり 

 
２ 収支計画 別紙－
２のとおり 

 
３ 資金計画 別紙－
３のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・運営費交付金

を充当して
行う事業に
ついては、中
期目標に基
づく予算を
作成し、当該
予算の範囲
内で予算を
執行してい
るか。 

 
＜評価の視点＞ 
・運営費交付金

については
収益化基準
にしたがっ

 
第３ 予算、収支計画及び資金計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
・中期目標に基づく各年度予算を作成し、予算の執行については、その予算の
範囲内において業務の進捗状況及び予算執行状況を把握し、予算の効率的執
行等の観点から適宜見直しを行った。 

・（～H27）運営費交付金の収益化については、一般管理費の一部について期間
進行基準、その他の経費について費用進行基準を適用し、適正に執行した。 

・（H28）運営費交付金については、以下の収益化基準を採用し、適正に執行し
た。 

 - 人件費・一般管理費については、各収益化単位の業務に配分しないことと
し、期間進行基準を採用した 

 - 業務経費のうち、複数の業務に跨る間接業務費は各収益化単位の業務に配
分せず期間進行基準を採用し、直接業務に紐づく直接業務費は業務達成基
準を採用し、達成度を測る指標として「投入経費」を採用した。 

 - 管理部門の経費は、期間進行基準を採用した。 
 
 
 
 
 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・職員宿舎については、「独

立行政法人の職員宿舎の
見直しに関する実施計
画」（平成 24 年 12 月 14
日行政改革担当大臣決
定）及び第３期中期計画
の別紙４「処分予定資産
一覧」に基づき、平成 28
年度までにおいては、98
件の処分を行った。 

・雇用促進住宅については、
主に地方公共団体への入
居者付き譲渡に取り組ん
できた後に、平成 28 年度
から本格的に入居者付き
民間売却に着手した。民
間売却にあたっては、売
却環境が整った物件を東
西２ブロックに区分け
し、一般競争入札による
効果的な売却に努めた結
果、平成 28 年度において
は、西ブロックを売却し
た。 

 
これらを踏まえ、評定を

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
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て適正に執
行している
か。 

 
＜評価の視点＞ 
・予算、収支計

画及び資金
計画につい
て、各費目に
関して計画
と実績の差
異がある場
合には、その
発生理由が
明らかにな
っており、合
理的なもの
となってい
るか。 

 
＜評価の視点＞ 
・運営費交付金

が全額収益
化されず債
務として残
された場合、
又は、全額収
益化し、損益
が発生した
場合には、そ
の発生理由
が明らかに
なっており、
それが合理
的なものと
なっている
か。 

 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・当期総利益
（又は当期
総損失）の発
生要因が明
らかにされ
ているか。ま
た、当期総利
益（又は当期
総損失）の発
生要因の分
析は行われ
ているか。当
該要因は法
人の業務運
営に問題等
があること
によるもの
か。業務運営
に問題等が

 
 
 
 
○予算措置 
各年度とも、高年齢者等雇用相談援助経費の見直し等により予算の節減を図っ
た。 

                                  
(単位：百万円) 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

運営費交付金 
予算額 
（うち、既定
分） 

68,279 
(64,997) 

72,280 
(64,021) 

68,853 
(63,658) 

68,043 
（63,227） 

 

 

 

 

○（H25～H27） 収益化されなかった運営費交付金債務の分析 
運営費交付金を充当して行う事業等について着実に実施するとともに、運営費
交付金債務については、一般競争入札及び複数年契約の積極的な実施、職員宿
舎借上げ経費の低減及び訓練機器借料の見直し等により、支出を抑制し、効率
的な予算執行を図ったことで生じたものである。 

○（H28）運営費交付金を全額収益化し発生した利益の分析 
運営費交付金を充当して行う事業等について着実に実施するとともに、運営
費交付金を全額収益化したことにより発生した利益については、一般競争入
札及び複数年契約の積極的な実施、光熱水料の節減及び訓練機器借料の見直
し等により、支出を抑制し、効率的な予算執行を図ったことで生じたもので
ある。 

                                   
（単位：百万円） 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

運営費交付金
債務（※運営
費交付金未使
用残高） 

6,673 6,749 7,258 7,207 

※平成 27年度までは、各年度における運営費交付金債務を、平成 28 年度は、
運営費交付金未使用残高を示すものである。 

 
○当期総利益の発生要因及び分析 
・宿舎等勘定については、主に雇用促進住宅の入居者付きでの売却を進めた
ことにより、入居者の退去を促進する取組に要する費用が発生しなかった
こと等から利益が発生した。 
なお、宿舎等勘定の利益剰余金 332 億円については、独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構法第 17条第１項に基づき厚生労働大臣の承認を
受けた前中期目標期間繰越積立金 218 億円及び各年度に発生した当期総利
益の合計額であるが、当該積立金等は、主に雇用促進住宅の譲渡・廃止等
業務の実施に当たり、今後の入居者の減少に伴う家賃収入の減少を補うた
めに必要な財源（雇用促進住宅は、家賃収入を財源とした独立採算で運営。）
であることから、過大な利益とはなっていない。 

・（H28）高齢・障害者雇用支援勘定、障害者職業能力開発勘定、職業能力開
発勘定及び認定特定求職者職業訓練勘定については、主に運営費交付金の
収益化基準の変更に伴い、当該年度に交付された運営費交付金を全額収益
化したことにより利益が発生した。 
なお、当該利益剰余金 72億円については、独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構法第 17条第２項に基づき、中期目標期間の最終年度の翌事
業年度に国庫へ納付する予定である。 

 
（単位：百万円） 

Ｂとした。 
 
 
＜課題と対応＞ 
・雇用促進住宅の譲渡・廃
止業務について、平成 33
年度までに完了するよ
う、当該業務を推進する。 
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あることが
判明した場
合には当該
問題等を踏
まえた改善
策が検討さ
れているか。 

 
＜評価の視点＞ 
・利益剰余金が

計上されて
いる場合、国
民生活及び
社会経済の
安定等の公
共上の見地
から実施さ
れることが
必要な業務
を遂行する
という法人
の性格に照
らし過大な
利益となっ
ていないか。 

 
＜評価の視点＞ 
・貸付金、未収

金等の債権
について、回
収計画が策
定されてい
るか。回収計
画が策定さ
れていない
場合、その理
由の妥当性
についての
検証が行わ
れているか。 

 
＜評価の視点＞ 
・回収計画の実

施状況につ
いて、ⅰ）貸
倒 懸 念 債
権・破産更生
債権等の金
額やその貸
付金等残高
に占める割
合が増加し
ている場合、
ⅱ）計画と実
績に差があ
る場合の要
因分析を行
っているか。 

 
＜評価の視点＞ 
・回収状況等を

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

当期総利益 4,410 3,339 1,479 
9,409 

（7,207） 

※表中の（）は、運営費交付金の収益化に伴い発生した利益額（当期総利益
の内数）である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・貸付業務は行っていない。 
・雇用促進住宅における債権管理については、平成 24年３月に定めた通達（平
成 26年３月改正）に基づき、滞納者に対する督促業務等の確実な実施につい
て委託先に指導を行い、債権の適切な把握、管理並びに債務者に対する請求
に努めた。 
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なお、毎年の運営
費交付金額の算定に
ついては、運営費交
付金債務残高の発生
状況にも留意した上
で、厳格に行うこと。 

 
 
 
 
 
 
３ 障害者雇用納付
金に係る積立金に
ついては、納付金が
障害者の雇用に伴
う、経済的な負担の
調整並びにその雇
用の促進及び継続
を図るために、法律
に基づき、事業主か
ら徴収しているも
のであることにか
んがみ、適正にその
運用及び管理を行
うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 暫定的に行う雇用
促進住宅業務につい
ては下記に従い、譲
渡等を推進するこ
と。 
(1) 「規制改革推進
のための３か年計
画」（平成 19 年６
月 22日閣議決定）
等に基づき、民間
事業者等の知見・
ノウハウを活用し
ながら、総収益の
最大化を図りつ
つ、現に入居者が
いることを踏まえ
た上で、雇用促進

 
 
 
 
 
 
 
・ 毎年の運営費交付
金額の算定について
は、運営費交付金債
務残高の発生状況に
も留意した上で、厳
格に行う。 

 
 
 
 
 
 
・ 障害者雇用納付金
に係る積立金につい
ては、銀行等の健全
性に配慮した運用を
行うなど、適正にそ
の運用及び管理を行
う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 暫定的に行う雇用
促進住宅業務につい
ては下記に従い、譲
渡等を推進する。 
(1) 「規制改革推進
のための３か年計
画」（平成 19 年 6
月 22 日閣議決定）
等に基づき、民間
事業者等の知見・
ノウハウを活用し
ながら、総収益の
最大化を図りつ
つ、現に入居者が
いることを踏まえ
た上で、雇用促進
住宅の売却方法に

踏まえ回収
計画の見直
しの必要性
等の検討が
行われてい
るか。 

 
＜評価の視点＞ 
・運営費交付金

額の算定に
ついては、運
営費交付金
債務残高の
発生状況に
も留意した
上で、厳格に
行っている
か。 

 
＜評価の視点＞ 
・障害者雇用納

付金に係る
積立金につ
いて、適正な
運用・管理を
行っている
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・雇用促進住宅

について、平
成３３年度
ま で に 譲
渡・廃止を完
了するため、
譲渡等を着
実に推進し
たか。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
・運営費交付金の算定については、前中期目標期間における運営費交付金債務
の発生状況も留意し、財政当局との調整を経て、中期計画予算を策定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・障害者雇用納付金に係る積立金については、独立行政法人通則法第 47条に基
づき、大口定期預金による運用を実施しているところである。 

 
平成 25 年

度 
平成 26 年

度 
平成 27 年

度 
平成 28 年

度 

金 銭 信
託 

運用額 20 億円 － －  － 

運用益 約 0.2 億円 － －  － 

利回り 1.22％ － －  － 

定 期 預
金 

運用額 
 

－ 50 億円 75 億円  － 

運用益 約0.04億円 約0.03億円 約0.07億円 約0.04億円 

利率 

0.07％ 
0.08％ 
0.08％ 

0.07％ 
0.07％ 
0.07％ 
0.10％ 

0.100％ 
0.060％ 
0.060％ 
0.102％ 
0.100％ 
0.093％ 
0.010％ 

0.102％ 
0.100％ 
0.010％ 

※定期預金による運用額は、各年度末における運用額であり、運用益は、
当該年度に定期預金に預け入れて得られた利息である。 
また、利率は、当該年度における運用単位での運用利率である。 

 
４ 雇用促進住宅業務 
暫定的に行う雇用促進住宅業務については次のとおり、譲渡・廃止の推進に努
めた。 
（１）雇用促進住宅の譲渡等については、１住宅を更地化し土地を地方公共団
体へ返還、56 住宅を地方公共団体に譲渡、729 住宅を民間事業者に売却、25
住宅を空家化及び 17 住宅の建物を取壊し更地とした。この結果、平成 29 年
３月末時点において運営する住宅数は 533 住宅（1,358 棟、49,545 戸）とな
った。 
 
・（H25）都道府県に対し、住宅の取得に関する意向調査を実施し、取得の意
向が示されなかった廃止決定住宅について、民間事業者への売却手続を進
めるため、入居者に対し民間売却に係る意向調査（アンケート）を行った。 

・（H26）市町村に対し都道府県が取得の意向を示さなかった住宅について、
取得の最終意向の確認を行い、取得以降が示された住宅について譲渡を進
めた。 

・（H26～H27）平成 25 年度に実施した入居者のアンケートの結果、民間売却
の可否について一定の同意を得た住宅について所在地ごとに売却に係る媒
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住宅の売却方法に
ついて常に工夫を
行いつつ、譲渡を
着実に推進し、こ
れを可能な限り前
倒しできるよう取
り組み、遅くとも
平成33年度までに
すべての譲渡・廃
止を完了するこ
と。ただし、必要
と認められる間、
震災による被災者
等に対する支援策
として、雇用促進
住宅を活用するこ
ととし、現に入居
している者への配
慮をしつつ、その
適切な実施に留意
すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 譲渡・廃止が完
了するまでの間
は、独立採算によ
る合理的な経営に
努めること。 

 
 
 
 

(3) 譲渡が完了した雇
用促進住宅について
は、国庫納付するこ
と。 

ついて常に工夫を
行い、譲渡を着実
に推進し、これを
可能な限り前倒し
できるよう取り組
み、遅くとも平成
33 年度までにすべ
ての譲渡・廃止を
完了する。ただし、
必要と認められる
間、震災による被
災者等に対する支
援策として、雇用
促進住宅を活用す
ることとし、現に
入居している者へ
の配慮をしつつ、
その適切な実施に
留意する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 譲渡・廃止が完
了するまでの間
は、独立採算によ
る合理的な経営に
努める。 

 
 
 
 
(3) 譲渡が完了した
雇用促進住宅につ
いては、事業年度
毎に国庫納付す
る。 

 
 
 

第４ 短期借入金の限度
額 

 
１ 限度額 17,000 百
万円 

２ 想定される理由 
・ 運営費交付金の受
入れの遅延による資
金不足 

・ 予定外の退職者の
発生に伴う退職金の
支給等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・必要と認めら

れる間、震災
による被災
者等に対す
る支援策と
して、現に入
居している
者への配慮
をしつつ、雇
用促進住宅
を活用した
か。 

 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・譲渡・廃止が

完了するま
での間は、独
立採算によ
る合理的な
経営に努め
たか。 

 
＜評価の視点＞ 
・譲渡が完了し

た雇用促進
住宅につい
ては、事業年
度毎に国庫
納付したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介業務を不動産業者に委託し、広く買取希望者の募集を行った。また、売
却の可能性が高い住宅と困難度が高い住宅を組み合わせる、セット販売に
も取り組んだ。 

・（H27）法令等により民間売却できない住宅等を除くすべての住宅について、
民間売却に取り組むこととし、民間売却に当たっての収益化や公平性・公
正性を保ちつつ効果・効率的な売却をするため第三者委員会等を設置し、
売却方法等を検討した。 

・（H28）地方公共団体が取得の意向を示さなかった住宅については、前年度
の第三者委員会等での検討結果に基づき、平成 28年５月に東ブロックと西
ブロックに２分割し、入居者付きでそれぞれ一括売却する一般競争入札を
行った結果、西ブロックの 566 住宅が譲渡された。なお、東ブロックにつ
いては、再度、一括売却に取り組むこととし、改めて第三者委員会等によ
り売却方法等を検討し、平成 29 年３月に公告を行った。 

 
（２）東日本大震災に伴い住宅を喪失した被災者等に対して雇用促進住宅を提
供し、平成 29年３月末現在、入居戸数は 510 戸となった。 

  ［参考］入居決定戸数：8,262 戸（累計） 
また、その他個別の対応として、地方公共団体の要請に基づき、次の取組を

行った。 
ⅰ釜石市…被災者の一時入居先として全棟空戸住宅を市に貸与。 

（H25～H27）復興関連事業（水産加工業、介護・医療、小売業等）
に従事するため、同市に転居した者に貸与。（H25～H27） 

ⅱ南相馬市…原発避難者の一時帰宅先として住宅の一部を市に貸与。（H26～
H28） 

ⅲいわき市…震災により住居の建て替えを要する者に対し、一定期間貸与。
（H25～H27） 

・（H26）８月豪雨非常災害（広島市及び丹波市）及び長野県北部地震による被
災者に対する支援として住宅を活用した。 

・（H27）9月関東・東北豪雨の被災者に対する支援として住宅を活用した。 
・（H28）熊本地震の被災者に対する支援として住宅を活用した。 
 
（３）住宅管理に係る委託業務については、譲渡・廃止の進捗状況を勘案した
上で、住宅数の少ない区域の統合による委託区分の変更等、合理的な実施に
努めた。 

・雇用促進住宅における債権管理については、平成 24年３月に定めた通達（平
成 26年３月改正）に基づき、滞納者に対する督促業務等の確実な実施につい
て委託先に指導を行い、債権の適切な把握、管理並びに債務者に対する請求
に努めた。（再掲） 

 
 
（４）譲渡が完了した雇用促進住宅の譲渡収入について、事業年度毎に国庫納
付した。 

 【国庫納付額】 
  平成 25 年度 805,134,836 円 
 平成 26年度 3,807,110,203 円 
 平成 27年度 6,859,536,357 円 
 平成 28年度 1,833,694,638 円 

 
第４ 短期借入金の限度額 
 
・短期借入れは発生しなかった。 
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第５ 財産の処分等に関
する計画 

 
１ 不要財産等の処分
に関する計画 
機構が保有する資

産については、その
必要性を検証し、不
要資産については処
分する。 
なお、以下の①か

ら③の不要資産につ
いては、独立行政法
人通則法に則して国
庫納付するととも
に、当該不要資産に
民間等出資が含まれ
る場合は、出資者に
対し払戻しの請求が
できる旨を催告する
こととする。 
 

① 職業能力開発総
合大学校（相模原
校）の敷地等につ
いては、平成 25年
度以降に売却し国
庫納付する。 

② 職員宿舎につい
ては、「独立行政法
人の職員宿舎の見
直しに関する実施
計画」（平成 24 年
12 月 14 日行政改
革担当大臣決定）
に基づき、入居者
の円滑な退去等に
配慮しつつ、今後
５年を目途に廃止
等の措置を講じる
とともに、国庫納
付が可能な場合に
は、売却等の手続
きを行い国庫納付
する。 
なお、別紙４「処

分予定資産一覧」
に掲載した職員宿
舎については、速
やかに売却等の手
続を行い国庫納付
する。 

③ 「厚生労働省省
内事業仕分け」（平
成22年４月12日）
において提示した
保有資産の処分の
方針に基づき、引
き続き処分を進
め、国庫納付が可
能な場合には、売

 
 
 
＜評価の視点＞ 
・不要財産等の
処分に関する
計画の実施状
況はどのよう
なものであっ
たか。 
 

第５ 財産の処分等に関する計画 
 
 
１ 不要財産等の処分に関する計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 職業能力開発総合大学校（相模原校）の敷地等については、「公共職業能力
開発施設等の譲渡等に関する基本方針」（平成15年6月5日付け能発第0605001
号厚生労働省職業能力開発局長通達）に基づき、売却、国庫納付に向けて、
地方公共団体等との調整等を行い、一部引渡しを完了した。残りの敷地等に
ついては、引き続き国庫納付に向けて、手続きを進めている。 

 
② 「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」（平成 24 年 12 月 14
日行政改革担当大臣決定）及び第３期中期計画の別紙４｢処分予定資産一覧｣
に基づき、入居者の円滑な退去等に配慮しつつ、職員宿舎について、用途廃
止の措置を講じた。 
同計画等に記載された職員宿舎については、入札により処分を行った。 
同計画等に記載された職員宿舎以外にも、その必要性の検証を推し進め、用

途廃止の措置を講じるとともに、入札により処分を行った。 
なお、売却代金については独立行政法人通則法の規定に則して手続きを行

い、平成 25 年度から平成 28年度までに 69件の国庫納付を行った。 
【用途廃止件数、処分件数】 

平成 25 年度 用途廃止 68 件、処分 15件 
平成 26 年度 用途廃止 95 件、処分 42件 
平成 27 年度 用途廃止 65 件、処分 12件 
平成 28 年度 用途廃止 37 件、処分 29件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 「厚生労働省省内事業仕分け」（平成 22 年４月 12 日）において提示した保
有資産の処分の方針及び第３期中期計画の別紙４「処分予定資産一覧」に基
づき、職業能力開発施設の敷地について、売却に向けた手続を行った。 
なお、売却代金については、独立行政法人通則法の規定に則して手続きを行

い、平成 25 年度から平成 28年度までに７件の国庫納付を行った。 
 【処分件数】 
  平成 25 年度 ３件 
  平成 26 年度 ３件 
  平成 27 年度 １件 
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４．その他参考情報 

特になし。 

 

  

却等の手続きを行
い国庫納付する。 
なお、別紙４「処

分予定資産一覧」
に掲載した職業能
力開発施設につい
ては、速やかに売
却等の手続きを行
い国庫納付する。 

 
 
 
 
 
 
２ 重要な財産の処分
等に関する計画 
なし 

 
第６ 剰余金の使途 
 
・ 事業主に対する相
談・援助業務の充実 

・ 職業リハビリテー
ション業務の充実 

・ 障害者職業能力開
発校における職業訓
練業務の充実 

・ 職業能力開発業務
及び宿舎等業務の充
実 

・ 求職者支援制度に
係る職業訓練の認定
業務の充実 

 

平成 28 年度 ０件 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 会計検査院から有効に利用されていないとして指摘を受けた高度訓練セン
ターの土地については、平成 27 年８月 18 日に入札を行い、同９月 17 日に売
買契約を締結、平成 28年９月 15 日に処分を行った。 
なお、売却代金については、独立行政法人通則法の規定に則して手続を行

い、国庫納付を行った。 
 
２ 重要な財産の処分等に関する計画 
 
なし 
 

第６ 剰余金の使途 
 

・各年度剰余金は発生していないことから、剰余金の使用実績はなかった。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

 

４－１ 

 
その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 

関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 
－ 

 

２．主要な経年データ 

 

評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

人件費の節減（計画値）
（百万円） 

最終事業年度まで
に平成 24 年度予算
と比べて 5％以上節
減 

33,454 － － － － 5％以上節減 

 

人件費の節減（実績値）
（百万円） 

－ － 
▲1.0％ 

（33,119） 
▲3.6％ 

（32,255） 
▲4.3％ 

（32,006） 
▲5.3％ 

（31,686） 
  

達成度 － － （20.0％） （72.0％） （86.0％） （106.0％）   

注）人件費は、退職手当、新規に追加される業務に係る分、拡充業務に係る分等を除く。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

中期目標 中期計画 
主な評価指

標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
（見込評価） （期間実績評価） 

評定  評定  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第７ その他主務省令で定め
る業務運営に関する事項 

 
１ 人事に関する計画 
 
(1) 方針 

効果的かつ効率的な
業務運営のため、必要
な人材の確保、人員の
適正配置、研修の充実
による専門性及び意識
の向上を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・必要な人材
の確保、人
員の適正配
置並びに研
修の充実に
よる専門性
及び意識の
向上を図っ
ているか。 

・独立行政法
人職員の再
就職者の非
人件費ポス
トの見直し
を図ってい
るか。 

 
 

 
第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
 
 
１ 人事に関する計画 
 
（１） 方針 
・機構の業務運営に必要な、優秀な人材を確保するため、以下のような取組を

行った。 
- 各年度の採用に当たっては、４職種（障害者職業カウンセラー職、職業能
力開発職、障害者職業訓練職、事務職）の採用情報や業務内容、勤務先施
設の紹介等をわかりやすく盛り込んだ訴求力のある採用パンフレットを
作成・配布するとともに、ホームページや就職情報サイトへ募集案内を掲
載した。 

- （H26～）障害者職業カウンセラー職については、事務職との併願による
応募を可能とするなど、広く応募者の確保に努めた。平成 27 年度から、
就職情報サイトを活用し、就職活動中の学生等に向けて採用説明会や採用
試験の情報を発信するほか、問合せの受付け等、相互に情報交換を行うこ
とで、応募意欲が高まるよう働きかけた。 

- 本部、宮城、東京、大阪、福岡における採用説明会においては、応募に際
して当機構の業務内容等の理解が促進されるよう、募集する職種の具体的
な業務内容を解説するとともに、地域センター及び職業能力開発促進セン
ターに勤務している職員の日常業務を紹介した。平成 28 年度から、職種
ごとに分かれて個別に相談を行う機会を設けた。 

- （H26～）採用説明会実施後においても、主要都市の４年制大学のキャリ

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
・人件費については、平成

24 年度予算と比べて
５％以上の節減を達成
した。 

・人材の確保については、
職員の募集に当たり、障
害者職業カウンセラー
職と事務職の併願を可
能としたほか、就職情報
サイトの活用、地域の大
学等に対する広報活動
等、積極的な取組を行っ
た。 

 
これらを踏まえ、評定を

Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
・引き続き必要な人材の確

保に努める必要がある。 
 

＜評定に至った理由＞ 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
（検出した課題、今後
の業務・組織全体の見
直しに反映すべき事項
等を記載） 
 
＜その他事項＞ 
（有識者からの意見聴
取等を行った場合には
意見を記載するなど） 

＜評定に至った理由＞ 
（見込評価時との乖離
がある場合には重点的
に理由を記載） 
＜今後の課題＞ 
（見込評価時に検出さ
れなかった課題、新中
期目標の変更が必要に
なる事項等あれば記
載） 
＜その他事項＞ 
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ア支援センターや担当教授を訪問し、各募集職種についての説明等を実施
したほか、学内の就職説明会に参加して直接学生に応募を促すこと等によ
り応募者の拡大に努めた。 

- 職員の募集に当たっては、職業能力開発職については、各施設の職員によ
る地域の大学等に対する広報活動を実施した。平成 28 年度からは、障害
者職業カウンセラー職及び事務職についても、同様の広報活動を実施し
た。 

- 採用選考においては、引き続き人物本位の採用のため面接を重視して３次
にわたる面接試験を行った。 

 
・（H25）第 34 回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）の単独開催（平
成 25年 11 月に千葉県で開催）に際し、同大会の円滑な運営及び利用者のニ
ーズに的確に応えるため、担当部署の人員体制を強化した。 

・（H26）企業に対する精神障害者の雇用推進支援・雇用継続支援モデル事業の
実施に際し、必要な支援モデルを構築するため、大都市圏の３地域センター
（東京、愛知、大阪）に人員を配置した。 

・（H27）地方組織一元化に伴う組織体制の変更に対応し、円滑な支部運営に資
するため、適切な人員の配置を行った。 

・東日本大震災における被災地域の離職者等に対する「震災復興訓練」の効率
的・効果的な実施のため、全国から職業訓練指導員の応援派遣を行う等、ス
ケールメリット等を活かした弾力的な人員配置に努めた。 

・職員の再就職者の非人件費ポストは、本部において研究業務を行う嘱託、施
設において職業訓練・指導業務を行う嘱託等があるが、いずれのポストも、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条に基づく職員の定年退職後
の再雇用制度の対象者を配置するポストであり、これらのポストの配置は、
配置対象者の経歴及び専門性や、当該ポストに必要な技能等を総合的に勘案
して行った。 

 
・職員の専門性と意識の向上を図るため、次のとおり職員各層に対する研修等

を実施した。 
- 本部各課、各施設単位において行動規範を徹底し、マネジメント力の向上
及び業務効果的・効率的に遂行できるようにするための研修（管理職員対
象） 

- 業務に対するモチベーションや法令遵守に対する意識等の向上のための
管理手法など、管理マネジメントに関する研修（管理職員対象） 

- 人事評価制度のより適切かつ効果的な実施に向けた評価者研修（人事評価
者である職員対象） 

- 各年次に応じた専門研修（障害者職業カウンセラー職及び障害者職業訓練
職対象） 

- 年度ごとにテーマを定め、新たな課題やニーズへの対応及び支援スキルの
向上を目的とした課題別研修（障害者職業カウンセラー職及び障害者職業
訓練職のうち、定められた研修を終えた者を対象） 

- 実践的な知識・技術等の習得を図るためのＯＪＴ指針に基づき、採用後３
年次までの障害者職業カウンセラー及び障害者職業訓練職員を配置する
すべての広域・地域センターにおいて、個々の職員の経験や担当業務状況
に応じた計画的なＯＪＴ（障害者職業カウンセラー職及び障害者職業訓練
職対象） 

- 機構組織や業務及びそれぞれの職務に課せられた役割の理解、各業務にお
いて必要となる専門的知識、支援スキルの習得を図るための研修（新たに
採用されたリワークカウンセラー、ジョブコーチ、評価アシスタント、リ
ワークアシスタント及び就労支援アシスタント対象） 

- 精神障害者、発達障害者等に関するケーススタディ、経験の少ないジョブ
コーチに対する指導技法等の研修（実務経験２年以上のジョブコーチ対
象） 

- 職業訓練指導員人材育成システムに基づき、産業構造の変化に伴う新たな
ニーズに対応した職業訓練の実施に向けた技能・技術研修（職業能力開発
職対象） 

- 指導員の各階層に応じた業務を遂行するための役割の理解や能力を向上
するための階層別研修（職業能力開発職対象） 

- キャリアルートの要所要所において、新たな役割を担うための能力の向上
を促す研修及びＯＪＴ（職業能力開発職対象） 
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(2) 人員に関する指標 
 

人件費（退職手当及
び福利厚生費（法定福
利費及び法定外福利
費）並びに人事院勧告
を踏まえた給与改定部
分を除く。）について
は、政府における総人
件費削減の取組を踏ま
え、厳しく見直すもの
とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、機構の給与水

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・法人の業務
改善のため
の具体的な
イニシアテ
ィブが認め
られるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・人件費（退
職手当及び
福利厚生費
（法定福利
費及び法定
外福利費）
並びに人事
院勧告を踏
まえた給与
改定部分を
除く。）につ
いては、政
府における
総人件費削
減の取組を
踏まえ、厳
しく見直し
ているか 

 
＜評価の視点＞ 

- 職業訓練の流れを早期に理解し、施設利用者への案内等を円滑にするため
の窓口業務ＯＪＴ（新規採用職員等対象） 

- （～H27）技能・技術力及び指導力の向上を図るための計画的な訓練ＯＪ
Ｔ（職業能力開発職対象） 

- 「特別な配慮が必要な訓練生への対応研修」 
職業訓練の現場において特別な配慮が必要な訓練生に支援を行い、課題等
の提言や普及活動を先導する職業訓練指導員の育成を目的とする研修を、
広域センターと連携し実施（職業能力開発職対象） 

- 平成 28 年４月から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律」に基づく職員研修（新規採用職員及び新任管理職対象） 

・各研修の対象者層に求められる知識や技能・技術等の他、各研修の受講者ア
ンケートの結果なども踏まえ、研修実施計画を策定した。 
 

・人件費削減の一方で職員のモラールの維持向上を図り利用者本位のサービス
を提供するため、以下のような取組を行った。 
- 経営トップ（理事長）が、理事会、部長会議、施設長会議、社内報等あら
ゆる場を活用して、ミッション（使命）の浸透、利用者本位のサービス提
供の徹底を図るとともに、全国の施設に経営トップが直接出向いて意見交
換、指導を実施した。 

- 役職員一人ひとりが実践すべき行動理念を「独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構行動規範」として策定し、カードサイズの印刷物にして
嘱託職員を含む全役職員に携帯させている。 

- 各種サービス終了時における有用度に関する調査やサービス実施後一定
期間経過後における追跡調査等を積極的に実施し、各種事業の効果や関係
者のニーズの把握に努めた。これらの調査結果を自由記述欄の内容を含め
分析し、現場レベルでの業務改善を促すため各施設にフィードバックし
た。 

- 業務の効率的・効果的実施と職員のモチベーションの維持・向上を図るた
め、職場単位の改善運動であるＥサービス運動を引き続き実施した。 

 
・職業訓練指導員体制について、社会のニーズに機動的に対応できる指導員体

制を実現する観点から、生産現場の先端的技能・技術やものづくりのノウハ
ウを民間企業から取り入れるため、任期付き雇用を積極的に活用した。 

 【新規受入数】 
  平成 25 年度 ８人 
  平成 26 年度 ６人 
  平成 27 年度 ５人 
  平成 28 年度 ７人 
  （平成 29年３月末現在の受入数 20 人） 
 
（２）人員に関する指標 
 
・人件費については、予算において、平成 24年度の 33,454 百万円に対し、平

成 28 年度は 31,686 百万円となり、5.3％の節減を図った。（達成度 106％） 
・人件費の見直し及び給与水準の適正化については、国に準じた給与制度の運

用により適正な給与水準の維持に努めた。 
・給与水準の検証結果等については、総務省の定める「独立行政法人の役員の

報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」に基
づき、ホームページ上で公表した。 

【国に準じた給与制度の概要】 
- 事務職員について、国と同じ俸給表（行政職俸給表（一））を適用 
- 諸手当について、職業訓練指導員手当を廃止する等、国と同様の制度を適
用 

- 55 歳を超える職員について昇給停止 
【給与水準の状況】 
- 指数の状況 
平成 25 年度 
対国家公務員 101.3 
参考 
地域勘案 106.2 
学歴勘案 98.0 
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準について、国家公務
員の給与水準も十分考
慮し、国民の理解と納
得が得られるように厳
しく検証を行い、これ
を維持する合理的な理
由がない場合には必要
な措置を講ずることに
より、給与水準の適正
化に速やかに取り組む
とともに、その検証結
果や取組状況について
公表する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、人件費（退職

手当、新規に追加され
る業務に係る分、拡充
業務に係る分等を除
く。）については、第３
期中期目標期間の最終
事業年度において、平
成 24年度予算（当初予
算）と比べて５％以上
の額を節減する。 
（参考）第３期中期

目標期間中の予算にお
ける人件費見積りの総
額は、別紙－１のとお
り。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・機構の給与
水準につい
て検証を行
い、これを
維持する合
理的な理由
がない場合
には必要な
措置を講ず
ることによ
り、給与水
準の適正化
に速やかに
取り組むと
ともに、そ
の検証結果
や取組状況
については
公表してい
るか。 

 
＜定量的指標＞ 
・人件費（退
職手当、新
規に追加さ
れる業務に
係る分、拡
充業務に係
る分等を除
く。）につい
ては、第３
期中期目標
期間の最終
事業年度に
おいて、平
成24年度予
算（当初予
算）と比べ
て５％以上
の額を節減
すること。
【 数 値 目
標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域・学歴勘案 104.7 
 

平成 26 年度 
対国家公務員 102.2 
参考 
地域勘案 107.5 
学歴勘案 98.6 
地域・学歴勘案 105.8 

 
平成 27 年度 
対国家公務員 103.4 
参考 
地域勘案 108.1 
学歴勘案 100.0 
地域・学歴勘案 106.4 

 
平成 28 年度 
対国家公務員 103.9 
参考 
地域勘案 108.9 
学歴勘案 100.3 
地域・学歴勘案 107.4 

 
- 国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由 
ⅰ当機構の事務職員のうち大卒以上の者の割合は、国家公務員の行政職俸
給表（一）適用者のうち大卒以上の者の割合を大幅に上回っていること
による。なお、学歴勘案による対国家公務員指数は国家公務員と同水準
である。 

（参考） 
機構の事務職員のうち大卒以上の者の割合 
平成 25 年度 91.8％ 
平成 26 年度 93.4％ 
平成 27 年度 94.1％ 
平成 28 年度 94.6％ 

 
国家公務員の行政職俸給表（一）適用者のうち大卒以上の者の割合（参
考：平成 25 年～平成 28年「国家公務員給与等実態調査の結果」第２表
より算出） 
平成 25 年度 54.1％ 
平成 26 年度 53.6％ 
平成 27 年度 54.7％ 
平成 28 年度 55.8％ 

 
ⅱ「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12 月 24 日閣議決定）等に
基づき職員宿舎の廃止を進めていること及び全国規模の異動が多いこ
とから、借家・借間に居住する者が年々増加傾向にあり、住居手当の支
給水準は国家公務員と同じであるが、支給される者の割合が、国家公務
員の割合よりも大幅に上回っていることによる。また、単身赴任手当に
ついても支給される者の割合が国家公務員の割合よりも上回っている
ことによる。 

（参考） 
機構職員のうち住居手当受給者の割合 
平成 25 年度 49.0％ 
平成 26 年度 56.6％ 
平成 27 年度 61.2％ 
平成 28 年度 62.8％ 
 
国家公務員のうち住居手当受給者の割合 
平成 25 年度 16.8％ 
平成 26 年度 18％ 
平成 27 年度 19.9％ 



201 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 施設・設備に関する計
画 

 
障害者の就労に関する

様々な援助業務及び求職
者等への職業訓練の効果
的かつ効率的な遂行を図
るため、施設の老朽化等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・施設の老朽
化等を勘案
し計画的に
修繕等を行
ったか。 

 
 

平成 28 年度 21.5％ 
 

機構職員のうち単身赴任手当受給者の割合 
平成 25 年度 13.6％ 
平成 26 年度 15.3％ 
平成 27 年度 14.3％ 
平成 28 年度 13.5％ 
 
国家公務員のうち単身赴任手当受給者の割合 
平成 25 年度 8.3％ 
平成 26 年度 8.7％ 
平成 27 年度 8.7％ 
平成 28 年度 8.7％ 
 

ⅲ地域勘案及び地域・学歴勘案の指数については、国の本府省が１級地（東
京都特別区（平成 25～26 年：18％、平成 27 年：18.5％、平成 28 年：
20％））に置かれているのに対し、当機構の本部事務所は３級地（千葉
市（平成 25～平成 26 年：10％、平成 27 年：13％、平成 28年：15％））
に置かれており、当該３級地に在勤する事務職員の割合が高くなってい
ることによる。 

 
- 給与水準の適切性の検証 
当機構の給与水準については、国と同様の給与制度としているため俸給、
諸手当は国と同等の水準となっており、大卒以上の割合が大きいことを考
慮した学歴勘案では国と同水準であること。その他の指数については、住
居手当及び単身赴任手当の受給者割合が国よりも大幅に高いことや本部
事務所が千葉市に置かれていることにより国を上回っているものであり、
給与水準が国より高いものではないこと。 

   
学歴勘案 
  平成 25 年度 
   98.0 ポイント 
  平成 26 年度 
   98.6 ポイント 
  平成 27 年度 

100.0 ポイント 
  平成 28 年度 
    100.3 ポイント 

  
・（H25）「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」（平成 24 年法
律第 2 号）に基づく国の措置に準じて、俸給月額等を以下のとおり減額した。 

・俸給月額 ７級以上 ▲9.77％、３級～６級 ▲7.77％、１級～２級 ▲4.77％
（行政職俸給表（一）に相当する職員） 

・（H25）職務手当 一律▲10％、期末手当及び勤勉手当 一律▲9.77％ 等 
・「国家公務員の退職手当の支給水準の引下げ等について」（平成 24 年 8 月 7
日閣議決定）に基づき、退職手当計算式に以下の調整率を乗じるよう見直し
を行った。 
- 平成 25年 9月 30 日まで 98/100 
- 平成 25年 10 月１日から平成 26年 6月 30 日まで 92/100 
- 平成 26年 7月１日以降 87/100 

 
・レクリエーション経費については、廃止しており支出はない。 
 
２ 施設・設備に関する計画 
 
 
・障害者の就労に関する援助業務及び求職者等への職業訓練の効率的な遂行を

図るため、計画的な修繕を行った。 
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第５ その他業務運営に
関する重要事項 

 
通則法第 29 条第

２項第５号のその他
業務運営に関する重
要事項については次
のとおりとする。 

 
１ ニーズの適確な把
握等 

 
サービスを希望す

る者が適切な時期に
適切なサービスを受
けられるようにする

を勘案して、計画的な修
繕等を行う。 

 
 
（参考） 

施設・設
備の内容 

予算額 
(百万
円) 

財源 

（地域障
害者職業
センタ
ー） 

設備更新
等 

148 

施設
整備
費補
助金 

（職業能
力開発促
進センタ
ー） 

実習場建
替等 

7,458 

（職業能
力開発大
学校） 
設備更新

等 

1,805 

（注）上記の計画について
は、業務実施状況、予見
しがたい事情等を勘案
し、施設整備を追加又は
予定額を変更すること
があり得る。 

 
３ 積立金の処分に関する
事項 

 
宿舎等勘定の前中期目

標期間繰越積立金は、宿
舎等業務に充てることと
する。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
・宿舎等勘定
の前中期目
標期間繰越
積立金は、
宿舎等業務
に 充 て た
か。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 積立金の処分に関する事項 
・（H25,26）主に、解雇等により住居を喪失した求職者や、東日本大震災の被
災者の入居の受入れに伴い、入居者の退去を促進する取組を停止しているこ
とにより、当期純利益が生じたため、第３期中期目標期間へ繰り越した積立
金（前中期目標期間繰越積立金）は取り崩していない。 

・（H27）主に、雇用促進住宅の入居者付きでの売却を進めたことにより、入居
者の退去を促進する取組に要する費用が発生しなかったこと等から、当期純
利益が生じたため、第３期中期目標期間へ繰り越した積立金（前中期目標期
間繰越積立金）は取り崩していない。 

・（H28）主に、雇用促進住宅の管理運営経費の削減等により、当期純利益が生
じたため、第３期中期目標期間へ繰り越した積立金（前中期目標期間繰越積
立金）は取り崩していない。 
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ため、利用者の機会
の均等・公平の観点
から、ニーズの適確
な把握、ニーズを踏
まえた適正なサービ
スの提供を図るよ
う、事業の周知や関
係機関への協力要請
を積極的に実施する
とともに、事業主団
体、障害者団体等と
情報交換を行うほ
か、機構の業務に関
する要望、意見等を
聞くことを目的とす
る場を設けること。 

 
２ 利便性の向上 

 
利用者に対するア

ンケート調査を積極
的に実施し、その結
果を業務改善につな
げることにより、利
用者の要望を踏まえ
た業務運営を行うこ
と。  
高年齢者等や障害

者の雇用問題等に関
する情報及び求職者
や在職者等に対する
職業訓練実施状況等
に関する情報をホー
ムページにおいて公
表し、高年齢者等や
障害者の雇用問題等
に関する情報及び求
職者や在職者等に対
する職業訓練実施状
況等に関する情報の
効率的な活用と国民
の理解の促進を図る
こと。また、給付金
及び助成金の支給申
請事業主等の利便性
を図るため、支給要
件、助成額、申請窓
口等をホームページ
等で公開すること。 
また、障害者雇用

納付金の徴収及び調
整金等の支給業務に
ついては、事業主の
利便性の向上を図る
ため、申告・申請手
続の簡素化及び電算
機処理システムの改
定など、適正かつ効
率的に実施するこ
と。 
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３ 業績評価の実施及
び公表による業務内
容の充実等 

 
適正な業務の推進

に資するため業績評
価を行い、業務運営
に反映する。 
さらに、業務内容

の透明性を高め、業
務内容の充実を図る
観点から、設定した
目標の達成状況、業
績評価の結果や機構
の業務の内容につい
て、ホームページ等
において、積極的か
つ分かりやすく公表
すること。 

 
４ 内部統制の充実・
強化 

 
内部統制について

は、総務省の「独立
行政法人における内
部統制と評価に関す
る研究会」が平成 22
年３月に公表した報
告書（「独立行政法人
における内部統制と
評価について」）及び
総務省政策評価・独
立行政法人評価委員
会から独立行政法人
等の業務実績に関す
る評価の結果等の意
見として厚生労働省
独立行政法人評価委
員会等に通知した事
項を参考に更に充
実・強化を図ること。 

 
５ 政府の方針を踏ま
え、適切な情報セキ
ュリティ対策を推進
すること。 

 
６ 既往の閣議決定等
に示された政府方針
に基づく取組につい
て、着実に実施する
こと。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 

 


